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平成１７年 

第１回宿毛市議会定例会会議録第１号 

 

１　議事日程 

      第１日（平成１７年３月　９日　水曜日） 

午前１０時　開議 

　　第１　会議録署名議員の指名 

　　第２　会期の決定 

○ 諸般の報告 

○ 行政方針の表明 

　　　第３　議案第１号から議案第５７号まで 

            議案第　１号　平成１６年度宿毛市一般会計補正予算について 

　　　　　　議案第　２号　平成１６年度宿毛市簡易水道事業特別会計補正予算について 

　　　　　　議案第　３号　平成１６年度宿毛市国民健康保険事業特別会計補正予算について 

　　　　　　議案第　４号　平成１６年度宿毛市へき地診療事業特別会計補正予算について 

　　　　　　議案第　５号　平成１６年度宿毛市定期船事業特別会計補正予算について 

　　　　　　議案第　６号　平成１６年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計補正予算につい

　　　　　　　　　　　　　て 

　　　　　　議案第　７号　平成１６年度宿毛市老人保健特別会計補正予算について 

　　　　　　議案第　８号　平成１６年度宿毛市学校給食事業特別会計補正予算について 

　　　　　　議案第　９号　平成１６年度宿毛市下水道事業特別会計補正予算について 

　　　　　　議案第１０号　平成１６年度宿毛市国民宿舎運営事業特別会計補正予算について 

            議案第１１号　平成１６年度幡多西部介護認定審査会特別会計補正予算について 

　　　　　議案第１２号　平成１６年度宿毛市介護保険事業特別会計補正予算について 

　　　　　　議案第１３号　平成１６年度宿毛市水道事業会計補正予算について 

            議案第１４号　平成１７年度宿毛市一般会計予算について 

　　　　　　議案第１５号　平成１７年度宿毛市簡易水道事業特別会計予算について 

            議案第１６号　平成１７年度宿毛市国民健康保険事業特別会計予算について 

　　　　　議案第１７号　平成１７年度宿毛市へき地診療事業特別会計予算について 

　　　　　　議案第１８号　平成１７年度宿毛市定期船事業特別会計予算について 

            議案第１９号　平成１７年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計予算について 

　　　　　　議案第２０号　平成１７年度宿毛市老人保健特別会計予算について 

　　　　　　議案第２１号　平成１７年度宿毛市学校給食事業特別会計予算について 

　　　　　　議案第２２号　平成１７年度宿毛市下水道事業特別会計予算について 

　　　　　　議案第２３号　平成１７年度宿毛市国民宿舎運営事業特別会計予算について 

            議案第２４号　平成１７年度幡多西部介護認定審査会特別会計予算について 

　　　　　　議案第２５号　平成１７年度宿毛市介護保険事業特別会計予算について 
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　　　　　　議案第２６号　平成１７年度宿毛市水道事業会計予算について 

　　　　　　議案第２７号　宿毛市金婚夫婦表彰条例の一部を改正する条例について 

　　　　　　議案第２８号　宿毛市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例

　　　　　　　　　　　　　について 

　　　　　　議案第２９号　宿毛市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条

　　　　　　　　　　　　　例について 

　　　　　　議案第３０号　宿毛市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改

　　　　　　　　　　　　　正する条例について 

　　　　　　議案第３１号　宿毛市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

　　　　　　　　　　　　　条例の一部を改正する条例について 

　　　　　　議案第３２号　宿毛市特別職の職員の給与並びに旅費に関する条例の一部を改正

　　　　　　　　　　　　　する条例について 

　　　　　　議案第３３号　宿毛市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一

　　　　　　　　　　　　　部を改正する条例について 

　　　　　　議案第３４号　宿毛市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につい

　　　　　　　　　　　　　て 

　　　　　　議案第３５号　宿毛市職員特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例につ

　　　　　　　　　　　　　いて 

　　　　　　議案第３６号　宿毛市旅費条例の一部を改正する条例について 

　　　　　　議案第３７号　宿毛市税条例の一部を改正する条例について 

　　　　　　議案第３８号　宿毛市手数料徴収条例の一部を改正する条例について 

　　　　　　議案第３９号　宿毛市奨学金貸与条例の一部を改正する条例について 

　　　　　　議案第４０号　宿毛市立公民館設置条例の一部を改正する条例について 

　　　　　　議案第４１号　宿毛市立公民館使用条例の一部を改正する条例について 

　　　　　　議案第４２号　宿毛都市計画事業宿毛駅前地区土地区画整理事業施行規程の一部

　　　　　　　　　　　　　を改正する条例について 

　　　　　　議案第４３号　宿毛都市計画事業宿毛駅東地区土地区画整理事業施行規程に関す

　　　　　　　　　　　　　る条例の一部を改正する条例について 

　　　　　　議案第４４号　企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条

　　　　　　　　　　　　　例について 

　　　　　　議案第４５号　高知県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及

　　　　　　　　　　　　　び高知県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約について 

　　　　　　議案第４６号　高知県市町村総合事務組合から仁淀地区国民健康保険病院組合が

　　　　　　　　　　　　　脱退することに伴う財産処分について 

　　　　　　議案第４７号　幡多広域市町村圏事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及

　　　　　　　　　　　　　び幡多広域市町村圏事務組合規約の一部を改正する規約について 

　　　　　　議案第４８号　幡多広域市町村圏事務組合から中村市及び西土佐村が脱退するこ
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　　　　　　議案第４９号　高知西部環境施設組合を組織する地方公共団体の数の減少及び高

　　　　　　　　　　　　　知西部環境施設組合規約の一部を改正する規約について 

　　　　　　議案第５０号　高知西部環境施設組合から中村市及び西土佐村が脱退することに

　　　　　　　　　　　　　伴う財産処分について 

　　　　　　議案第５１号　こうち人づくり広域連合規約の一部を改正する規約について 

　　　　　　議案第５２号　辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

　　　　　　議案第５３号　辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

　　　　　　議案第５４号　栄喜漁港区域内の公有水面埋立てについて 

　　　　　　議案第５５号　あらたに生じた土地の確認について 

　　　　　　議案第５６号　あらたに生じた土地の字の区域の画定について 

　　　　　　議案第５７号　あらたに生じた土地の字の区域の画定について 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

２　本日の会議に付した事件 

　　日程第１　会議録署名議員の指名 

　　日程第２　会期の決定 

　　日程第３　議案第１号から議案第５７号まで 

　　日程追加　議案第５８号 

　　　　　　　議案第５８号　宿毛市・大月町合併協議会規約の一部を改正する規約につい

　　　　　　　　　　　　　　て 

　　　　　　　　　　　－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

３　出席議員（１７名） 

　　　１番　浅　木　　　敏　君　　　　　２番　中　平　富　宏　君 

　　　３番　有　田　都　子　君　　　　　４番　浦　尻　和　伸　君 

　　　５番　菊　地　　　徹　君　　　　　６番　寺　田　公　一　君 

　　　８番　宮　本　有　二　君　　　　　９番　濵　田　陸　紀　君 

　　１０番　沖　本　年　男　君　　　　１１番　西　郷　典　生　君 

　　１２番　岡　村　佳　忠　君　　　　１３番　佐　田　忠　孝　君 

　　１４番　田　中　徳　武　君　　　　１５番　山　本　幸　雄　君 

　　１６番　中　川　　　貢　君　　　　１７番　西　村　六　男　君 

　　１８番　岡　崎　　　求　君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

４　欠席議員（１名） 

　　　７番　菱　田　征　夫　君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

５　事務局職員出席者 

　　　事 務 局 長　　福　田　延　治　君 
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　　　議 事 係 長　　岩　本　昌　彦　君 

　　　調 査 係 長　　嵐　　　　　健　君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

６　出席要求による出席者 

　　　市　　　　長　　中　西　清　二　君 

　　　収 入 役　　中　上　晋　助　君 

　　　企画広報課長　　小　松　宣　男　君 

　　　総 務 課 長　　岡　本　公　文　君 

　　　市 民 課 長　　松　岡　繁　喜　君 

　　　税 務 課 長　　松　田　雅　俊　君 

　　　会 計 課 長　　夕　部　政　明　君 

　　　保健介護課長　　西　本　寿　彦　君 

　　　環 境 課 長　　谷　本　秀　世　君 

　　　人権推進課長　　美濃部　　　勇　君 

　　　農林課長補佐　　松　岡　博　之　君 

　　　水産課長補佐　　高　木　定　一　君 

　　　商工観光課長　　谷　本　　　実　君 

　　　土 木 課 長　　茨　木　　　隆　君 

　　　都市建設課長　　豊　島　裕　一　君 

　　　福祉事務所長　　大　塚　　　勉　君 

　　　教 育 委 員 長　　奥　谷　力　郎　君 

　　　教 育 長　　嶋　　　統　一　君 

　　　千 寿 園 長　　尾　崎　重　幸　君 

 

 

 　　　次　　　　長 
　　　兼 庶 務 係 長

小　野　正　二　君

 　　　水 道 課 長 兼 

　　　下 水 道 課 長
江　口　日出男　君

 　　　教 育 次 長 兼 

　　　学校教育課長
西　尾　　　諭　君

 　　　生涯学習課長 

　　　兼 宿 毛 文 教 

　　　センター所長

高　木　一　成　君

 　　　学 校 給 食 

　　　センター所長
近　藤　勝　喜　君
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午前１０時００分　開会 

○議長（西郷典生君）　これより平成１７年第

１回宿毛市議会定例会を開会いたします。 

　直ちに本日の会議を開きます。 

　日程第１「会議録署名議員の指名」を行いま

す。 

　会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定

により、議長において山本幸雄君及び中川　貢

君を指名いたします。 

　日程第２「会期の決定」を議題といたします。 

　この際、議会運営委員長の報告を求めます。 

　議会運営委員長。 

○議会運営委員長（岡崎　求君）　おはようご

ざいます。議会運営委員長。 

　ただいま議題となっております今期定例会の

会期につきましては、議長の要請により、去る

３月７日、議会運営委員会を開きまして、今期

定例会に提案予定の案件等を勘案のうえ、慎重

に審査した結果、本日から３月２４日までの１

６日間とすることに、全会一致をもって決定い

たしました。 

　以上、報告いたします。 

○議長（西郷典生君）　おはかりいたします。 

　今期定例会の会期は、委員長報告のとおり、

本日から３月２４日までの１６日間といたした

いと思います。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（西郷典生君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、今期定例会の会期は、本日から３月

２４日までの１６日間と決定いたしました。 

　この際「諸般の報告」をいたします。 

　菱田征夫君から、会議規則第２条の規定によ

る欠席の届出がありました。 

　閉会中の議員派遣について、報告いたします。 

　２月２日、四国防災トップセミナーが高知市

で、２月１１日、津島町政５０周年記念式典が

津島町で、２月１６日、広域行政圏市議会協議

会が東京都で、それぞれ開催され、副議長が出

席のため、派遣されました。 

　本日までに請願１件、陳情３件を受理いたし

ました。 

　よって、お手元に配付してあります｢請願文

書表｣及び「陳情文書表」のとおり所管の常任

委員会へ付託いたします。 

　会議規則第６２条第２項の規定により、一般

質問の通告の期限を３月１０日正午と定めます

ので、質問者は期間内にその要旨を文書で通告

してください。 

　なお、事務的な報告につきましては、お手元

に配付いたしました「事務報告書」のとおりで

あります。 

　以上で諸般の報告を終わります。 

　続いて、市長の「行政方針の表明」を行いま

す。 

　市長。 

○市長（中西清二君）　本日は、平成１７年第

１回宿毛市議会定例会を招集いたしましたとこ

ろ、議員の皆様方におかれましては何かとご多

忙中にもかかわりませずご参集いただきまして

まことにありがとうございます。 

　新年度の行政方針を申し上げる前に、去る２

日に発生いたしました土佐くろしお鉄道の列車

事故につきまして、市民の皆様を初め、多くの

皆様にご心配とご迷惑をおかけいたしましたこ

とに対し、心からおわびを申し上げます。 

　列車をご利用いただく皆様を、迅速かつ安全

に輸送することが、公共交通機関としての使命

であるにもかかわらず、平成１０年に続き、再

びこのような重大事故を起こしましたことは、

まことに遺憾であり、事故により亡くなられた

運転手のご冥福を心からお祈り申し上げますと

ともに、負傷されました方々に対しまして、改
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めておわびとお見舞いを申し上げます。 

　事故後、中村駅までの代替バス運行で市民の

皆様を初め、周辺町村の皆様には、多大のご不

便をおかけしていることから、例えば東宿毛駅

を始発着とする等、臨機の措置をとっていただ

き、宿毛線が一日も早く運行再開できるよう、

関係機関に働きかけてまいりたいと考えており

ます。 

　今後は、市民の皆様の信頼を回復することが

できるよう、改めて安全運転の徹底を図り、二

度とこのような事故が起こることのないよう、

土佐くろしお鉄道の職員の意識改革はもとより、

事故発生防止策について、厳しく指導してまい

りたいと考えております。 

　それでは、新年度予算案並びに各議案の審議

をお願い申し上げるに当たりまして、市政運営

に対する基本方針並びに主要施策について、所

信の一端を申し上げ、市民並びに議員の皆様の

ご理解とご協力を賜りたいと存じます。 

　私、市長就任以来１年余りが経過いたしまし

た。 

　この１年を振り返ってみますと、就任早々の

昨年１月には、宿毛観光汽船株式会社の倒産と

いう予想だにしなかったショッキングなできご

とに遭遇いたしました。また、当初予算の編成

作業も初めてということに加えまして、財政状

況が極めて厳しいということも重なり、その困

難さも体験いたしました。 

　さらに、６月の台風４号を皮切りに、１０月

の２３号まで、台風の来襲による災害対策本部

の設置が７回に及びました。 

　加えて、国・地方財政の三位一体改革への対

応、大月町及び三原村との合併協議や住民説明

会など、さまざまな課題への対応に終始した１

年であったと考えております。 

　このような中で、フェリー航路の再開や合併

問題を初めとした諸課題に対しまして、議員の

皆様のご理解、ご協力をいただきながら、とも

にその解決に向けて取り組むことができたと考

えております。 

　一方、外に目を向けてみますと、新潟県中越

地震の発生や、数多くの台風の来襲等、全国的

にも自然災害が多く発生した１年でありました。

また、世界的にも、インドネシアのスマトラ島

沖地震に伴う津波によって、約３０万人に及ぶ

人々の生命が奪われるなど、大変大きな災害が

発生しました。 

　新潟県中越地震では、死者４０人、重軽傷者

４，５９５人という平成７年に発生した阪神・

淡路大震災以来の大きな災害となりました。 

　国や全国各地の自治体、民間団体、ボランテ

ィア等の支援により、少しずつ復旧に向けての

取り組みがなされておりますが、不幸にして犠

牲となられた方々のご冥福を心よりお祈り申し

上げますとともに、豪雪が続く厳しい状況の中、

いまだに仮設住宅等での生活を余儀なくされて

いる方々に対しまして、宿毛市民を代表して、

心よりお見舞いを申し上げますとともに、一日

も早い完全復旧を念願するものであります。 

　本市におきましても、たび重なる台風の来襲

により、家屋の浸水や損壊等の被害を受けまし

た。幸い、人命にかかわるような被害はありま

せんでしたが、改めて自然災害の恐ろしさを認

識するとともに、地震災害を含めて、平素から

の備えがいかに重要であるかを再認識いたしま

した。 

　このため、本市では、市民の皆様にも防災対

策の必要性について、十分に認識していただく

ために、南海地震等の大地震発生時に、市民一

人ひとりが安全で確実に避難できるよう、津波

被害が想定される地域において、自主防災組織

の設立に向けた取り組みを行うとともに、避難

道の整備や、避難場所の指定等、必要な整備に

努めております。 
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　今後も、非常に厳しい財政状況ではあります

が、市民の生命、財産を守るための防災対策に

つきましては、可能な限りの予算措置をし、積

極的に取り組んでまいりたいと考えております。 

　昨年１月２６日には、宿毛観光汽船株式会社

の突然の破産によって、宿毛佐伯フェリー航路

が途絶し、本市の産業経済に大きな影響が懸念

されましたが、本市の市民の皆様を初め、議員

各位、国、県、並びに関係市町村等のご支援、

ご協力をいただき、新たに株式会社宿毛フェリ

ーによって１２月１５日に運航が再開されまし

た。 

　今後は、市民の利便性の向上はもとより、高

知県西南地域の振興に重要な役割を担うフェリ

ー航路の発展のために、できる限りの支援を行

ってまいりたいと考えております。 

　それでは、市政運営の基本方針について申し

上げます。 

　市町村合併について申し上げます。 

　合併特例法の申請期限もあと１カ月足らずと

なり、全国各地で盛んに合併が進められており

ます。本市におきましては、昨年８月に行われ

ました大月町と三原村の住民投票の結果、三原

村が反対多数となったため、合併協議会は平成

１６年９月３０日をもって解散し、３市町村の

合併は白紙になりました。 

　しかしながら、本市においては、合併は必要

であるとの認識に立ち、住民投票で賛成多数で

あった大月町との合併に向けて、取り組んでま

いりました。 

　合併協議会解散後は、幡多広域合併を目指す

としていた大月町ですが、本市との合併特例法

の期限までの合併を望む３，５０４名の署名が

町長に提出されたことにより、去る２月７日、

町は住民アンケートを実施いたしました。その

結果として、２市町による合併を推進していく

ことになりました。 

　既に、２市町による合併協議会を設置し、精

力的に協議を行っておりますが、合併特例法の

期限であります今月末までには、知事に対し合

併申請ができよう全力で取り組んでまいります

ので、市民並びに議員の皆様のご理解、ご協力

をお願い申し上げます。 

　次に、行政改革について申し上げます。 

　平成１６年度を初年度とする国・地方財政の

三位一体改革の実施に伴い、地方自治体を取り

巻く環境は一段と厳しい状況になっており、行

政の効率化に向けた取り組みがさらに強く求め

られております。 

　本市におきましては、宿毛市行政改革大綱に

基づき、各種補助金や組織・機構の見直しを初

め、業務の民間委託や職員給与の見直し等、積

極的に推進してまいりました。しかしながら、

行政改革大綱策定時をはるかに上回る速さで財

政状況が悪化するなど、市政を取り巻く環境は

大きく変化しております。このため、平成１８

年度を最終年度とする現行の行政改革大綱を本

年度から見直してまいりたいと考えております。

また、見直しに当たっては、民間委託の分野で

はできる限り目標年度を設定するなど、より具

体的な大綱の策定に努めてまいりたいと考えて

おります。 

　このように大変厳しい状況の中、国におきま

しては、平成１５年６月、地方自治法の一部を

改正し、公の施設の管理運営について、民間の

能力やノウハウを幅広く活用することにより、

住民サービスの向上や経費の節減等を推進する

ため指定管理者制度を発足させました。この制

度は、それまで設置者が出資する法人や公共団

体等以外には委託できなかった公の施設の管理

運営について、民間企業を含む法人や法人格を

持たない任意の団体に対しても委託できるとい

う新しい道を開いたものでございます。 

　このため、本市におきましても、現在公社等
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に管理運営を委託している国民宿舎「椰子」や、

蛍湖ゴルフパーク、すくもサニーサイドパーク

などの施設について、本年度中に必要な条例改

正を行うとともに、指定管理者の選定を行い、

議会議決を経て、平成１８年度から新たな制度

に基づく管理運営を行ってまいりたいと考えて

おります。 

　また、現在、市が直接管理している施設につ

きましても、行政サービスの向上と効率化が図

られる施設につきましては、積極的に指定管理

者制度への移行を検討してまいりたいと考えて

おります。 

　防災対策について、申し上げます。 

　今世紀前半に高い確率で発生すると言われて

います南海地震につきましては、本市について

も、大きな被害が予測されます。このため、こ

れまで津波避難道の整備や、木造住宅耐震診断

などの事業を実施するとともに、地震などの大

災害発生時の対策等に最も重要な役割を果たす

と言われております自主防災組織の設立に向け

た地区説明会を開催してまいりました。その結

果、片島や港南台地区など、沿岸部の地域を中

心に組織化が進んでいるところでございます。 

　本年度は、新たに自主防災組織が災害時に避

難活動等を円滑に行うための資機材等の整備に

対して助成を行うとともに、自主防災組織が立

ち上がっていない地域においては、一日も早い

立ち上げができるよう積極的に取り組んでまい

ります。 

　また、日常の火災や救急患者発生時のみなら

ず、地震などの大災害時においても第一線で活

動する消防士を１名増員するとともに、地震に

よる火災に対しても、的確に対応できるよう、

新たにこれまでの施設に比べて２倍の容量を持

つ耐震防火水槽を３基設置することとしており

ます。 

　さらに、昨年度に引き続き、津波避難道の整

備や木造住宅耐震診断事業を実施するとともに、

耐震診断の結果、改修が必要とされた家屋につ

いては、県とともに改修費の一部を補助し、地

震による家屋の倒壊等の防止に努めてまいりま

す。 

　交通運輸体系の整備について申し上げます。 

　土佐くろしお鉄道につきましては、高速自動

車道の延伸などにより利用客離れが進み、経営

環境は非常に厳しい現状にあります。このため、

土佐くろしお鉄道株式会社では、経営改善に取

り組んでおりますが、より一層の利用促進を図

ることはもとより、民間経営感覚の徹底を図る

など運営体制を含め経営の抜本的な改革を進め

る必要があります。 

　一方、地域の公共交通を長期的に維持してい

くためには、「乗って残そう」の精神を基本と

して、地域の人々に積極的に鉄道を利用してい

ただくことが重要であります。このため、県並

びに沿線市町村と一体となって利用客の増加に

向けた取り組みを行ってまいります。来年度以

降もこれまで以上に厳しい状況が見込まれるこ

とから、県並びに沿線市町村により本年度から

５年間で基金の再造成を行い、支援してまいり

ます。 

　宿毛佐伯航路につきましては、新たに株式会

社宿毛フェリーによりまして、昨年の１２月１

５日から再開することができました。利用客の

多い年末年始を含みますが、当初の予測を上回

る利用があり、順調な船出ができたのではない

かと思っております。 

　本航路は、他との競合など、経営的には厳し

い航路でありますが、当地域と九州を結ぶ海の

国道として重要な航路でありますので、今後も

利用促進を初め航路の維持、存続に対する支援

を引き続き行ってまいります。 

　宿毛湾港の整備につきましては、予算が凍結

されておりました池島第一防波堤工事について、
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フェリー航路再開が条件ということであったた

め、一日も早い再開に向けて国、県に対し強力

に働きかけを行いました結果、航路再開に先立

つ航路免許申請日をもって凍結を解除いただき、

工事が再開されました。今後は、防波堤工事の

早期完成と宿毛湾港の基盤整備につきまして、

引き続き関係機関に強く要請してまいります。 

　港の利活用につきましては、国、県などの関

係機関と連携を図りながら、今後ともポートセ

ールや企業誘致に積極的に取り組んでまいりま

す。また、旧片島港の賑わいを取り戻すべく、

再開発の調査を行う予定としております。 

　中村宿毛道路につきましては、中村側の中

村・間インター間は、平成１９年度完成に向け

て順調に工事が進んでおります。平田・宿毛イ

ンター間につきましては、本年度も引き続き用

地買収を進めることとなっておりますので、地

権者や地域関係者のご理解をいただけるよう、

積極的に支援してまいります。 

　今後も、中村・宿毛間全長２ ２キロメート

ルの平成２１年度完成に向け、さらなる努力を

してまいります。 

　予算編成について申し上げます。 

　平成１７年度の国の一般会計予算は、対前年

度比０．１パーセント増、総額８２兆１，８２

９億円となっております。国、地方財政の三位

一体改革により、地方交付税及び国庫補助負担

金とともに、国債発行額も４年ぶりに減額とな

っておりますが、歳入に占める割合は４ ８パ

ーセントと、依然として国債への依存が高い状

況にあります。 

　このような中、地方財政計画の内容につきま

しては、昨年度より約９，０００億円の減額と

なっております。 

　また、地方自治体の財源調整の役割を担う地

方交付税につきましては、臨時財政対策債も含

めて、昨年度とほぼ同額の１６兆９，０００億

円となっております。しかしながら、昨年度の

三位一体の改革による減少額の影響が大きく、

地方財政を取り巻く状況が改善することにはな

っておりません。 

　本市におきましても、今後、大変厳しい財政

状況が見込まれますので、昨年９月に財政健全

化計画策定委員会を立ち上げ、長期的な視野に

立った財政の健全化に向けて協議を行ってまい

りました。その中で、現在の行政サービスを平

成２１年度まで維持していった場合の財政見通

しをシミュレーションしたところ、５年間にお

ける交付税等の歳入の減少額や６９人に及ぶ定

年退職者、さらにはこれまで推進してきた公共

下水道等の大型公共事業にかかわる多額の起債

償還が始まるなど、大変厳しい財政状況が想定

されます。 

　このような状況を踏まえ、本年度は職員手当

や旅費の見直し、職員給与の適正化や職員の削

減等、今まで当たり前のように行ってきた事務

事業や体制を徹底的に見直すとともに、優先度

の高い事業への重点的な予算の配分に心がけて

予算編成をしてまいりました。 

　具体的には、歳出一般財源の物件費等を対前

年度比２０パーセント削減を目標として作業を

進めてまいりました。そうした中、大変厳しい

状況を踏まえ、議会みずからも行政視察を取り

やめるなど、経費の節減に取り組んでいただき

ました。 

　また、市長、助役、収入役及び教育長の給料

につきましても、５パーセントから６パーセン

トを減額するとともに、職員につきましても、

管理職手当の２０パーセントを削減、特殊勤務

手当の一部廃止、旅費の見直しなどを行ってま

いりました。 

　その結果、歳出一般財源額は、昨年度よりも

１億８，０４３万８，０００円の減少となって

おりますが、それでもなお、２億８，０００万
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円程度の財源不足が生じることとなりました。

財政調整基金からの繰り入れによって対応いた

しました。 

　一般会計の予算総額は１０３億２，３１８万

５，０００円で、対前年度比 ５パーセント、

１０億７，８２３万円の減額となっております。 

　財政シミュレーションの予測を見ましても、

今後ますます厳しい財政状況が見込まれますの

で、引き続き、財政健全化計画策定委員会での

協議を重ねてまいります。 

　農林業について申し上げます。 

　近年、略称でＢＳＥと呼ばれております牛海

綿状脳症や、鳥インフルエンザ、残留農薬問題

等、農産物に対する食の安全が叫ばれておりま

す。 

　また、輸入農産物の増大等により食料自給率

が４０パーセントで推移する中、消費者からは

安全・安心な農産物を求める声が年々強まって

おります。 

　本市におきましては、昨年度から地産地消促

進事業を導入し、地場産品の地元消費を拡大す

るとともに、安全で生産者の顔の見える農産物

の販売促進に向けて取り組んでおります。 

　本年度は、新たな取り組みとして、水稲など

の減農薬栽培や地域の特産品を開発することを

目的に、マンゴーやパイナップル等の栽培につ

いて調査、研究する市内の団体に対して、支援

を行い、産地化に向けて取り組んでおります。 

　さらに、本年度から５カ年事業で中山間地域

等直接支払制度を導入し、一定の要件を満たし、

適切な農業生産活動を実施するものに対して、

交付金を交付することによって、農地の荒廃を

防止し、水源涵養などの多面的機能の確保に努

めてまいります。 

　稲作を中心とする水田農業につきましては、

昨年発足しました宿毛市地域水田農業推進協議

会において、地域における需要に応じた米生産

の推進、及び「産地づくり交付金」等を有効に

活用し、作物の産地づくりの推進に取り組んで

まいります。 

　また、レンタルハウス整備事業を活用し、施

設園芸農業の振興も図ってまいります。 

　担い手の育成につきましては、効率的かつ安

定的な農業経営の育成、確保に努め、これらの

農業経営が農業生産の相当部分を担う望ましい

農業構造を確立するため、農用地を安心して貸

し借りできる利用権設定等促進事業により、認

定農業者等への農地の利用集積を促進し、宿毛

市農業の活性化を図ってまいります。 

　畜産業につきましては、幡多地区畜産振興協

議会が開催しております「幡多地区総合畜産共

進会」への支援、ＢＳＥに備えた検査体制への

支援等を図ってまいります。 

　林業につきましては、宿毛市森林整備計画に

基づき、国土の保全、水源の涵養、地球温暖化

防止等の森林が有する多面的機能の持続的発揮

と地域林業の活性化を図るため、高知県緊急間

伐総合支援事業等を活用し、間伐等の森林整備

を推進してまいります。 

　宿毛市有林につきましては、保安林改良事業

における本数調整伐にて整備してまいります。 

　水産業について申し上げます。 

　資源の減少、魚価の低迷、漁業者の高齢化や

後継者不足等、水産業を取り巻く環境も大変厳

しい状況が続いております。 

　この対応につきましては、組織力、経営基盤

の強化が急務との認識から漁協合併に積極的に

取り組む中、すくも湾漁協が誕生いたしました。 

　すくも湾漁協におきましては、昨年度、田ノ

浦地区に、高知県では初めての「高度衛生管理

型市場」の建設に着手し、本年１０月開設を目

指して取り組んでおります。 

　市場開設後は、「安全で安心できる」水産物

の提供が大きく前進し、魚価の向上や漁家経営
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の安定につながるものと期待しております。市

といたしましても、これらの取り組みや販売事

業の推進などに対し、積極的に支援をしてまい

ります。 

　漁船漁業の振興につきましては、「ヒラメ」

や「イサキ」等の放流事業を実施し、漁家経営

の安定化に努めてまいります。 

　養殖漁業の振興につきましては、経営の安定

化を図るため、漁業共済制度の普及促進に努め、

掛金に対して補助金を交付してまいります。 

　漁港漁村整備につきましては、田ノ浦漁港及

び沖の島漁港を計画的に推進し、漁港機能の充

実を図ってまいります。 

　また、快適な漁村づくりに向け、沖の島地区

の集落環境整備を引き続き推進してまいります。 

　商工業について申し上げます。 

　長引く経済不況の中、本市の商工業を取り巻

く経営環境は依然として厳しい状況にあります。

特に、中心市街地におきましては、商店街の空

洞化が深刻化しております。 

　このため、本年度も商工業者への運営資金貸

付制度としての預託融資を継続実施するととも

に、関係機関、関係団体とのさらなる連携強化

を図り、空き店舗対策を初め、魅力ある商店街

の再構築に向けた取り組みを推進してまいりま

す。 

　観光について申し上げます。 

　全国に誇り得るすばらしい景観美を有する

「沖の島」を広く県内外にアピールするため、

地区並びに関係団体との連携強化を図り、各種

イベントの開催や遊休施設の利活用を含め、観

光客誘致に向けた取り組みを積極的に推進して

まいります。 

　また、官民挙げての協働体制の構築を図る中、

「ダルマ夕日」や「はし拳」等、既存観光資源

のさらなる利活用や特産品開発を初め、既存体

育施設での各種大会の開催や、スポーツ合宿誘

致に向けた取り組みを推進し、県内外からの入

り込み客増加に向け、積極的な対策を講じてま

いりたいと考えております。 

　教育について申し上げます。 

　平成９年度からスタートした「土佐の教育改

革」は、教員の資質や指導力の向上、基礎学力

の定着と学力の向上、学校、家庭、地域の連携

による教育力の向上を目指して取り組んでまい

りました。 

　これまでの取り組みにより、子どもや保護者、

地域の方々の声を学校教育に生かし、地域ぐる

みで子どもを育んでいく体制が整備されるなど、

改革の成果も見られます。 

　しかしながら、子どもたちを取り巻く社会の

環境は、構造的な経済不況、大人社会のモラル

や家庭・地域の教育力の低下など極めて憂慮す

べき状況であります。 

　こうした状況を踏まえて、「治療」から「予

防」、「量」から「質」への発想の転換や、市

民との協働を積極的に進めながら、２１世紀を

心豊かに生き抜いていける子どもを育てる教育

の確立を目指してまいりました。今後も、「子

どもたちが主人公」を合言葉とした第２期土佐

の教育改革を取り組みの基本として、学校、家

庭、地域の連携を一層強化し、学習指導要領の

ねらいである生きる力を培い、確かな学力と豊

かな心を身につけたたくましい子どもの育成に

取り組んでまいります。 

　社会教育の推進につきましては、生涯学習の

拠点施設であります文教センターや総合運動公

園等の各種施設を核として、より多くの皆様に

活用の場を提供し、学習機会や体力向上等に努

めてまいります。 

　スポーツの振興につきましては、地域住民の

自主的な運営による「いつでも」「だれでも」

手軽にスポーツが楽しめる「総合型地域スポー

ツクラブ」の設立を目指した取り組みの促進に
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努めてまいります。 

　また、陸上競技場に設置する写真判定機やそ

の他の運動施設の有効活用により、公認大会等

の誘致に努めるなど、各種団体と連携を図り、

交流人口の拡大と地域活性化に向け取り組んで

まいります。 

　人権について申し上げます。 

　「世界人権宣言」から５７年目を迎え、既に

半世紀以上も経過しておりますが、私たちの社

会には同和問題を初め女性、子ども、高齢者、

障害者、外国人、ＨＩＶ感染者等、いまだにさ

まざまな人権問題が存在しております。 

　本市におきましても、このような人権問題の

解決を図るため、講演会の開催などさまざまな

取り組みを行いながら、人権意識の向上に努め

ているところであります。 

　また、昨年度は、「すくも男女共同参画プラ

ン」に基づき、女性を対象にした講座を開設し、

「男女共同参画社会」について理解を深めてい

ただくとともに、女性が社会的に力をつけてい

ただくことができるよう、講演会等を開催して

まいりました。 

　今後も、真に人権が尊重される社会を目指し

て、各種事業を推進するとともに、本年度は、

人権施策に関する総合計画の策定に取り組んで

まいります。 

　地域情報化について申し上げます。 

　近年の情報化ニーズの高まりやインターネッ

トの急速な普及、さらには国の進めるＩＴ戦略

等を背景に産業・経済界はもとより、行政、教

育、文化、個々の市民生活の中など、あらゆる

分野で情報化が進展しております。 

　本市におきましても、平成１４年度からケー

ブルによる情報通信基盤の整備を図るとともに、

第３セクターのケーブルテレビ局が地域に密着

した放送を行うなど、情報を幅広く伝達してお

ります。今後は、地域間の情報通信格差是正と、

災害時の通信手段の確保を図るために、市内の

携帯電話の利用可能な地域を拡大してまいりた

いと考えております。 

　また、行政情報の速やかな提供や、住民が主

体となった活動を支援するため、行政チャンネ

ルやホームページの充実を図ります。 

　さらに、広報「すくも」の紙面をより一層充

実させ、地域に密着した情報の提供を積極的に

展開してまいります。そのための財源確保策と

して、有料広告の掲載を実施いたします。 

　福祉について申し上げます。 

　急速な少子・高齢社会が進展する中、すべて

の人々がそれぞれの地域で充実した生活が送れ

る地域社会を築いていくためには、一人ひとり

の存在を尊重した連帯感ある地域づくりが重要

であります。 

　しかしながら、地域における連帯感の希薄化

や、家庭環境の変化等に伴う育児不安や児童虐

待、青少年犯罪の低年齢化などの諸問題は、次

代を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ環境

づくりを進める上で、解決すべき重要な課題で

あります。 

　こうした子どもたちを取り巻く課題に対応す

るため、本年度、「宿毛市次世代育成支援行動

計画」を策定し、向こう１０年間の総合的、計

画的な諸施策の推進を図ってまいりたいと考え

ております。 

　昨年度より取り組んでおります地域福祉計画

につきましても、引き続き、地域の皆様と協働

で策定してまいります。 

　児童福祉につきましては、昨年１２月児童福

祉法が改正され、これまで児童相談については、

児童相談所が対応することとされていましたが、

本年４月１日より市町村の業務として明確に位

置づけられました。 

　これは近年、児童虐待を中心に相談件数が急

増しており、より身近な市町村が、まず対応す
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ることが効率的であるとの観点から改正された

ものであります。本市におきましても、児童虐

待等の問題が増加している現状を踏まえ、総合

的な対応をするための相談窓口を福祉事務所に

設置し、保健・医療・学校を初めその他関係機

関との連携を図りながら、子育て支援や虐待の

未然防止・早期発見に努めてまいりたいと考え

ております。 

　保育所につきましては、年々園児が減少し、

小規模保育所がふえている状況から、行政改革

大綱の中でも適正規模、適正配置について指摘

されておりますので、効率的かつ効果的な運営

を図るため、統廃合について保護者や関係地域

の皆様と協議を進めてまいりたいと考えており

ます。 

　高齢者福祉につきましては、高齢者保健福祉

計画に基づき、引き続き介護予防に重点を置き、

生きがい対策事業等のサービスの充実に努めて

まいります。 

　障害者福祉につきましては、現行制度の中で、

障害者自身が必要とする福祉サービスの充実を

図り、保健・医療分野等と連携し、障害者の自

立支援に努めてまいります。 

　特別養護老人ホーム「千寿園」につきまして

は、本年２月１日から新施設での事業を開始い

たしました。全室を個室とした設備を生かして

家庭的な雰囲気づくりに努め、心のこもったサ

ービスを提供できるよう取り組んでおります。

また、本施設には地域交流センターを併設して

おりまして、入所者と地域の皆様との交流を積

極的に進め、魅力ある施設づくりに努めるとと

もに、災害時における緊急避難施設としても活

用してまいりたいと考えております。 

　保健事業について申し上げます。 

　本市では、「『健康です』みんながいえる町

づくり」をスローガンに、市民の健康の維持増

進と疾病予防を促進するため、予防接種の実施

や乳幼児健診等の母子保健事業、各種検診を初

めとする成人・老人保健事業や食生活改善事業

などの「一次予防」に重点を置き、その推進に

積極的に努めております。 

　近年、生活環境の変化や高齢化により脳卒中

や心臓病、がん等の生活習慣病の割合がふえ、

それを予防していく必要性から、基本健診後に

壮年期の肥満解消を目的とした適正体重・食習

慣・運動習慣等につながる取り組みとして、新

たに｢スリムサポート教室｣事業を実施いたしま

す。 

　予防・検診につきましては、結核予防法の改

正により、胸部検診の対象者が６５歳以上の高

齢者に限定されたため、４０歳から６４歳まで

は肺がん検診を実施することになりました。ま

た、乳幼児期の重症結核等を予防する観点から、

ツベルクリン反応検査が廃止され、生後６カ月

未満を対象としたＢＣＧ直接接種へと移行され

ます。 

　子宮がん検診につきましても、対象年齢が３

０歳以上から２０歳以上に拡大されました。 

　今後は、こうした法の改正等に対応した保健

事業を推進するための体制の整備や、健康づく

りに対する啓発を強化する中で、｢自分の健康

は自分で守る｣という意識の高揚を図ってまい

ります。 

　介護保険事業につきましては、「高齢化社会

に対応する社会保障制度」として創設されて以

来、５年を経過しようとしております。 

　この間、高齢者みずからが真に必要なサービ

スを自由に選択し、利用者自身が自立した日常

生活を営める環境と、社会全体で支える制度と

して定着するよう、積極的に推進してまいりま

した。 

　国におきましては、昨年度より保険料の設定

や、新予防給付の創設など事業全体の見直しが

行われております。本市におきましても、国の
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動向や制度見直しの内容等を注視しながら、本

市の地域性や独自性を生かし、高齢者が住みな

れた地域で暮らし続けることができる介護サー

ビスを実現するため、新たに平成１８年度から

平成２０年度までの第３期介護保険事業計画の

策定を行い、必要な介護サービスを総合的かつ

一体的に提供できる体制と、利用者にとって利

用しやすく、公平で効率的な社会支援システム

を構築してまいります。 

　今後とも、保健・福祉・医療・介護の連携を

一層強化し、すべての市民が健康で豊かに生活

できる活力あるまちづくりの実現に向けて取り

組んでまいります。 

　生活環境について申し上げます。 

　異常気象が年々顕著なものとなり、地球温暖

化の進行が大きな問題となっております。この

問題解決のためには、行政のみならず、事業者、

市民の皆様が問題意識を持ち、それぞれ日常活

動において省エネ、省資源に取り組むことが肝

要ではないかと考えております。 

　本市も、一事業所として｢温室効果ガス｣の排

出削減に努めるとともに、市民の皆様に対して

も冷暖房を１度控えるなどの身近な地球温暖化

防止策に取り組んでいただくよう、情報提供等

を行ってまいります。 

　循環型社会構築には、リサイクルの推進は不

可欠であり、ことし１月にスタートした自動車

のリサイクルについても周知徹底を図ってまい

ります。 

　快適な生活環境を維持していくためには、リ

サイクルの推進に加え、コンポストやマイバッ

クによるごみの減量、各種団体に実施していた

だいている「花街道みんなできれいにする事

業」、不法投棄防止のパトロール、市民総参加

による清掃活動など、地域の皆様のご協力をい

ただく中で、一層の推進を図り、「環境を整え、

花や緑を育て、住みよいまち」の実現に努めて

まいります。 

　し尿処理場につきましては、昨年度策定した

整備計画に沿って、本年度から２カ年事業で抜

本的な改修を行い、安定的な操業に努めてまい

ります。 

　都市計画について申し上げます。 

　都市計画事業につきましては、元気で活力あ

るまちづくりを目指し、宿毛駅東地区土地区画

整理事業を初め、都市計画道路片島線及び宿毛

市総合運動公園等の都市基盤施設の整備に取り

組んでおります。 

　宿毛駅東地区土地区画整理事業につきまして

は、宿毛駅前地区と一体的に都市計画道路を初

め、公園やライフライン等の整備を実施してお

ります。 

　市道桜町藻津線から南側の ５ヘクタールに

つきましては、工事が完了しております。北側

工区につきましても、経済状況の厳しい中では

ありますが、引き続き整備を進め、早期完成に

向け努めてまいります。 

　大島、片島地区から県道片島港線及び市街地

への主要幹線道路として整備しております都市

計画道路片島線につきましては、今後とも地権

者のご理解をいただき、用地の取得に努めると

ともに、本年度から本格的な工事に着手し、平

成１９年度の供用開始に向け、事業の推進に努

めてまいります。 

　宿毛市総合運動公園の施設整備につきまして

は、今後も、市民の皆様が生涯スポーツや憩い

の場として、また、スポーツ大会の開催による

地域振興の拠点施設として広く活用できるよう

取り組んでまいります。 

　河川総合整備について申し上げます。 

　昨年は、たび重なる台風により、中筋川や与

市明川等の下流域では、国道を初め幹線道路、

住家、農地等が冠水するなど大きな被害を受け

ており、早期の河川改修とあわせて、内水処理
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対策につきましても、各関係機関と連携を図り、

積極的に取り組んでまいります。 

　松田川広域河川改修事業につきましては、篠

川と松田川合流点付近の河川改修工事にあわせ、

市道正和二ノ宮線の橋の架け替え拡幅工事も県

との合併施工により着手されており、本年度完

成の計画となっております。また、昨年度より

河戸堰も稼動し、県の護岸整備とあわせ、周辺

の高水敷地に市民の皆さんが憩いの広場として

利用していただくための公園整備も進めていま

すので、今後とも未整備区間の早期完成に向け

取り組んでまいります。 

　下水道事業について申し上げます。 

　下水道事業は、市民の生活環境をより快適に

し、公共水域等の環境保全を図るために実施し

ているものであります。 

　本市におきましては、平成４年度より事業に

着手いたしており、終末処理場の宿毛クリーン

センターは、供用開始してから４年目を迎えて

おります。 

　本年度は、新田、南沖須賀、中央２丁目、３

丁目、８丁目等の約１２ヘクタールを供用開始

し、供用開始区域が全体で約１２２ヘクタール、

対象戸数が約２，０２０戸となります。 

　管渠整備につきましては、駅前町、与市明、

沖新田地区を行い、供用開始区域の拡張を図っ

てまいります。 

　下水道の整備された地域の皆様には、下水道

に加入していただくことになりますので、広報

「すくも」やパンフレット等の配布等による広

報活動に努めてまいります。 

　また、排水設備の接続の相談窓口を下水道課

だけでなく、宿毛市排水設備工事指定業者でも

対応できるようにしておりますので、対象地域

の皆様の加入促進について、積極的に取り組ん

でまいります。 

　以上、平成１７年度を迎えるに当たりまして、

市政運営の基本的な考えを申し上げましたが、

極めて厳しい財政状況の中、個性豊かで活力に

満ちた地域づくり、災害に強く、安全安心な地

域づくりを推進していくためには、市民の皆様

に、積極的に情報を提供し、十分なご理解とご

協力をいただくことが最も重要であると考えて

おりますので、私自身はもとより、職員一人ひ

とりに対しても、自治体職員としての自覚と新

たな発想を持って業務に取り組むよう、指導し

てまいります。 

　市民並びに議員の皆様方におかれましては、

より一層のご理解とご協力を賜りますようお願

いを申し上げまして、所信表明といたします。 

　ありがとうございました。 

○議長（西郷典生君）　以上で、市長の「行政

方針の表明」を終わります。 

　日程第３「議案第１号から議案第５７号まで」

の５７議案を一括議題といたします。 

　この際、提案理由の説明を求めます。 

　市長。 

○市長（中西清二君）　ご提案を申し上げまし

た議案につきまして、提案理由のご説明を申し

上げます。 

　議案第１号は、平成１６年度宿毛市一般会計

補正予算についてでございます。 

　総額で２，２６０万２，０００円を増額しよ

うとするものでございます。 

　歳出で増額しようとする主なものは、総務費

では職員退職手当３億５，７６４万５，０００

円、移動通信用鉄塔施設工事費等１億２７９万

３，０００円、農林水産業費では、県営湛水防

除事業負担金５，６６２万５０００円。土木費

では、港湾事業等の県営事業負担金１，０１６

万５，０００円。災害復旧費では、現年度土木

施設災害復旧費２，７５６万９，０００円など

でございます。 

　減額をするものといたしましては、総務費で
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は、宿毛佐伯航路支援事業補助金２，１０１万

円。民生費では、福祉医療対策費２，８０３万

２，０００円、母子福祉費１，２９４万６，０

００円。衛生費では、環境管理センター運営費

９７３万２，０００円。農林水産業費では、一

生原自然環境保全事業基金積立金４，８３０万

円。土木費では、土地区画整理事業費１億９，

９９９万２，０００円、松田川親水公園整備工

事費２，０００万円。災害復旧費では、現年度

水産施設災害復旧費５，８０２万２，０００円

などでございます。 

　この財源の主なものは、増額するものといた

しまして、地方交付税９７８万３，０００円、

県支出金６，１８５万１，０００円、財政調整

基金繰入金２億４，４５０万８，０００円、市

債２，０３０万円などでございます。 

　減額するものといたしましては、市税４，７

２５万８，０００円、国庫支出金８，０５４万

５，０００円、諸収入１億８，３２６万円など

を計上いたしております。 

　第２表の繰越明許費は、予算審査等を通じま

して詳細をご説明いたしますが、追加するもの

のうち、総務費の移動通信用施設整備事業及び

農林水産業費の湛水防除事業負担金につきまし

ては、国の補正予算に伴い、事業費が追加され

たことに伴うものでございます。 

　土木費の港湾事業負担金につきましては、休

止となっておりました宿毛湾港の防波堤工事に

ついて、フェリー航路が再開されたことにより

再着工されましたが、年度内に完了することが

できない見込みとなりましたので、繰り越しの

措置を行うものでございます。 

　災害復旧費の水産及び土木施設災害復旧事業

につきましては、平成１６年度の災害件数が多

く、年度内の処理が困難となったため、繰り越

しの措置を行うものでございます。 

　第３表の債務負担行為補正につきましては、

追加するものとして、橋上町坂本地区に携帯電

話用の電波受信施設を整備することに伴い、用

地を借り上げる必要が生じましたので、新たに

債務負担を行おうとするものでございます。 

　廃止しようとするものは、平成１６年度事業

分の沿岸漁業等経営育成資金利子補給でござい

ます。当該年度において借り入れがなかったた

め、廃止するものでございます。 

　変更するもののうち、農業経営基盤強化資金

利子補給につきましては、貸付期間の確定に伴

う変更でございます。宿毛佐伯航路支援事業補

助につきましては、平成１６年度執行予定の事

業が確定し、減額となったため、翌年度以降の

債務負担行為額を変更しようとするものです。 

　第４表の地方債補正につきましては、追加し

ようとするもののうち、移動通信施設整備事業

は、国庫補助の追加に伴う新規事業に辺地債を

充当しようとするものでございます。小学校施

設改修事業につきましては、地域再生事業債の

充当が可能となったため、追加しようとするも

のでございます。 

　変更しようとするものは、事業費の確定等に

伴う変更でございます。 

　議案第２号及び議案第４号、議案第５号並び

に議案第７号から議案第１３号までの１０議案

は、平成１６年度の各特別会計及び水道事業会

計補正予算についてでございます。いずれも決

算見込額として、必要最小限の経費を補正して

おります。 

　議案第３号は、平成１６年度宿毛市国民健康

保険事業特別会計補正予算についてでございま

す。総額で７２万５，０００円を増額いたして

おります。内容につきましては、一般被保険者

にかかる国民健康保険税が大幅に減額となった

ことに伴う財政調整基金繰入金の増額等でござ

います。 

　議案第６号は、平成１６年度宿毛市特別養護
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老人ホーム特別会計補正予算についてでござい

ます。総額で３６９万８，０００円を減額いた

しております。主な内容は、新施設の建設に際

して、新たに購入した備品類にも起債を充当す

ることとしておりましたが、備品に対しては起

債が充当できないこととなったために、施設改

築事業債を減額するとともに、基金から繰り入

れを行うものでございます。 

　議案第１４号は、平成１７年度宿毛市一般会

計予算についてでございます。 

　総額で１０３億２，３１８万５，０００円を

計上いたしております。財政状況や予算編成に

つきましては、行政方針の中で申し上げました

ので省略をさせていただきますが、歳入の主な

ものは、市税２２億２，５９９万４，０００円、

地方譲与税２億２，１３２万６，０００円、地

方消費税交付金２億４，８９５万３，０００円、

地方特例交付金５，８００万円、地方交付税３

８億６００万円、分担金及び負担金２億１，０

５３万７，０００円、使用料及び手数料１億３，

６０７万７，０００円、国庫支出金９億７，１

０８万円、県支出金５億７，２０３万７，００

０円、繰入金３億２，００１万４，０００円、

諸収入３億９，７８０万９，０００円、市債１

０億５，６４０万円などを計上いたしておりま

す。 

　一方、歳出の中で経常経費を除く主なものと

いたしましては、総務費では、フェリー航路経

費支援事業補助金２，０００万円、木造住宅耐

震改修事業費補助金３００万円、自主防災組織

育成事業補助金８５０万円、固定資産税評価替

に係るシステム等更新業務委託料１，３４９万

２，０００円。宿毛市農業委員会選挙費８５６

万４，０００円、国勢調査費等１，３５０万７，

０００円。 

　民生費では、社会福祉協議会補助金３，１０

５万円、生きがい活動支援通所事業委託料１，

２３０万円、配食サービス事業委託料１，５５

２万５，０００円、私立保育所運営費２億１，

２９１万３，０００円、児童館運営業務委託料

２，１１７万１，０００円。 

　衛生費では、浄化槽設置整備事業補助金２，

１２４万円、し尿処理費１億１，８７８万９，

０００円。 

　農林水産業費では、レンタルハウス整備事業

費補助金２，０４０万円、すくも夢いっぱい会

補助金１３１万５，０００円、一生原自然環境

保全事業基金積立金４，８３０万円、緊急間伐

総合支援事業費補助金２，９０５万９，０００

円、沖の島漁港漁業集落環境整備工事費２，７

２６万１，０００円、栄喜漁港高度利用促進工

事費２，８７１万円、県営漁港事業負担金２，

４４８万円。 

　商工費では、小野梓記念公園用地購入費２，

０００万円。中心市街地活性化事業補助金１０

０万円。 

　土木費では、県営事業負担金１億９，５１０

万円、市道維持補修工事費２，０５０万円、地

方道整備事業費２億３，９９２万５，０００円、

土地区画整理事業費３億２，９５５万円、総合

運動公園遊歩道整備工事費５，２７６万円、街

路事業費７，８９３万６，０００円、がけ崩れ

住家防災対策工事費１，５００万円、松田川親

水公園整備工事費２，０００万円。 

　消防費では、耐震性貯水槽新設工事費１，５

７０万８，０００円。 

　教育費では、小学校施設維持修繕工事費１，

３８０万円、小学校教師用教科書等購入費１，

３３３万３，０００円、片島中学校屋根新設工

事費１，０００万円、陸上競技記録測定用写真

判定装置設置工事費１，４５０万円。 

　災害復旧費では、現年度農業施設災害復旧費

３，１６０万４，０００円、現年度土木施設災

害復旧費５，７４６万８，０００円、過年度土
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木施設災害復旧費５，９８８万円などを計上い

たしております。 

　第２表の債務負担行為のうち、農業経営基盤

強化資金利子補給につきましては、認定農業者

が農業の経営改善を図るため、平成１７年度に

農林漁業金融公庫から借り入れる融資金に対し

て利子補給を行うものであります。 

　沿岸漁業等経営育成資金利子補給につきまし

ては、平成１７年度貸付金に対する利子補給で

ございます。 

　県西南部豪雨漁業災害対策特別資金利子補給

につきましては、平成１７年９月に発生した高

知県西南部豪雨災害に伴う被災者支援のために

融資する特別資金の利子補給でございます。 

　土地開発公社の借り入れに対する債務保証に

つきましては、運動公園の用地測量及び用地取

得のための資金として金融機関から借り入れる

融資金に対する債務保証でございます。 

　議案第１５号は、平成１７年度宿毛市簡易水

道事業特別会計予算についてでございます。 

　総額で１億５６６万３，０００円を計上して

おります。 

　主なものは、建設改良事業費として、昨年度

に引き続き小筑紫簡易水道配水管整備工事費に

２，２７０万円、沖の島地区水道事業統合基本

設計委託料として２００万円等を計上いたして

おります。 

　議案第１６号から議案第２５号までの１０議

案は、平成１７年度各特別会計予算でございま

す。総額で８９億２，３３３万３，０００円を

計上いたしております。 

　議案第２６号は、平成１７年度宿毛市水道事

業会計予算についてでございます。 

　総額で７億１，９１４万１，０００円を計上

いたしております。主な内容は、老朽化した配

水管の敷設がえに伴う事業費１億１，７８７万

８，０００円等を計上いたしております。　議

案第２７号は、宿毛市金婚夫婦表彰条例の一部

を改正する条例についてでございます。 

　毎年９月の第３月曜日に実施している宿毛市

金婚夫婦表彰式典をやめ、高知新聞社主催の金

婚夫婦祝福式典に参加するご夫婦を送迎しよう

とするものであります。なお、宿毛市からの表

彰状及び記念品の贈呈は継続いたします。 

　議案第２８号は、宿毛市議会政務調査費の交

付に関する条例の一部を改正する条例について

でございます。 

　各会派に対する政務調査費について、現行の

「所属議員数に月額１万円を乗じて得た額」を、

「所属議員数に月額１万２，５００円を乗じて

得た額」に改正しようとするものでございます。 

　議案第２９号は、宿毛市職員の勤務時間、休

暇等に関する条例の一部を改正する条例につい

てでございます。 

　人事院規則の一部改正が行われたことに伴い、

平成１７年４月１日からは、育児、または介護

を行う職員が早出・遅出勤務を希望した場合に

は、公務に支障がある場合を除き、請求するこ

とができるようになりましたので、国に準じて

条例の一部を改正しようとするものでございま

す。 

　議案第３０号は、宿毛市議会の議員の報酬及

び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条

例についてでございます。 

　旅費の支給に関して、宿毛市旅費条例に準じ

た取り扱いとするため、条例の一部を改正しよ

うとするものでございます。 

　議案第３１号は、宿毛市特別職の職員で非常

勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例についてでございます。 

　社会教育法第２１条第１項の規定により、宿

毛市立中央公民館に５カ所の分館を設置し、分

館業務を行っておりますが、分館の事業活動が

減少状況にありますことから、分館長の報酬の
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額を改定しようとするものでございます。 

　また、これまで奨学生の選考を行っていた奨

学生選考委員会を廃止し、教育委員会において

選考することとするため、条例から奨学生選考

委員会委員を削除しようとするものでございま

す。 

　議案第３２号は、宿毛市特別職の職員の給与

並びに旅費に関する条例の一部を改正する条例

についてでございます。 

　市長、助役及び収入役の給料の額を平成１７

年４月１日から議案内容のとおり減額しようと

するものでございます。 

　議案第３３号は、宿毛市教育委員会教育長の

給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正

する条例についてでございます。 

　教育委員会教育長の給料を平成１７年４月１

日から、議案内容のとおり減額しようとするも

のでございます。 

　議案第３４号は、宿毛市一般職員の給与に関

する条例の一部を改正する条例についてでござ

います。 

　改正の内容につきましては、職員の通勤手当

の４０パーセント削減、管理職手当の２０パー

セント削減、及び給料表を国の準則に準じたも

のに改正しようとするものでございます。 

　議案第３５号は、宿毛市職員特殊勤務手当に

関する条例の一部を改正する条例についてでご

ざいます。 

　宿毛市職員の特殊勤務手当のうち、税務手当

や福祉手当、養護手当等を廃止するとともに、

行旅死亡人の取り扱いに従事した職員に対する

手当の額の見直しを行おうとするものでござい

ます。 

　議案第３６号は、宿毛市旅費条例の一部を改

正する条例についてでございます。 

　主な内容は、日当の額の見直しや廃止、鉄道

グリーン料金の廃止等を行うものでございます。 

　議案第３７号は、宿毛市税条例の一部を改正

する条例についてでございます。 

　不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等

に関する法律が、平成１７年３月７日から施行

されることに伴い、宿毛市税条例の一部を改正

する必要が生じましたので、議案内容のとおり

改正しようとするものでございます。 

　議案第３８号は、宿毛市手数料徴収条例の一

部を改正する条例についてでございます。 

　平成１７年４月１日から船員法の一部が改正

され、雇い入れ契約が公認制から届出制に変わ

ることにより、「雇入れ契約公認手数料」を徴

収しないこととなるため、宿毛市手数料徴収条

例の一部を改正しようとするものでございま

す。なお、今後は、「雇入れ契約届出手数料」

として同額を徴収することとなります。 

　議案第３９号は、宿毛市奨学金貸与条例の一

部を改正する条例についてでございます。 

　これまで奨学生の選考については、中学校長

や高等学校教務主任等の８名からなる選考委員

会において行っておりましたが、平成１７年度

から教育委員会において選考しようとするもの

でございます。 

　議案第４０号は、宿毛市立公民館設置条例の

一部を改正する条例についてでございます。 

　分館平田公民館の位置を平田小学校から宿毛

東部農村環境改善センターに変更しようとする

ものでございます。 

　議案第４１号は、宿毛市立公民館使用条例の

一部を改正する条例についてでございます。 

　これまで、社会教育法第１０条に規定する社

会教育団体が使用する場合や、教育委員会が必

要と認めた場合等においては、「使用料を徴収

しない」こととしておりましたが、これを「減

額又は免除することができる」に改めようとす

るものでございます。 

　議案第４２号及び議案第４３号は、宿毛都市
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計画事業宿毛駅前地区土地区画整理事業施行規

程並びに宿毛都市計画事業宿毛駅東地区土地区

画整理事業施行規程に関する条例の一部改正す

る条例についてでございます。 

　不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等

に関する法律の施行に伴い、現在「土地登記

簿」と規定されている事項を「登記簿」に改め

るため、条例の一部を改正しようとするもので

ございます。 

　議案第４４号は、企業職員の給与の種類及び

基準に関する条例の一部を改正する条例につい

てでございます。 

　地方公共団体の能率的な運営を推進するた

め、任期付採用の拡大及び任期付短時間勤務職

員の採用等を可能とすることを目的とした地方

公務員法等の一部を改正する法律が施行された

ことに伴い、国に準じて条例の一部を改正しよ

うとするものでございます。 

　議案第４５号及び議案第４６号の２議案は、

高知県市町村総合事務組合を組織する地方公共

団体の数の減少及び高知県市町村総合事務組合

規約の一部を改正する規約について、並びに高

知県市町村総合事務組合から仁淀地区国民健康

保険病院組合が脱退することに伴う財産処分に

ついてでございます。 

　本組合の構成員である仁淀地区国民健康保険

病院組合が、平成１７年３月３１日に解散する

ことに伴う本組合からの脱退、中芸広域連合が

共同処理する事務への加入、及び「津野山広域

町村事務組合」の名称を、「津野山広域事務組

合」へ変更することに伴う規約の一部改正でご

ざいます。 

　また、仁淀地区国民健康保険病院組合の脱退

に伴う財産処分について、「いの町」に継承さ

せることについて、地方自治法第２９０条の規

定に基づき議会の議決を求めるものでございま

す。 

　議案第４７号及び議案第４８号の２議案は、

幡多広域市町村圏事務組合を組織する地方公共

団体の数の減少及び幡多広域市町村圏事務組合

規約の一部を改正する規約について、並びに幡

多広域市町村圏事務組合から中村市及び西土佐

村が脱退することに伴う財産処分についてでご

ざいます。 

　平成１７年４月１０日に中村市と西土佐村が

合併し、四万十市となることから、幡多広域市

町村圏事務組合から２市村が脱退すること、及

び新たに四万十市が加入することに伴う規約の

一部改正でございます。 

　また、現在幡多広域市町村圏事務組合で事務

処理している郷土資料館並びに公設地方卸売市

場について、四万十市において事務処理を行お

うとするものでございます。 

　なお、２市村の合併に伴う幡多広域市町村圏

事務組合における２市村の財産処分につきまし

ては、四万十市に継承しようとするものでござ

います。 

　議案第４９号及び議案第５０号の２議案は、

高知西部環境施設組合を組織する地方公共団体

の数の減少及び高知西部環境施設組合規約の一

部を改正する規約について、並びに高知西部環

境施設組合から中村市及び西土佐村が脱退する

ことに伴う財産処分についてでございます。 

　内容につきましては、中村市と西土佐村の合

併に伴う規約の一部改正等でございます。 

　議案第５１号は、こうち人づくり広域連合規

約の一部を改正する規約についてでございます。 

　いの町の新設合併、鏡村及び土佐山村の高知

市への編入、並びに津野町の新設合併に伴い、

こうち人づくり広域連合規約の一部を改正する

必要が生じましたので、地方自治法第２９０条

の規定により、議会の議決を求めるものでござ

います。 

　議案第５２号及び議案第５３号の２議案は、
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辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定に

ついてでございます。 

　舟の川地区のテレビ難視聴対策として、共同

受信施設を整備し、地域住民の生活の利便の向

上を図るとともに、坂本地区において、災害等

の非常時に迅速かつ確実に連絡が取れるよう、

携帯電話用の受信施設の整備を行うものでござ

います。 

　議案第５４号は、栄喜漁港区域内の公有水面

埋立てについてでございます。 

　漁港施設用地として小筑紫町栄喜字西平山地

先の公有水面を埋め立てることについて、高知

県知事から意見を求められましたので、異議の

ない旨を答申することについて、公有水面埋立

法第３条第４項の規定により、議会の議決を求

めるものでございます。 

　議案第５５号、議案第５６号及び議案第５７

号の３議案は、あらたに生じた土地の確認、並

びにあらたに生じた土地の字の区域の画定につ

いてでございます。 

　公有水面埋立が完了したことにより、宿毛市

の区域内に新たな土地が生じましたで、その土

地の確認及び字の区域を画定するため、地方自

治法第９条の５第１項及び同法第２６０条第１

項の規定により、議会の議決を求めるものでご

ざいます。 

　少々訂正がございます。お許しください。 

　先ほど申し上げました県西南部豪雨漁業災害

対策特別資金利子補給につきましてでございま

す。これを先ほど、私、平成１７年と言ったよ

うでございますが、平成１３年の９月に発生し

たということの誤りでございます。訂正してお

わびいたします。 

　以上がご提案申し上げました議案の内容でご

ざいます。 

　よろしくご審議の上、適切なご決定をいただ

きますようお願いを申し上げまして、提案理由

の説明を終わります。ありがとうございました。 

○議長（西郷典生君）　これにて、提案理由の説

明が終わりました。 

　ただいま、市長から議案第５８号が提出されま

した。 

　この際、これを日程に追加し、議題としたいと

思います。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（西郷典生君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、この際、議案第５８号を日程に追加し、

議題とすることに決しました。 

　この際、提案理由の説明を求めます。 

　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、追加提案申し上げ

ました議案につきまして、提案理由のご説明を申

し上げます。 

　議案第５８号は、宿毛市・大月町合併協議会規

約の一部を改正する規約についてでございます。 

　協議会委員のうち、両市町の議会が選出する議

員各２名となっておりますが、これを各３名に変

更しようとするものでございます。 

　以上が提案申し上げました議案の内容でござい

ます。よろしくご審議の上、適切なご決定をいた

だきますようお願いを申し上げまして、提案理由

の説明を終わります。 

　ありがとうございます。 

○議長（西郷典生君）　これにて、提案理由の

説明は終わりました。 

　議事の都合により、ただいま議題となってお

ります議案第５８号を先議いたします。 

　これより、議案第５８号について、質疑に入

ります。 

　質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（西郷典生君）　格別質疑がありませんの

で、質疑を終結いたします。 
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　おはかりいたします。 

　議案第５８号については、会議規則第３７条第

２項の規定により、委員会の付託を省略したいと

思います。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（西郷典生君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、議案第５８号は、委員会の付託を省略

することに決しました。 

　この際、昼食のため午後１時まで休憩いたし

ます。 

　　　　　午前１１時２８分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

　　　　　午後　１時０８分　再開 

○議長（西郷典生君）　休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

　これより、「議案第５８号」について、討論に

入ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（西郷典生君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　これより、「議案第５８号」を採決いたします。 

　本案は、原案のとおり可決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

（賛　成　者　起　立） 

○議長（西郷典生君）　全員起立であります。 

　よって「議案第５８号」は、原案のとおり可決

されました。 

　おはかりいたします。 

　議事の都合により、３月１０日及び１１日は休

会したいと思います。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（西郷典生君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、３月１０日及び１１日は休会すること

に決しました。 

　以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

　３月１０日から３月１３日までの４日間休会し、

３月１４日午前１０時より再開いたします。 

　本日は、これにて散会いたします。 

午後　１時１０分　散会 
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請　願  文  書  表 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平成１７年第１回定例会 

 

  　　　上記のとおり付託いたします。 

　　　　平成１７年３月９日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宿毛市議会議長　西　郷　典　生 

 
受理番号 受理年月日 件　　　　　　　名 提 出 者 付託委員会

 

第 ２ 号
平成 

17. 2. 1

公共工事における建設労働

者の適正な労働条件の確保

について

団　体 産 業 建 設
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陳  情  文  書  表 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平成１７年第１回定例会 

 

  　　　上記のとおりそれぞれ付託いたします。 

　　　　平成１７年３月９日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宿毛市議会議長　西　郷　典　生 

 

 

 

 

 
受理番号 受理年月日 件　　　　　　　名 提 出 者 付託委員会

 

第２８号
平成 

17. 2.10

沖新田地区農道等の市道編

入について
団　体 産 業 建 設

 

第３０号
 

17. 2.21

「三位一体改革」の影響か

らくらしと地方自治を守る

意見書の提出について

団　体 総 務

 

第３１号 17. 2.21

「市場化テスト」や「給与

構造見直し」に反対する意

見書の提出について

団　体 総 務
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平成１７年 

第１回宿毛市議会定例会会議録第２号 

 

１　議事日程 

　　　　第６日（平成１７年３月１４日　月曜日） 

午前１０時　開会 

　　　第１　一般質問 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

２　本日の会議に付した事件 

　　　日程第１　一般質問 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

３　出席議員（１８名） 

　　　１番　浅　木　　　敏　君　　　　　２番　中　平　富　宏　君 

　　　３番　有　田　都　子　君　　　　　４番　浦　尻　和　伸　君 

　　　５番　菊　地　　　徹　君　　　　　６番　寺　田　公　一　君 

　　　７番　菱　田　征　夫　君　　　　　８番　宮　本　有　二　君 

　　　９番　濵　田　陸　紀　君　　　　１０番　沖　本　年　男　君 

　　１１番　西　郷　典　生　君　　　　１２番　岡　村　佳　忠　君 

　　１３番　佐　田　忠　孝　君　　　　１４番　田　中　徳　武　君 

　　１５番　山　本　幸　雄　君　　　　１６番　中　川　　　貢　君 

　　１７番　西　村　六　男　君　　　　１８番　岡　崎　　　求　君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

４　欠席議員 

　　　な　し 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

５　事務局職員出席者 

　　　事 務 局 長　　福　田　延　治　君 

　　　議 事 係 長　　岩　本　昌　彦　君 

　　　調 査 係 長　　嵐　　　　　健　君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

６　出席要求による出席者 

　　　市　　　　長　　中　西　清　二　君 

　　　助　　　　役　　西　野　秋　美　君 

　　　収 入 役　　中　上　晋　助　君 

　　　企画広報課長　　小　松　宣　男　君 

 　　　次　　　　長 
　　　兼 庶 務 係 長

小　野　正　二　君
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　　　総 務 課 長　　岡　本　公　文　君 

　　　市民課長補佐　　沢　田　清　隆　君 

　　　税 務 課 長　　松　田　雅　俊　君 

　　　会 計 課 長　　夕　部　政　明　君 

　　　保健介護課長　　西　本　寿　彦　君 

　　　環 境 課 長　　谷　本　秀　世　君 

　　　人権推進課長　　美濃部　　　勇　君 

　　　農 林 課 長　　小　島　正　樹　君 

　　　水産課長補佐　　高　木　定　一　君 

　　　商工観光課長　　谷　本　　　実　君 

　　　土 木 課 長　　茨　木　　　隆　君 

　　　都市建設課長　　豊　島　裕　一　君 

　　　福祉事務所長　　大　塚　　　勉　君 

　　　教 育 委 員 長　　奥　谷　力　郎　君 

　　　教 育 長　　嶋　　　統　一　君 

　　　千 寿 園 長　　尾　崎　重　幸　君 

 

 

 

 

 　　　水 道 課 長 兼 

　　　下 水 道 課 長
江　口　日出男　君

 　　　教 育 次 長 兼 

　　　学校教育課長
西　尾　　　諭　君

 　　　生涯学習課長 

　　　兼 宿 毛 文 教 

　　　センター所長

高　木　一　成　君

 　　　学 校 給 食 

　　　センター所長
近　藤　勝　喜　君
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午前１０時００分　開議 

○議長（西郷典生君）　これより本日の会議を

開きます。 

　日程第１「一般質問」を行います。 

　順次発言を許します。 

　２番中平富宏君。 

○２番（中平富宏君）　２番、一般質問をいた

します。 

　おはようございます。 

　まず、３月２日に起きた宿毛駅での列車事故

は、市民に大きな衝撃を与えました。亡くなら

れた運転手の方のご冥福、けがをされた方々に

お見舞いを申し上げるとともに、一日も早い原

因の解明、宿毛駅の復旧を、関係機関の皆様方

にお願い申し上げます。 

　初めに、新市建設計画について、お聞きいた

します。 

　今月１日、宿毛市と大月町は、それぞれ臨時

議会を開き、法定合併協議会設置議案を、宿毛

市、大月町ともに可決いたしました。これを受

けて、現在、まさに３月末までの県知事への合

併申請を目指して協議を進めている最中であり

ます。 

　私は、この合併について、昨年９月の一般質

問で述べましたとおり、宿毛市の未来のために、

何としても成功させるべきだと考えております。

合併することによってのメリット、デメリット

はいろいろありますが、合併すれば、自然豊か

ですばらしい宿毛湾が１つになり、それに柏島

が加わります。合併することにより、大きく観

光産業が飛躍するに違いないと考えております。 

　１年ほど前に藻場のことを教えていただくた

め、大月町柏島のＮＰＯ法人黒潮実感センター

を訪れた際、センター長の神田さんに、沖の島

の海もすばらしいので、柏島を拠点に沖の島で

も何かできないかと尋ねたところ、沖の島は海

中だけでなく、島、すなわち陸上もすばらしい。

あそこはいろいろな可能性があり、柏島とリン

クさせて活動してみたいと言っておられました。 

　また、以前、船で宿毛湾から大月町西泊まで

走った際に、海から見たあの大堂海岸の眺めは、

陸から見るそれとは違うすばらしいものがあり

ました。 

　合併が目前となった今、この島々を全国にア

ピールするためにも、海の交通手段として、現

在、沖の島の弘瀬、母島、そして鵜来島、片島

を結んでいる定期船を、合併後、柏島も結んで

運航すべきであり、この海洋エリアを利用した

観光産業を進めるべきと考えますが、どうお考

えか、市長にお聞きいたします。 

　次に、構造改革特区について、お聞きいたし

ます。 

　先日、東京都の築地市場へ政務調査に行った

際、青果会社の方に、千葉県の港町で平野のな

い地形にもかかわらず、７０歳くらいのお年寄

りの方々が、ナバナをたくさんつくっていて、

みんなとても元気で活気がありますよというお

話を聞きました。 

　彼ら一人の生産高は少ないのですが、大勢の

人々がつくることによって、生産量を確保し、

安定した出荷をしているそうです。 

　また、多くの方が年金生活なので、日本一安

値に強い生産地とも言っておられました。お年

寄りが生きがいを持って働き、健康を保ち、そ

の生産物が地元の特産品になる、ぜひ、宿毛市

でも取り組みたいと考えながら帰ってまいりま

した。 

　また、昨年お伺いした愛媛県今治市では、地

産地消に市をあげて取り組んでおり、学校給食

の材料は地元の物を最優先に使っております。

野菜に関しては、生産者から直接買っている場

合が多く、その結果、生産者の数が毎年ふえて

いるそうです。 
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　彼らは、ＪＡが運営する２カ所の直売所にも

生産物を持ち込んでおり、１店舗、これ売り場

面積が約１００坪ぐらいと聞いておりますが、

そこで１日平均８０万円以上の売上があり、近

く３店舗目を建設するそうです。このため、定

年後に畑のない人が農地を借りて、農業を始め

るケースがふえ始めており、今治市は農業経験

のない方のために、有機農法などを学べる研修

施設を、農協と一緒に立ち上げる予定となって

おります。 

　そんな中、従来の農地法では、農地の売り買

い、貸し借り、贈与に対して権利を取得する者

には、農地面積が５０アールに達することが必

要であり、新たに農業をしてみようと考えてい

る人々の妨げとなっております。 

　今治市は、そういった問題を解消すべく、特

区の申請をしております。現在、宿毛市は、農

地面積が沖の島１０アール、それ以外４０アー

ル以上となっております。ちなみに、大月町の

方は３０アール以上となっております。 

　高知県内には、既に特区の認定を受けた自治

体が７団体あり、大豊町ゆとり農業推進特区や、

三原村どぶろく特区などがあります。 

　農業推進特区は、休遊農地を活用した株式会

社による農地経営であり、どぶろく特区は農業

レストランなどでのどぶろくの製造、販売をす

るものであります。 

　特区とは、従来は法律や規制の枠組みの中で

どうするかと考えていたことを、現場、すなわ

ち宿毛市の実情に合わないならば、法律や規制

の方を、宿毛市に合うように変えていこうとい

う発想であります。これを利用することにより、

規制を緩和し、新たな収入を得ることが可能に

なります。 

　宿毛市も、新たに農業を始める人たちのため

に、農地を持つのに必要とされる面積を４０ア

ールから１０アールに緩和、農業者による市民

農園の開設などの特区申請を行い、遊ばせてい

る農地を利用して、第二の人生を農業とともに、

健康で生きがいを持ちながら暮らせる、そんな

宿毛市にすべきだと考えますが、どうお考えか。 

　また、現在、何らかの特区申請を考えてはい

ないのか、市長にお聞きいたします。 

　最後に、防災についてお聞きいたします。 

　昨年は新潟中越地震を初めとする大きな災害

が幾つもありました。中でも、日々、いつ襲っ

てくるのかわからない南海地震と、その津波に

ついて考えらされている私にとって、１２月２

６日に起きたスマトラ沖地震は衝撃であり、

日々ふえ続ける死者の数は恐怖でありました。 

　この津波の高さは４９メートルに及び、その

被害は死亡、行方不明者約３０万人、避難民約

１５０万人、被害総額約７，５３０億円以上と

言われております。 

　２年前に２０３０年までに発生する確率が４

０％といわれていた南海地震は、現在、５０％

に確率が変更され、連日、新聞紙面で防災、災

害の文字を見ない日はないほどであります。 

　そんな防災意識の高まる中、昨年９月４日に

近畿地方を中心に発生した震度５弱の地震で、

津波警報の対象となった４２市町村の内、避難

勧告指示を発令したのは１２市町村だけであり、

この１２市町村の住民１４万人のうち、避難所

への避難者はわずか６％の８，６００人であり

ました。実際の津波が８０センチほどで、被害

は特になかったそうですが、警報避難勧告に対

する意識の低さに、愕然といたしました。 

　多くの人が、大したことはないと自分で判断

し、避難勧告を無視した行為は、現在、行われ

ている防災活動について、もう一度考え直さな

ければならないといえます。 

　先月１３日、中村市で行われた自主防災組織

リーダー研修会で、災害対応カードゲームの紹

介がありました。これは、災害に遭遇した場面
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を想定して、二者択一をし、それについてグル

ープで話し合うカードゲームです。これによっ

て、自主的に考え、正しい判断をする訓練がで

きます。日ごろから訓練しておくことが、災害

時に正しい判断をする結果につながると思いま

す。 

　このような点からも、自主防災組織の存在は

重要であり、その活動、経験は必ず災害時に役

に立つはずです。 

　行政方針の中で少し触れられておりましたが、

現在の自主防災組織の立ち上げ状況、活動内容、

これからの取り組みについて、詳しいご説明を

お願いいたします。 

　また、１６年度中には配布すると言っておら

れた防災マップの現況と、１７年度の防災訓練

の予定、その内容についてお聞きいたします。 

　以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（西郷典生君）　市長。 

○市長（中西清二君）　おはようございます。 

　２番、中平議員の一般質問にお答えをさせて

いただきます。 

　まず、１つは定期船を利用して、今度、合併

になるとしたら、柏島にも航路を開設すべきで

はないかというご質問であろうかと思います。 

　ただいま、きのうも合併協議会をやっており

まして、新市建設計画が一応、骨子という形で

出されているわけでございまして、この中で、

合併をするとなれば、柏島も同じ行政区域にな

るわけでございます。そのことからして、ただ

いま中平議員のおっしゃった柏島も鵜来島、沖

の島という３島を結んだ定期船航路を開設して

はどうかということでございます。 

　このことについては、私も大賛成でございま

して、ただ、いろいろな制約がまだまだござい

ます。これ、一応、離島航路という形での航路

設定をされております。柏島の観光、全国的に、

一応、スキューバーダイビングとして知られて

おるわけでございます。そしてまた、沖の島も、

これからスキューバーダイビングであるとか、

陸地を生かした観光という形にも、宿毛市とし

ては取り組んでいかなきゃいけない課題だとい

うふうに、私は思っておるわけでございます。 

　また、柏島航路に開設するとなれば、定期船

の利用客も、またふえてくるんじゃないか、そ

ういった相乗効果として、非常に有益だという

ふうに感じておりまして、ぜひ、このことにつ

きましては、いろいろな問題をクリアした上で、

例えば離島航路でございますので、この航路の

許可をいただかなきゃいけない。そしてまた、

住民の方々、柏島におることによりまして、こ

れまで以上に、沖の島の方々が宿毛との、片島

との間の時間的なものが、少しかかってくると

か、いろいろな課題はあろうかと思いますが、

前向きに取り組んでまいりたいと、このように

思っているわけでございます。 

　次に、構造改革特区でございます。農地の貸

し借り、定年の方々とか、初めて農業をして、

老後をゆったり過ごしたい。老後の方々も、い

ろいろ体を動かすということについては、非常

に大切なことだと、私自身は思っておるわけで

ございます。 

　そういった構造改革特区は、現場に合わせた

法律を、今まであった法律を無視というわけで

はございませんが、その中での泳ぎではなくて、

法律に余りとらわれない形での構造改革特区と

いうものが決められております。 

　私自身は、構造改革特区というよりも、もう

少し、地方分権ということを考えましたときに

は、地方への自由度を持たせるものについて、

国からの特区を許可ということではなくて、

我々にもう少し、もっと権利を持たせていただ

ければ、こういった申請なりをしなくても、も

っと自由度があって、いろんなことができるん

ではないかなというふうなことも思っておりま
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すが、答弁させていただきますと、全国でも今、

構造改革特区申請が盛んに行われております。

第６次の募集までは４８４件が認定されておる

ようでございまして、高知県内でも現在、６件

の構造改革特区、１件の地域再生計画の計７件

が認定されておるようでございます。 

　農業関連につきましては、一応、農地法で定

める農地取得に関する下限面積要件、これの緩

和による農地の利用増進事業、これのほか、地

方公共団体及び農業協同組合以外のものによる

特定農地貸付事業、それから、農業生産法人の

行う農業関連事業の拡大事業など、現在、活用

可能な規制の特例措置が９つ認められておりま

す。 

　宿毛市におきましても、農地の有効活用、地

産地消の推進、高齢者の生きがい対策、新規参

入の促進対策等に、有効な手段というふうに思

っておりますので、これはぜひ検討してまいり

たいと考えておりますが、特に、下限面積要件

の緩和でございますが、目的が耕作放棄地等の

有効利用に限定されるということ。それから、

耕作目的外の農地の権利移動、これは、例えば

資産価値としての農地の取得ということにつな

がることが懸念されるということで、十分な検

討が必要ということでございます。 

　また、現在、進めております担い手農家への

利用集積対策と、少し逆行するかなということ

もあります。 

　農地の細分化が進みまして、地域の農地利用

に支障を招くというふうな恐れもありますので、

このような調整は必要ではなかろうかと、いう

ようなことを思っております。 

　今後、下限面積要件は、農地法の改正もあわ

せまして、農水省としても、緩和の方向で現在、

検討されているということでございます。 

　特に、市民農園の開設につきましては、現在、

地方公共団体及び農業協同組合以外はできませ

んが、農業特区では、可能となってくるようで

ございます。農業関連以外でも、さまざまな規

制の特例措置の申請が可能でございます。宿毛

市にとって、また市民の方々にとって、有益な

ものは、ぜひ導入をしていきたいと思いますの

で、今後とも研究をしまして、またいろいろな

お知恵もお借りをしたいというふうに思ってお

ります。 

　次に、防災対策でございます。 

　先ほど、中平議員のお話の中で、その津波警

報の対象となった４２市町村ですか、この中で

も、避難勧告指令を発したのは１２市町村だけ

だというふうなことでございまして、非常に防

災の意識が、これを見ましても低いというのが、

これは実情でございます。 

　そういう中で、我々として、どういうふうな

対策を考えていくかということでございます。 

　自主防災組織のまず立ち上げの状況でござい

ますが、現在、港南台地区、それから片島、自

由ヶ丘、貝塚、西町、栄喜、大海、中角の地区

の８地区で、自主防災組織が結成されておりま

す。市内各地域には、婦人消防隊などの防災組

織もございますが、自主防災組織のみの組織率

は、現在、約２２％というふうになっておりま

す。 

　平成１６年度の活動状況でございますが、す

べての自主防災組織ではございませんが、市の

総合防災訓練への参加であるとか、県主催の自

主防災組織リーダー研修会といったものに参加

をしていただいております。 

　また、自主防災組織の取り組みといたしまし

ては、片島区では、津波避難訓練が実施されて

おります。また、港南台区では、初期消火訓練

とか、救護救命訓練などが実施されております。

他の自主防災組織においても、各種訓練の実施

や、要介護支援援護者の把握などが、自主防災

組織の活動として計画をされているところでご
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ざいます。 

　いずれにしましても、この自主防災組織の活

動につきましては、これは息の長い活動にして

いただくことが、非常に大切でございます。そ

のためにも、その地域の実情に合った取り組み

を実施していくことが、重要であると考えてお

ります。 

　地域と行政が連携を図りながら、今後も取り

組んでまいりたいというふうに考えております。 

　今後の自主防災組織に対する取り組みといた

しましては、これまでは、沿岸部や町区などで

説明会を開催させていただきましたので、市全

体に、これを広げて、取り組みを進めてまいり

たいと思っております。 

　平成１７年度の当初予算におきましても、自

主防災組織に対する、資機材の整備に対する予

算も計上させていただいております。こうした

制度を創設することが、自主防災組織の組織化、

活動の推進につながっていくものと考えており

ます。 

　また、今年度、地区長連合会の事業計画にお

きましても、自主防災組織の組織化の推進とい

うことを議決していただいておりますので、地

区長連合会のご協力もいただきながら、取り組

んでまいりたいというふうに思っております。 

　議員の皆様におかれましても、それぞれの地

域の中でご協力を賜りますよう、お願いを申し

上げます。 

　先ほどの１６年度防災マップということでご

ざいますが、これは、平成１５年度からの国土

交通省の津波予測調査が終了しまして、現在、

ハザードマップのデータの修正作業を行ってい

るということでございます。現在の予定としま

しては、今年度内には、ちょっと配布は不可能

になってきまして、実は３月末に完成するとい

うことでございまして、４月中旬から５月初旬

にかけて、市内の各戸に配布することになろう

かと思います。 

　このハザードマップにつきましては、南海地

震による津波の浸水の深さの予測、それから、

浸水予測時間や緊急時、一次避難場所などを掲

載しておりますので、今後、住民の方々が、津

波から避難する場合に有効であるというふうに

考えております。 

　次に、防災訓練でございますが、ご承知のと

おり、宿毛市総合防災訓練につきましては、２

年に１度、開催させていただいております。こ

のことは、県などの総合防災訓練が４年に１度、

幡多地域で行われまして、多くの防災機関、関

係機関が参加していることから、同一年度に訓

練が重複しないようということで、行っている

ものでございます。 

　平成１７年度におきましては、５月２９日、

これは一応、この日に決定ということでござい

ますが、国土交通省の四国地方整備局、それか

ら高知県主催によります四万十川水防演習が行

われる予定でございます。 

　多くの防災関係機関が参加を予定しているた

め、宿毛市独自の総合防災訓練は予定していま

せん。 

　なお、この四万十川水防演習につきましては、

訓練ばかりではございませんで、資料の展示で

あるとか、体験、ピーアールコーナー、それか

ら市民の水防活動の体験も予定されております。 

　また、本年度、三重県、和歌山県、徳島県及

び高知県の４県で設立しております「４県東南

海、南海地震防災連携協議会」というものがご

ざいますが、これにおきまして、津波避難訓練

を、同日実施する方向で検討がされております。 

　このような統一した津波避難訓練の実施につ

きましては、住民の津波に対する防災意識の向

上につながるんではないかというふうに思って

おります。期日等は、まだ決まっておりません

が、宿毛市もこの訓練に参加してまいりたいと
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考えております。 

　１６年度の市の総合防災訓練におきましても、

津波避難訓練や、消火訓練に多くの市民の方々

にご参加いただきましたが、今後も市民参加型

の訓練メニューを検討していきたいと考えてお

りますので、市民の皆様のご協力をお願いを申

し上げます。 

　以上でございます。 

○議長（西郷典生君）　２番中平富宏君。 

○２番（中平富宏君）　２番、再質問をいたし

ます。 

　大変、前向きな答弁を市長からいただきまし

て、特に再質問というわけでもございませんが、

私なりの案と言いますか、こういうふうにして

いただきたいなという思いもありますので、再

質問という形で、再度、質問させていただきま

す。 

　定期船の柏島航路についてですが、こちら、

昭和６０年に廃止された経緯もありまして、若

干、その廃止されたときの理由についても聞い

ております。 

　先ほど、市長からも答弁がありましたが、い

ろいろなハードルがあるとは思いますが、沖の

島、鵜来島、柏島、そして大堂海岸などをリン

クさせれば、日本を代表する観光資源になるは

ずです。定期船が、もし無理なところがありま

したら、そちらは渡船や民間の企業の方々にお

願いするなどして、ぜひ、そういった形で１つ

にリンクさせて、運行できるような形にしてい

ただきたいと思います。 

　現在、国の政策として、観光未来プロジェク

トというものがあります。先日、政府認定観光

カリスマであられる新居浜市・森賀経済部総括

次長にお会いし、いろいろなお話をいたしまし

た。 

　そのとき、彼は、日本は観光立国を目指して

いる。全国に四、五カ所、外国からの観光客を

呼べるような観光地をつくろうとしており、こ

こには国がお金を入れてくるはずだ。今からは

観光に力を入れるべき、などというお話をして

おられました。 

　当然、新居浜市は、観光未来プロジェクトに

応募しているそうです。交通アクセスの不便さ

さえ解決することができれば、大月と宿毛市を

合わせた新市の可能性は、新居浜市以上だと考

えております。 

　そこで、私の考え方として、これからは、も

っと国の政策を利用しながら、観光産業を市の

柱とする中で、観光消費支出がもたらす経済波

及効果を利用して、１次産業を伸ばすべきだと

考えております。 

　観光産業こそ、新市建設計画の柱とすべきだ

と考えておりますが、その点について、市長に

お考えを求めます。 

　続いて、特区についてですが、市長の先ほど

の答弁の中で、もっと地方に権利を持たせてい

ただければというお話がありました。私もその

とおりだと思っております。 

　しかし、現在はまだまだそういった形になっ

ていないのが現状であり、私が今、案として述

べましたような特区申請をもとに、いろいろと

行っていくべきだと考えております。 

　長野県に老人比率が高いにもかかわらず、日

本一医療費の少ない村、すなわち日本一健康な

村があります。この村の就業率は非常に高く、

７０歳以上のほとんどの方が仕事を持っており

ます。その仕事の内容は、自分たちの食べるも

のをつくり、たくさんできたときはそれを売る、

そういった農家の方が大半を占めているそうで

す。 

　宿毛市も、４人に１人は６５歳以上の高齢者

です。治療より予防が叫ばれている現在、農業

を進めることは、多くの高齢者の方のためにも

なり、高齢化に伴う介護保険料の問題解決にも
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つながると考えます。 

　また、あわせて、最近話題のＥＭ菌やＹＭ菌

のこういった堆肥を使った有機農法などの指導

とかもしていくべきだと考えております。 

　市長は、常に民間の経営感覚を用いてと、よ

く言われます。民間企業なら、規制緩和という

だけで、その特区制度にチャレンジしていくと

思います。市長なら、率先してこの特区申請と

いうか、この制度にチャレンジしていってくれ

ると信じておりますので、よろしくお願い申し

上げておきます。 

　また、特区はもとより、いろいろな制度を活

用して、市の活性化にも取り組んでいただきた

いということを、ここで重ねて申し上げておき

ます。 

　防災についてですが、こちらの方も若干、私

の案として、提言させていただきたいと思いま

す。 

　市として、資機材などのそういった整備を重

点的に、今からやっていただけるとは思うんで

すが、それも当然、大切です。それと同時に、

人と人が防災について話し合う、そんなことが

できるような機会がふえるような取り組みを、

ぜひしていただきたいと思います。 

　そういったことが日々考え、そして、いざ災

害が起きたときに、頭で考えるよりもさきに行

動に移れる、そういったことで、いろいろな意

味で役に立つと考えております。 

　また、先ほどお話があった防災マップができ

ましたら、ぜひ市外からの観光客に対して、防

災マップのホームページ掲載、ホテルや駅、公

共施設など市外から訪れた人の目につくところ

への掲示をすべきだと考えております。 

　そして、ここに１枚、新聞を切り抜いてまい

りました。ちょっと見えにくいとは思うんです

が、これは埼玉県の草加市で、防災マウンテン

バイク隊ができたという記事です。 

　これは、内容を若干説明させていただくと、

地震などの災害が起きたときに、被害情報をい

ち早く収集する足として、マウンテンバイクを

利用する制度で、隊員は女性２名を含む全員、

市の職員でありまして、こちら２１名が今、参

加されているそうです。 

　マイカーの通勤の職員も、発足後は全員が市

から貸与された真っ赤なマウンテンバイクで通

勤しており、市民に対する啓発活動に、大変、

効果を発揮しているそうです。 

　この制度をそのまま、この宿毛市に採用する

ことは難しいとは思いますが、宿毛市には、海、

山があります。例えば、オフロードバイクの好

きな人たちで災害バイク隊、漁業者でつくる災

害船舶隊など、警報解除後、いち早く情報収集

のできる団体をつくるべきだと、私は考えてお

ります。行政として、発足の手助けをすべきだ

と考えますが、その点について、市長の考え方

をお示し願いたいと思います。 

　以上で、再質問を終わります。 

○議長（西郷典生君）　市長。 

○市長（中西清二君）　中平議員の再質問にお

答えをさせていただきます。 

　ご提案が、３点ほどいろいろございました。

いずれも、もっともなご提案でございまして、

細部については、またいろいろ中平議員からも、

詳しくまた事務的にお聞かせ願えればありがた

いというふうに思っております。 

　まず、１点目の柏島の方の航路でございます。

本当に、これが実現することによって、定期船

の方も少し赤字気味でございますので、ぜひ、

これが観光と結びついて、島民の方々、市民の

方々の船が足であるという形のものと、観光が

結びつくということが、非常にこれはいいこと

だというふうに、私自身思っておりまして、本

当に観光船が宿毛湾港に入ってきますが、その

乗客の方々も、本当にこの宿毛湾の景色という
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ものは、非常に日本でも有数のものであるとい

うふうにもお伺いもしております。 

　また、先ほど申しました柏島は、初級のスキ

ューバーダイビングをする方々にとって、メッ

カというふうな形になっておりまして、関東、

関西の方からも、非常に潜りに来る方々が、非

常に多くなっているということでございますし、

中平議員、外から見た大堂海岸ということも、

これもまた、皆さんが押しなべて、本当にほめ

るところでございます。 

　こういった観光資源があるということでござ

いますので、これを生かさない手はないと。そ

してまた、観光立県を目指しているという国の

施策でございます。 

　私も、この観光立県という、立国というもの

は承知はしておるわけですが、じゃあ、実際に

こういった形で、宿毛市がどういった形で手を

挙げればいいのか、そこら辺がまだ勉強不足の

部分がございます。 

　こういったものにつきましては、国の政策と

いうものにつきまして、もう少し深く勉強もさ

せていただきまして、ぜひ観光の充実には取り

組んでまいりたいと、このように思っておりま

す。 

　次に、特区のことでございます。特区も本当

に、もとより、いろんな制度が今、形が変わっ

た形で、いろんなものが日本国の制度そのもの

が変わっている状況でございます。三位一体改

革という形での財政状況が非常に厳しくはなっ

ておりますが、反面、国として、このような特

区の制度であるとか、ほかのいろいろな交付金

制度の中でも、事業が少しずつしやすくなって

いる部分とか、そういうものもたくさん、今、

出てきつつあります。 

　この面につきましては、行政としても、これ

からきちっとした勉強をしまして、市民の方々

に、より有利な形のものを、特に宿毛市が１次

産業でございますので、そこの辺の１次産業が

生かせる形のものを、優先的に勉強して、でき

るものを取り組んでまいりたい、このように思

っているわけでございます。 

　それから、防災対策でございます。地震なり

津波なりが起こってから後、いろいろ自主防災

組織の皆様には、非常に活躍を願わなきゃいけ

ない。本当は、こういうものはないにこしたこ

とはないわけでございますけど、その後、起こ

った後のことを、ライフライン、水の確保であ

るとか食料の確保であるとか、いろんなものが

想定されておるわけでございます。 

　我々としても、これは人が本当に協同で助け

合うということは大切なことだと、基本的には

そうでございますが、中平議員が先ほどおっし

ゃいました、自転車だとかバイクだとか、そう

いった形での情報収集隊と申しますか、そうい

うことを日ごろからお願いしておけば、その

方々が役に立ってくれるというふうなことでご

ざいます。 

　行政だけでは、なかなかできない問題が、非

常に多うございますが、ご提案の趣旨は承りま

して、できることから手をつけてまいりたい。

ぜひ、こういった方々にもご協力を願いたい。 

　市民全員にご協力を願わないと、この自主防

災組織なり、防災対策というのができないわけ

でございますので、そこのところも、またいろ

いろとお知恵をお借りしながら取り組んでまい

りたいと、このように考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（西郷典生君）　２番中平富宏君。 

○２番（中平富宏君）　２番、再質問をいたし

ます。 

　まず、新市建設計画についてですが、合併を

論議するときに、必ず財政の話が出てまいりま

す。いろいろなものをスリム化することも大切

だと、私、当然思うわけですが、私は、大月町
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と一緒になるときに、一緒になることによって

生まれてくる、そういったもの、夢とか可能性

を考えながら、そういった新市建設計画をつく

っていっていただきたいと思っております。 

　そうすることが、宿毛市の将来、また子ども

たちの未来につながってくると思いますので、

ぜひその点をお願いしておきます。 

　これについては、再度、答弁を求めません。 

　特区についてですが、新市建設計画の中でも、

少し触れましたが、新居浜市には、政府から観

光カリスマ認定を受けた、これ職員の方です。

職員の方がおられます。このことによって、さ

っき市長からも答弁ありましたが、いろいろな、

今、国の政策によって、制度ができております。

私も、ごく一部しか知りません。 

　しかしながら、観光カリスマ認定を受けた方

がおられるおかげで、こちら新居浜市の方には、

いろいろな情報が集まっております。そういっ

たのを利用して、またいろいろとやっているの

が現在の新居浜市だと聞いております。 

　宿毛市は、宿毛市も、特区はもとより、いろ

いろな制度を活用して、ぜひ市の活性化に向け

て取り組んでいただきたいと思います。 

　防災についてですが、防災の方は、先ほどお

話した構造改革特区の考え方と同じような形だ

とは思うんですが、要するに、宿毛市は宿毛市

独自の考え方、宿毛市の色でやっていくべきだ

と考えております。 

　現在の防災訓練、市のものもあります、県か

らのものもあります。しかしながら、これは、

一部の団体の方が中心になってやっておられる

防災訓練でありまして、決して一般の方が、当

日参加しようと思って来られても、外から見る

だけで、中で参加できるような形になっており

ません。これからの防災訓練というのは、そう

いった形でなく、だれもが参加できる、そうい

った形の防災訓練にすべきだと思いますし、ま

た、先ほどお話した埼玉県の草加市なんかと違

ってですね、はっきり言って、宿毛市は田舎と

言いますか、その分、人口の割りに面積が広く

てですね、海もあり、山もあり、その色を生か

したというか、宿毛独自の防災訓練をしていく

べきだと考えております。 

　そういったことを含めて、防災訓練に対して、

もう一度、市長の考え方、答弁を求めます。 

　再質問を終わります。 

○議長（西郷典生君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、中平議員の再質

問にお答えをいたします。 

　まず、新市建設計画ですが、本当に中平議員

のおっしゃるとおりのことでございまして、こ

れ、実現がすべて、財政の関係でできるかどう

かわからないにしても、本当に宿毛市の将来を

考えて、我々の孫とか子孫とか、いうふうなも

のを考えた形でのいろんなことを検討していか

なきゃいけない、それをつくっていかなきゃい

けないというふうに、十分認識しているつもり

で、取り組んでまいります。 

　それから、まず、防災のことでございます。

中平議員おっしゃるとおりだと思います。その

防災訓練とどうしても、ともすれば、防災の専

門家、消防署であるとか、消防団、こういった、

いわゆる救護活動に当たる消火活動に当たる

方々の訓練というものが、今、重点に置かれて

いるんではないかというふうには思っておりま

す。 

　これに対して、やはりもう１つは、一般の市

民向けと申しますか、消防団とか消防署、そう

いった形のものにかかわってない方々向けに、

例えば、これは突然にやると訓練になりません

が、きょうは防災訓練しますよと、サイレンが

鳴れば、津波予報ですよということを周知させ

た上で、それが出れば、すぐこういった形で避

難してくださいというふうな、いわゆる一般向
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けの方々への訓練というものも必要だというふ

うに、私自身は認識しておりまして、この訓練

を、やはりやっていかなきゃいけないというふ

うに思っております。 

　この、事務方といろいろ話した形で、この訓

練に取り組んでまいりたいというふうに思いま

す。 

　それから、特区の関係につきましては、ぜひ、

これは先ほどからも申し上げますように、もう

制度というものは、有利な制度は、これは利用

するに越したことはない。これはやっぱり、

我々の執行機関としての事務能力もございます

が、これを勘案しても、有利な制度というもの

がある以上は、これを利用していくというふう

なことで、取り組んでまいりたいと思っており

ます。 

　幸い、観光でございます、特に中平議員の方

から、観光カリスマ認定ということも聞きまし

たし、こういったことに関しては、観光、国の

観光部ですか、あれは国土交通省でございます

ね、そちらの方にも、私どもも行きまして、い

ろいろな情報も仕入れていきたい、そのように

考えております。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（西郷典生君）　２番中平富宏君。 

○２番（中平富宏君）　２番、以上で一般質問

を終わります。 

　ありがとうございました。 

○議長（西郷典生君）　６番寺田公一君。 

○６番（寺田公一君）　６番、一般質問を行い

ます。 

　まず、去る３月２日に発生した土佐くろしお

鉄道の宿毛駅激突事件について、お聞きをいた

します。 

　これは、全国版のニュースでも、ニュース番

組でも大きく取り上げられたのを初め、市民の

最も関心の高い事故でありました。 

　尊い命を失われました運転手のご冥福をお祈

りいたしますとともに、おけがをなされた乗客

の皆様に、お見舞いを申し上げます。 

　事故の一日も早い原因究明と、早期復旧は、

市民の希望でもあります。 

　昨年のフェリー問題に続き、大変なこと続き

ではありますが、一日も早い再開に向け、努力

をしていただきたいと思います。 

　さて、２日の午後８時４０分ごろに起きた事

故に対して、火災の発生の危険性があるという

ことで、９時ごろに消防団にも招集がかかった

と聞いております。 

　消防団の任務は、現場の保全と火災の予防に

あると考えておりますが、しかし、消防団の幹

部のひとりが、その現場にカメラを持ち込み、

撮影、対策本部に何の連絡もせずに、報道機関

に対してその映像を提供いたしております。 

　このことは、消防団に求められた職務を逸脱

しているとともに、特別職の公務員ということ

の守秘義務に照らし合わせても、すべきことで

はないと思いますが、市長としての見解を、ま

ずお聞きしておきます。 

　続きまして、２問目、農業の振興について、

お聞きをいたします。 

　政務調査で、先ごろ築地市場、東京にありま

す高知県のアンテナショップを視察してまいり

ました。特に、青果部門の東京シティというと

ころの幹部の方と懇談したわけですが、つくる

側としては、単価の取れる、新しい作物を研究

したいということが、今回の研修の大きな柱で

ございました。 

　ところが、第一声言われたのは、高知県の農

家は人がいいということと、淡白ですねという

ことを言われました。 

　例えば、せっかく確立した水産技術、特許を

取っても守っていかなければいけないというよ

うなもの、それが現在の農業技術は、特許を取

るような技術もあるようです。 
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　それとか、せっかく、産地ができた作物を、

単価のいい作物に切りかえていこうという動き

に対して、せっかく、新興の産地よりも高いア

ドバンテージを持っているのに、その作物で勝

負せずに、新しいものにいくというのは、有利

性を欠くんじゃないかということでした。 

　実際、宿毛市内においても、オクラ、ブロッ

コリーといった作物は、もう既に産地化ができ、

多くの市民がつくっているものですが、現在、

減少の一途をたどっているのが現状です。 

　高齢化と後継者不足という問題はあるにして

も、作業形態の改良、改善によって、産地化の

維持は可能ではないでしょうかということです。 

　また、市長が大変期待しております「すくも

夢いっぱい会」の活動についても、１つお聞き

したいと思います。 

　多くの部会で構成され、会員数も１００名を

超える組織になっていると聞いておりますが、

宿毛市がその事務局のお手伝いをしているとい

うことですが、市長として、今後、この会をど

のようにとらえ、支援していくというおつもり

なのかを、まずお聞きをしておきます。 

　次に、教育長と教育委員長にお聞きをいたし

ます。 

　これまで、幾度となくこの場で議論され、こ

との重大さはみんなが認識していることだとは

思いますが、昨年末からことしにかけて起こっ

た、奈良県の小学生の帰宅途中による誘拐殺害

された事件、大阪府の寝屋川市の中学校におけ

る元卒業生による教職員殺傷事件、駅伝の応援

に来ていた中学生の列に車が突っ込んで、多数

の死傷者を出した鹿児島県の事件など、なぜ、

どうしてと、耳を疑うような事件、事故が起こ

っております。 

　このような事件、事故は、いつ、どこで起こ

ってもおかしくない、最近では高知県内でも不

審者についての情報が頻繁に聞かれるようにな

ってきているのが現状です。 

　当宿毛市においても、不審者の情報について

の情報や、つきまといなどの事例が起こってい

ると聞いております。子どもたちの安全で安心

して教育を受けられる環境をつくっていくのが、

教育委員会の責務だと考えておりますが、教育

長のお考えをお聞きいたします。 

　また、昨年末、教育委員長に就任いたしまし

た委員長には、若い感覚で、子育てをしている

保護者の目線に立った教育委員会運営を期待し

ているわけですが、現在の宿毛市の教育をどの

ようにとらえているのか、新年度を迎えるに当

たって、所信をお聞きしたいと思います。 

　以上で、１回目の質問を終わります。 

○議長（西郷典生君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、寺田議員の質問

にお答えさせていただきます。 

　今議会の冒頭でもご報告申し上げましたが、

去る３月２日の土佐くろしお鉄道の列車事故は、

市民の皆様を初め、多くの関係地域の皆様に、

多大のご迷惑とご心配をおかけいたしましたこ

とを、改めておわびを申し上げます。 

　現在は、現場での事故原因等の調査が終了し

まして、事故車両の撤去作業が進められており

ますが、一日も早い、宿毛線の運行再開に向け

まして、関係機関に対し、積極的に働きかけを

行っていかなければならないと、このように考

えております。 

　寺田議員のご指摘のとおり、事故発生直後に

は、乗客の救出であるとか、不測の事態に備え

まして、消防団への出動要請がなされました。

消防団長以下、多くの団員の方々には、ご出動

いただきまして、宿毛分団並びに片島分団の団

員の皆様には、夜を徹しての警戒に当たってい

ただきましたことを、私もこの目で、立ち会い

まして、この場をお借りしまして心から感謝を

申し上げる次第でございます。 
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　事故現場におきましては、当時、燃料のにお

いが充満しまして、火災の発生も危惧されてお

りますことから、消防関係者以外の立ち入りは

禁止となっておりました。 

　乗客、乗員の安否を気遣う関係者を初め、市

民の皆様に列車内の状況が全くわからない状況

でございました。 

　このような状況の中で、現場で救出活動等を、

警戒等を行っておりました消防団の幹部の方が、

持参していたカメラで現場の写真を撮影と。こ

れは、団活動の一環として撮ったものではない

かなというふうには、これは想像だけでござい

ますので、間違ってたら謝らなければいけない

んですが。これが、翌日になって、報道機関で

すね、これは市民や国民に事故の状況を、少し

でも早く知らせる使命ということから、現場へ

の立ち入りを強く求めている報道関係者でござ

います。この方々に、ご自分が撮影した現場の

写真を提供したようでございます。 

　ご質問にありました、公務員の守秘義務との

関連につきましては、非常勤の特別職である消

防団員は、地方公務員の適用は受けません。消

防団員の守秘義務に抵触するかどうかという判

断、私にはまだ、ちょっと判断がはっきりつい

てない状況ではございますが、こういう場合、

私としては、一言、団長の許可なりを取る必要

があったんではないか、そのように思っており

ます。 

　非常勤ながら、特別職の公務員である消防団

員が、消防団条例等に照らしまして、市民の皆

様に、行動に関して不信の念を抱かせることの

ないよう、これは努める必要があるというふう

に思っております。 

　今後は、消防団長を通じまして、こういった

ことについては、指導してまいらなければいけ

ないというふうに感じております。 

　いずれにしましても、二度とこのような事故

が発生することのないよう、その対策につきま

して、土佐くろしお鉄道に対して、厳しく要請

してまいりたい。 

　今月２６日にくろしお鉄道の運営協議会が、

中村の方で開催されます。その場におきまして、

私もこういったことにつきまして、表明をして

まいりたいと、このように考えております。 

　それから、農業振興の作物の産地化の関係、

それからすくも夢いっぱい会の活動についてで

ございます。 

　本市の農業におきましては、高齢化の進行、

生産者米価の値下がり、それから輸入農産物の

増加、それから他の産地との競合等によりまし

て、価格低迷が続く中、農業を活性化させるた

めには、環境との調和を図りつつ、競争力を備

えた職業として、選択し得る魅力と、やりがい

のあるものにする必要があるというふうに思っ

ております。 

　このために、施設園芸のミョウガであるとか、

コネギ、イチゴ、ナス、露地野菜のオクラ、ブ

ロッコリー、果樹のブンタン、コナツ等、収益

性の高い有利作物の栽培を奨励しまして、産地

化を確立するため、これを支援する、そういう

ための機械の設備とか、施設への補助事業を行

ってきたところでございます。 

　これによりまして、効率的かつ安定的な農業

経営体も育成は一定、されております。しかし

ながら、オクラにつきましては、５年前、１１

年度と比べますと、出荷販売額は約４，０００

万ほど減少しております。今後は、その収量の

増大を図るべく、このＪＡ幡西営農指導センタ

ーなどにおきまして、新品種の導入の検討であ

るとか、栽培技術の改善などに取り組んでおり

ます。 

　それから、ブロッコリーにつきましては、１

１年度と比べますと、農家戸数は減少しておる

わけでございますが、出荷販売額ではふえてお
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ります。こちらにつきましても、収量の増大を

図るべく、栽培技術の向上はもちろんでござい

ますが、春ブロッコリーの栽培面積の拡大、高

齢化対策として、セル苗移植機の導入を検討し

ておるということでございます。 

　ただ、露地野菜の耕作者の中で、若い農業者

で、技術を習得した方が、レンタルハウス等の

施設園芸に転換をしている現状もございます。

また、平成１６年２月に、水田農業の構造改革

の推進、それから水田を活用した作物の産地づ

くりの推進等に資することを目的に設立しまし

た宿毛市地域水田農業推進協議会が作成してお

ります宿毛市地域水田ビジョンにおきましても、

オクラ、ブロッコリーは、宿毛の主要作物と位

置づけておりまして、産地づくり交付金を活用

しまして、振興を図ってまいります。 

　すくも夢いっぱい会の件でございます。昨年、

民間の方で、宿毛市民の中で結成していただき

ましたすくも夢いっぱい会でございます。現在

の会員数が１０４名で、食の安全部会であると

か、南国フルーツ部会であるとか、芋焼酎部会

など、１５部会ができているそうでございます。 

　それから、これは水稲等の減農薬栽培とか、

地域の特産品を開発しようということを目的に、

マンゴーであるとか、パイナップル等の栽培に

ついて、調査研究をしております。そのための

補助金を、１７年度の予算として計上をしてお

ります。 

　すくも夢いっぱい会は、地域の皆様が、ここ

の産業起こしと申しますか、もともとの第１次

産業というものを、もう少し、自分の足元を見

て、活性化していこうじゃないかということか

ら始まっているわけでございまして、まちづく

りであるとか、環境を考えるとか、そういうも

のがいろいろ広がりまして、宿毛のいろんな部

門の方々がお集まりくださって、いろんな、こ

れからの宿毛の産業開発も含めて、活動してい

こうというふうなことで発足したわけでござい

まして、これ、夢ある宿毛の地域づくりという

ことにも資するんじゃないかと思っております。 

　市民が全員参加していただけるようなことが、

本来ならいいんじゃないかなというふうな感じ

は思っておりますが、産業それぞれのものがご

ざいますので、いろいろな部門におきまして、

この産業振興に当たればいいのかなというふう

な思いでございます。 

　以上でございます。 

○議長（西郷典生君）　教育長。 

○教育長（嶋　統一君）　おはようございます。 

　６番議員のご質問にお答えをしたいと思いま

す。 

　ご指摘のように、近年、全国各地で児童生徒

や教職員が犠牲となる、悲惨な事件が連続して

発生をしております。さらに、憂慮すべきこと

に、このような事件は、都市部に限ったことで

はなく、いまやどこでも起こり得る状況となっ

ております。 

　当市におきましても、不審者の目撃情報等が

数件、報告されており、その都度、各小中学校

へ危機管理対策の協議や、安全教育の周知徹底

を図るように、指導をしておるところでござい

ます。 

　幸いなことに、当地域で重大事件は発生して

おりませんが、児童生徒や、学校の安全管理に、

教育委員会も強い危機感を持っております。 

　平成１４年度には、宿毛小学校の校庭が、職

員室から死角になっているため、モニターカメ

ラを設置をし、職員室で状況把握ができるよう

に整備をするとともに、市内の小学校に高知県

警へ直通の緊急通報装置を設置をいたしました。 

　平成１６年度当初には、市内小学校の３年生

までに、防犯ブザーを配布するとともに、この

ほど、市内全小中学校へ２本のさすまたを配備

したところでございます。 
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　本年の４月には、防犯ブザーを新入学児童と

５、６年生に配布し、全児童に携帯させる予定

でございます。 

　さらに、各小中学校では、危機管理マニュア

ル等を作成しておりますが、先ほど、紹介され

ました事件等を教訓として、マニュアルの再点

検と、子ども１１０番の家を明示した安全マッ

プを、全校で作成し、児童生徒への周知と、安

全教育の徹底を図るように指示しております。 

　なお、子ども１１０番の家が少ない地域につ

きましては、宿毛警察署等に相談をし、追加し

ていただくなど、緊急避難場所の確保に努めた

いと考えております。 

　しかし、このような対策は、有効な防犯対策

でありますが、より効果的な防犯体制を確立を

するためには、関係機関、家庭、地域が一体と

なって、地域ぐるみで子どもたちを守る仕組み

づくりが必要と考えております。 

　専門家の指導を仰ぐとともに、地区長会、Ｐ

ＴＡ等のさまざまな組織やボランティアの応援

をいただきながら、子どもたちが安心して登下

校や生活できる環境づくりに努めてまいりたい

と考えております。 

　今年度から取り組みを始めました生徒指導総

合連携推進事業の成果として、市内の全中学校

区に、中学校区子ども支援会議が組織され、そ

れぞれの地域であいさつ、声かけ運動を中心と

して、子どもたちの非行防止と、健全育成に取

り組んでいただいております。 

　また、各小中学校には、開かれた学校づくり

委員会もありますので、それらの組織にもご協

力をいただきながら、安全対策のネットワーク

化を実現していきたいと考えておりますので、

よろしくお願いをしたいと思います。 

○議長（西郷典生君）　教育委員長。 

○教育委員長（奥谷力郎君）　おはようござい

ます。教育委員長、６番、寺田議員の一般質問

にお答えいたします。 

　私、教育委員長に就任して以来、３カ月少々

が過ぎたわけでございますが、その間、議員の

皆様や、多数の市民の皆様から、本市の教育行

政推進に当たりまして、ご支援、ご協力を賜り

ましたことに対しまして、厚くお礼と感謝を申

し上げます。 

　所信表明ということでございますが、教育に

ついての思いという部分で述べさせていただき

ます。 

　まず、国は、新学習指導要領を実施するに当

たりまして、心の教育の充実と、確かな学力の

向上を２本柱に示し、新しい時代を切り開く心

豊かで、たくましい日本人の育成を目指し、画

一と受身から、自立と創造へという教育の構造

改革を貫く理念を示しました。 

　本市では、平成９年よりスタートしました土

佐の教育改革を基本として、教員の資質の向上、

基礎学力の定着と学力の向上、学校、家庭、地

域の連携による教育力の向上を目指して、取り

組んでおるところでございます。 

　さて、まちづくりは人づくりからといわれま

す。活気や夢のあるまちづくりには、教育が大

きな役割を担っていると認識しておるところで

ございます。教育の活性化ということで、私の

思いを何点か述べさせていただきます。 

　１点目は、やはり子どもたちに確かな学力、

豊かな人間性、健康な体の生きる力をつけても

らいたいということでございます。 

　２点目は、子どもたちに、一人ひとりが可能

性を見出し、個性を伸ばしてもらいたい。 

　３点目は、子どもたちが宿毛の自然や歴史に

触れたり、郷土の偉人の足跡に学ぶなどし、志

を高く持ち、郷土を愛し、郷土に誇りを持って

もらいたい。 

　４点目は、学校が地域と協働し、地域性を生

かした取り組みを自発的に行っていただき、特
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色のある教育活動を一層進めていただきたいと

いうことです。 

　５点目は、子どもたちの教育は、単に学校だ

けで行えるものではなく、学校、家庭、地域が

それぞれの役割を果たしつつ、子どもをどのよ

うに教育していくかについての考えを共有し、

相互に連携、協力し、説明責任を果たしながら

行えることが重要と考えておりますので、それ

らの連携を一層強化していただきたいと思って

おります。 

　６点目は、市民の信頼にこたえる教育のため

には、学校のあり方、学校を管理する教育委員

会のあり方、教育委員会と学校の関係などにつ

いて、市民の意見を十分に把握し、それを的確

に反映する必要があるのではないかと考えてお

ります。 

　以上、これらの点を踏まえて、取り組んでい

きたいと考えております。 

　最後になりますが、子どもたちは、これから

もますます変化の激しい、先行き不透明な、混

沌とした時代を生きていかなければなりません。

私は、そういう時代を生き抜いていける力や、

さまざまな分野で創造性を生かし、主体性を持

って行動でき、郷土に誇りを持った、たくまし

い子どもたちを育てなければならないと思って

おります。 

　今後とも、地域に開かれた教育行政を目指し、

誠心誠意努力してまいる所存でございますので、

皆様の一層のご理解とご協力をお願い申し上げ

ます。 

　以上でございます。 

○議長（西郷典生君）　６番寺田公一君。 

○６番（寺田公一君）　６番、再質問をいたし

ます。 

　まず、土佐くろしお鉄道の事故についてです

が、市長は、初日の所信表明の部分で、東宿毛

駅からでもいいので、早急に再開するような話

をしてみたいということを言っておられました

が、確かに東宿毛駅、宿毛のまちの中にありま

すので、近くていいという気はするんですが、

もしそれが諸事情で難しいというのであれば、

平田にあります平田駅、これはエレベーターも

完備されております。高齢者の方にも、非常に

優しい駅でありますし、下には、一昨年までで

すか、切符も販売しておりました駅舎もありま

すので、ここならば、より早く、再開できるん

じゃないかと、私なりに考えているわけですが、

ここらあたりも検討してみてはどうかと思いま

す。 

　また、事故の写真の部分ですが、実は、撮影

をした方のコメントが、これは３月７日の読売

新聞に出ているわけですが、デジタルカメラで

撮影した祭りなどの行事や、台風被害の現場写

真を、みずからのホームページで発信している

というコメントも出してます。 

　これは、そういう祭りなどの行事、台風被害

と比べると、一人の方が亡くなり、またその撮

影された現場、その時刻には、まだ死亡も確認

されてない運転手の方がいたわけでありますの

で、僕の感覚で言うと、ちょっと不謹慎じゃな

いかというような気がします。 

　それと、あとの方に、ホームを４０分ほど歩

き回りながら、カメラのシャッターを１０回ほ

ど切ったということが出ておりまして、これほ

ど大きな事故だけに、事実を隠さずに、市民に

伝えることが大事だと感じているというような

コメントで締めくくっているわけですが、これ

は、そもそも現場にカメラを持ち込むこと自体

が、僕は消防団員としてどうなのかなというよ

うな気がいたしております。 

　特に、事故の経過を見ますと、９時に事故対

策本部が設置されております。それで、その中

で、死亡が確認されたのが１２時５分というこ

とですので、撮影時刻を見てみますと、２日の
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１１時というような時刻を新聞にも打ってます

ので、そこら当たりを考えると、ちょっと不謹

慎ではないかなという気がいたします。 

　それと、事故後の、今も、きょうからですか、

車両が撤去されようとしているわけですが、現

場の管理の体制が、全体的にちょっと、問題が

あるがやないかというような気もいたしますが、

市長の答弁があれば、いただきたいと思います。 

　続きまして、農業振興ですが、先ほど、中平

議員の質問の中でちょっと出てました千葉県の、

高齢者がナバナを詰めているという話が出てた

わけですが、宿毛市でも、約２５パーセント、

４人に１人が６５歳以上の高齢者の現状やと思

います。しかし、農業を中心とする第１次産業

の主力は、この６５歳以上というお年寄りの方

が多いわけですね。 

　その中で、僕も議会に出るまでは、オクラ、

ブロッコリーというものをつくっていたわけで

すが、そのときでさえ、高齢の方は、つくるこ

とはできるがやと。詰めたりする、あとの作業

がなかなか大変でできないというような話があ

りました。 

　この前、行って聞いたときに思ったわけです

が、今、オクラは農協の選果場で詰めてますが、

ブロッコリーは全部、自分ところで詰めていっ

てるのが現状です。ミョウガもそのように、自

分とこで詰めているのがほとんどやと思うんで

すが、ここら当たりを、地区を分けてというか、

私の場合やったら橋上ですので、橋上やったら

橋上のつくった作物を、その近隣のお年寄りに

詰めてもらうという形をとれば、そのお年寄り

の方たちも仕事ができるわけですので、多少な

りとも収入も得られる。そういう形で、地域に

活力が生まれれば、またこれは１つの農業振興

になるんじゃないかというように思います。 

　このことについて、答弁があればお聞きした

いと思いますが。 

　次に、夢いっぱい会ですが、夢いっぱい会、

確かに市長の答弁のように、市民全域に知れ渡

ればというか、参加があればというようなこと

を、最後に言っておられましたが、私も一度、

農業関係の夢いっぱい会の講習会と言いますか、

に出席させていただいたことがあります。 

　約３０人ぐらいでしたか、の参加があったよ

うですが、見渡したところ、農業をなさってい

る方が１０人いないぐらいの会でした。どのよ

うな会なのか、僕もちょっとわからなかったわ

けですが。 

　実際に農業を、農業部門でいえば、農業をな

さっている方が、農業技術を確立したいとか、

こういう食の安全部会というような会やったと

思うんですが、その食の安全について研究し、

それを発信していくというような部分でやられ

ているんだと思ってたんですが、ちょっと自分

の思いと違ってた。 

　実際、農協あたりと話をして、農協の営農セ

ンターの方とも話してますと、急にこの会に出

れないかとかいう相談が来るというような話も

してました。やはり、宿毛市が事務局の一端を

持っているわけですから、市民に対しても、あ

る程度、情報発信できる形をとるべきじゃない

かというふうに思いますが、市長の答弁をいた

だきたいと思います。 

　次に、教育委員会で、安全についてですが、

高知市の初月小学校というところの小学校で、

ちょっと、名前を、はっきりした名前を忘れま

したが、１週間か２週間くらい前に、パトロー

ル隊という形をつくって、子どもたちの安全を、

保護者、地域が中心になって守っていこうとい

うようなパトロール隊が発足したというような

ニュースを、テレビで見ました。 

　それとか、今、宿毛市もある程度、張って動

いている車が見れるようになりましたが、私も

張ってますが、県教委が発行したパトロール中
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ですか、という、色が何種類かあるようですが、

ステッカーを車に張って、保護者も今、協力し

ているわけですが、こういう形で、だんだんと

動きはあるわけですよ。ただ、それだけでは、

なかなか先にというか、波及効果はないんじゃ

ないかと、宿毛市において。やはり、もうちょ

っと安全についての力の入れ方はあるんじゃな

いかと思います。 

　もし、教育長の中で、宿毛市、来年度、１７

年度はこういうことをしたいということがあれ

ば、お聞きしたいと思います。 

　教育委員長は、非常にすばらしい理念を持っ

ているようですので、若さで頑張ってやってい

っていただきたいと思います。 

　以上で２回目を終わります。 

○議長（西郷典生君）　休憩いたします。 

午前１１時２８分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１１時４３分　再開 

○議長（西郷典生君）　休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

　寺田議員の質問に対して、市長の答弁を求め

ます。 

　市長。 

○市長（中西清二君）　寺田議員の再質問にお

答え申し上げます。 

　まず、１つは、東宿毛駅というよりも、平田

駅からという、再開を望んだらどうかというこ

とでございますが、基本的には、私自身思って

おりますのは、東宿毛駅でも平田駅でも同じと

いうことでございます。できましたら、東宿毛

駅と申しましたのは、宿毛から通っている高校

生が非常に多いということでございまして、こ

の人たちが、通常なら３０分で行けるところを、

今、１時間かけて行っていると。朝の忙しいと

きに、３０分余計な時間を使って行っていると

いうことで、非常に不便を強いられているとい

うことから、東宿毛駅ということを出しており

ます。 

　また、東宿毛駅に着きましたら、必然的にこ

れは平田駅も通るわけでございまして、そのエ

レベータが便利であるということは、もうこれ

は十分承知はしております。 

　東宿毛駅も平田駅も、実は形としては一緒で

ございまして、これ、運行するためには、列車

が発着したことを、列車司令室に連絡する信号、

これが設置されていないところでございます。

この２駅はですね。そんなことで、一度、宿毛

駅に回送しなきゃいけないということでござい

ます。 

　写真とか、テレビの映像とかで、現場は皆さ

ん、ご存じと思いますけど、レールはほとんど

傷んでおりません。これ、車両と、それから駅

舎が傷んでおるわけでございまして、この宿毛

駅に着くことはできるわけですが、乗降するこ

とができない。階段がめちゃくちゃになってお

ります。 

　そういう状況でございますので、私自身とし

ましては、東宿毛駅から運行再開を、一日も早

くやっていただきたいということを願うもので

ございます。 

　それでまた、今、宿毛駅には広い駐車場が、

無料での駐車場がございます。東宿毛駅には、

現在、駐車場もほとんど狭い駐車場しかござい

ませんが、皆さんご存じのとおり、国道沿いの

沿線のところに、土地が、あいている土地がご

ざいます。こちらを駐車場に、市が占用、一時

占有をさせていただければ、その駐車場問題は

解決するんではないかというふうな形を思って

おりまして、とりもなおさず、一日も早い復旧

を、これは安全確保ができた上で、ぜひ東宿毛

駅なりを使ってやっていただきたいというのが、

私どもの願いでございます。 

　平田駅を否定するものではございませんが、



－ 44 －

＋

＋＋

＋

東宿毛を使えば、平田も必然的に使って運行が

できるというふうに考えているわけでございま

す。 

　それから、寺田議員おっしゃいました、先ほ

どの写真関係の新聞報道でございますか、この

件については、私、実は３月７日の読売新聞を

読んでおりませんので、承知していないわけで

ございますが、お答えするのは、先ほど申した

とおりでございます。 

　それからあと、現場管理体制の問題でござい

ますが、これは、私自身も、その当日、９時ご

ろから現場に参ったわけでございますけれども、

そこには警察、それから消防署長、消防長、そ

れから分団の方々が来ていただきまして、関係

者を、先ほど申しました、非常に燃料漏れのと

ころでガスくさいというところがありまして、

いつ引火するかわからない、そういうふうな危

険な状況でございましたので、すぐロープを張

って、関係者以外入らせないというふうな処置

をとっていただいておりますので、特に、現場

管理体制ということで、これはまあ、突発のこ

とでございまして、皆さんが大変な思いをした

と思いますが、特に瑕疵があったふうには、私

は感じておりません。 

　皆さん方がそれぞれ、役目を非常に果たして

いただいて、寝ずの番をしていただいたり、非

常にご苦労なさって、現場の保存にも当たって

いただいたということについては、この場を借

りて、また改めて感謝を申し上げる、そういう

次第でございます。 

　それから、農業関係のことでございます。６

５歳以上の方が大多数を占めるということで、

特に介護予防であるとか、お年寄りの方々に元

気になっていていただきたいということでござ

います。それには、よく動くこと、働くこと、

それから農業に従事されること、こういったこ

とが非常に大切なことという認識は持っており

ます。 

　寺田議員からの、これはご提案と受けとめて、

一応、農協であるとか、うちの行政の方も、こ

ういったことについて、後押しをするというこ

とで、官民共同でことに当たってまいりたいと、

このように思っております。 

　それから、夢いっぱい会の関係でございます。

昨年できたばっかりで、いろんな方が、いろん

な形での、いろんな部会ができておる関係で、

これは事務局、一応、宿毛市の方に１名の者が

専用的におるわけでございますが、何様、まだ

できたばっかりのところで、部会が何か開くた

びにできるような状況のようでございまして、

少し、体制もまだまだできてない状況であろう

かと思います。 

　ぜひ、こういった市民の動きでございます、

情報発信も体制整えばしていかなきゃいけない

と思っておりますが、これからのことでござい

ますので、ぜひひとつ、寺田議員、議員各位に

おかれましても、市民の皆様にも見守っていっ

ていただきたい。そして、一緒に育てていって

あげたいというふうに思っているわけでござい

ます。 

　ぜひ、どうぞご協力をお願いを申し上げまし

て、答弁とさせていただきます。 

○議長（西郷典生君）　教育長。 

○教育長（嶋　統一君）　寺田議員の再質問に

お答えをしたいと思います。 

　先ほども申し上げましたけれども、有効な防

犯対策、そういうことで、人的な防犯体制とい

うのをつくっていかなければ、最終的にはなら

ないのじゃないかと、こういうふうに考えてお

りますので。 

　現在、組織としてあります開かれた学校づく

りとか、あるいは生徒指導総合連携推進事業の

子ども支援会議というようなところ、あるいは

ＰＴＡとか、そういったところでこの問題を、
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パトロール隊という形を結成の方向に言います

か、そういうことも検討していきたいなと。 

　なかなか、私自身も、警察の方にもこの間、

行きまして、補導センターとともにパトロール

に、常時、登下校時に出てほしいと、こういう

依頼をしてきたところですけれども、それには

限界があろうかと思いますので、そういう意味

で、いろんな組織がありますので、そういった

方々に、このことを投げかけて、話し合いをし

て、そういう人的体制の確立と言いますか、防

犯体制の確立と言いますか、そういうものに取

り組んでいきたいと、こういうように考えてお

りますので、よろしくお願いします。 

○議長（西郷典生君）　６番寺田公一君。 

○６番（寺田公一君）　６番、市長の答弁もい

ただきました。教育長の再答弁もいただきまし

た。その中で、私も消防団員の１人として、

常々、先輩の団員から言われていたのは、１人

で勝手に判断することのないように、市民の安

全、財産を守る団員であってほしいという指導

を受けて、今までやってきました。 

　その点で、非常に今回の事件は残念だったと

いうことと、市長に対しては、これからも、こ

のくろしお鉄道の再開に向けて、努力をしてい

ただきたい。私が言ったのは、平田駅からじゃ

ないといかんということじゃなしに、平田駅が

早ければ、の方が早ければ、平田駅で検討をし

てみてはどうかということを提言したことで、

東宿毛駅を否定したわけではないので、それを

聞いておいていただきたいと思います。 

　以上で一般質問を終わります。 

○議長（西郷典生君）　この際、昼食のため午

後１時まで休憩いたします。 

午前１１時５４分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後　１時１１分　再開 

○議長（西郷典生君）　休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

　１番浅木　敏君。 

○１番（浅木　敏君）　１番、一般質問を行い

ます。 

　一般質問通告書に基づき、市長にお尋ねしま

す。 

　本題に入る前に、去る３月２日には、土佐く

ろしお鉄道宿毛駅において、思いもよらぬ列車

事故が発生しました。この事故で殉職された職

員の方のご冥福をお祈りするとともに、ご家族

の皆様にお悔やみを申し上げます。また、けが

をされた皆様には、お見舞いを申し上げます。

さらに、事故直後から夜を徹して救助、事故対

策に当たられました消防署、消防団ほか関係者

の皆様、本当にご苦労さまでした。 

　大変悲しい出来事の直後ではございますが、

こうしたことが繰り返されないことを願って、

まず、第一議題として、土佐くろしお鉄道の経

営についてお尋ねします。 

　土佐くろしお鉄道宿毛線は、多くの皆さんの

期待にこたえ、平成９年１０月に開業され、８

年目を迎えました。今日では、宿毛市民にとっ

ても通学、通勤する人々にとっても、なくては

ならない存在となっております。 

　ところが、先日のあのような事故が発生し、

市民に大きなショックを与え、また、非常に不

便な状況となっています。 

　市長も、第３セクター土佐くろしお鉄道に出

資している自治体の長として、早々に事故現場

に駆けつけるとともに、その後も適切な意思表

明を行っておられることに、市民の共感が聞こ

えております。 

　まず、この事故の概要は、３月２日２０時４

１分ごろ、岡山発宿毛行きの特急「南風１７

号」が、宿毛駅のホームに停車できず、列車ど

めを乗り越え、駅舎に激突したものであります。

この事故で、列車の車両と駅舎が大破するとと
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もに、乗客と乗員に死傷者が出る惨事となりま

した。 

　この事故の原因については、列車のブレーキ

の故障、または何かの原因で運転士が運転でき

ない状態に陥ったことなどが推測されておりま

すが、まだ調査中で不明な部分もあります。 

　次に、この事故の問題点として考えられるこ

とを列挙してみると、まず１番目に、運転士の

健康状態から、業務内容に無理がありはしなか

ったかと思われる点があります。当日の勤務に

ついては、７時５０分に出勤し、特急を中村駅

から宿毛駅へ回送。９時３分、宿毛駅発の「南

風」に乗車、その後、窪川駅と中村駅間の特急

を３往復した後、窪川駅から乗り継いだ事故車

両を宿毛駅に運転し、この日の乗務が終わるこ

とになっていたようであります。 

　インフルエンザによる休暇もあり、７日目に

出勤した人には、無理な乗務の組み方ではなか

ったのではないでしょうか。 

　２番目に、平田駅から ３キロで終着宿毛駅

であるのに、この間をなぜ時速１００ないし１

２０キロものスピードで走らせることにしてい

たのか、これが減速できず、今回、推定時速１

１３キロもの速度で宿毛駅構内へ入ることにつ

ながったのではないか。 

　３番目に、列車を自動的に停止させる装置を

ＡＴＳと言いますが、このＡＴＳを宿毛駅の車

両停止位置から６カ所も設置しながら、今回は

なぜとめられなかったのか。特に、運転手の体

調にもしものことが起こりうることを想定すれ

ば、宿毛駅の停車地点から１９４メートルのと

ころに設置しているＡＴＳは、３００メートル

以上離れたところに設置しておくべきではなか

ったかと言われております。 

　４番目に、非常事態のときに、車掌が操作で

きる装置があるのに、車掌はなぜ非常弁を操作

し、非常ブレーキをかけなかったのか。 

　他にも、検討すれば問題点はまだまだあるは

ずです。 

　次に、経営安全管理体制の見直しの必要性に

ついて、提起します。 

　その１として、土佐くろしお鉄道は、平成１

０年６月には、大方で故障していたワンマン列

車に、牽引に行った救援列車が衝突し、約４０

人が重軽傷を負うという、考えられない事故を

起こしています。また、運転士による非常ブレ

ーキ作動ミスや、信号の誤認による脱線事故、

ブレーキ不良や運転士のミスによるオーバーラ

ン事故もたびたび起こしています。 

　さらに、職員の狂言強盗事件、誤払い用つり

銭という不明朗会計処理、払い戻し切符の不適

正処理など、社会的にも批判されることが繰り

返され、安全面でも経営面でも、ずさんになっ

ているのではないかと思われます。 

　２番目に、安全・安心は公共交通にとって最

も大切なことと思われますが、現場で直接、危

険を感じている職員の声が、安全に生かされて

いないようであります。このたびの宿毛駅の事

故でも、多くの運転手が、いつかだれかは事故

に遭うと思っていたと、このような事故が起こ

ることを心配していたようであります。 

　会社に、運行やＡＴＳ等設備の改善を求めて

いたのに、こうした声が生かされなかったよう

であります。現場から、危険と指摘されたとき

に、すぐに対策をしておけば、今回の事故も防

げたはずであります。 

　３番目に、今後の対策として、さらに乗務員

の健康管理の徹底、車両ブレーキの再検討、終

着駅の特別対策として、線路終端部の車両どめ

防護設備の改善、有効なＡＴＳ装置の設置等を

しなくてはならないと思います。 

　もし、今度の事故も通過駅ならば、オーバー

ランで済んだかもしれません。しかし、終着駅

であるということを考慮すれば、速度が超過す
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ると、自動的に減速するＡＴＳＰの設置も考え

るべきではないでしょうか。安全に妥協はあり

ません。常に安全第一を組織の中心に据え、安

全と安心の信頼回復へ向けた市長のお考えをお

尋ねします。 

　続いて、今度の事故の責任の所在について、

お伺いします。 

　私は、このたびの事故は、職員からも求めら

れていた安全対策をせず、漫然と経営した結果

起こった事故だと思います。市長もご指摘のよ

うに、ずさんな経営体質をこのまま続けていい

のかどうか、責任の所在も明らかにするべきで

はないでしょうか。 

　最後に、復旧対策について、お尋ねします。

駅舎の復旧には、数カ月を要するようでありま

すが、多くの市民や通勤、通学者から、一日も

早い復旧が待たれています。これにどうこたえ

るか、お尋ねします。 

　また、復旧経費が２億５，０００万と見込ま

れているようであります。このうち、保険で対

処できるものもあるようですが、自治体負担が

どうなっていくのか、お尋ねします。 

　続いて、行政改革についてお尋ねします。 

　その１番目として、行政改革の進め方につい

て、お尋ねします。 

　国の三位一体改革の押しつけにより、地方自

治体の財政運営が非常に厳しくなっていること

を、市長も行政方針の中で述べられております

が、まさにそのとおりだと思います。 

　そこで、市長は、行政の効率化を求めており

ますが、これもまた、必要なことでしょう。し

かし、この効率化の方向は、不必要なものを削

除、削減して、市民生活に必要なことは充実さ

せるべきではないでしょうか。今、政府が進め

ているような不要不急の大型公共事業の継続、

自衛隊のイラク派兵、アメリカ軍への思いやり

予算、その他多くのむだはそのままにして、国

民の福祉や教育予算は大幅に切り下げる、まさ

に逆立ち行政に進むべきではないと思います。 

　宿毛市においても、機構上、行政上のむだが

あれば省く。公共事業は、市民生活に密着した

必要最小限のものにする。市民に、これ以上の

負担を押しつけない。職員、労働者の労働条件

を悪化させない、こうした方向でご検討を願い

たいと思いますが、市長のお考えをお聞きしま

す。 

　次に、行政改革の２番目として、職員の資質

向上と意識改革について、お尋ねします。 

　私は、行政改革を進めるためには、市民の協

力なしには進まないと思います。市役所全体が、

市民の信頼を得ることが大切かと思います。市

長も選挙戦の中で、職員の資質向上、市民の心

を大切にする市役所を訴えておりました。 

　行政方針の中でも、教員については、資質向

上を明記しておりますが、市職員については、

明記されておりません。 

　最後のページで、自治体職員としての自覚と、

新たな発想をもって業務に取り組むよう指導し

てまいりますとなっておりますが、このことが

資質向上なのでしょうか。 

　具体的には、憲法はその１５条で、すべて公

務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者では

ないと定義していますが、真に全体の奉仕者と

なっているか、市民の生活、暮らしを支える役

割を果たしているか。また、法律や社会的道義

に反する言動をしない体制ができているか。職

員の接遇に関する研修はどうなっているか。不

正等に対する内部告発者の保護はどうなってい

るか。市民の声、苦情等をくみ上げ、民主的に

処理されているか。こうしたことに対する市長

のお考えをお聞きしたいと思います。 

　３番目に、市町村合併についてお尋ねします。 

　まず、１番目に、なぜ市町村合併が叫ばれて

いるかという点について。 
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　今、全国各地で市町村合併が叫ばれています

が、地域住民が、本当に自分たちにとって住み

よいまちづくりのために、積極的に合併を求め

ているのは、ごく一部ではないかと思われます。

多くは、政府が地方自治体に下ろす交付金や補

助金、負担金削減による自治体財政の困窮を心

配しての合併ではないでしょうか。 

　今日の日本の地方自治は、日本国憲法の主権

在民を現実に生かす方法として、憲法の大きな

柱の役割を果たしています。 

　その地方自治のあり方については、憲法９２

条の中で、地方公共団体の組織及び運営に関す

る事項は、地方公共団体の本旨に基づいて、法

律でこれを定めるとしております。この地方自

治の本旨は、住民が主体となって、その自治体

の物事を決めていく住民自治と、国に対する地

方自治体の独立を示す団体自治から成り立って

います。 

　戦前の日本帝国憲法のもとのような市長の任

命制ではなく、市長は、その行政区の住民の選

挙によって選ばれるため、市長は、時には国の

指導や方針と違った言動もできるわけでありま

す。 

　こうした力が、今日の日本の平和や福祉政策

を支える大きな力にもなってきました。 

　ところが今日、国から見て、地方をコントロ

ールしやすくするためには、自治体の数を減ら

しておきたいとする思惑が、政府の合併押しつ

けのもう１つのねらいともいえます。 

　こうしたことから、政府のアメとムチによる

押しつけ合併には警戒する必要があると思いま

すが、市長はいかがお考えでしょうか。 

　もう１点は、大月町との合併についてであり

ます。大月町との合併については、今、法定合

併協の中で議論がされておりますが、私は、合

併のための合併ではなく、宿毛市と大月町の未

来を考えた、夢のあるまちづくりプランを先に

打ち出すべきではないかと考えます。 

　次に、合併後の組織機構については、三原村

の住民投票の結果で白紙にはなりましたが、前

回の合併内容に対して、宿毛市民の中では、大

月町へ福祉事務所と水産課を置く分庁方式につ

いては、宿毛市民にとって不便である。経費節

減の趣旨に反するといった意見もありましたが、

このことはどうするのか。 

　さらに、経費節減といいながら、市町村の議

員が、在任特例で全員残るのは問題だ。合併と

同時に議員の選びなおしもせよとの批判もあり

ました。私も、議員選挙も行うべきではないか

と思います。 

　このほかにも、合併協で決まる内容には、市

民の賛否それぞれあり、また、これからの長期

的な自治体組織に向けての決定であり、住民投

票など、全住民の意思によって決定すべきだと

考えますが、市長はどのようにしたいのか、お

尋ねいたします。 

　以上で、私の第１回目の一般質問を終わりま

す。 

○議長（西郷典生君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、１番、浅木議員

のご質問にお答え申し上げます。 

　先ほどから、午前中にもございました土佐く

ろしお鉄道の事故の関連でございます。 

　まず、１つは、事故に対しての原因という形

でのご発言でございました。ご承知のとおり、

私も専門家ではございませんで、この事故原因

につきましては、国土交通省の航空事故調査委

員会というのがございまして、こちらから係員

の方が２名ほどお見えになりまして、専門的な

立場から調査をしていただいております。また、

警察の方も、高知県警におきまして、どういっ

た形になったのか、調査中でございます。 

　もちろん、私どもに事故の原因がわかるすべ

もなく、これは、このような警察の調査、そし
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てまた事故調査委員会の結果、そういうものを

待たざるを得ないんではないかなというふうに

思っております。 

　いろんな機器のお話、ＡＴＳのお話とかござ

いましたけど、この件につきましても、私ども

も専門家でございませんので、なかなかこうい

うことに対しまして、お尋ねのあった件につい

て、これはこうですというふうな答弁はできな

い状況でございますので、そこの辺はご容赦を

願いたいと思います。 

　その結果が出ましたら皆さんに、市民の皆様

もやっぱり気になるところだと思いますので、

これは議会なり市民の方々にも、これはぜひ、

我々に調査結果がいただけるようなことでござ

いましたら、その面につきましては、報告をさ

せていただきたいと、このように思っておりま

す。 

　それから、職員がインフルエンザにかかって

長期休んでいたというふうなことも、これは、

実は土佐くろしお鉄道の方から宿毛市の方に対

しましては、いろんな報告がまだございません。

土佐くろしお鉄道の方も、事故の対応にかなり

時間を割いておりまして、いろいろな報告を、

恐らくあちこちにしなきゃいけない。事故調査

原因であるとか、管理体制とか、いろんなこと

を鉄道会社なりに、今、対応に追われている状

況でございますので、宿毛市といたしましては、

あれを出せ、これを出せというふうな形での、

今は注文をつけておりませんので、今、我々が

入手し得るものは、残念ながら報道機関からの

聴取事項を、新聞で読むというふうなことが主

なものでございまして、これ、あくまでも報道

からの知識ということでございます。 

　実際にやはり、これは土佐くろしお鉄道の方

から、我々が直接、いろんなことを聞いたうえ

での皆様方にご披露申し上げられるものが特に

ございませんが、休んでいた方を、そうやって

すぐに運転業務につかせたということは、報道

で聞いておりますけど、そのことが適切であっ

たかどうかにつきましては、また、直接、土佐

くろしお鉄道、今度、午前中の答弁でも申し上

げましたが、２６日の日に土佐くろ鉄道運営協

議会というものがございまして、その席でくろ

しお鉄道の方にも、我々の方からも聞いてみた

いというふうには思っているところでございま

す。 

　いろいろな今までの経営体質だとか、そうい

うお話もございました。釣り銭問題であるとか、

御免奈半利線の狂言強盗事件ですとか、それか

ら衝突事件というふうな不祥事がございました。

くろしお鉄道なりには頑張っていると思います

が、やはり、これは外に出てきた問題として、

この管理体制が悪いんではないかというのは、

これは一般の方々全員がそういうふうに思って

いることではないかなというふうに、私自身も

思っております。 

　これもやはり、私ども、いろいろくろしお鉄

道に出資したり、援助支援したりしている公共

団体といたしましては、ぜひ、こういうものに

ついても、ただしていかなきゃいけない、そう

いう事項だというふうには思っているわけでご

ざいまして、これも２６日にようやく、沿線の

地方自治体も含めまして、土佐くろしお鉄道か

ら直接お話ができる状況にございますので、そ

の時点でのお話を、またの機会に、終わりまし

たら、またご報告もさせていただきたい、この

ように思っているところでございます。 

　それから、安全・安心ということでの浅木議

員のお言葉でございます。これ、公共交通とし

て、安全・安心というのは、これはもう言うま

でもないことでございまして、いまさら言うと

言うこと自体が誤りでございます。事故が起こ

ってから、これをしなきゃいけなかった、あれ

もしなきゃいけなかったでは、これは公共交通
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としての努めが果たされないわけでございます。 

　こういった大きな事故が起こっております。

これは、完全に安全に対する取り組みを、漏れ

のないようにしていただかなきゃいけない。そ

して、午前中にも申し上げましたけど、我々と

しては、鉄道が非常に便利な、我々にとって輸

送手段でございますので、一日も早い復旧とい

うことで、東宿毛駅からなり、平田駅なりと言

うことを申し上げておりますけれども、これは、

やはりその前に安全運行を確保できてから、そ

ういったところを使ってやっていただきたい。 

　駅舎につきましては、報道によりますと、６

カ月の時間がかかるということでございますの

で、これは乗り降りができません。６カ月も放

置しておきますと、鉄道もさびがいくんじゃな

いかなという心配をしております。こんなこと

でございますので、できるだけ、我々、その不

便さを思っているわけでございますので、一日

も早い復旧ということをしていくことと、くろ

しお鉄道に対しまして、いろんなことを問い合

わせたりただしたりしていくのが、２６日の日

になるんではないかと、このように思っており

ます。 

　それから、次に、行政改革でございます。ま

ず、１つは、行政改革を推進する上での基本姿

勢ということだと思いますが、１７年度の行政

方針の中でも申し上げましたが、地方分権の流

れとか、国の三位一体改革の推進等で、地方自

治体を取り巻く環境は非常に厳しい状況でござ

います。行政の効率化に向けた取り組みは、こ

れはもう強く求められているところでございま

す。 

　このような中で、本市におきましては、宿毛

市の行政改革大綱に基づきまして、組織機構の

見直しを初めとする各種の取り組みを、今まで

も推進してきております。今後、さらに厳しい

状況が予測されると思います。行政改革に伴う

事務事業や、組織機構の見直し等によって、市

民の皆様にも一定の負担をお願いする場合もあ

るかもしれませんが、その前段としまして、職

員給与の適正化や、定員管理の適正化等に徹底

的に取り組む。 

　それから、これまで当たり前のように行って

きました事業や制度についても、聖域を設ける

ことなく、ゼロからの見直しを行いまして、む

だのない行政運営に努める必要があると考えて

おります。 

　今日のように、非常に厳しい行財政環境の中

で、市民の皆様はもとよりでございます、職員

一人ひとりの協力が不可欠であると、私は考え

ております。そのためにも、市民の皆様に対し、

行政情報を積極的に公開しまして、現在の宿毛

市の状況を十分ご理解いただく上で、少々我慢

していただかなきゃならないところはご協力を

いただくとともに、職員に対しても、積極的に

理解を求める中で、痛みを伴う改革についても、

取り組んでいかなきゃならないというふうに考

えておるところでございます。 

　それから、２点目の職員の意識改革に関して

でございます。これまでの取り組みが、市民の

目に見えてこないんじゃないかなというふうに

思われているようでございますが、就任以来、

職員に対しまして、常に市民の目線に立って仕

事をして、市民が今、何を行政に対して求めて

いるのか、そういったことを意識して、仕事に

取り組むよう指導してまいりました。 

　また、民間の経営感覚とあわせまして、自治

体職員としての自覚を常に持って、市民の皆様

に接してほしいというふうに訴えてまいってい

るわけでございます。 

　この私の思いを、職員一人ひとり、対面で伝

えるということは、なかなかできてはおりませ

んが、幹部職員との意見交換の場を、毎週持っ

ております。それから、課長補佐級の職員との
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交流も、これ毎月実施しております。なかなか

一人ひとりに会うことはできません。係員の

方々、それから係長の方々との場を設けること

には、まだ至っておりませんが、幹部職員との

交流の場とか、課長補佐級の方々の月１回の会

議の中で、現場の声を直接受けとめるというふ

うに、市政に対する基本的な考え等について、

幹部職員のみならず、職員を通じまして、幹部

職員を通じまして、職員の方々に理解していた

だいているというふうに思っているわけでござ

います。 

　市民の皆様から、直接、投書等を通じまして、

市職員の問題等について、ご指摘とかご批判、

そういうものをいただいたことがございます。

その都度、私はその幹部職員、これ、あの庁議

にでございますが、庁議や課長補佐会議におい

て、その内容を明らかにしておりまして、全職

員で問題を共有する中で、必要な改善を行うよ

う、指導を行ってまいりました。 

　また、批判ばっかりじゃなく、非常に職員の

対応がいいよというふうなおほめの言葉もいた

だいていることも、ご紹介を申し上げたいと思

います。 

　まだまだ完全というわけには、なかなかまい

りませんが、少しずつ、そういった考えが、職

員の方々に理解していただけているというふう

に、私自身は思っております。 

　今後も職員の資質の向上を図ります。それか

ら、市職員は、全体の奉仕者でありまして、市

役所は最大のサービス産業であるというふうな

認識を、全職員が共有できるよう、一人ひとり

の意識改革にも努めてまいりたいと思っており

ます。 

　次に、市町村合併でございますが、合併につ

きましては、いろいろと当市にも議会にも、特

別委員会をつくっていただいたり、３市町村の

ときにも住民説明会を開いたりということで、

対応してまいっているわけでございます。 

　平成１４年の４月から５月にかけましては、

宿毛市の地区長連合会と青年会議所が共同でア

ンケートなどを実施されております。 

　それから、先ほど申しました、３市町村での

合併の住民説明会は２０カ所、市内の２０カ所

でやってきたわけでございます。 

　特に、そのときから、住民の方々に、合併に

反対であるというふうなご意見はほとんどなく

て、合併を推進するようにというふうなご意見

が非常に多かったということでございます。 

　そういう民意を聞く中で、今回、大月町との

合併を進めているところでございまして、先だ

っては、議会の方の議決もいただきまして、大

月町、宿毛市との合併協議会を設立しまして、

昨日１３日に第２回の合併協議会を開いたとこ

ろでございます。 

　先ほど、浅木議員からの、これはどうなって

いる、あれはどうなっていると、いろいろ個別

の項目ございました。これについては、合併協

議会の中で決めて、皆さんのご意見をいただき

ながら決めていくものでございまして、今後の

合併協議の中で、いろいろ代表者の方々のご意

見を聞きながら、１つずつ決めていかなきゃい

けない問題ということで、協議会の中身につき

ましては、できるだけ皆様方にたくさん、情報

を提供したいというふうに思っております。 

　昨日の協議会の結果につきましても、けさ、

速報版として、一応、作成をしておりまして、

これをまた配布をさせていただきたいと、この

ように思っているところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（西郷典生君）　１番浅木　敏君。 

○１番（浅木　敏君）　再質問をいたします。 

　先ほど、市長の方から、くろしお鉄道の問題

について答弁を受けましたが、この専門的なこ

とについては、私も鉄道のことについては素人
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ですので、自分で得た情報の中で提起したわけ

であります。今後のいろいろな機会に、それを

生かしていただきたいと思います。 

　しかし、私がここで１つ問題にしたいのは、

私は素人でありますが、新聞記事等を見ると、

同じように仕事をしている、現場で仕事をして

いる人の意見ですね、これが経営に反映されて

ないというふうに、私は感じたんですね。ここ

は非常に危険な部分だと思うわけです。 

　私も、国有林の中で長く仕事をしてまいりま

した。特に、職場の安全問題については、絶対

引かないという面で、命と暮らしを守るという

面で取り組んできたわけであります。 

　特に、それぞれの仕事については、安全なく

して労働なしと。戦いなくして安全なしと、い

うスローガンを持ってきたわけです。やっぱり、

安全の確保をされた職場でないと、仕事はでき

ないと。命まで捨てるわけにいかんという面で

あります。 

　もう１つは、戦いというたら言葉はきつすぎ

ますが、やはり職場のそういった諸問題が、し

かるべきところへ反映されるということは必要

であります。 

　先日の新聞報道にもありましたように、この

ＡＴＳ問題につきましても、直接乗っている人

が危ないと。このままやったら、だれか事故に

なるだろうというようなものを、これがなぜ、

くろしお鉄道の経営陣に届かなかったのか、こ

こが非常に疑問な点であります。こういった仕

事のプロ、この人がやっている、問題提起して

いるものに対して、耳を貸す、それを聞き入れ

る状況になかったんではないかと思うわけであ

ります。 

　こういった経営体質を改めて、やはり安全の

問題について、提起があれば、やはり点検して

直していく、こういった姿勢をくろしお鉄道に

持ってもらわなかったらいかんと思うわけです。 

　私もそういった面では、宿毛駅の問題につい

て、ＡＴＳの問題についてもわからなかったの

で、ＡＴＳがあるから事故はないだろうと。い

つでも列車は、どんなときでもとまってもらえ

るもんだと思って乗ってきたわけであります。 

　そういったことを裏切るようになったのが、

今回の結果であると思うわけですね。そういっ

たことを、重要な問題として受けとめて、やは

り経営者の中に、問題点を指摘されたらすぐに

直すと、対策を打つ、こういった気風、また、

それが自由にものが言える、提起ができる環境

というものを整えてもらいたい、こういう面で

の提起をしていただきたいということが中心で

あります。 

　それと、行政改革についてでありますが、そ

れぞれ、私も提起しましたように、要らんとこ

ろを省いて、それでどうしても回らんなったら、

それは市民にも負担をということもあるかもわ

かりませんが、市民から見て、市の方でむだを

しているということがある限りは、なかなか市

民が納得してくれないと思うわけです。 

　そういった面で、市長は先ほどお話のありま

したように、市の執行の中で、本当のむだがな

いのか、きちっとチェックしていただきたいと、

こう思うわけであります。 

　それと、職員の資質向上についてですが、確

かに市長の言われましたように、今から２０年、

３０年前よりは、応対がよくなったと私は思い

ます。しかし、今日でも、市の職員の応対につ

いて、いろいろな苦情があることも、これまた

事実であります。それぞれ、中身については、

法律上できないものとか、いろいろ予算の都合

でできないものはできない、それはもう断るし

かないわけでありますが、言葉づかいの１つに

非常に問題があるわけです。 

　やはり、それぞれの立場を考慮して、丁寧に

断るべきものは断るという方法でないと、その
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場合に、相手に対して、乱暴な言葉で断ると、

中身の問題ではなしに、言葉だけが、今度は言

葉を発したことが争いになるということも、私

はたびたび経験するわけであります。 

　そういった面で、やはり、銀行並みに、「い

らっしゃいませ」「ありがとうございます」と、

そこまではいかんかもわかりませんが、やはり

それぞれの職員の応対、ものの言い方、そうい

った接遇面を、もう一度点検し、改善していた

だきたいと、このように思うわけです。 

　市長は、民間の経営感覚と言いましたが、民

間はそれぞれあるかもわかりませんが、非常に

丁寧な言葉遣いをしているところが見られるわ

けです。 

　それと、もう１つは、市民の目線に立ってと

いうことでございますが、やはり、それぞれ聞

いてみると、目線が市民の目線には、まだ立て

てないと。やはり、高いところから見下ろすと

いう批判があるわけです。住民にとって、やは

り市の職員が同じ目線、そういった市民の目線

でものを見て対応する、そういうことが必要じ

ゃないかと思います。 

　そういった面で、今後も研修、そういったも

のを含めて考えていただきたいと思います。 

　それから、合併につきましては、私は今進め

られている合併、全国的な問題、また、現在進

められている宿毛の合併問題について、問題点

を提起したわけでありますので、今後、検討し

ていただきたいと思います。 

　以上です。 

○議長（西郷典生君）　市長。 

○市長（中西清二君）　３点ほどお答え申し上

げます。 

　まず、くろ鉄の問題でございます。これは、

いろいろ社内の内部の話もございます。先ほど、

私、申し上げましたように、２６日に運営協議

会がございますので、そこの部分で、これはや

っぱり浅木議員がおっしゃったようなことも聞

かなきゃいけないこともあります。今、実際に

現場の職員の意見が経営陣に届いてないんじゃ

ないかという話も、これもやはり報道というよ

りも、私自身、くろ鉄の幹部の方々に、そうい

うものについては問い合わせ、やっぱりして、

ただすべきはただすという形にならなきゃいけ

ないと思いますので、報道を見た形で、従業員

だけの言葉をそのまま、信用ということではな

いと思いますけど、そういう形での発言という

のは、ここではちょっと控えさせていただきた

いわけでございます。 

　これがまた、くろ鉄側と話をしまして、こう

いう問題があった、ああいう問題があったとい

うことに関しましては、またご報告もさせてい

ただきたいと思っております。 

　それから、行革の問題でございまして、これ

は私どもも、本当にむだなことを省いていく、

市の職、中からもむだなことは省いていって、

本当にもう、一銭でもむだなことをしちゃいけ

ないというふうな気持ちで、ここにおる市の職

員、そして全員がそういう気持ちは持っている

というふうに、私は信用しておるわけでござい

ます。 

　それから、接遇の改善とか、いろいろ言って

いただいているところもございます。市役所と

いうのは、国や県と違いまして、非常に市民の

方々と親しく接する場というふうに、私、思っ

ているわけでございます。 

　そうすると、どうしても、本当に親類のよう

ななれと申しますか、そういう言葉でかける場

合もあるんじゃないか。それが、たまたまちょ

っとそんざいな口調になったという場合もあろ

うかと思います。これはまあ、受け取り方の問

題でございましょうが、これ、職員の皆さんも、

その面については、非常に気をつけているとい

うことでございます。 
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　十分な誠意を持って、職員は対応しておりま

す。ぜひ、そういうことがなかったら、その面

については、私なりにも、ぜひここのところが

いかんぞということは言っていただければそれ

で結構でございます。直すべきところは直して

まいりますので、どうぞご協力をお願いしたい

と思います。 

　合併の問題につきましては、今、協議会を開

いておるところでございますので、この面で、

皆さんが今後の市のことをどうしていくかとい

うことを、ご意見を伺いながら決めていかなき

ゃいけない、こういうところでございます。 

○議長（西郷典生君）　１番浅木　敏君。 

○１番（浅木　敏君）　今、答弁いただきまし

たが、くろしお鉄道の問題については、市長に

すべての決定権があるわけではございませんの

で、これ以上の質問はしません。 

　先ほど提起した問題を、今後、しかる場所に

提起して、改善していく１つの材料にしていた

だきたいと思います。 

　そのほかの問題についても、再質問はいたし

ません。 

　以上で終わります。 

○議長（西郷典生君）　おはかりいたします。 

　本日の会議はこの程度にとどめ、延会したい

と思います。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（西郷典生君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、本日はこれにて延会することに決し

ました。 

　本日は、これにて延会いたします。 

午後　２時００分　延会 
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午前１０時０１分　開議 

○副議長（濵田陸紀君）　これより本日の会議

を開きます。 

　日程第１「一般質問」を行います。 

　順次発言を許します。 

　１２番岡村佳忠君。 

○１２番（岡村佳忠君）　おはようございます。 

　一般質問に入る前に、一言申し上げておきた

いことがございます。 

　３月２日に発生いたしましたくろしお鉄道の

列車事故により、運転手、名本さんがお亡くな

りになったことはご案内のとおりでございます。

心から哀悼の意を捧げたいと思っております。 

　けがをされました方々に対して、お見舞いを

申し上げますと同時に、療養中の方々が、一日

も早く全快されますよう、お祈りを申し上げま

す。 

　早急に原因を究明し、安全性はもとより、公

共性とマイレール意識の高揚を図っていただき

たいと思います。 

　昨日の一般質問を通じまして、市長の決意表

明もされておりますので、答弁は結構でござい

ますが、もし何かあれば、お答えをして、改め

て決意を披露していただいても結構でございま

す。 

　それでは、一般質問に入らせていただきます。 

　今回の質問に当たり、行政方針についてのみ

通告いたしましたところ、各方面、関係者から、

さまざまなご批判をいただきまして、反省をい

たしておるところでございます。 

　私は、平成１６年第１回定例会の一般質問を

通じまして、次のような質問をいたしました。 

　要旨は、行政方針は市長選挙で市民の方々に

訴えた公約が基本であり、このことが盛り込ま

れたものでなければならない。行政方針は、市

長の主要な施策を市民に示し、予算で裏打ちを

しながら、果敢に実行していく指針である。そ

のことが、リーダーとしての大切な責務ではな

いでしょうか、と質問をいたしました。 

　しかし、平成１６年の行政方針というのは、

平成１５年度の行政方針のコピーであったわけ

でありまして、行政は継続することが、より重

要であることは当然でございますが、年度をま

たがって推進されている事業も数多くあること

は承知をいたしております。 

　中西市長は、元気都市づくりをスローガンと

して、市政の変革を目指しての決意で当選を果

たしたものでございまして、新しい変革に新し

い酒を盛るとの立場で行政方針を、市民に示す

べきではなかったとの質問の要旨でお答えをい

ただいたところであります。 

　中西市長の答弁の要旨は、私自身、市民優先

とか、市政の変革などを打ち出しているが、１

２月２６日に就任し、職員に対し、常に市民の

目線で業務を精励すること。行政のあらゆる情

報を、積極的に開示して、市民と行政が協働し

てまちづくりに取り組むことの重要性を認識す

るよう、指導している。 

　平成１６年度の行政、市政執行に当たっては、

福祉、教育、環境、市町村合併、産業の振興な

ど、市民生活に直結した施策については、これ

までの継続事業とか、既に決定した事業等につ

いては、市政を停滞させることができませんの

で、継続して推進をしていかなければならない。 

　また、大変厳しい財政状況の中で、市民の皆

さんに訴えてきたことを、直ちに１６年度予算

に反映していくことについては、非常に困難な

部分があり、これから可能なものとして取り組

む。その結果、予算的には、少額であるが、市

民の健康づくりとか、中心市街地の活性化事業

などについて、予算措置をしている。 

　今後も、これまでのよい部分を継承し、新し

い発想も積極的に出して、市民が健康で、心豊
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かな生活ができるよう努める。との答弁をいた

だきました。 

　私は、２回目の質問で、公約が行政方針に盛

り込まれていないとの指摘に対しては、市長は、

公約として掲げたものを実現していきたい。し

かし、いろんな制約があって、との答弁をされ

ているのでございます。 

　そこで、行政方針とは何ですか、どのような

認識であるかについて、お聞かせをいただきた

いと思います。 

　私は、市長自身がどのような宿毛市を確立す

るのかのバイブルではないかと考えています。 

　そこで伺いますが、行政方針とは、本年度の

行政の基本として、市民に提示するものである。

予算の裏打ちが必要なものは、措置がされてい

るかどうかを市民に示すべきである。前年度の

成果と欠陥が整理された行政方針でなければな

らないこと。このことが、行政方針の意義であ

ると考えています。継続性のあるもの、新規の

事業や市長が公約に基づいて実施した事業や行

動について、方針に盛り込むことこそ、市民の

信頼につながるのではないかと考えますが、市

長のご所見を改めてお尋ねをしておきたいと思

います。 

　次に、行政方針は、２１項目から構成されて

いますが、マンネリ化が進み、宿毛市をどのよ

うなまちにしたいのか、中西市政の特徴が見え

てきません。継続している事業内容、今後、市

民サービスに必要とする新たな事業展開など、

幅広く、大胆に市民に訴えるものにすべきと考

えますが、市長の決意をいただきたいと存じま

す。 

　教育についても、教育行政方針で、教育委員

会にも質問をさせていただきますが、市長は、

親の背中を見て成長することが教育の原点との

公約をされているのでありますが、行政方針で

は、現在、学校現場を中心として、子ども、保

護者、地域の問題点を指摘しているのでありま

すが、市長の教育に対する認識と、今後の対応

について、ご所見をいただきたいと思います。 

　次に、生活環境整備については、１点だけお

尋ねをし、時間があれば、引き続き質問をいた

したいと考えておるところでございます。 

　し尿処理場が和田地区に設置をされ、契約期

間が切れながらも、和田地区民の並々ならぬご

理解と、多くの方々の努力によって、延長して

いただきましたことは、ご案内のとおりでござ

います。 

　幡西衛生処理組合で、次は大月町に設置をす

るとの決定から、場所を含めての準備に入って

おったところでございますが、さまざまな要因

で白紙になったと認識をいたしております。 

　分担金の予算が計上をされましたので、改修

し、引き続き延長使用されるものであると考え

ます。 

　しかし、老朽化が進行していることも事実で

ございまして、早急に対応すべきではないかと

考えています。市長の決意をお伺いをいたしま

す。 

　次に、行政方針の項の教育について、教育長

に何点かお尋ねをいたしたいと思います。 

　教育行政方針と重なると思いますので、お許

しをいただきまして、市民に公表した行政方針

について、お尋ねをいたします。 

　平成１６年度の行政方針は、教育を取り巻く

環境について、次のように述べられています。 

　教育基本法の見直しや、議論や、第２期土佐

の教育改革、開かれた学校づくり、学校の説明

責任など、変化している現状にあります。学校

教育の基本は、基礎学力の定着にあり、児童生

徒にわかる授業、興味を起こさせる、魅力ある

授業をすることで、子どもたちに確かな学力を

つけることが大切であります。 

　このため、教育研究所を中心とした資質と指
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導の向上を目指し、研修や研究事業に取り組ん

でまいります、となっております。 

　しかし、このことは、教育行政方針と行政方

針が別々に出されておるわけでございまして、

教育行政方針は、市民への表明は、議会ではな

されておりません。そこで、国が施政方針だと

か、外交方針だとか、財政方針だとかいう演説

を閣僚からやられておるわけですが、そういう

ことで、行政方針から教育の部を取り除いて、

教育行政も同時に、議会で表明をしていくとい

う制度を提言をし、ご所見をいただきたいとい

うふうに思います。 

　平成１７年度の行政方針では、こうした状況、

いわゆる構造的な経済不況、大人社会のモラル

や地域の教育力の低下など、極めて憂慮すべき

状況であります。とした上で、治療から予防、

量から質への転換や、市民との協働を積極的に

進めながら、２１世紀心豊かに生きていける子

どもを育てる教育の確立を目指す、いうふうに

記述をされておるわけですが、ちょっと、この

治療から予防、量から質については、後でご説

明をいただきたいなというふうに考えておりま

す。 

　それから、次に、スポーツの振興について、

１点だけお尋ねをしておきますが、地域住民の

自主的な運営について、いつでも、だれでも、

手軽にスポーツが楽しめる総合型地域スポーツ

クラブの設立を目指した取り組みの促進に努め

てまいります。 

　また、陸上競技場に設置をする写真判定機や、

その他の運動施設の有効活用により、公認大会

の誘致に努めるなど、各種団体と提携を図り、

交流人口の拡大と地域活動に向けて取り組むと

いうふうになっておるわけですが、この点につ

いても、説明とご所見を求めておきたいなとい

うふうに考えております。 

　次に、教育行政方針について、教育長にお尋

ねをいたします。 

　内容は、人権教育、学校教育１３項目、生涯

学習４項目について、方針が示されています。

その上で、本年度の主要施策については、３２

項目にわたって、教育行政の推進を図ることに

なっております。 

　施設整備につきましては、学校教育施設の維

持修繕に努める。２つ目として、小中学校の耐

震診断を行う。３、宿毛市総合運動公園施設整

備を行う。４、中央公民館に駐輪場を設置する。

これは、文教センターの間違いではないかとも

考えますが。５、その他の文教施設の整備、管

理の充実に取り組むとなっております。 

　まず、教育長に伺いたいのは、これからの教

育は、少子化、高齢化や高度情報の進行、国際

化の進展、化学技術の進歩等といった大きな変

化の中で、学ぶ意欲や、さまざまな課題に立ち

向かい、解決の力を育てていくことなど、新し

い時代にふさわしい教育を再構築することが求

められていますとの表明がされております。 

　学校現場を長年にわたって経験し、今、宿毛

市の教育改革の先頭に立って奮闘されている嶋

教育長が、教育の再構築を求めることの、ご認

識とご所見をいただきたいと思います。 

　教育行政方針の中身については、２回目に具

体的にお尋ねをしたいと考えております。 

　１回目の質問を終わります。 

○副議長（濵田陸紀君）　市長。 

○市長（中西清二君）　おはようございます。 

　市長、岡村議員の質問にお答えさせていただ

きます。 

　第１の質問でございます。行政方針に対する

市長の考えということでございます。 

　先ほどの岡村議員のおっしゃるとおりの認識

を持っておるわけでございまして、行政方針は、

今年度以降の市政の、基本的な方針につきまし

て、前年度までの実績といったものを検証しな
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きゃいけないと。そういうことで、問題点を精

査する中で、一応、いろいろな新規事業はもち

ろんでございますが、繰越事業とか、継続して

取り組まなきゃいけない事業、また、市長とし

ての本年度におけます予算に裏打ちされなきゃ

いけない、これはこういったビジョンを皆様に

お示しするものであるというふうに考えておる

ところでございまして、この面につきましては、

岡村議員のおっしゃったビジョンという、行政

方針に対する意見とは違うものはなんらないと

いうふうに、私自身考えております。 

　また、特色が余り出てないじゃないかという

話でございますが、私といたしましては、この

財政の厳しい折でございますが、多少なりとも、

その種をまいたんではないかというふうなこと

でいるつもりでございます。 

　方針の中にも出しております、まず１つは、

国体が終わってから、１５年度以降、何ら整備

されてなかった陸上競技場、これはいろいろな

スポーツイベントを打つ上でも、これが公認に

ならない競技施設では非常に困るということで

ございまして、これはやはり、完璧なものにし

て、市外の競技者が、この宿毛の運動公園に集

まっていただいて、走ったり飛んだりする記録

が陸上競技としての公認記録になるというふう

なことによって、また入り込む選手の方々もふ

えてくるんじゃないかと。そういったこともや

らなきゃいけないということとか、夢いっぱい

活動という市民の皆様方が、いろんな面、いろ

んな産業、１次産業は主なものでございますが、

そういったものに対して、これは補助していく、

この活動を支援していくということが必要なこ

とではないんだろうかとか。 

　そしてまた、行政改革、今までなされていな

かった、一般的に見て、やっぱり市役所の中で

もおかしいと思われるものについては、これは

カットしていかなきゃいけないという実を挙げ

ているつもりでございますし、防災対策にしま

しても、非常にこれは重要というふうな位置づ

けを持っておりまして、少ない予算ではござい

ますが、この防災対策には意を尽くしたつもり

でございます。 

　なお、これからも岡村議員のご指摘のように、

特色が見えないということではございますが、

市民の皆様に、少しでもわかりやすい形での行

政方針を、今後、示すように努めてまいりたい

と、このように思っております。 

　それから、教育関係でございます。私、以前、

親の背中を見て子どもは育つんだというふうな

ことで、私自身が貧しい、小さいころは貧しい

ところ。これは、私以前の方々にとって、非常

にやっぱり、小さいころはこの地域は貧しい地

域でございました。そういうふうなことで育っ

ておることから、今の形をいろいろ考えてみま

すと、やっぱり子どもたちの教育にとって、最

も重要な場所は、私は家庭じゃないかなという

ふうなことも思っております。 

　やはり、家庭と学校、地域というふうなこと

は言われておりますが、やはり人としての、何

と申しますか、しつけでございましょうか、以

前、よく道徳、倫理道徳という言葉が言われて

おりました。人は礼に始まり礼に終わる。スポ

ーツ関係におきましてのこの言葉が、きちんと

まだ守られてはおりますが、やはり、そういっ

た人としてのしつけ、道徳といったものが非常

に、まず人間として大切なことじゃないかなと、

そのように思っているわけでございます。 

　そしてまた、私自身、教育という学問も大切

でございましょうが、子どもたちにとっては、

体を動かすということ、皆さんが、本当は全員

がスポーツを外でする。これは室内スポーツも

ございます。日本の伝統の武道もございます。

そういったものに汗を流すといったことも、１

つ必要なことではないだろうか。 
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　学問という知識を入れるのと、体で覚えると

いうことと、いろいろな教育があろうかと思い

ますが、そういった、私自身が思いでございま

す。 

　それから、生活環境でございます。失礼しま

した。和田のし尿処理場の件でございますね。

基本姿勢でございますが、これ、新設か改修か

という検討をしまして、専門家のご意見を聞く

中で、改修というふうに決定をしたわけでござ

いますが、私が市政を担当した時点では、既存

施設の操業に関する地元協定が、関係地区、住

民の皆さんのご協力によりまして、平成１９年

３月末までの操業ということが、２０年間延長

されておりまして、現施設の計画的な整備を図

りたいということでございました。 

　これ、抜本的な改修を行うために、精密機能

検査の結果を踏まえまして、昨年度、コンサル

タントへ改修計画の策定を委託をいたしまして、

平成１７、１８年度の２カ年事業で、事業採択

に向けまして、ただいま、国へ要望していると

ころでございます。 

　本市におきましては、下水道の整備拡充を行

っておりますが、し尿処理場は今後とも必要不

可欠な施設と認識をしておりまして、今後とも

地元の協力をいただきまして、適正な処理を推

進してまいりたいと、このように考えている次

第でございます。どうぞよろしくお願いを申し

上げます。 

　１つ申し忘れました。 

　当初のくろしお鉄道の件でございますが、こ

れにつきましては、昨日答弁を申し上げたとお

りでございまして、これは、非常に早い復旧を、

まず望まなきゃいけない。そしてまあ、事故原

因は専門家の方で、今、調査中でございますの

で、この原因の結果報告が出ました時点では、

皆様方に報告をさせていただきますし、また、

くろしお鉄道の協議会が２６日にございます。

この時点で、くろしお鉄道からもいろいろ問い

合わせたい事項もございますし、議員からのい

ろいろなご質問の向きも、一緒に問い合わせて

みたい。その上で、やはり経営というものをき

ちんと考えていただかなきゃいけない。 

　公共交通としての安全の確保、人命を預かる

という、非常に大切な公共交通でございます。

公共交通機関でございますので、そういったと

ころの観点からも、経営をきちっとやっていた

だかなきゃいけない、このように思っておりま

すので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

　もう１つ抜けてた部分がございます。失礼し

ました。 

　教育行政方針と一般の行政方針の分離という

ことでございます。これ、岡村議員からの貴重

なご提言でございますので、ぜひ、検討をさせ

ていただきまして、教育委員会とも話をさせて

いただきまして、この検討をさせていただきた

いと、このように思います。恐れ入ります。 

○副議長（濵田陸紀君）　教育長。 

○教育長（嶋　統一君）　おはようございます。 

　１２番、岡村議員のご質問にお答えをいたし

ます。 

　教育行政方針の中の治療から予防、量から質

への発想の転換と、このことについて、ご質問

があったかと思いますので、まずそのことに対

して、お答えをしたいと思います。 

　今まで、どうかと申しますと、問題がいろい

ろ起こったと。その問題に対応した取り組みを、

今まではやってきた。そやなくて、そういう問

題が起こらないようにするための、きちっと指

導と言いますか、そういったことを要望すると

いう体制の中で、起こらないためにというよう

な考え方で、治療から予防と、こういうふうな

発想でございます。 

　それから、量から質というのは、もう少し、

例えばいろんな教科を教える中で、授業時間と
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か、そういうものを確保するだけでなくして、

それももちろん大事だけれども、１時間１時間

のそういう指導の質の高さ、そういうものを求

めて取り組んでいく必要があるんではないかと

いうふうなことで、一生懸命、いろいろな指導

の改善というふうなことも取り組んでおると。 

　こういう意味で、治療から予防、量から質へ

の発想の転換と、こういうような形で、今後、

取り組んでいかなければならないのではないか

と、こういうことでございます。 

　それから、次に、スポーツ振興についてのこ

とでございますけれども、スポーツ振興という

ことでご質問がございました。地域住民の自主

的な運営による、いつでも、だれでも、手軽に

スポーツを楽しめる総合型スポーツクラブの設

立という点であろうかと思います。 

　宿毛市におきましても、総合型スポーツクラ

ブを設立をして、子どもからお年寄りの方々ま

で、生涯にわたってそれぞれのスタイルに合わ

せた、気軽にスポーツに参加できると言います

か、スポーツ教室とかイベントに参加できる、

そういう体制づくりをしていきたいと。 

　そこで、宿毛市は、宿毛市体育協会と協議を

しながら、市内のスポーツ団体の代表者会議で、

これを取り組んでいただきまして、意思統一を

図り、さらには、８人の代表者からなる準備会

を構成して、スポーツクラブを立ち上げたいと、

こういうことでございます。 

　それから、教育の再構築ということでござい

ますが、そのことについて、お答えをしたいと

思います。 

　私は、長年にわたり、学校教育におきまして、

教育活動に取り組んでまいりましたが、教育は、

子どもたちの基本的な学力、資質づくりだけで

なくて、その時代の状況、社会や子どもたちの

状況によって、さまざまな教育課題が提起をさ

れます。それらの課題解決に取り組みながら、

きょうに至っておるわけでございますが、しか

し、私が教員になった当時と比べ、社会や学校、

子どもたちのおかれている状況は比較にならな

いほど、変化をしております。特に、近年の社

会の変化の進行は、著しく、また先行きも不透

明な状況となっております。 

　そこで、教育の再構築という表現につきまし

ては、以上のような認識を踏まえまして、教育

現場においても、前例主義にとらわれることな

く、今、子どもたちに何が求められているのか、

何を必要としているのか等を、しっかりと検証

しながら、見直すべきところはきちんと見直し

て、そういう考えで表現したものでございます。 

　また、宿毛市におきましては、平成８年度に

市内の中学校への入学予定者のうち、多数の生

徒が愛媛県内の中学校へ越境入学するという、

宿毛市の教育に対する痛烈な問題提起がなされ

たことも、宿毛の教育改革を進めていく大きな

きっかけになったと、こういうふうに確認をし

ております。 

　これからの時代は、さまざまな面で、これま

で以上に激しい変化に直面することが予想され

ます。私は、子どもたちが主人公を合言葉とし

て、第２期土佐の教育改革の取り組みを基本と

して、家庭、学校、地域が一体となった取り組

みを進め、心豊かでたくましい子どもを育成す

ることが、市民の方々の、教育活動に対する信

頼を得ることになると考え、これからも取り組

んでまいりたいと、そういうふうに思っており

ます。 

　以上でございます。 

○副議長（濵田陸紀君）　１２番岡村佳忠君。 

○１２番（岡村佳忠君）　再質問をさせていた

だきます。 

　まず、くろしお鉄道は、市長ご案内のように、

７５年かかって宿毛まで汽車が着いたがですね。

ですから、これからも大切に使っていかないか
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ん。市民の皆さんの利便を図っていかないかん。 

　いろいろ財政的にも大変でしょうけんど、ぜ

ひ、くろしお鉄道の運営審議会等において、宿

毛市民の声も、ぜひ反映をしていただきたいな

と、これは要望ですので、ご答弁は要りません。 

　それから、し尿処理の問題を１点だけお尋ね

をしますが、１６年度の行政方針では、計画が

できたので次年度から取り組むということで、

ことしから２年間の計画で、改修を行っていく

ということになっておるわけですが、抜本的な

対応をするというふうに表現をされております

が、総工費を含めて、どれくらいな予算が必要

なのか。国の方から、どういう補助なり、そう

いうものが見込んだ事業ができるのか、その点

についてだけ、１点、市長の説明を求めておき

たいと思います。 

　それから、教育委員会の問題ですが、教育長

から答弁をいただきました。 

　それで、まず、スポーツクラブと、それから

総合スポーツクラブですね。これと、それから

再構築の問題、そのほか、教育の理念について

はお話がありましたが、１つお尋ねしたいのは、

学校安全法という法律が、今、検討、研究中と

いうふうにお伺いをいたしております。ＮＨＫ

の夜中の視点論点という番組が、解説員が出て

きてですね、そのいろんな内容についてお話を

する番組ですが、この中でお話になったのは、

今、全国の小学校、中学校が大変な危機にさら

されておる。これはきのう、同僚議員からも、

学校安全についてのご質問がございました。 

　宿毛市にいつ起こっても不思議でない状況が

出てきておるというふうな答弁もあったわけで

すが、この教育安全法というのを、一日も早く

通していただいて、まだ法案になってないわけ

ですが、通していただいて、ぜひ、全国で子ど

もの生命を守っていく、いう取り組みができれ

ばいいなというふうに、強く感じます。 

　その点についても、ご説明と、それからご所

見を聞きたいというふうに思います。 

　ちなみに、この教育安全法というのは、学校

の安全職員制度、それから、学校職員安全制度

ですね。２つ目には、学校安全制度、３つ目に

は、学校災害の安全基準という３つから、どう

も研究が始まっておるというふうに承知をして

おるわけですが、ぜひ、この取り組みについて

は、地方の地教委としても、取り組みをお願い

をしたいなということで、ぜひご答弁をお願い

をいたします。 

　それから、もう１つは、教育研究所制度なん

ですが、これは、平成１０年ですか、平成１０

年に条例設置をされ、国の設置基準に基づいて、

宿毛市も設置をされました。それで、事務分掌

だとか、それから、組織だとか、こういったこ

とは、条例を見るとわかるわけですが、この研

究所がどういう役割を果たしているのか、教員

の指導したり、あるいは教員の研修をやったり、

いろんな教育研究所の任務を書いておるわけで

すが、どういう身分を持っておるのか。どうい

うですね、身分と言いますか、権限と言います

か、それを学校現場へ向けて、どのような行為

ができるのか、そういった点について、どうも

私どもにはよくわからない、いうことなんです

ね。 

　それで、最後のところに、いわゆる毎年３月

３１日までに、末日までにですね、ことしの成

果と欠陥を公表するという制度になっておるわ

けですね。ですから、ことしももう間もなく出

るんじゃないかというふうに思いますが、なか

なかこの中身についても、議会には、議会とか

一般の市民の方々には、公表されているのか公

表されてないのかわかりませんが、公表するこ

とになっておるわけですから、ぜひ、その皆さ

んに、教育研究所が１年間研究した成果と欠陥

も明らかにするようなシステムに、ぜひしてい
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ただきたいということをお願いをしておきたい

というふうに思います。 

　それだけやってください。３回目、やります

ので。 

○副議長（濵田陸紀君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、岡村議員の再質

問にお答えいたします。 

　し尿処理場の建設総事業費でございますが、

これは、環境省からの循環型社会形成推進交付

金という形で、従来、国の三位一体改革等で、

補助金等から交付金事業というふうなことで、

名称がいろいろ変わったりしておりまして、こ

の実施要領が、実はまだ示されてはおりません

が、こちらでの総事業費といたしましては、ま

ず、総事業費では１４億４，１００万円で、１

４億でございます。 

　それで、１７年度につきましては、５億９，

３００万程度。そして、１８年度の予定でござ

いますが、８億４，７００万程度ということで

ございまして、恐らく３分の１ぐらいが、環境

省からの交付金としていただけるということで

ございまして、これは、先ほど申しましたよう

に、実施要綱がまだ定まっておりません。 

　私も環境省の方に、局長さんの方にお願いに

行きまして、３月の末ぐらいには、この実施要

綱ができ上がるだろうから、これをもって申請

をしていただきたいというふうなことでござい

ました。 

　まだ、その環境省の交付要綱が決まっておら

ない関係で、いろんなものが、どういう形で出

せるのかということが、まだ不明でございます。 

　そして、工事内容でございますが、これ、概

略だけ申し上げますと、処理の機器類を更新す

るということ、機械類でございます。それから、

建物とか水槽につきましては、改修をしていく

ということで、１日の処理能力につきましては、

既設の処理能力と一緒でございまして、６２キ

ロリットルということで、現在の規模と申しま

すか、その処理能力を維持していくという形で

なっておりますので、この点だけご報告を申し

上げます。 

○副議長（濵田陸紀君）　教育長。 

○教育長（嶋　統一君）　岡村議員の再質問に

お答えをいたします。 

　学校安全管理についてのことでございますけ

れども、学校の安全管理ということでございま

すけれども、今回の学校安全法の報道というの

は、教育学者らでつくる日本教育法学会が、学

校の安全環境づくりを、国や自治体、学校に義

務づける要綱案を発表したものでございます。 

　この要綱案の詳細については、まだ、ちょっ

と資料として持っておりますけれども、かなり

長いものがありますので、内容は発表しません

けれども。 

　この詳細については、まだはっきりと、地方

の教育委員会等に下りてきておりません。この

要綱案は、２６項目で、国と自治体に最低限の

安全基準の対策と、実施状況の調査、検証を要

求することを柱とし、自治体や学校に実行実務

を負わせております。 

　学校には、校長とは別に、学校安全管理者を

配置し、さらに専門知識を持った学校安全職員

らが、通学路も含めて、安全を確保するよう求

めた、こういうものでございますけれども、内

容を具体的に把握し、検討をこれからしてまい

りたいと。 

　先ほど、そういったことを要求してほしいと

いうことでございますので、前向きにこのこと

は、非常に学校安全管理の面で重要なことだろ

うと考えておりますので、前向きに検討をして

まいりたいと、こういうように思っております。 

　それから、教育研究所なんですけれども、教

育研究所は、宿毛市教育研究所設置条例施行規

則というのがありまして、その目的第１条に、
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この規則は、宿毛市教育研究所設置条例の施行

に関し、必要な事項を定めることを目的とする

と。分掌事務として、第２条に、宿毛市教育研

究所の分掌事務は、次のとおりとするというこ

とで、９項目挙げられております。基礎学力の

向上に関すること、教育実践上の課題の把握と

対策に関すること、地方教育の推進に関するこ

と、教職員の研修に関すること、教育計画等の

調査研究に関すること、不登校児童生徒にかか

わる調査及び援助に関すること、教育相談に関

すること、その他、教育研究所に必要な事務に

関することと、研究調査が主体になっておりま

す。 

　そして、学校現場、先生方のいろんな支援と

言いますか、研究の支援をしていくことを仕事

としております。 

　それで、第３条に、条例第３条に規定する職

員は、次のとおりとすると。所長１名、研究主

任２名以内、研究員若干名と。それで、第５条

に、研究所の円滑な運営を図るため、宿毛市教

育研究所運営委員会を置くと。 

　この運営委員会の委員は、次の区分により、

委員会が委嘱をし、任期は１年とする。ただし、

再選を妨げないと、こういうことで、小学校及

び中学校長２人、それから、小学校及び中学校

教頭２人、小学校及び中学校教諭２名、小学校

及び中学校養護教諭２名、学識経験者２名と、

こういう運営委員会のメンバーで組織をされて

おります。 

　それで、毎年、この教育研究所の運営に当た

っては、情報教育部、あるいは学力向上部、教

育相談部、健全育成部と、こういう形でそれぞ

れに関係する調査研究をして、取り組んでおり

ます。 

　特に、重点施策としては、先ほどの分掌事務

にありましたように、基礎学力の向上、生徒の

健全育成、いじめや不登校、虐待等にかかる調

査、援助、情報教育の推進、教育研究活動の推

進、道徳教育の推進、人権教育の推進、学校、

地域、家庭の連携と、こういうふうな重点施策

を掲げまして、目標を掲げまして、本年度も取

り組んでおりますが、毎年度末に、こういう業

務報告書というのを、１年間、各部で取り組ん

だ、そういうものを作成をしております。 

　これが２５日に、一応、運営委員会に報告さ

れ、そしてきちっと作成されたものが３０日の

定例教育委員会の方に報告されると。 

　関係の方々には、これは配付をしております

が、全市民ということにはしておりません。 

　なお、議会の皆さん方には、ぜひお配りをし

たいと、こういうように思っておりますので、

よろしくお願いします。 

○副議長（濵田陸紀君）　１２番岡村佳忠君。 

○１２番（岡村佳忠君）　再質問をさせていた

だきます。 

　教育委員会についてのみ、質問を行いたいと

思います。 

　まず、１つは、先ほど市長は、この教育行政

方針の方へ移行してもいいのかどうなのか、こ

の教育の項ですね。それで、２１項目あるんで

すよ、行政方針というのは。それで、その中で、

１つとして、教育方針がはめられておるわけで

す。記述も内容も、ほとんど変わらんがです、

教育行政方針とは。それで、まどろっこしいが

です、こっち読んだりこっち読んだりすると、

文章が逆になっちょるところもあって、なかな

か整理がつかんところがある。 

　だから、教育行政方針は方針として、そちら

で、議会できちっと教育行政方針を述べるとい

うようなことをやらんとですね、今、せっかく

テレビが入っておるわけですから、そしたら、

教育の問題点について、市民の皆さんに知らせ

ていく努力ができりゃせんかというふうに、私

は強く感じるわけです。それで提言という形で
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言わさせてもろたがですが。市長は、前向きに

検討するというふうな答弁ですので、教育長の

その認識を、１点だけ聞かせておいていただき

たいと思います。 

　それから、総合型のスポーツクラブですか、

これは、こういうことをやるんだということは

わかります。市民みんながスポーツに親しもう

という趣旨はわかるんですよ。けど、内容その

他が全然わからん。 

　これは教育長というよりも、課長の、生涯学

習課長の方がええんかもわかりませんので、そ

の内容について、お答えをいただきたいのと、

まだ、体協の各トップ会談でも、会議でも、十

分に把握ができんということで、今後、研究課

題としておるんですよ。体協の役員会は。 

　だから、僕もあこの総合運動公園から、若干

の資料をいただきましたけんど、妙に姿が見え

てこん、いう思いが強くしております。 

　それで、ここの、スポーツ振興の核として、

これをやるがじゃったら、もう少し具体的に、

もう少し市民の皆さんに、きちっと、わかりや

すく説明をすることが、非常に必要ではないか

というふうに考えてます。 

　それで、わかっている範囲で、ちょっと内容

について、高木課長の方から説明を求めた上で、

教育長の決意をお示しをいただければというふ

うに思います。 

　ちなみにですね、行政方針というのは、この

２０項目から２１項目でずっと流れようがです

よ。それで、継続しようもんとか、それから、

これからこうするんだというのが、もう２１項

目でかたまってしもうちょうがです。 

　ほんじゃけん、市長がやる元気都市というの

は、どういう都市かというようなのは、行政方

針から見えてこんがです。だから、さっき、ち

ょっときついことを言うたかもわかりませんが、

お許しをいただきたいと思います。 

　それから、もう１つですね、答弁漏れであろ

うというふうに思います。 

　教育研究所の、いわゆるこういうことをやり

ますよというのと、事務分掌ですね、分掌事務

とも言いますけんど、それと、組織はわかりま

す、僕らにも。それを３月３１日までに公表す

るというのが、１つの条例の条件になっておる

わけですので、それをどういう形で市民に、あ

るいは議会に、行政に知らせていくかというこ

とについて、お尋ねをしちょうがです。１回目

に。 

　それで、その点もぜひ、ご答弁いただきたい

と思います。 

　３回目、終わります。 

○副議長（濵田陸紀君）　教育長。 

○教育長（嶋　統一君）　岡村議員の再質問に

お答えをします。 

　教育行政方針と、宿毛市の行政方針の違いが

あるがですが、行政方針の中には、教育の大き

な、本年度はこういう考え方で、こういう子ど

もを育てていきたいという、大きなものだけし

か出してないわけです。 

　教育行政方針は、より具体的に、そういう目

標を掲げて、それを具体的に、どういう形で取

り組んでいく、重点施策なんかも入れまして、

取り組んでいくという、具体的なものまで掲げ

ておりますので、そこのあたり、違いがあるわ

けですけれども。 

　市長も先ほど、前向きに検討すると、こうい

うふうなお話もございましたので、私の方とし

ても、皆さんがそういう願いがあるとすれば、

そういう形で、前向きに検討をしていきたいと、

こういうふうに思っております。 

　なお、具体的に、行政方針の中に教育行政も

入れ込むということについて、そういうふうに

考えていきたいと思いますので、よろしくお願

いします。 
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　それから、教育研究所でつくり上げた業務報

告書ですね。これは先ほど言いましたように、

関係機関、あるいはそういった方々には、現在、

配っておりますけれども、市民全員ということ

になりますと、膨大な形になりますので、議会

の方とか、そういうような関係、教育にかかわ

るそういう関係の方々には、ご報告をお配りを、

作成した物をお配りをしていきたいと、こうい

うように考えております。 

　以上でございます。 

○副議長（濵田陸紀君）　生涯学習課長兼宿毛

文教センター所長。 

○生涯学習課長兼宿毛文教センター所長（高木

一成君）　おはようございます。生涯学習課長、

１２番議員の一般質問にお答えをいたします。 

　内容は、総合型地域スポーツクラブの内容に

ついてでございます。 

　このことにつきましては、国の、これは国に

おけるスポーツ振興施策として、あるいはまた、

県のスポーツ振興施策として取り組まれておる

ものでございまして、国におかれましては、平

成１２年９月に作成をされましたスポーツ振興

計画にのっとって、この総合型地域スポーツク

ラブの育成事業への取り組みが行われているも

のでございます。 

　政策の目標といたしましては、重複すること

があろうかと思いますけれども、お許しいただ

きまして、若干ご説明させていただきたいと思

います。 

　国民のだれもが、それぞれの体力や年齢、技

術、興味、目的に応じて、いつでも、どこでも、

いつまでもスポーツに親しむことができる生涯

スポーツ社会を実現する。 

　２つ目として、その目標として、できる限り、

早期に成人の週１回以上のスポーツ実施率が２

人に１人、５０パーセントですけれども、そう

いうふうになることを目指すという形の中で、

取り組まれておる事業でございます。 

　宿毛市といたしましても、こういうふうな、

１３年度から具体的に取り組まれておりますけ

れども、これにつきまして、宿毛市体協におき

ましては、２月の１７日、体育協会に所属する

団体の皆様方の出席をいただいて、１７年度の

総合型地域指定の、指定に向けて取り組もうと

いうことが決まりまして、さらに、８人の準備

委員会を構成をして、現在、高知県の体育協会

を経由して、日本体育協会に申請をいたしてい

るところでございます。 

　最終的には３月末には、その指定についての

方向が決まるものと思っております。 

　具体につきましては、その内示をいただいて、

本申請になる段階では、さらに体育協会を中心

とした振興計画を取りまとめ、正式に申請をす

るという手はずになっております。 

　そういうふうな形の中で、宿毛市体育協会を

上げて、この総合型地域スポーツクラブの育成

に、あるいはこれをもって生かした中で、体育

振興を図っていくという内容になっております

ので、今後とも、また何かとご理解とご指導、

ご支援もいただきたいと思っております。よろ

しくお願いいたします。 

　以上でございます。 

○副議長（濵田陸紀君）　１２番岡村佳忠君。 

○１２番（岡村佳忠君）　再質問をいたします。 

　この教育研究所が大きな柱だというふうに、

行政方針に書いてあるんですよ。ですから、行

政方針の中で、教育研究所を中心として、先生

の資質の向上だとか、学力の向上だとか、いう

ことを、この教育研究所が一端を担っておる大

事な部署なんですね。 

　だから何らかの形で、より多くの市民や議会

や、あるいは関係機関に対して、知らしていく

努力をせないかんでしょう。僕はそう思います

よ。目にしたことがないわけですから、私ども
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は。 

　成果の中に、それが出てきたら、そしたら資

質とは何ぞ。先生の資質というのは、一体どう

認識しておるのかわかるでしょう。けんど、目

に触れんけんわからんがですよ、僕らの。 

　それからね、今、高木課長の方からありまし

たがね、僕も体協の役員の１人なんです。幹事

をやらしてもらいよる。けど、そんな会を、案

内受けたことないですよ。はっきり言いますけ

れども。こんなごまかしやったらいかん。 

　それでね、この問題点がね、わからんがです。

このスポーツクラブの。それによって、出てく

るメリットと、デメリットの部分が並列でもさ

れておれば、トーンができますけんど、ばら色

の絵をかいちょるがよ。それではね、市民総ス

ポーツができるかどうか、僕は大変、心配をし

ますので、発言をあえて、厳しい発言をさせて

もらいようがです。 

　どうか、体協の問題も必要でしょうけんど、

子どもからお年寄りまで、地域のみなさんに協

力をしていただいてやるということですので、

その手順をきちっと、やっぱりやっちょっても

らいたい。そうせんと、ただ絵にかいたもちに

なるのではないかという心配がございますので、

苦言を呈しておきたいと思います。 

　そういうことで、時間は余しますけんども、

ここら当たりで一般質問を終わらせていただき

ますので。答弁がもしあれば、答弁をして、終

わります。 

○副議長（濵田陸紀君）　５番菊地　徹君。 

○５番（菊地　徹君）　５番、一般質問を行い

ます。 

　最初に、教育長に、学校の安全対策について

お聞きいたします。 

　２００１年に大阪池田小学校で起きた児童殺

傷事件をきっかけに、全国的に学校や通学路の

安全対策が実施されてきましたが、子どもたち

をねらった卑劣な犯罪が依然として後を絶ちま

せん。 

　全国で学校の安全、防犯対策の再点検が行わ

れている最中、大阪府寝屋川市立中央小学校で

起きた教職員殺傷事件は、またもや国民に大き

なショックを与えました。 

　我が国の安全神話が崩壊したといわれるよう

になって久しいわけでありますが、いまやこう

した犯罪は、全国、いつ、どこで起こってもお

かしくない時代になってしまいました。より安

全で安心できる地域や、学校の教育環境をつく

るために、対処療法的な措置になるかもわかり

ませんが、行政としてできるだけ速やかに、し

かも適切な地域や学校の安全対策をとるべきだ

と考えております。 

　学校、特に幼稚園や小学校などは、弱者であ

る子どもたちが集う場所であり、学校設置者で

ある行政としては、子どもたちを預かる以上、

十分な安全対策をとるべきだと思います。 

　本市においても、昨日、寺田議員の質問に対

する答弁にありましたように、モニターカメラ

の設置や、市内の小学校に県警へ直通の緊急通

報装置を設置するなど、安全管理へ向けての努

力を高く評価するものであります。 

　さらに、昨年３月の第１回定例会で提案しま

した防犯ブザーの小学生への無償配布が、１６

年度には３年生まで実現し、親や子どもたちに

とって、安心できる対応策となったと思います。

本年４月から新入学児童と、５、６年生に無償

配布の予算が計上されており、実現できれば市

内すべての小学児童が、携帯用防犯ブザーを持

つことになり、子どもたちを犯罪から守る有効

な対策がとられることになると喜んでおります。 

　２点目は、地域の安全対策について、質問い

たします。 

　警察署と国土交通省は、昨年１２月１日より、

民間団体、地方公共団体等がもっぱら地域の防
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犯のために自主的に行う防犯パトロールで使用

する自動車に、青色回転灯を装備するための申

請の受付が開始されております。 

　全国では、自主パトロールを実施している地

域がふえつつありますが、青色回転灯を活用す

ることにより、より細かい防犯効果が期待でき

ると考えますが、市長の所見をお聞きいたしま

す。 

　３点目は、公用車に防犯ステッカーを張りつ

けてはどうかと提案いたします。 

　現在、本市のすべての公用車には、不法投棄

監視車のステッカーが張られ、環境美化に一定

の効果を上げていると考えられます。ごみの不

法投棄だけではなく、防犯パトロール中のステ

ッカーを張れば、犯罪を未然に抑止する効果と、

市民の犯罪への意識を高めていく効果があるの

ではないかと思いますが、市長のご見解を伺い

ます。 

　２番目の質問は、地震・津波対策についてで

あります。 

　政府の地震調査委員会は、昨年末に新たにま

とめた南海地震の長期評価の中で、次の南海地

震が３０年以内に発生する確率が、３年前に公

表していた４０パーセント程度から５０パーセ

ント程度に改められました。 

　昨年１２月２６日に起きたインドネシアスマ

トラ島沖の地震による津波被害は、インド洋沿

岸各国で約３０万人の尊い犠牲者を出す大災害

となりました。 

　この災害は、不可抗力の天災であったにせよ、

人災の要素が多く、世界中に改めて大津波によ

る被害の恐ろしさを知らしめたわけであります。 

　被害を大きくした原因としては、ハード面か

ら見ると、津波防御施設の設置等がほとんどな

されていなかったことが上げられ、ソフト面で

は、インド洋沿岸地域には、各国機関の協力に

よる津波早期警戒システムが構築されていなか

ったことや、それぞれの国についても、津波警

報発表体制及び住民に対しての情報伝達体制が

確立していなかったことが報道されておりまし

た。 

　それと、住民に対する津波に関する知識の普

及啓発がされていなかったことが、被害を大き

くした原因と考えられます。 

　本市においても、南海地震津波災害に備えて、

できる限りの準備を、着実に、確実に進めるべ

きであると考えます。 

　南海地震津波対策については、私も毎回、取

り上げて質問してきました。今議会でも、中平

議員からもこの問題についての質問がありまし

た。国土交通省津波対策検討委員会の提言を受

けて、津波ハザードマップの作成や、今年夏に

は大規模津波防災総合訓練も実施されることに

なっておると聞いておりますが、いつごろ、ど

のような内容で行われるのか、できるだけ多く

の市民や学校の児童・生徒も参加できる地域密

着型の津波防災訓練にしていただきたいと思い

ます。 

　また、自主防災組織が組織されていない地域

でも、地震や津波災害に対する住民の意識の向

上に向けての、地震津波対策の状況についてお

尋ねし、１回目の質問を終わります。 

○副議長（濵田陸紀君）　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、菊地議員の質問

にお答えをさせていただきます。 

　まず、１点目は、防犯ステッカーであるとか、

自主防犯パトロールということで、青色回転灯

の件でございます。 

　各種犯罪というものが、非常に増加傾向にご

ざいます。まず、警察庁とか、国土交通省にお

きましては、各地域において実施している自主

防犯パトロールを活性化するために、１６年の

１２月１日から、自治体や、自治体から委託を

受けた民間団体等が、一定の要件を満たす場合
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におきましては、道路運送車両の保安基準の基

準緩和認定の手続きを行うことによりまして、

自主防犯パトロールに用いる自動車に青色回転

灯を装着することが認められております。 

　現在、高知県下での認定数は１件だけでござ

いまして、安芸シティーポリスという、安芸市

の民間組織が２月に認定を受けまして、小中学

校の下校時等に、車両２台でパトロールを行っ

ていると、こういう状況でございます。 

　予算のことを言って申しわけございませんが、

青色回転灯の価格でございますが、これがマグ

ネット式で１基２万円前後というふうになって

おりまして、この申請に当たりましては、車１

台ごとに、巡回地区を特定をしまして、計画的

に継続してパトロールを行う必要がありまして、

公務のついでに回転灯を点灯させて、市内を循

環するといったことはできないというふうなこ

とになっているようでございます。 

　また、青色回転灯を点灯させて走行すること

が可能なものは限定されておりまして、認定を

受けたものだけが装着を許されます。 

　それから、認定後も、パトロール実施者証と

いうのを常備しまして、おおむね２年ごとに青

色防犯講習を受けることが義務づけられている

というふうな制約があります。 

　装着によりまして、確かに不審者に対する視

覚的な抑止効果は大きい、そのように思います。

行政として取り組む場合に、例えば、どの職員

に担当させて、どの公用車を認定させるかとか、

そういう問題と、どの時間帯にパトロールする

のかといったようなことも、検討をこれからす

るんであればしていかなきゃいけません。 

　そのために、現段階で、すぐ申請するという

ことは、ちょっと困難でございますが、今後、

警察署であるとか、宿毛地区地域安全協議会、

そういった関係団体とも協議をいたしまして、

検討してまいりたいと、このように考えており

ますので、ご理解願いたいと思います。 

　それから、ステッカーのお話がございました。 

　不法投棄監視車ということで、ステッカーを

張って、市民の方々にも協力していただいてい

るわけでございますが、これは、１５年度から

平成１６年度にかけまして、１，０００枚を作

成しまして、２枚１組、２枚１組というのは、

両面に張るように、すべての公用車には張りつ

けをしております。 

　それから、地区長連合会とか、猟友会などの

団体の方々が所有する車にも、張りつけをお願

いしまして、不法投棄を監視しているよという

ふうな形での、市民の環境美化意識の高揚にも

資しているところでございます。 

　防犯パトロール用ステッカーにつきまして、

この不法投棄監視車ステッカーと一緒に張ると

いうことは、ちょっと両方、煩雑になるんじゃ

ないか。車に２種類のステッカーを張るという

ことが、それぞれの効果が高まればよろしいん

ですけど、薄まっては、またこれは効果がなさ

れないということの危惧は、ちょっとございま

す。 

　全国的に児童誘拐であるとか、殺傷事件等、

そんな犯罪が増加傾向にございますので、現在、

どのような方法で防犯意識の啓発を図るのが一

番いいのか、これは防犯関係、警察関係とも協

議しながら、ステッカーの導入も選択肢の１つ

かなというふうに入れて、検討してまいりたい

と、このように考えております。 

　それから、津波対策でございますが、昨日も

中平議員からもいろいろなご提案もございまし

たし、ご質問もございました。お答えもさせて

いただいたわけでございますが、特に、昨年の

スマトラ沖地震に、菊地議員言及されたわけで

ございますが、マスコミによりまして、本当に

衝撃的な映像が放送されたわけでございます。 

　これによりまして、津波による被害を少しで



－ 71 －

＋

も少なくするためには、これはもう、どうして

も、日ごろから津波に対する危険意識、避難意

識を持つことが非常に重要であるというふうに、

改めて認識された方々も多いんではないかと思

います。 

　特に、日本国内におきましては、地震、津波

ということがマスコミにも多く喧伝されており

ますので、このスマトラ沖、エトロ沖地震で見

た映像の形よりも、まず意識の方は、この方々

よりは一定高いんじゃないかとは思いますが、

まだまだ、きのう、中平議員からもご質問がご

ざいましたように、そういったサイレンが鳴っ

た、訓練があったとしても、また、実際に地震

が起きて、こんなに津波が高くなくても、避難

する方々が少ないというふうな状況でございま

した。 

　そんなことも思うと、どうしてもやっぱり、

きちんとした避難訓練というものは、そしてま

た、意識の啓発というものは、非常に大切とい

うことを十分に、我々も認識しておる次第でご

ざいまして、きのう申し上げましたように、専

門的な消防とか、消防団の訓練のほかにも、一

般市民用の訓練というものが、市民参加の訓練

というものが必要ではないかというふうには思

っております。 

　これの訓練計画については、いつということ

で、まだ決めてはおりませんが、この必要性等

は十分認識しておりますので、ぜひ関係機関と

話しまして、この訓練の実現をしたいと、この

ようには思っておるわけでございます。 

　また、津波のハザードマップを、現在、作成

中でございますが、その浸水データを活用しま

した津波による浸水の深さの表示板を、市内６

０カ所に設置することとしております。 

　ハザードマップや、その標識の設置によって、

少しでも住民の方々の津波に対する危険意識と

いうものを、これも深めていただきたいと、こ

のようにも考えております。 

　昨日も申しました、本年度におきましては、

三重県、和歌山県、徳島県、高知県、この４県

で設立されております４県東南海・南海地震防

災連携協議会、これによりまして、津波避難訓

練を同日で実施するという方向で検討がされて

おります。これに市民の方々がご参加できると

いうふうなことになれば、なおいいんではない

かなというふうに思っておる次第でございます。 

　以上でございます。 

○副議長（濵田陸紀君）　教育長。 

○教育長（嶋　統一君）　５番、菊地議員のご

質問にお答えをいたします。 

　本来、学校は教職員や子どもたちにとって、

安全な場所であり、安心して学習活動に専念で

きる場所でなければなりません。このため、学

校の防犯対策としまして、これまで防犯ブザー

の配布や、モニターテレビ、緊急通報装置の設

置、さすまた等の配備等に取り組んでまいりま

した。 

　しかし、機械による警備や、教職員だけで子

どもたちの安全を守るには限界があると考えて

おります。人的体制強化を図ることがもっとも

有効な防犯対策であることも認識をしておりま

す。 

　施設面の整備につきましても、さまざまな課

題がございますが、必要性の高いものから、順

次、整備をしていきたいと考えております。 

　また、寺田議員のご質問で答弁をさせていた

だきましたように、不審者の侵入防止や、子ど

もたちの登下校中の安全確保に対しましては、

地域住民等の積極的なご協力をいただかなくて

はならないと考えております。 

　不審者の侵入を未然に防止するため、学校周

辺の住民の方々の日常的な見守りをお願いする

とともに、不審者を発見したときの通報のあり

方等を事前に周知徹底をしておくことが必要で
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あると考えております。 

　子どもたちの登下校中の安全確保につきまし

ても、関係機関、家庭、地域ボランティア等の

力をお借りしながら、地域ぐるみで子どもたち

を守っていける体制、環境づくりをつくってま

いりたいと考えております。 

　以上でございます。 

○副議長（濵田陸紀君）　５番菊地　徹君。 

○５番（菊地　徹君）　５番、再質問いたしま

す。 

　まず、学校の防犯体制、対策についてであり

ますけれども、今回、不幸にして大阪でまた、

寝屋川小学校で教職員の殺傷事件が起きたとい

うことが、これは教職員が子どもの命をどう守

るかという問題と、それから、教職員の命をど

う守っていくのかという２つの問題、これが提

起された事件であったと思います。 

　そういった意味で、学校で、教育委員会とし

ても、学校の安全対策については、大変厳しい

財政状況の中で、一生懸命取り組んでいること

はよく理解しているつもりでありますけれども、

学校の教職員だけで子どもの命が守れるのか、

あるいは、自分たちの、先生の命を守っていけ

るのかどうかということにつきましては、これ

はもう、万全ではないと。 

　どんなに機械的な設備を施したとしても、や

はり、最終的には、人的な面で対応していくこ

とがベターではないか、このように思いまして

質問をしたわけでありますが。 

　確かに、今回の寝屋川小学校では、施錠も、

校門には施錠、授業中には施錠をしていた。た

だ、下校時に重なったために、錠を外して、そ

してたまたま職員室にモニターテレビ見ている

先生がだれもいなくて、不審者が入ってきたと

いうことも認知されなかったという、その隙間

をつかれて、そして入ってきたと。 

　先生、殉職された先生は、子どもの命を守る

ために、最後までさすまたで戦ったということ

も新聞報道されておりました。本当に尊い犠牲

の上に、私たちに子どもたちの安全、また学校

の安全を守るためにどうしたらいいかという、

大変示唆を含んだことであったと思います。 

　この犠牲を絶対むだにしないように、本市に

おきましても、さらにできる限りの安全対策、

これは講じていただければと思います。 

　その全国各地で、保護者でありますとか、自

治会のボランティアによります見回り、これを

自主的にやっていこうじゃないかと。なかなか

行政に頼るばかりでは厳しい面があるというこ

とで、そういう取り組みをやっているところが

あります。 

　腕章を巻いて、安全巡視員という腕章を腕に

巻きまして、登下校時、特に下校時に子どもた

ちが帰ってくる時間帯にボランティア活動で見

回りをしていく。 

　大阪では、子どもの安全見回り隊ということ

を、大阪府知事が新年度におきまして配置をす

ると、組織化の方向でいくということが言われ

ておりますが、そのように、警察官のＯＢであ

るとか、あるいは警察官、警備関係者のボラン

ティアでありますとか、家庭と学校と地域、プ

ラス警察が一体となって、子どもの通学路を含

む学校施設の安全に対しては、今後とも真剣に

取り組んでいただきたいと思います。 

　それで、ちょっと調べてみますと、全国の幼

稚園、小中学校、高校を含むすべての学校で、

文部科学省で調査したところ、これは昨年３月

末の調査でありますけれども、防犯監視システ

ム、防犯カメラであるとか、センサー、これを

設置している学校が４ ６パーセントというこ

とでございまして、本市におきましても、宿毛

小学校に防犯カメラ設置、すべての小学校に緊

急通報装置を取りつけたということは前進であ

りますけれども、今後とも、こういう安全対策
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については、配慮をよろしくお願いしたいと思

っております。 

　それから、津波対策に移りますが、この津波

対策については、さんざんこれまでも取り上げ

て論議をされてまいりました。この７月ごろで

すか、４県の、先ほど市長からあった三重、和

歌山、徳島、高知と、この４県で、同日に総合

避難訓練、これをやるということが実施されて

おりますが、やはり宿毛バージョンと言います

か、宿毛独自の海岸線を中心とした小学校、学

校施設を含めた総合的な、やっぱり津波総合訓

練ととらえて、取り組むべきではないかという

ように思います。 

　先日、大島小学校では、そのつなみくんとい

う形で、やなせたかしのつなみくんのアニメを

書いたですね、最高津波の高さがここまで来る

んだという、校舎のところに張り出して、子ど

もたちがそれを見て、ここまで南海地震で最大

の津波が来るんかという認識をしたというふう

に聞いております。これは、大島小学校だけで

はなくて、咸陽小学校、栄喜、随分沿岸部に位

置する保育園、小学校、中学校にも、これは早

急に考慮すべきではないか。 

　やはり、目で見て津波の恐ろしさ、実感、少

しでもできるようにハザードマップとあわせま

して、学校施設等にもこういうことを掲示する

ことが、非常に有効ではないかなと、このよう

に思っております。 

　それから、昨年は台風が１０個も日本に上陸

すると。四国に５個、台風が上陸して、多大な

被害を与えたわけでありますけれども、昨年１

０月に台風２３号による豪雨によって、兵庫県

の豊岡市、ここがまず、全国的にその災害の模

様がテレビ等で報道されまして、大変な被害を

もたらしたわけでありますけれども。 

　先日、政務調査で豊岡市に行きまして、この

円山川という川が、市内に、真ん中に流れてお

ります。そこの円山川が、ちょうど宿毛と地形

が非常に似ておりまして、盆地で、両方に山が

ある。その盆地の中に、この円山川がながれて

おるわけですが、堤防が約５０メートルにわた

って決壊したと。２カ所決壊した跡も見てまい

りました。 

　この堤防に対する補強工事でありますとか、

随分、今までハード面の対策は練られたきたわ

けでありますけども、まさかのこの堤防決壊が

起こったわけです。 

　災害というのは、今回のくろしお鉄道の激突

事故でも言えると思いますが、まさかという、

想定外のことが突然起こってくるということを、

まざまざと痛感したわけであります。 

　この豊岡市では、床上浸水が約６５０世帯、

床下が３，３００世帯という大変な、市内の、

市街地の約９割が浸水になりまして、深いとこ

ろでは２メートル近くも浸水を受けていると。

大変な被害をもたらしたわけでございます。 

　この被害の大きかった割りに、犠牲者が、幸

いにも、亡くなられた方が残念ながら１名、犠

牲者が出られた。行方不明はゼロであります。

重軽傷が、転倒とか、避難するときに転倒した

りした事故によりまして、重症が１９名、軽症

が２７名、こういうことが発表されておりまし

た。 

　この台風が接近してくるということで、あら

かじめ準備ができる。市民におきましても、準

備し、避難勧告も出されたわけでありますけれ

ども、この地震とか、そういう津波に対しては、

準備がほとんど間に合わない。全くできないと

いう状況で比較はできませんけれども、私はそ

こで聞いて、担当者に聞いております中で、被

害が、人的な被害が少なく、最小限度にとどめ

られたというのが、防災無線が全戸に、１６年、

１７年度の予算として、豊岡市内１２２地区の

中で１１６地区に、１世帯当たり１台の防災無
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線が設置された。２台目以上は、その家庭で購

入していただくということで、日ごろから、行

政として、いざというときに備えて、防災無線

も２年間の事業として取り組んできたというこ

とが、大きく、この被害を最小限度にとどめた

というふうに、担当者も言っておりました。 

　その水がほとんどの道路で５０センチ以上冠

水している中で、広報車、消防車も動けない、

ほとんど動けないという中で、この防災無線の

力が相当発揮された、有効に活用されたという

ことも聞きまして、これは、将来的にこのこと

も検討すべきであると、このように私は思うわ

けであります。 

　この点について、市長、よろしく答弁をお願

いしたいと思います。 

○副議長（濵田陸紀君）　市長。 

○市長（中西清二君）　菊地議員の再質問にお

答えいたします。 

　いろいろ、本当に世の中、物騒みたいな形で、

非常に人命が失われているとか、危機管理に対

する対応というものを、これから真剣にやっぱ

り、今までも真剣に取り組んできたつもりでは

ございますが、それに対する機器類であるとか、

人的措置であるとか、いろいろのものが、まだ

おくれている状況ではございます。 

　いろいろな予算も伴うものでございます。本

来なら、どんともう、よいものについて、効果

のあるものについては、早く設置したりしてい

かなきゃいけないという認識は、十分持ってい

るつもりでございます。 

　最後に申し上げられました、その防災無線の

関係でございます。これについては、沿岸地域

について、今のところ、設置されているわけで

ございますが、これをやはり、全地域に設置し

ていくという取り組みを、やっぱりしていかな

きゃいけない。順次設置をしているわけでござ

いますが、できるだけ早いうちにやっていきた

い。 

　いろいろな防災関係につきましては、危機意

識の、市民の方々にこの意識をやっぱり啓発す

ることも大切でございます。そして、防災用の

効果のあるもの、これについては、他の事例、

そして我々自身も知恵を出しながら、対応して

いかなきゃいけないというふうに考えておりま

す。 

　機器類関係、予算の伴うものにつきましても、

できるだけ充実をさせてまいりたいと思ってお

りますので。 

　以上でございます。 

○副議長（濵田陸紀君）　教育長。 

○教育長（嶋　統一君）　菊地議員の再質問に

お答えをします。 

　子ども、あるいは先生方をどう守るかという

点で、菊地議員がおっしゃるように、最終的に

は、本当に人的な警備しかない、そういうふう

な考えも、私もそういうふうに考えております。 

　そういったことで、県の方にも、そういう警

備員という問題もあろうかと思いますので、そ

ういったことも検討しながら、県の方にも要求

をしてまいりたいと思いますし、今後も、安全

対策に対する配慮、懸命にしてまいりたいと、

こういうように考えております。 

　登下校等については、先ほどおっしゃったよ

うな形で取り組んでまいりたいと、こういうよ

うに思っております。 

　以上でございます。 

○副議長（濵田陸紀君）　５番菊地　徹君。 

○５番（菊地　徹君）　先ほどの南海地震の質

問に関しまして、宝永地震のときの最高水位と

いうものが、大島小学校では校舎のところに示

されております。そのように、認識を若干、間

違っておりましたので訂正をさせていただきま

す。 

　それで、私の方からは、この南海地震対策に
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つきましても、これはいつ起こっても不思議じ

ゃない、そういう状況下になっておると思いま

すので、緊張感を持って、この議会の中でも議

論をしていきたいと。市民の生命、財産、安全

を守るために、どうすればいいのか、こういう

点につきましても、どんどん議論を深めていき

たいと思っております。 

　また、教育関係につきましても、本当に全国

でどこでも、どんな事件が起こっても不思議で

ないような物騒な世の中になってしまいました

が、本当に全力を挙げて、子どもたちの安全な

教育を推進するために、力を尽くしていきたい、

このように思っております。 

　以上で私の一般質問を終了いたします。 

○副議長（濵田陸紀君）　この際、昼食のため、

午後１時まで休憩いたします。 

午前１１時４６分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後　１時０１分　再開 

○議長（西郷典生君）　休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

　１０番、沖本年男君。 

○１０番（沖本年男君）　１０番議員、一般質

問をいたします。 

　先日来、宿毛駅の列車事故について、同僚議

員が何度も質問をいたしております。お亡くな

りになりました運転士さん、あるいはまたけが

をされた乗客の皆さん、ご冥福とお見舞いを申

し上げたいと思います。 

　大変な事故でございまして、もう市長にとり

まして、どれほど心の重いことであろうかと考

えております。 

　中西市長は、就任以来、市政運営に関して、

重要な問題に直面をしてまいりました。フェリ

ーの再開問題や、市町村の合併問題、あるいは

地方交付税の減額による予算の運営、そしてこ

の列車事故などについてでございます。市民か

らは、次から次へと難問打開に走る市長に対し

て、まことにむごいことよとねぎらう方もござ

います。 

　しかし、これも与えられた課題でございます。

この経験が生かされるときが必ずあろうかと思

います。本市のリーダーとして、その先頭に進

んでいただきたいと思います。 

　列車事故の今後の対応等については、既にご

答弁がございました。何よりも乗客の安全確保

を前提にした取り組みをしていただきたいと思

います。 

　昨日、列車事故に関して、寺田議員から、私

の報道機関への写真の提供は、消防団員として

問題があるのではという形でのご質問がござい

ました。私は、全体のきょうの質問をまとめる

ために、若干、このことについて触れさせてい

ただきたいと思います。 

　多くは触れませんが、私は消防団員として、

あの現場に踏み込んだとき、この現状をできる

だけ早く、広く、一般の市民に伝えたい。そし

てまた、一般市民も、これを求めていると考え

ました。 

　火災予防に待機している消防の活動に支障を

来たすとの話でございましたので、報道機関の

代表ともお話をしましたけれども、これも実現

をしませんでした。 

　ですから、私は、医師による運転手の確認が

あった後、できる限り、可能な限り、多くの報

道機関に一斉にこの映像を配信をいたしました。 

　この私の消防団員としての行為については、

当然、組織の中で対処していただくことでござ

いますので、既に団長に対して、この報告をし

ているところでございます。 

　寺田議員も消防団員でございますので、分団

長を通じ、ご意見をいただきたい、このように

考えているところでございます。 

　通告によりまして、順次入っていきたいと思
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います。 

　まず、山奈平田地区の洪水被害と中筋川ダム

の関係、及び抜本策について、質問をしていき

たいと思います。 

　この問題は、昨年の９月議会で取り上げ、今

３月議会を１つのめどに、対応を求めておりま

したので、再度、ここで取り上げさせていただ

きました。 

　中筋川ダムは、平成１０年に約５００億円以

上の巨費をつぎ込み、中筋川流域住民の悲願で

もあった洪水を軽減することを主な目的として

完成し、運用に入りました。 

　私は、ダム建設は、河川環境を末代にわたり

破壊すると思いながらも、この流域住民の命と

財産を守る、この洪水防止が最優先だとの思い

から、強い反対もせずにまいってきたところで

ございます。 

　ところが、ダムの試験運用中の平成９年には、

すぐに国道５６号線の冠水や、住宅地などが洪

水に見舞われ、さらに翌々１１年にも同様の浸

水被害が起こりました。 

　このときは、高規格道路も完成してなく、国

道の通行止めなど、交通機関には大きな影響を

与えました。 

　続いて平成１５年にも起き、そして昨年、１

６年は２回も国道、住宅浸水が発生し、１０月

２０日の台風２３号では、ダム完成後、一番大

きな浸水被害となりました。 

　ダム完成までは、データにある中では、ダム

ができるまでの２５年間で６回だった国道冠水

は、ダム完成後８年間で５回も発生をいたして

おります。 

　同時に、国道冠水に至らない農地の冠水は、

ダム完成後も４０回を有に超えております。 

　こうした事態にたまりかねた洪水被害の当事

者である山田長尾の４地区長さんの呼びかけで、

山田地区内の地区長の協力のもと、洪水を軽減

する抜本策を求めて、この対策がないのなら横

瀬川ダムには断固反対であるとの山田地区民の

要望書、署名約８００名で、関係の各行政機関

に提出をしております。 

　私は、ダム完成後、中筋川ダムの治水効果に

ついての疑問を、本議会や高知新聞の投稿欄に

投書し、そのたびにダムの放流と住宅地などの

内水被害の洪水の関係を明確にするよう、求め

てまいりましたけれども、中筋川総合開発事務

所、以下はダム事務所と言いますけれども、そ

れぞれの回答では、ダムは内水の排水に役に立

っている。あるいは、内水洪水は、近年の異常

気象による影響が大などと、ダムの放流は内水

洪水に全く影響を与えていないとの認識をお持

ちでございます。 

　去る３月の７日に、中村で行われました中筋

川総合開発計画についての意見を聞く中筋川流

域委員会がございました。委員である山田区長

が、たび重なる洪水被害について、その調査と

抜本策を強く求めるなど、２時間の会議の中、

協議のほとんどはダムの放流や内水洪水につい

て、意見が出されておりました。 

　だれでもわかるように、ダムは出水時には貯

水を始めますから、その分、下流では河川水位

が下がります。これによって、堤防の破堤や、

越水を防止する大きな効果になるわけです。 

　しかし一方、大雨のピークが過ぎた時点から

は、山田沖の河川の水位が急速に下がるのが普

通ですが、貯水をしていたダムの放流が加わる

ため、その分だけ河川の水位の低下がおくれま

す。内水の洪水は、一たん、排水したならば、

河川が内水の排水可能な水位に下がるまで、河

川からの逆流を防止するゲートを締めます。河

川水位が下がるのがおくれることは、同時に、

内水の排水がおくれることにつながります。 

　この間、当然、内水はさらに水かさを増し、

被害が大きくなることも当然でございます。 
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　ところが、この当たり前の事実を、ダム事務

所は一切認めようといたしておりません。どの

ように考えても、ダムの放水と内水への影響に

ついては、物理的にも明らかであり、市長との

認識の違いはないと考えますけれども、まず、

市長にこのことについての認識を伺いたいと思

います。 

　次に、私は１２月議会でも、先ほどのダムの

放流による中筋川の水位のおくれを、時間や水

位などを数値化した資料を作成をいたしました。

消防団の副団長として、災害現場に立会い、実

際に体験した経験を根拠といたしているわけで

ございますけれども、数値の多め、少なめなど、

多少の誤差は当然ございますが、ダムの放流、

放水と河川水位の関係や、内水水位について説

明するには、一定、利用価値があると思ってお

ります。 

　一方、ダム事務所は、先に述べた下流域の住

民代表への説明会、あるいは流域委員会でも、

内水に関する情報をほとんど持っていないこと

が明らかになっております。さらに、ダム建設

後の国道冠水の回数については、私が指摘した

平成９年と平成１１年は、疑問だと説明をいた

しておりました。 

　しかし、このデータは、平成１３年９月１７

日に、みずからが開催した第１回流域委員会の

資料として添付されているものを、私が指摘し

たのでございますけれども、これとても疑問だ

と述べているわけでございます。 

　昨年の９月議会で、市長は洪水について調査

をし、これに基づく住民への説明責任は果たす

と、明確に答弁をされておりました。現時点、

どこまで調査が進み、いつ、住民に説明できる

のか、お答えをいただきたいと思います。 

　次に、内水洪水を軽減する抜本策についてで

ございます。 

　既に１２月議会でも質問をしておりますので、

確認のために、項目のみ提案をし、お答えをい

ただきたいと思います。 

　その前に、山田沖の農業用排水ポンプの早期

の改修工事完了についてでございます。 

　昨年の秋ごろまでには、県の予算が非常に厳

しくて、完成年度は明らかにできないと表明さ

れておりましたけれども、関係住民や宿毛市な

どの強い要望により、平成１９年度に完成予定

と大きく前進をいたしました。このことについ

ては、関係各位に心よりお礼を申し上げたいと

思います。 

　抜本策には、洪水期には中筋川ダムの未利用

の利水用水を放出すること、長尾地区に排水ポ

ンプを設置すること、山田沖の県管理河川の改

修を実施すること、国道の逆流防止ゲートを簡

易に操作できるように、これを改修することを

提案をいたしております。 

　このことについて、お考えを求めたいと思い

ます。 

　そして、もう１つ、新たな提案についてでご

ざいますけれども、中筋川と山田川の水位差が

出れば、即内水が放流できるよう、農業排水機

場のゲートをフラップゲートにすること、この

ことについて、ご見解を求めていきたいと思い

ます。 

　以上について、まず、このダムと洪水の関係

について、質問をさせていただきます。 

　続いて、溶融炉の飛灰の処分についてでござ

います。宿毛市の一般廃棄物は、高知西部環境

施設組合の幡多クリーンセンターで直接溶融炉

において、処分をされております。そして、こ

の発生する溶融飛灰は、宿毛市の環境センター

や大月町の最終処分場に埋立処分をされており

ます。この溶融飛灰を最終処分場に持ち込むま

では、さして特別問題なく運用をされておりま

した。ところが、この溶融飛灰を持ち込むこと

を境にして、大月町の処分場は、排水のカルシ
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ウムと塩化イオン濃度が急激に高くなり、排水

浄化プラントが侵され、大月町では、既に３，

０００万円、約３，０００万円でこの処分場の

排水プラントを改修したと聞いております。 

　そして、宿毛市の処分場についても、同様の

改修が必要で、環境施設組合で予算化している

と聞いております。 

　私は、このような事態になることを、溶鉱炉

のメーカーは、溶融炉のメーカーは十分認識し

ていたのではないか。認識していたにもかかわ

らず、環境施設組合に対し、これを通知してい

なかったことが大きな問題ではないかと思って

おります。 

　全国のほとんどの最終処分場には、カルシウ

ム除去の施設はされておりますけれども、塩分

を除去できる処分場は、非常に高額な施設費が

要るために、限られたところしか設置をしてお

りません。 

　当然、このような溶融飛灰を埋め立てる施設

では、石灰岩を投入しますから、カルシウムが

溶出して、それを配管に詰まってくるというこ

とは、当然、考えられますし、今までのように、

塩化化合物をプラスチック等、これを分別する

のではなくて、一斉に焼却溶融するわけですか

ら、塩化化合物が大量に発生するということは、

これは当然のことであったわけでございます。 

　ですから、この飛灰の処分場においては、当

然、対塩害用の施設でなければなりません。メ

ーカーは、宿毛市や大月町の施設は、対塩害用

の施設じゃないことは十分認識していたはずで

ございます。これは、メーカーに明らかな瑕疵

があるのではないかというふうに、私は考えま

すが、環境組合は、メーカーに対して、強く抗

議をし、しかるべき対処を求めるべきだと思い

ますが、いかがでしょうか、お考えをお聞きし

たいと思います。 

　今後は、この飛灰を宿毛市や大月町の処分場

に埋め立てるのではなく、県外に搬出し、処分、

あるいは再利用されると聞いておりますけれど

も、どのような計画になっているのか、処分費

用はどのような形になるのか、このことについ

てお聞かせをいただきたいと思います。 

　続いて、農林業の振興について、お尋ねをい

たします。 

　まず、農業の分野では、ことしから５カ年で

中山間地域直接支払い制度の導入をすると、行

政方針にございました。今、農村地域では、高

齢化や農産物の価格の低迷で、非常に厳しい事

態が進行しております。これに、どのように対

応しようとしているのか、この制度の導入につ

いてのお考えをお聞かせいただきたいと思いま

す。 

　また、林業に関しても同じ状況でありますけ

れども、収入間伐の時期になっても放置されて

いる民有林を、たくさん見受けます。外から見

ると、緑の森林のように見えますが、中に入る

と下草が枯れ、山肌はまるで砂漠のようになっ

ている森林も、たくさん目につきます。保水力

の低下、そして大雨のたびに山肌は削られ、下

流へと流されて、小規模な河川は土砂が堆積を

し、災害を引き起こすところまで出てきており

ます。 

　こうした事態を打開するためにも、行政が地

域や集落の中に積極的に入り、森林組合とのタ

イアップを図り、積極的に民有林対策を講じる

べきではないでしょうか。 

　私は、詳細には存じていないわけでございま

すけれども、森林組合は山林所有者と契約を結

び、双方の利益に結びつく森林の管理方針を打

ち出しているとも聞いております。山林所有者

に対して、行政の積極的な対応を求めたいと思

います。 

　続いて、行政方針で、これも表明をされまし

た旧片島港のにぎわいを取り戻す再開発という
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ことで、お聞きをしたいと思います。 

　市長の行政方針の表明で、片島港の再開発の

調査という内容がうたわれております。宿毛佐

伯フェリーが再開をされましたけれども、いず

れは池島に移転することが検討をされておりま

す。 

　この調査は、片島地域全体を視野に入れ、抜

本的な振興策として立案する必要な時期であり、

また、重要な課題であると考えます。今後、活

気ある港をどうつくるのか、市長は港づくりの

プロの肩書きを持っておられます。ですから、

将来構想を描き、来年度からのこの再開発の調

査に取り組むものと考えますけれども、どのよ

うな構想に基づき、どんな調査をされるのか、

ご答弁をお聞かせいただきたいと思います。 

　続いて、教育長に質問をいたします。 

　地域住民の民主的な運営と、手軽に楽しめる

総合地域スポーツクラブの設立についてでござ

います。 

　先ほど、岡村議員の質問に対して、その骨子

については、答弁をされておりますが、その説

明していない分、またご説明をいただきたいと

思います。 

　総合運動公園の利用は、だんだんと高まって

いるのではないかと思います。かつては高知国

体のためだけであり、終わればこれを利用する

人は少ないではないかと思っていた市民もたく

さんおられました。そして、まだ現在もそうい

う方はおられるわけでございますけれども、地

元芳奈に住む私どもから見れば、非常によく利

用されている、このことをいつも感心しながら、

下を通っているわけでございます。 

　今年度予算には、陸上競技場も記録判定機が、

その購入費が計上をされております。これも何

年か前から、地域の関係者の皆さん方が要望を

してきた、これが実現していただくということ

になったわけでございます。 

　利用者の増大による関係者の熱意が実ったも

のと思っております。一方、このような記録を

重視するスポーツの振興と同時に、多くの市民

が、スポーツを楽しめる方策も重要だと思いま

す。組織の内容とその目的について、そして今

後、どのように取り組むのか、お聞かせをいた

だきたいと思います。 

　以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（西郷典生君）　この際、暫時休憩いた

します。 

午後　１時２２分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後　２時０５分　再開 

○議長（西郷典生君）　休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

　沖本議員の質問に対して、答弁を求めます。 

　市長。 

○市長（中西清二君）　沖本議員の一般質問に

対して、ご答弁させていただきます。 

　中筋川ダム下流域の平田山田地域におきます

内水被害の原因とか、対策等につきましては、

沖本議員からも、１６年第３回と第４回の定例

会でも同様の質問を受けまして、また、地区か

らも対策につきましては、要望も受けておりま

す。 

　私自身も、台風が襲来するたびに、市内の被

災状況を把握するため、できる限り、現地を見

てきたつもりでございます。昨年度は、四国に

台風が６個上陸するというふうな、異常な年で

もありました。その中でも、台風２３号、これ

は市内全域で、国道を始めまして県道、市道が

冠水しまして、通行不能な状態になりました。

多くの住家も浸水被害を受けました。 

　特に平田山田地区の被害は、沖本議員ご指摘

のとおり、大きいものがありました。沖本議員

みずからが、河川水位の変化を調査されたとい

うデータをもとに、その原因としまして、中筋
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川ダムに流れ込んだ水は、降雨後も放流口から

放水しているため、中筋川の河川の水位低下が

おくれ、浸水時間の延長など、被害を助長して

いるのではないかというふうなご発言をされて

いると思います。 

　市はどういう認識をしているかということで

ございますが、内水被害は気象条件とか、中筋

川本川と関係もございまして、ダムと関連づけ

て考えるということが適当かどうか、非常に難

しいというふうに考えるところでございます。 

　降雨後の放水によりまして、通常のときより

河川水位は上がっているということは理解でき

ます。 

　その一方で、台風２３号におきまして、ダム

の洪水の調節効果によりまして、平田山田地区

を初めとした中筋川流域において、堤防の決壊、

それから越水等の被害を防ぎまして、被害の拡

大を逃れたという面は評価する必要が、一定あ

るんじゃないかとは思います。 

　しかしながら、山田地区などの内水被害は見

過ごすことのできない重大な事態でございます。 

　まず、山田平田地区の内水被害を軽減さすた

めには、流域全体の河川管理各機関に被害の状

況を認識していただきまして、今後の対応策を

検討していくというためにも、それぞれの方々

が集まっていただく場が必要ではないかという

ふうに思っておりまして、これはダム関係に限

らず、国、県、市、この市域においていろいろ

な国や県が事業をしております。こういったこ

との連絡調整も含めまして、実は、去る１月３

１日に、中筋川総合開発工事事務所を含めまし

て、中村の河川国道事務所、それから中村土木

事務所、宿毛土木事務所と当市のものが、合計

２９名にもなったわけでございますけれども、

連絡調整会議を開催いたしました。 

　その会議の中で、沖本議員が指摘しているこ

とや、地区からの要望を受けているということ

を、地元の立場から、直接、伝えて協議してい

ただきますので、ご理解をいただきたいと思い

ます。 

　この場で特にこれが原因である、あれがこの

とおりであるという確定したものは出ているわ

けではございませんが、引き続き、沖本議員の

指摘のものにつきましても、いろいろな調査を

していくということになっております。 

　それから、先ほど４点ほどの質問があろうか

と思います。この会議の中でも、一応、協議し

た事項でございます。対策には期間もかかり、

調査も必要でございます。各関係機関がどのよ

うなことができるかは、今後、協議検討するこ

ととしておりますので、ご了解も願いたいと思

います。 

　まず、１点目に、ダムと内水洪水の関係を調

査し、その内容を住民に説明すべきではないか

ということでございます。中筋川総合開発事務

所では、ダムと内水洪水の関係には、データが

必要でありまして、調査を行うための水位計を、

山田サイドに設置することを検討しております。 

　また、現在、地区の役員会等で要請があれば、

地元に出向いて説明も行っておりますので、調

査資料が整った折は、地元の総会等の場をお借

りしまして、説明会を開くよう、お願いもして

おります。 

　次に、洪水期には、ダムの水位を下げておい

て、洪水調節容量として、準備をしておくこと

につきましては、ダムの運用等の関係もありま

すが、何かよい方法はないかということで検討

をしていただくようにお願いもしております。 

　それから、３点目、４点目にございますが、

長尾地区住宅浸水対策として、ポンプの設置、

それから国道５６号線の逆流防止の組み立てゲ

ートを油圧式に改修をすることにつきましては、

国道沿線の長尾地区への浸水を防止する既設の

落とし込みの堰板を改良しまして、浸水した水
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を強制排水するポンプの設置ということでござ

いますが、協議会の中でも、非常に困難な問題

でございます。ということで、まずは山田排水

機場の早期完成に向けて取り組んでいくという

ことになっております。 

　ゲート関係を油圧式にするとか、フラップと

いうふうなお話もございましたが、この面につ

きましては、水流とか、いろいろな専門的な知

識が、私は必要じゃないかと思っております。

これにつきましては、専門家の方の検討を待つ

ことにしたいと、このようには思っております。 

　それから、私も委員になっておりますが、先

ほど、沖本議員も触れられておりました、中村

河川国道事務所主催の中筋川流域委員会という

のが、３月７日に開催されました。 

　私、その日はちょうど合併の会議がございま

したので、出席することはできませんでしたが、

報告を受ける中で、委員となっております山田

地区長が、地域の冠水状況を、出席の皆さんに

説明するとともに、要望等もお願いしまして、

委員の皆さんからも、中筋川流域の冠水対策に

対するいろんな意見が出ておりまして、冠水被

害について、認識していただいたのではないか

というふうな報告も受けております。 

　今後、専門的な先生方も、この委員会にはお

られます。この委員会でも、冠水対策について、

取り組んでいただくよう、要請をしてまいりた

いと思います。 

　ちなみに、それまでそのような冠水対策につ

いてのお話は、ここでは余りなされなかったと

いうふうなことも聞いております。 

　それから、次に、溶融炉の飛灰の処分につい

てでございます。 

　高知西部環境施設組合の、いわゆる幡多クリ

ーンセンターでございますが、これは平成１２

年度より建設に着手しまして、平成１４年１２

月から操業開始しておるわけでございます。 

　これは、建設に向けた協議の中で、この施設

の飛灰については、管理型の最終処分場を有す

るのが、その当時、大月町と宿毛市ということ

でございましたので、大月町と宿毛市の施設で

埋め立て処分するという方針のもとに、地元の

協力をいただいて、平成１４年８月の試験操業

から、本年の２月まで、２，１２５トンの埋め

立て処分を行っております。 

　昨年４月ごろから、宿毛の環境管理センター

の浸出水にカルシウム、それから塩化物の濃度

が上昇しました。そういうことによりまして、

８月から薬品による水の処理機器の運転などに

よりまして、適正な水の水質管理をいたしてお

るところでございます。 

　高知西部環境施設組合におきましては、他の

類似施設の飛灰処理について、調査を行うとと

もに、施工者、この施設の施工者でございます

新日本製鉄に対しまして、飛灰中のカルシウム、

塩化物の取り除きや濃度を下げる方法はないか

ということ。また、宿毛市の最終処分場に溶融

飛灰を埋め立て処分すれば、維持管理や施設改

良に多額の経費が必要になることが予測できた

のではないかということ等の見解を、組合から

新日鉄に対して求めてまいりました。 

　これによりまして、新日鉄からは、飛灰中の

カルシウム源は消石灰、セメントでありますが、

これを減らすことは、排ガスの排出基準、公害

防止上不可能であるというふうなこと、また、

塩化物につきましても、法的規制はなく、溶融

過程で発生するものではなく、ごみの中に含ま

れているものであると。それから、発注仕様書

による設計値より少ない操業排出値であり、他

の施設と比較しても差異はなく、一般的な数値

である。 

　国の補助を受けて建設した管理型の施設であ

れば、法的な基準はクリアしており、問題ない

という見解が出されておるわけでございます。 
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　過日、高知西部環境施設組合の会におきまし

ても、新日鉄の対応について、論議がなされて

おります。高知西部環境施設組合の組合長から、

発注仕様書の範囲内であるとの、新日鉄の見解

について、先ほど、説明がなされまして、瑕疵

とは言えないだろうという結論に達しておるわ

けでございます。 

　今後の飛灰処理につきましては、当施設内で

の移動屋根式の最終処分場の建設、それからセ

メント工場への搬入、再資源化施設での処理方

式などを検討をしております。 

　循環型社会を積極的に実施していく中で、飛

灰の大部分を完全な形でリサイクルされる事業

所で、実績、それから安全性、今後の長期安定

的な受け入れ態勢等を考慮しまして、金属精錬

工程での再資源化処理を実施しております近隣

の施設への搬入を検討いたしております。 

　各事業所から見積もり金額、それから受け入

れ態勢の状況等を調査いたしまして、現在、ど

こが一番いいのかの選定作業をしておりますが、

処理費用につきましては、処理費、運搬費でト

ン当たり、これは推計でございますが、７万円

から８万円程度ということになっております。 

　次に、農林業の振興ということでのご質問で

ございます。 

　１つは、中山間地域等直接支払い制度は、今

回、初めてではございませんで、平成１２年度

より施行されております。当時、宿毛市でもこ

の制度の導入に向けまして、基準を定め、対象

地域を絞り、ということですが、説明会等は開

催をしていないということでございます。 

　これは、対象者の同意が得られなくって、事

業導入には至っていないということでございま

す。 

　本制度は、１２年度からの５カ年事業が完了、

終了いたしましたために、国の方から、１７年

度から５カ年の次期の対策として、事業が継続

されることが決まっておるわけでございます。 

　この制度は、農業振興地域内で傾斜地が多い

など、農業を行う上で条件の不利な中山間地域

が対象でございます。１７年度からの５年間、

農業生産活動等を継続増進し、水路、農道等の

管理活動、景観作物の作づけ等を共同で取り組

むことを、集落協定で締結する農業者に対しま

して、水田で１０アール当たり２万１，０００

円、畑で１万１，０００円程度を限度といたし

まして、交付金が交付されるということでござ

います。 

　制度自体としましては、この１２年度からの

制度と大幅な変更はございませんが、宿毛市と

いたしましては、市町村で基準が定めることが

できる、いわゆる傾斜要件の部分を緩和しまし

て、傾斜の緩い農地も対象とする方針でおりま

すので、本制度を活用して、集落での継続的な

農業生産活動に取り組む意欲のある地域に対し

ましては、積極的に推進してまいりたいと考え

ております。 

　既に宿毛市の広報で、本制度についての概要

をお知らせしておりますので、数件の問い合わ

せがありました。今後は要望のある地区で説明

会等を開催するなどいたしまして、１集落でも

多くの集落協定を締結しまして、事業導入につ

ながるように取り組んでいくつもりでございま

す。 

　次に、林業の振興につきましては、森林法に

基づきまして、宿毛市森林整備計画を作成しま

して、本市における森林の方向性を一定、定め

ているところでございます。宿毛市の面積の約

８４パーセントを森林が占め、そのうち６５パ

ーセントが人工林でございます。この６５パー

セントには、国有林も含んでおります。 

　近年、外材の輸入等による木材価格の低迷に

よりまして、林業は非常に衰退している状況で

ございます。このような状況のもとで、宿毛市
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内の林齢状況といたしましては、３６年生から

３５年生、これは８齢級から９齢級というふう

な表現をしますが、この人工林が最も割合が多

くて、今後、１０年から２０年先に伐期を迎え

ることを考慮しまして、林業行政といたしまし

ては、搬出材の流通経路の確立であるとか、林

業従事者の育成といった林産業を考えていく必

要があると思います。 

　放置林への対応につきましては、今後、ます

ますふえていくことが予想されますので、本市

はもちろん、森林組合におきましても、これは

重要な取り組み課題としてとらえております。 

　ただ、経費的な問題がございまして、現在、

放置林、不在村林にかかる補助事業がございま

せん。市単独の補助につきましても、本市の財

政状況では、非常に厳しいものがございます。

この問題は、本市だけでなくて、全国的な問題

でもあるというふうに認識をしております。 

　宿毛市に在住しない方が所有する山林につき

ましても、県、森林組合と一体的に森林整備事

業が実施できますよう、所有者へさまざまな形

で啓発はしております。 

　台帳の整備につきましても、県の指導を受け

ながら、宿毛市森林組合と協議を重ねて、早急

に対策を講じたいと考えております。 

　収入間伐等の導入及びそれにかかる作業道の

開設につきましては、既存の緊急間伐総合支援

事業におきまして、補助対象経費となっており

ますので、今後もこの事業で対応していきたい

と考えております。 

　ただ、採択要件等が森林組合、森林所有者の

意見を聞きながら変更できますが、県補助であ

りますので、県と協議をして、より利用しやす

い補助事業にしていきたいと、このように考え

ております。 

　次に、片島港の再開発の調査でございます。 

　宿毛湾港の片島地区、旧片島港と言ってもい

いのかなと思いますが、景気の低迷によります

港湾利用とか、漁獲量の減少などによりまして、

地域の活力が少し失われつつあるのじゃないか

なというふうに感じております。また、宿毛佐

伯間のフェリー航路につきまして、将来、片島

から池島への移転が計画を、一応、されている

ということでございます。 

　旧片島港区につきましては、そのあり方につ

いて、今、大きな転換点を迎えているんではな

いかと、このように思っております。 

　こういう状況にあることから、片島地区を中

心に、賑わいを取り戻しまして、地域の活性化

を図るために、海を活用しまして、見る・食べ

る・買う・憩うというふうな場所として、これ

が総体的にフィッシャーマンズワーフというふ

うな表現でされておりますが、フィッシャーマ

ンズワーフ的な港町づくりを進めていきたい、

このように考えております。 

　この構想に基づきまして、国土交通省、高知

県との協議を始めまして、平成１７年１月から、

片島地区再開発について、実務者レベルの協議

を進めているところでございます。 

　現在、片島地区の再開発計画の策定に向けた

基礎調査を行っております。来年度は、この調

査を踏まえ、具体的な取り組みを検討していか

なければいけないというふうに考えておるわけ

でございます。 

　この調査の実施者につきましては、国の方、

それから高知県との協議の中で、国の方で一定、

やっていただくというふうなことで進んでおる

わけでございます。 

　これと並行しまして、港の賑わいを取り戻す

ための取り組みでございますが、これも、国土

交通省が進めておりますみなとオアシス制度と

いうのがございます。みなとオアシスでござい

ます。この登録手続を進めているところでござ

います。 
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　この制度は、港を地域交流の拠点に地域活性

化を支援するという制度でございまして、みな

とオアシスの登録によりまして、国土交通省の

ホームページ、各種のパンフレットによります

ピーアール活動、それから施設利用の規制緩和、

ハード整備の優遇措置などが受けられるように

なると、このような制度でございます。 

　国土交通省、高知県の協力を得ながら、この

制度を活用しまして、港湾施設を活用した一次

産品市場の開設であるとか、イベント、それか

らマリンスポーツ等の体験学習の開催、そうい

うものとか、都市部との交流とか、地場産業や

観光の振興を図りたい、このように考えておる

ところでございます。 

　この制度につきましては、平成１７年度に仮

登録、翌年度には本登録を予定しておりまして、

現在、手続を進めているところです。 

　この片島地区再開発計画とみなとオアシスの

登録によりまして、片島地区を中心とした、賑

わいのある港まちづくりを進めていきたいと、

このように考えておるところでございます。 

　以上でございます。 

○議長（西郷典生君）　教育長。 

○教育長（嶋　統一君）　教育長、１０番、沖

本議員の教育行政における総合型地域スポーツ

クラブの設立について、お答えをいたします。 

　総合型地域スポーツクラブについては、いつ

でも、だれでも、気軽にスポーツを楽しむこと

を目的に、現在、全国で約１，８００のクラブ

が設立をされ、高知県内でも５つのクラブが設

立され、それぞれの特色を生かした活動が行わ

れております。 

　宿毛市におきましても、現在、体育協会やス

ポーツ団体等によって、各種の大会が実施され

ておりますが、競技大会がほとんどであり、ス

ポーツをしたくても、一定の競技レベルになら

ないと参加しにくいといった声もあり、スポー

ツ人口の増加を目指すには、気軽にスポーツに

親しめる環境づくりが重要な要素になってくる

のではないかと考えております。 

　そのためには、総合型地域スポーツクラブを

設立し、子どもからお年寄りの方々まで、生涯

にわたってそれぞれのスタイルに合わせ、気軽

に参加ができるスポーツ教室や、イベント等の

実施も必要になってまいります。 

　そこで、宿毛市においては、宿毛市体育協会

と協議しながら、市内のスポーツ団体の代表者

会議で、取り組みに対する意思の統一を図り、

さらに８人の代表者からなる準備会を構成をし、

申請書の原案を作成をした結果、仮称「宿毛ス

ポーツクラブ」代表者　倉松一夫名で、平成１

７年度からの支援を得るための申請を、現在、

高知県体育協会を経由して、日本体育協会に対

して提出をいたしておるところでございます。 

　この事業につきましては、年間、最高で３０

０万円の委託金が交付され、２年間の継続によ

って、その間に総合型地域スポーツクラブの組

織化、定着化を図り、将来はスポーツクラブの

会員による会費収入等によって、自主運営がで

きるクラブを目指すものであります。 

　この３月末には、その採択結果が届くことに

なっており、許可をいただきますと、宿毛市体

育協会を中心として、２年の準備期間中に住民

アンケートの実施や、先進クラブの視察、また

各種スポーツ教室やイベントの開催等を行い、

宿毛市の実態に沿った総合型地域スポーツクラ

ブを目指し、平成１９年４月の設立に向けての

取り組みに対し、積極的な支援をしてまいりた

いと考えております。 

　また、平成１４年度のよさこい高知国体を契

機に、市民のスポーツに対する意識も向上し、

一方では、運動総合公園の施設整備の充実も図

り、関係団体の協力をいただきながら、サッカ

ーや陸上競技等の四国や西日本規模の大会の開
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催を初め、キャンプやスポーツ合宿等の積極的

な誘致による地域の活性化を図ってまいりたい

と考えておりますので、各種スポーツの推進に

ついて、ご理解をいただきますよう、よろしく

お願いをしたいと思います。 

　以上でございます。 

○議長（西郷典生君）　１０番沖本年男君。 

○１０番（沖本年男君）　１０番、再質問をい

たします。 

　まず、山奈平田地区の洪水被害と中筋川ダム

の関係等における市長の認識について問うた、

そのご答弁がございました。 

　私の方が、ダムが洪水を助長しているという

端的な言葉であらわしたものですから、非常に

その点が強くのどにひっかかっているんじゃな

いかと思うんですけれども、私は決して、ダム

によって、全体として洪水を助長しているだと

か、どういうんだとかいうことを言ったんでは

なくて、ある洪水の前半には、大変大きな役割

を果たしてますよと。これはもう、当然のこと

で、皆さんが認めていることでございます。 

　ところが、頻繁に発生をしております内水洪

水との関係においては、それは偶然、その洪水

の状況が、今回の２３号では大体、そういう形

になりましたけれども、堤防を越すか越さない

か、こういう時には、このダムが非常に大きな

役割を果たしているわけでございますけれども、

このダムができて以降６年間に、先ほど言いま

したように、４０数回の内水洪水が発生をして

おりますけれども、この中で、堤防の決壊の恐

れがあったという洪水は、２回か３回だけでご

ざいます。あとは、堤防を越水する、あるいは、

当然ですが、破堤する心配のない洪水もたくさ

ん発生しております。 

　この５回の国道冠水、ダムができた後の、こ

のときの冠水状況の中でも、全く堤防破堤とは

関係のない、河川の水位がもっともっと低いと

ころにおいて、発生しているから、私はこの問

題について、何回も何回も質問をしているわけ

です。 

　河川内における水位を、堤防、いわゆる洪水、

破堤、越水に関係ないところで、幾ら河川の水

位を下げても、そういう河川自体の心配はない

わけですから。しかし、そのたんびに内水には

影響を与えているということが、この間、出て

きているからであります。 

　この堤防を破堤する効果というのは、破堤を

防止する効果というのは、大雨が発生をして、

大洪水が発生して、いわゆるピークに至るとこ

ろまで、その心配があるわけです。 

　そして、もう一方では、今度、降水がやんで

から、この河川の水位は当然、下がっていくわ

けですけれども、この洪水の下がる時間が、速

度がこのダムの放水によって影響されているん

ではないかということでの、私は助長という意

味を使っているわけで、その辺については、ご

理解をしていただきたいと思うわけでございま

すけれども。 

　その点について、私は私なりに自分の資料を

つくって、執行部にも、あるいはいろんな方々

にお渡しして、その判断を仰いでいるところで

ございますが、その、どれ程下げているかとい

うのは、先ほど言いましたように、ダムの管理

者であったり、中筋川の総合開発事務所の中で

も、この関係についてのデータがないというこ

とが、この間の流域委員会の中で明らかになり

ました。 

　ですから、急遽、水位計を設置するというこ

とが言われ始めたわけでございますけれども、

何回も私が、この平成９年ごろから指摘してお

りますけれども、ダム事務所は内水の引くがに

ダムがあるために、河川の水位が下がるから、

内水がしやすくなる。だから、内水洪水にも役

に立っているという回答をしておりました。 
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　ところが、あの山田地域の内水の被害という

のは、もう河川の水位が６メートル、７メート

ルになったら、もう全部冠水するわけです。で

すから、そういう洪水、その辺の状況があるわ

けですから、常に内水被害が発生しているとい

う関係になります。 

　このことを、私は調査もして、きちんと住民

に説明するべきだということで、ずっと取り組

んでおります。 

　市長は、これに対して、確かにそういうこと

が危惧される部分はあるけれども、実際にどれ

だけ影響を与えているのかということは、これ

からの調査で確認をしたいというふうな方向で

の答弁であったと思います。 

　この辺のことが、早急な形で必要なわけです。

なぜならば、もしこのことによる影響が、内水

の被害に関係があると。ダムの時間がおくれた、

放水によって影響があるということになれば、

同じ型のダムが、次に横瀬川ダムとして、計画

をされております。 

　ダムがつくられた以上、もうどうしようもご

ざいませんので、この関係が今の実態の中から

明らかにしていただいて、このことが、私はわ

かるようになるまで、横瀬川ダムについても、

再検討すべきではないか。あるいは、ダムの構

造等についても、再検討する必要があるんじゃ

ないかという位置づけで、できるだけ早く、こ

のダムの放水と内水被害の関係を調査していた

だきたいということで、幾度も質問しているわ

けで、初めて市長が、今までの質問とは少し違

いまして、そういうダムの放水が内水洪水にお

ける影響を与えている、その可能性はないでは

ないという答弁でございましたので、ぜひとも、

今後、積極的に調査をしていただいて、その認

識を明らかにしていただきたいと思います。 

　私の調査では、あの河川で、大体、内水が国

道くらいのところまで浸水をしている状況のと

きの河川の排水可能な水位の中で、中筋川ダム

の放流による水位アップは、５０センチ以上あ

ると、私は自分なりにはじいております。その

辺の、５０センチという数字が、これは１２月

議会でも指摘しましたけれども、１０センチ引

くのに１時間もかかっている中筋川の河川水位

の低下速度でございますので、５時間、６時間、

４時間、５時間という内水のシャットアウトし

てしまった、ゲートで締め切った内水に与えて

いる影響は、非常に大きなものが、私はあると

思いますので、その辺について、もう一度、市

長の方で、私の今の質問に対して、思うところ

があるんでしたら、その認識についてご答弁を

いただきたいと思います。 

　今後、このことについての関係住民への説明

会ですけれども、９月議会では、早急にそうい

う対応をしていただけるということでございま

したけれども、第一、河川の管理者であったり、

ダム管理者の中に、事務所の中に、このような

ことを比較検討をする資料がないということで、

これからきちんとした水位を調べて、この内水

とダムの放流、放水との関係を調査するという

んですから、非常におくれさがした形で、関係

住民にとっては、本当に大変なことであるわけ

ですけれども、軽視されてきた実態がこういう

形の中にも、私は明らかになっているんじゃな

いかと思います。 

　ですから、今後、このような調査を早急に、

急いでいただいて、住民に対しての報告をして

いただきたい。 

　さらに、流域委員会の中で、山田の区長さん

が主張しておりました流域委員会の中に、平田

の委員がいないのはどうしてかと。ぜひとも入

れていただきたいということで、要望もありま

す。芳奈の区長もということがございましたけ

れども、これは山田の区長さんが、山奈という

形で出ております。私が一応、支部長という形
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にはなっておりますけれども、非常に関係の深

い山田の区長さんがなっていただいていること

で、それはそれで、私はいいと思うわけですけ

れども、ぜひとも、そういう形についても、行

政の方から提案もしていただいて、ご支援をい

ただき、できるだけ、この間の流域委員会のよ

うに、今まで内水とダムの関係がほとんど語ら

れたことがなかったという現状の中で進んでき

た、このダムの関係、あるいは中筋川流域の開

発計画、非常に地域の直轄地域ではない山田や

平田の皆さんの実態と離れた形で開発計画が進

んでいるということが明らかになったわけでご

ざいますので、その辺について、行政としても、

今後、積極的な対応をしていただきたいと思い

ます。 

　具体的な施策についても、これについても、

いろんな調査もされてない中で、即実施すると

いうことについては、難しい面がたくさんある

ということは承知をいたしております。 

　ただ、先ほど私、きょうになって提案をしま

したけれども、そのフラップゲート、いわゆる

逆流防止弁ですね、これのついたゲートを設置

してはという提案をしました。それについて、

非常に管理上、問題もあるという話も、執行部

の方からもいただいているわけでございますけ

れども、私は、やっぱりこういう洪水のときに、

ゲートの管理者が迅速にその洪水に対応する形

で動いていただくというのが、非常に大事なこ

とでございますけれども、なかなか、これはも

う夜中最中に起きることでございますので、あ

のような大暴風雨の中で、そこで待機して待っ

ているわけにもいきませんし、非常に困難な中

で、排斥場の管理をしていただいているわけで

ございますが、できればその水門の、できれば

ということではなくて、水門のゲートを、フラ

ップゲートがだめならば、いわゆる電動式によ

りまして、電動で現在、水門は動くようになっ

ておりますが、内外の水位差を測定をして、自

動的に河川と内水の差ができたときには、排水

を始めるというふうな原理に基づく、私は水門

を設置していただきたいなと。 

　これが、私は非常に大きな効果が出るんじゃ

ないかというふうに思ってます。その辺につい

ても、強く、関係行政機関の方に要望をしてい

ただきたいと思います。 

　ダムについては、そういう形で、またさせて

いただくことといたしまして、続きまして、溶

融飛灰についてでございます。 

　当時、あの溶融施設を設置するときの一番の

目的は、私どももそうでございましたけれども、

ダイオキシン対策というのが、もう念頭にずっ

とありまして、確かに溶融飛灰の中にさまざま

な重金属が含まれるんではないか、予想しない

物質が混入するんではないかとかいう危惧もご

ざいましたけれども、何よりもダイオキシンの

排出基準というのが念頭にありまして、それを

クリアする施設ということで、非常にこの視野

が、私どもも狭くなっていたきらいはあるわけ

でございますけれども、私も。 

　そういう点で、直接高温溶融炉、これを運用

するに当たっては、石灰石を混入して、ダイオ

キシンの発生をできるだけ抑えると。いわゆる

塩化物をカルシウムと結合させて、できるだけ

そういうダイオキシンの組織構造、分子構造に

つながらないようにするために、カルシウムを

入れているわけでございますけれども、これは、

決してなくなるものでも溶けるわけでもござい

ませんので、同じカルシウムとして排出をされ

ます化合物として、そうした場合、必ずこの廃

溶出水の中にカルシウム濃度が異常に高まって、

配管を詰まらせていく、こういうことが起こる

ことは当然、予測もされております。 

　当然、施設等については、このカルシウムに

ついては、予防の対応の施設があるわけでござ
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いますけれども、にもかかわらず、大月や宿毛

でもそういうプラントの被害を受けていると。

目詰まりをして、なかなか測定器が正常に機能

しないというふうな事態が発生しているそうで

ございますので、その辺のこと。さらには、こ

の水酸化イオン濃度、塩素イオン濃度、これに

つきましても、いわゆるこの水溶したときに、

イオンとしてこれが排出されるということは、

今までの宿毛の焼却炉では、分別収集をいたし

まして、プラスチックごみとか、いわゆる塩化

化合物はできるだけ燃やさないという形で処分

したために、このような飛灰の中には含まれな

い形できて、だから、この山奈の処理場からも、

処分場からも、そのような塩化イオンが高くな

るということはなかったわけですけれども、こ

れが非常に、この幡多８カ市町村から集中され

て、そこから非常に濃度の高いカルシウムを燃

焼させ、溶融さしたときにできるこの塩素化合

物、塩素イオン、こういうものが異常に高くな

るというのは、当然、予測されたはずですけれ

ども、こういうものが十分、検討されないまま

できたと。 

　そういうものが内陸部における処理場におい

ては、この排水プラントを通過していくには、

希釈水を使って塩分を薄めて、そして、これは

塩分ですから、毒でも何でもない。下流の人た

ちに心配することはひとつもないわけですけれ

ども、ただ、この濃いままで放水されるとなる

と、被害は出るわけですが、こういうことにつ

いて、非常に、希釈して放流するために、維持

経費が高くなるということが発生しているわけ

で、そのために今後、地区外にそれを搬出をし

て、再利用なり、あるいは飛灰溶融して、減量

化していくとかいう方向の中で、対応を検討し

ているわけでございますが、私はやっぱり、こ

の辺について、我々自身も勉強不足のところは

あったけれども、こういうメーカーに対しまし

て、今後の対応もございます。あこの管理運用

しているのは、そういう新日鉄、いわゆるメー

カーとの関連会社が、この維持管理をしている

わけでございますので、このような毅然とした

対応は、今後、環境施設組合として、私は対応

をすべきではないかという思いもございました。 

　そういう点で、市長としても、今後のそうい

う運用の中では、気をつけていただいて、きち

んとした対処をしていただきたなというふうに

思います。 

　よろしくお願いをいたしたいと思います。 

　農林業の振興についてでございます。その中

山間地の支払制度の問題でした。私は、１２年

度から始まったこの直接補償制度について、ほ

とんど宿毛市としては取り組まなかった中で、

新たにこういう施設を、制度をまた立ち上げる

ということの中で、どれだけ皆さんが参加でき

るかなという思いがありましたけれども、独自

に、特に水源等の農地の傾斜要件を緩和してい

くという方策が可能だということでございます

ので、これはぜひとも、この問題を、以前のよ

うな、５年前のような対応ではなくて、もっと

もっと関係地域、集落に対して、積極的な働き

かけを行って、対象可能な地域の中で、積極的

にこの制度を導入していくよう、私は求めてい

きたいというふうに思います。 

　林業につきましても、これも何度も、いろん

な形で以前からも行なわれてきていることでご

ざいますけれども、ぜひとも森林組合との関係

の中で、積極的に地域にこういう担当者を出し

ていただいて、いわゆる民間の、個人の山林所

有者に対して、利益を折半する、あるいは間伐

をする、伐採をしていく、その売上を折半して

いく、そういう形の中での森林組合が対応を進

めようとしているということを聞いております

ので、私はこの点についても、ぜひとも、もっ

と積極的な形で対応をしていただきたいなとい
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うふうに思います。 

　片島港の点については、非常にすばらしい構

想で、今後、片島地域の振興のために、そして

海の窓口としての宿毛湾港を積極的に対応して

いただいて、よりよい施策、そしてそのための

調査、やっていただきたいというふうに思いま

す。 

　教育長の答弁をいただきました。ありがとう

ございました。 

　私の方も、以前から思っていたわけでござい

ますけれども、体協というのは、やはり、非常

に大事な組織でございます。しかし、全体とし

ては、その組織構成もだんだん少なくなってき

ているということもあり、そういう競技中心と

いうことで、なかなか素人は、スポーツといっ

ても入っていけないような部分が、今までのこ

ういう取り組み、スポーツの取り組みの中でも

あったんではないかと思います。 

　そういう点で、まだまだ今後、具体的に進め

ていく中で、いろいろ岡村議員の指摘もござい

ましたように、まだ検討を十分していかなけれ

ばならない。特に、体協との関係があるのでは

ないかというふうに思いますけれども、これは、

今後の市民の健康、スポーツ、レクリエーショ

ン、そういう位置づけの中で、この運動、総合

運動公園や野球場なんかを活用しながら、積極

的に市民と一体になったスポーツ運動に取り組

んでいただきたいというふうに思いまして、非

常に期待をしながら、この行政方針を読ませて

いただいたところでございます。 

　そういう点で、よろしくお願いいたしまして、

そちらからは答弁は求めません。よろしくお願

いします。 

　以上です。 

○議長（西郷典生君）　市長。 

○市長（中西清二君）　沖本議員の再質問にお

答えいたします。 

　まず、これはもう、山奈平田地区の冠水対策

ということに絞らなきゃいけないのかなと思い

ます。 

　被害は、市民が受けております。この対策に

ついては、我々、宿毛市としては、市民が被害

を受けることに対して、無手策ではいけない、

そういうことも十分認識しておりまして、これ

が果たしてダムによるものなのか、内水排除が

本当におくれているのが、ダムの構造上の欠陥

があるのか、そこの辺のことは、私ども調査に

まかせなきゃいけないところもございます。 

　我々にノウハウがあって、この調査が簡潔に

できるということであれば、これはすぐにでも

しなきゃいけないわけでございますが、ダムの

管理事務所なり、中筋川の総合事務所、それか

らまた、これは河川の、中筋川の緩い、何と申

しますか、勾配、それから四万十川まで流れる

水の速さ、いろんな条件、それから満潮時、干

潮時ということが重なってくるわけでございま

すので、事務所の方にも、私ども、昨年の質問

を受けたときからお願いはしておるわけですが、

なかなかさっとした対応ができなかったことに

ついては、おわびを申し上げますが。 

　この間、１月にようやく、そういう皆さんが

集まった会議ができたということが、端緒かな

というふうに思っております。この上は、水の

時期を、これからまた迎えるわけでございます

ので、できるだけ早く因果関係といったものも

調査をしていただきまして、それをいただきま

して、皆様に報告できるという体制をとりたい

というふうに思っておりますので、ご了解を願

いたいと思います。 

　それから、飛灰の件につきましても、西部環

境施設組合、ここで組合長が新日鉄にもいろん

な聴取をしていただきました。これを使う公共

団体は、すべてこの会議の中で、皆さんが本当

に重大なことだと、本当に新日鉄は瑕疵がない
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のかというふうなことも、いろいろ発言もされ

ております。このことにつきましても、我々、

本当に慎重に対応していかなきゃいけないとい

うふうなことを、もう再認識をしておりますの

で、これから宿毛の受け入れ施設の問題である

とか、これからの水の管理の問題、こういうも

のについても、慎重に対応してまいりたいと思

います。 

　それから、先ほどちょっと、私、ひとつ訂正

をさせていただきたいのが、さっき、中山間地

域支払制度で、１２年度のときに、説明会がな

されてなかったような発言をしました。これ、

ちょっと誤解をしておりまして、私の誤解でご

ざいまして、説明会を実施しておりましたので、

これを訂正して、ご答弁申し上げまして、終わ

りにさせていただきます。 

　どうもありがとうございました。 

○議長（西郷典生君）　この際、１５分間休憩

いたします。 

午後　３時００分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後　３時１５分　再開 

○議長（西郷典生君）　休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

　７番菱田征夫君。 

○７番（菱田征夫君）　７番、一般質問を行い

ます。 

　昨日、きょうと同僚議員が熱心な質問をされ

ましたので、私はただ１点だけに絞ってやりま

すので、よろしくお願いいたします。 

　市長就任以来、宿毛観光汽船の倒産、６回に

及ぶ台風の襲来、大月町、三原村との合併の問

題、財政状況が大変厳しい中での予算編成、ま

た、先日のくろ鉄の問題など、大変ご苦労さま

でございます。 

　今、地方経済は長期デフレ不況、地方への補

助金の大幅カット、公共事業激減によって、急

速に衰えております。この衰退をとめるには、

大幅な公共事業が必要であります。公共事業と

いえば、すぐ、今まで行ってきたような公共事

業を思われるかもわかりませんが、新たな公共

事業が必要であります。環境対策の公共事業、

食の安全対策の公共事業、防災対策の公共事業、

農林振興の公共事業、水産業振興の公共事業な

ど、新たな公共事業が必要であります。 

　ただし、依然として高速道路を必要としてい

る地方は少なくありません。数十年間の悲願達

成を目前にして足踏みをしているところも多く

あります。日本の国土が均衡ある発展を望むと

き、地方にとって、高速道路建設は、必要最小

限の事業であります。単なる失業対策なら、そ

んな公共事業はやめるべきだとも言われますが、

完全雇用は、政府にとって大切な政策目標でな

ければならない。失業を減らし、なくすること

は、政府の基本的課題であり、責任であります。 

　今の政府は、完全雇用を放棄している。最近

の失業者の増大を、単なる循環型の不況の結果

と見るのはおかしい。政府の誤った政策の結果

である。政府は、失業対策を講ずるべきであり

ます。 

　本来、日本の今までの政策としては、不景気

なときほど公共事業を起こし、みんなにお金を

回し、税収を上げさせ、そのことにより、市、

町、村もよくなり、県もよくなり、そして国が

よくなっていく政策をとっていた。 

　今の政府の行き方は、公共事業を抑えて、財

政支出を削減することを国の政策として、一番

いいやり方だと言っている。 

　また、国民もそうだ、苦しいときはみんなで

我慢しよう。節約が一番である、お金は使うな、

使うなと言う。また、マスコミが一緒になって、

節約だ、節約だと言っている。財政再建を、政

府財務省だけの力で行おうとしている。こんな

ことでは、いつまでたっても国はよくならない。 
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　それよりも、仕事を多くつくって、国民全体

の働きによって国の経済力の回復を図り、国民

を豊かにしていくことが、一番大切なことであ

ります。 

　地方は、現在でも重要な食料の供給基地であ

る。それなのに、全国の専業農家は後継者不足

で衰退の一途をたどっておる。食料自給率は、

ますます低下が見込まれる。保護すると言いな

がら、実質的には農家を衰退に追いやってきた

農政を見直すべきであります。 

　農業に希望が持てれば、多くの若者が農業に

従事することが期待できる。４００万人余りと

言われる定職を持たない若者が、農業に向かえ

ば、食料と失業問題に大いに明るい光が見える

ことになります。 

　公共事業の中の３割の予算を、農業の近代化

に費やし、農業機械の地域共有化や、無農薬栽

培の促進など、建設的な事業に、積極的に予算

を投入すべきであります。 

　市長の行政方針の中に、地産地消促進事業の

導入、適切な農業活動に交付金、利用権設定な

ど、促進事業により、宿毛市農業の活性化を図

っていくとあります。大いに期待しております。 

　昨日の同僚議員の質問の中で、国の政策とし

て、観光立国を目指すとありました。前知事の

ときは、観光立県を目指していた。観光立県の

ための公共事業として、伝統的な町並みの整備、

景勝地の景観と調和した橋や河川の整備、歴史

的な風土の保全、治山事業、緑地の買い取り、

風情のある道路の整備など、大いに検討すべき

であります。 

　また、田ノ浦地区にすくも湾漁協の高度衛生

管理型市場が、１０月開設を目指して、大変立

派なものができております。前水産課長のとき、

これからのすくも湾漁協を、坂出港のような漁

協にしたい。市外からも、県外からも、たくさ

んのお客さんがやってきて、魚をたくさん買っ

ていただき、漁民とともに発展していく、そん

な漁協にしていきたいというような、未来に夢

のあるお話も聞きました。 

　今、景気がいいと言っているのは、東京と名

古屋など、都会だけであります。ほとんどの地

方が、何年も何年も辛抱し、辛抱きれなくなっ

ていくのに、いまだ高い失業率。そのために、

自殺者が急激にふえています。倒産も後を絶ち

ません。仕事がない、食べられないから、犯罪

も激増しております。 

　これら社会の悪い面を克服するためにも、経

済成長をしなければなりません。このためにも、

公共事業の上積みを図るべきであります。 

　単に財政支出等を減らしさえすれば、財政再

建ができるという考えはおかしい。今の内閣と

財務省は、日本の財政が崩壊寸前にあると思い

込ませるような方向に行っている。政府が国民

の未来に不安を感じるような政策をとれば、国

力は衰える一方であります。政府保有の金融資

産を、主要国と比較すれば、２００１年、日本

はＧＤＰの８６パーセント、アメリカはＧＤＰ

の約１６パーセント、ユーロ地域は約２０パー

セントで、日本ほど多い国はありません。 

　日本は経常収支は黒字、国内貯蓄は投資を上

回っており、投資不足が財政赤字の原因であり、

効率的な公共投資と、財政投資を大幅に伸ばし

ていき、民間の投資不足を補う政策をとる必要

がある。 

　日本は、まだまだ財政能力はある。その証拠

に、日本政府は２００３年、ドル安円高是正の

名目のもと、２０兆円ものドルを買った。その

大部分は、アメリカの国債購入に充てられた。

さらに２００４年１月には７兆円、２月には３

兆円、３月には ５兆円も買った。 

　２００３年から４年の１年３カ月の間に、３

５兆円のドルを買い、その大部分がアメリカ

の国債の購入に充てられ、それがアメリカの行
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っている減税政策の財源になっている。 

　日銀は、アメリカの減税を間接的に支えてい

るのに、なぜ日本の減税を支えないか。日本政

府は、イラクの経済復興を支援しているのに、

なぜ破綻寸前の日本の地域経済を立て直そうと

しないのか。この金の一部を地方が緊急に必要

としている公共事業に回すことを検討すべきで

ある。 

　財務省や、金融庁は頑として財政再建を声高

に叫び、税金を上げ、そして福祉カットを行っ

て、国民の負担増を図ろうとしている。国民が

求めている災害対策などの公共事業を削減する

一方で、アメリカには湯水のごとく送金してい

る。 

　日本国民をないがしろにしているような政策

はやめるべきである。 

　２００２年２月１８日、東京の日米首脳会談

で、日本は米国債は売らないとの政府間の約束

がなされたとの証言もあるくらいであります。 

　イラク戦争においても、日本は後方支援と言

いながら、アメリカの艦船にただで燃料を入れ

続けている。昨年のスマトラ沖地震にも、膨大

なお金を援助している。アメリカに送っている

資金の半分、いや３分の１を地方に回せば、そ

れだけで地方は生きる。 

　地域住民にとって、何が最も必要かは、地方

自治体は十分知っている。研究している。今の

政府の地方切捨て政策のために、地方経済は泥

沼状態に陥っている。 

　しかし、反面、地方には古きよき日本、自然

とともに、ゆったりと、おおらかに生きようと

する、そんな傾向も芽生えている。人工的な東

京のせかせかした、ささくれ立った冷たい空気

とは正反対の温かい空気が吹き始めている。 

　この方向を促進するためにも、自然環境保護、

農業改善、社会資本の整備が必要である。 

　先日３月５日に、高知市におきまして、片島

中学校出身の同士会が行われました。その同期

生の話を聞きますと、私は３人の子どもを育て

た。高校卒業までは高知にいた。大学は東京と

京都へ行った。学費と生活費で１人１年３００

万はかかる。４年で卒業するまで１，２００万

かかる。３人合計で３，６００万になる。僕ら

は倹約、倹約の生活をして子どもを教育する。

彼らは東京で職を得、人生の伴侶を得て東京で

生活する。そこで税金を納めている。 

　全国の親らが、みずからの生活を厳しく厳し

く、倹約、倹約しながら子どもを教育している。

その子どもたちは東京で生活し、東京で税金を

納める。東京の繁栄に随分貢献している。それ

なのに、地方が高速道路をつくってくれと言え

ば、東京の連中は、むだな公共事業に税金を使

うなという。おれらのところには高速道路が要

るろがや。 

　おららあもこの年になって、片島に帰りたい

ぜよ。兄弟らとも会いたい、お前らとも遊びた

いぜよ。けんど、子どもたちがみんな東京じゃ、

大阪で暮らすけん、ここにおっちゃらんといか

んがよ。片島は遠いでという。高速道路さえつ

けば、片島に帰る時間も早くなる。宿毛におっ

ても、高知市に勤めに行けるようになるかもし

れん。観光客もふえる、宿毛には咸陽島や沖の

島、松田川だの、たくさんの自然がある。歴史

的人物の宝庫がある。早く道路がついてほしい

ものだ、という話があったり、僕は２人の子ど

もを育てた。兄弟のうち、弟だけでも大学へ行

けや言うち。おらと長男が必死になっち生活を

切り詰め、血の出る思いで大学へ進学させ、東

京に就職し、そこで生活し、税金を払う。地方

出身者の血の出る思いで支払う税金のほんの一

部が、その何割かを地方に返しても当たり前じ

ゃないか。 

　地方から出た者が、みんな自分の里のことを

忘れてもうちょるわけじゃないろににゃあと、
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というような話が出たり、おれはせっかく息子

が帰ってくれ、自分の仕事を任せられるように

なった。嫁も迎え、これからおれのしたいこと

をし、のんびりと過ごせると思ってた。それが

最近じゃ、売上が伸びるどころか、逆に下がり

だして、息子と娘に給料やったら、おれらの給

料は取れんようになった。取れんだけならええ

けんど、せっかくためていた定期を時々崩して、

会社に充てにゃあならんようになった。もうな

んともならなあやとか、建築設計をやっている

友達は、おら、息子を大学に行かせて、２級建

築士までとった。帰ってきようとしていたが、

おら帰るな言うた。家を継がんでええ。宿毛に

帰ってきても仕事はありゃせんぞ。わしゃ事務

員の１人も雇えんようになったがぜよと、同士

会がぐちのこぼし合いになってしまいました。 

　高知県は、ますます衰退していると思う。改

革、改革と言って、全く産業の発展に目を向け

ていない。観光に力を入れ、外貨を稼ぐ方向に

も、全くいっていない。産業も、以前はもっと

よかった。現在では、全国で最下位である。学

力も最下位である。 

　学力も悪ければ、体育だけでもよいかと思え

ば、体育もよくない。せっかく国会議員や県会

議員が予算を獲得してきても、今は要らないと

か言って予算を返してしまったなどと聞く。 

　官官接待もだめだ。これによって、高知市内

の料亭が随分潰れた。タクシーの運転手も仕事

がなくなった。その料亭が買出しに行っていた

各商店がだめになった。行き過ぎた官官接待は

だめだけれど、ある程度のことは必要だと思う。 

　お互いの顔つなぎ、人情のつながりも必要だ。

それによって、本当に何が必要かがわかるはず

だ。 

　そして、高知県の財政は破綻寸前だと、大々

的に報道する。そして、賃金カットをする。県

民もそうだ、そうだ。苦しいときには我慢しよ

う。節約だ、節約だと言う。しかし、県庁の職

員やみんなが金を使わない、節約だ節約だと言

ったら、物は売れない、会社も売れない、各商

店も売れない、ガソリンスタンドも散髪屋もタ

クシー会社も、スナックも、みんなが売れなく

なる。 

　それによって、各自治体が税収が上がらなく

なります。市や町村がだめになり、県がだめに

なる。 

　３月２日の高知新聞の社説に出ていた。雇用

情勢は引き続き、改善傾向を示した。１月の完

全失業率は約、６年ぶりの低水準となった昨年

１２月と同じ ５パーセントだった。完全失業

者数は２０カ月連続で減少し、就業者数は３カ

月ぶりの増加となった。 

　特に今回の改善は、本県の足踏みを際立たせ

る。都道府県別の２００４年平均完全失業率は、

３９都道府県が改善した。しかし、高知県は悪

化幅が最も大きかった。 

　また、全国の１月の有効求人倍率は、前月比

０１ポイント上昇した、 ９１倍だったが、

高知県は ４４倍にとどまっている。極めて厳

しい状況が続いている。 

　雇用環境の厳しさは、一方で人材の育成にも

影響を与え、高知県の産業基盤をさらに弱くす

る恐れがある。企業の前向きな姿勢がかぎであ

り、産業育成への施策を重ねながら、着実に足

腰を強くしていく必要があると書かれておりま

した。 

　県が県民に不安を与えるような政策をとって

はだめなんですよ。宿毛市の自民党議員は、毎

年、そのように県に陳情に行く。高松の国土交

通出張所にも陳情に行き、東京の国土交通省に

も陳情に行く。 

　昨年、初めて中西市長と一緒になった。例年

は第３区の国会議員が一緒に回ってくれるのだ

が、今回は都合がつかず、どうしたものかと思
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っていたが、市長がてきぱきと、各部署を回り、

どこに行っても部長や課長が懐かしげに中西市

長を迎えてくれ、対応してくれている。 

　その姿を見て、実にたのもしく見えた。 

　また、各課長さんたちの話を聞くと、こんな

に陳情に来てくれるのは本当にありがたい。い

ろいろな事業のカットの中で、自分たちが本当

に、ここにこんな予算をつけてよかったのか、

迷うことがある。あなたたちがこのように来て

くれて、自信がついたと言ってくれる。県庁に

しても、高松にしても、宿毛さんみたいに熱心

に陳情に来てくれるところは、よその自治体は

そうはないんですよと喜んでくれる。 

　昨年１１月５日、国土交通省のＯＢが、中西

市長を訪ねて２７人も国民宿舎「椰子」に来て

くれる。いろいろと交流ができた。 

　このように、市長は国土交通省などに大変人

脈がある。この人脈が人脈を呼んで、宿毛佐伯

フェリーが再開できたようにも思える。 

　これによって、防波堤の工事が始まり、宿毛

市は随分助かった。この市長の人脈を使って、

大いに宿毛市にいろいろな公共事業を取ってく

るような政策をとるべきだと思う。 

　私たち自民党議員も、いつでも陳情に行ける

準備ができている。そして、大いに元気都市宿

毛の発展のため、国の事業や補助事業を積極的

に導入すべきと思うが、市長はどのように考え

ているか、お聞かせいただき、１回目の質問を

終わります。 

○議長（西郷典生君）　市長。 

○市長（中西清二君）　菱田議員の一般質問に

お答えを申し上げます。 

　いろいろと、たくさんのご提言をいただいた

り、解説をいただいたりということで、本当に

ありがとうございます。 

　最後の方での話で、人脈を使って公共事業を

取ってこいということもございました。 

　おっしゃることはほとんどそのとおりではご

ざいますが、一応、公共事業関係、宿毛市では

まだまだ、インフラ整備というものはおくれて

いる状況でございます。私ども、官庁にいる者

としましては、市民の生活、特に市役所という

立場におきましては、市民の生活に密着した公

共事業を、ぜひ推進していかなきゃいけない。 

　いろんなお話の中に出ておられました、都会

では景気が非常に回復しているということです

が、景気の悪いのは、地方に早く来ますが、景

気のよくなるのは、非常に地方にとっては遅く

なるというのが実情ではないかなというふうに

思います。 

　そしてまた、都会での公共事業と申しますか、

いろいろな建物であるとか、インフラ整備とい

うものが、都会ではたくさん、本当に完備され

ているんですが、人口がふえてくるに従って、

まだまだそれに対して、倍の、倍倍の公共関係

のインフラ整備がなされるということで、地方

に来るものが、非常に遅くなってると申します

か、地方のインフラについては、ちょっと目が

向いてない部分もあるんじゃないかなと、こん

なことも感じているわけでございます。 

　いろいろな公共事業ございます。菱田議員ご

指摘の、私ども、ここ宿毛市を観光として売り

出すためには、観光客の受け入れ施設、そうい

うものもインフラ的に整備しなきゃいけない。

都会の観光客の方がお見えになったら、その受

け入れ施設、例えば沖の島を、非常に風光明媚

なとことして売り出すということも、我々、考

えておるわけですが、まだまだ、何と申します

か、例えば受け入れ施設の旅館とかが、まだ少

ない。そして、その旅館に対する下水道関係で

あるとか、水道の施設も、かなり老朽化してい

るとか、そういう部分もございます。 

　そしてまた、市内におきましても、下水道が

今、ようやく緒についたところというふうな感
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じで、この家庭への引き込みが、まだ補助とい

う形でないものですから、個人の負担が非常に

大きいということから、下水道の整備が順調に

進んでいかない。加入率が非常に少ないとか、

いろいろなハードルが高いというようなものも

ございます。 

　幸い、フェリーが通じたおかげで、港湾の必

要な防波堤は工事にかかることができました。

こういった工事にかかることによりまして、雇

用の問題も、少しずつ、これにかかる方々もで

きつつあるというふうなところでございます。 

　菱田議員おっしゃるとおり、その公共事業、

我々の必要とするインフラの整備につきまして

は、やはり、都会からと申しますか、必要な国

の資金というものも、ぜひこれは活用しながら、

我々の財政力以上のものが、国のお金、そして

また、県の補助と、そういったものをぜひ、引

っ張ってきた形での、我々の生活に必要な公共

事業をやっていかなきゃいけない、こういう認

識は持っておるわけでございます。 

　個別に言いますと、たくさん、いろんなもの

がございます。大きなことは言えませんが、高

速道路のような形でもなく、市内の隅々に行き

ますと、まだ道路の整備状況が非常に悪いとこ

ろがございます。非常に、この市道と申します

か、そういったところにつきましては、でこぼ

こ道がありまして、足の悪いお年寄りの方々が

歩きますと、これで転ぶ恐れがあると、そうい

ったところに回すお金が、なかなかまだ我々の

方にはない。 

　こういった隅々にまで行く、そのインフラ整

備というものが、我々にとっては、必要であろ

うというふうに思っております。 

　これからも、議員の皆様にも、ぜひご協力を

願いまして、国の有利な交付金制度であるとか、

いろいろこの三位一体の改革で、補助事業とい

うものが、交付金事業というものに変わったり

しております。このかわり目のときに、いろい

ろな制度を勉強させていただきまして、ぜひ、

この必要な公共事業に充てていきたいと、この

ように思っている次第でございますので、よろ

しくご協力も願いたいと思います。 

　以上でございます。 

○議長（西郷典生君）　７番菱田征夫君。 

○７番（菱田征夫君）　市長の公共事業に対す

る前向きの答弁もよくわかりました。 

　また、先ほどの同僚議員の質問によりまして、

みなとオアシスの登録により、片島地区の発展

を望むということもわかりました。 

　ただ、私が言いたいのは、ちょっと、今、中

村宿毛線、全長２ ２キロ、２１年の完成を目

指すと、市長の施政方針の中で述べております

が、これを、いつも大体、その期限を切りなが

ら、延ばすのが、予算がつかないとか言って延

ばすのが当たり前になっておりますが、これを、

市長のおかげで２０年にできたぞというふうに、

早く完成するように、またお願いしたいと思い

ます。 

　以上で質問を終わります。 

○議長（西郷典生君）　これにて一般質問を終

結いたします。 

　以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

　本日は、これにて散会いたします。 

午後　３時４３分　散会 
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３　出席議員（１８名） 
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　　　企画広報課長　　小　松　宣　男　君 
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小　野　正　二　君
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午前１０時０２分　開議 

○議長（西郷典生君）　これより本日の会議を

開きます。 

　この際、議長から報告いたします。 

　本日までに陳情１件を受理いたしました。 

　よって、お手元に配付してあります陳情文書

表のとおり所管の常任委員会へ付託いたします。 

　日程第１「議案第１号から議案第５７号ま

で」の５７議案を一括議題といたします。 

　これより質疑に入ります。 

　質疑の通告がありますので、順次、発言を許

します。 

　６番寺田公一君。 

○６番（寺田公一君）　おはようございます。 

　６番、質疑をいたします。 

　私の問いますのは、議案第１４号別冊、宿毛

市一般会計予算であります。主に主要施策を中

心として質疑していきますので、簡潔に、わか

りやすいご説明をいただきたいと思います。 

　それでは、順次、質疑の箇所を言っていきま

すので、よろしくお願いします。 

　まず、ページ５５ページ。５５ページの２款

１項３目１３節の委託料、行政チャンネル番組

制作の委託料でありますが、今年度３５０万組

まれてます。どういう形で行政チャンネルの委

託をするのか、内容と、今まで私も一般質問等

で何回か提案してきたことですが、やはり内容

を充実していかないと、なかなか契約、ＳＷＡ

Ｎの契約も伸びていかないじゃないかというこ

とを提案してきた経過がありますので、もし新

しい事業を入れようとすることがあれば、また

ご説明をいただきたいと思います。 

　次に、５７ページ、２款１項７目の８節、地

域づくりアドバイザー事業報償費という形で出

てますが、主要施策の中には、３０万の予算を

計上してますが、どういう形で、どのような事

業を行いたいのかをご説明していただきたいと

思います。 

　次に、６４ページ、２款１項１６目の１９節

の中にあります宿毛市みんなで備える防災対策

補助金７５０万ですが、自主防災組織に対する

資機材の整備等に助成をしようというように聞

いておりますが、主に、どういう、どこのあた

りの組織に補助しようとするのか。また、組織、

事業内容を説明していただければいいと思いま

すが、よろしくお願いしたいと思います。 

　次に、同じところの宿毛市木造住宅耐震改修

事業費補助金３００万組まれてますが、これは

補助対象の選定を、どのようにしていくのか。

また、１戸当たりの補助額をどのような形で決

定していくのかをお聞きしたいと思います。 

　次に、６５ページ。２款１項２２目の１９節、

高知県西部ボランティア・ＮＰＯネットワーク

補助金というので２８万５，０００円が組まれ

てますが、事業内容等、補助対象先をお願いし

たいと思います。 

　次に、８２ページ。３款２項４目８節報償費

で、次世代育成支援行動計画策定委員会の委員

報償費という形で２５万が組まれておりますが、

計画の内容と委員構成等内容をお示しいただき

たいと思います。 

　次に、９２ページあたりだと思うんですが、

主要施策の中で、スリムサポート教室というの

がございますが、多分、これは老人保健費の方

で予算を組まれていると思うんですが、１９万

を主要施策の方で組まれてますが、この事業目

的と内容、それと予算の配分等について、お聞

きしたいと思います。 

　次に、１０３ページ、５款１項３目の１９節、

これは負担金補助金及び交付金のところで、す

くも夢いっぱい会の補助金として１３１万５，

０００円が組まれてますが、この事業内容と、

補助対象先、また補助率について、わかればお
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願いしたいと思います。 

　次に、１１０ページ、これの５款３項２目１

９節の、これも補助金及び交付金の部分ですが、

宿毛市漁業就業支援事業費補助金ということで、

９０万の予算が組まれてます。この事業内容を、

まずお聞きしたいと思います。 

　次に、１１４ページ、これの６款１項２目１

７節に、公有財産購入費として小野梓記念公園

の用地購入費が２，０００万組まれてます。こ

れは、収入の４０ページにあります寄附金を受

けての事業だと思いますが、この、どこから寄

附をいただいたのかと、今後の公園の整備計画

がわかっていれば、説明していただきたいと思

います。 

　続きまして、同じページの６款１項２目１９

節の補助金の部分で、集落活動支援事業補助金

として３５万円、その次の中心市街地活性化事

業補助金として１００万円を組まれてますが、

この事業内容をご説明していただきたいと思い

ます。 

　次に、１１６ページ、６款１項５目の１９節

にあります、これも主要施策でありますが、沖

の島アドベンチャーラン事業費補助金というこ

とで１００万円を組まれてます。これの事業内

容と、わかれば事業の開催時期等もご説明でき

ればお願いしたいと思います。 

　次に、それのすぐ下にありますが、大河ドラ

マ「功名が辻」の高知県推進協議会の負担金と

して４０万が組まれてますが、これの事業全体

像、全体の予算の中で、宿毛市の持ち分がどれ

ぐらいになるのかというのを、事業内容ととも

にご説明していただきたいと思います。 

　次に、１２９ページ、７款７項１目の１５節、

松田川の親水公園の整備工事費として２，００

０万が計上されてますが、事業内容、これは県

の事業で、僕はやっていると感じてたんですが、

宿毛市の持ち分がどういうところなのかを説明

していただければと思います。 

　次のページの１３０ページ、８款１項２目１

５節の工事請負費として、耐震性貯水槽新設工

事費として、１，５７０万８，０００円が計上

されてます。耐震性の防火水槽３基を設置する

予算と聞いてますが、設置場所が決まっていれ

ば、設置場所と、１基当たりどれぐらいかかる

ものなのかをお聞きしたいと思います。 

　以上で、１回目の質疑を終わります。 

○議長（西郷典生君）　企画広報課長。 

○企画広報課長（小松宣男君）　企画広報課長、

６番議員の質疑にお答えをいたします。 

　１４号別冊、ページ５５ページの２款１項３

目１３節の委託料の内容でございますが、この

内容につきましては、ケーブルテレビ放送の行

政チャンネル番組制作委託料でありまして、定

例会４回、臨時議会２回の１８１万９，０００

円と、宿毛市の行事等を文字により、一定、情

報提供をいたしております、１６８万１，００

０円でありますが、行政情報につきましては、

内容等の充実を図るべきではないかという指摘

も受けておりまして、本年の成人式を試みとし

て、動画放送をいたしたところでありますが、

１７年度におきましても、動画放送についての

取り組みを行ってまいりたいと考えております

ので、よろしくお願いします。 

　続きまして、ページ５７ページ、２款１項７

目の８節報償費、地域づくりアドバイザー事業

の件でございますが、この件につきましては、

報償費の１３万円と旅費に１７万円、計上いた

しておりまして、３０万円で取り組みを行うも

のであります。 

　内容につきましては、国の外郭団体で財団法

人地域活性センターが行っております地域アド

バイザー事業により、農業者及び夢いっぱい会

等で新たな取り組みを試みている人を対象とし

て、専門家の支援を受け、地域の特産づくりや
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バイスを受けるものであります。 

　一応、南国フルーツ関係のアドバイザーと、

物産販売アドバイザーの予定をいたしておりま

すので、よろしくお願いをいたします。 

　以上でございます。 

○議長（西郷典生君）　総務課長。 

○総務課長（岡本公文君）　総務課長、６番、

寺田議員の質疑にお答えいたします。 

　１７年度当初予算のページ６４ページ、防災

対策費の中で、７５０万の、みんなで備える防

災対策補助金７５０万の内容ということでござ

います。 

　昨年度から、各地区に自主防災組織の立ち上

げをということで、沿岸地域を中心に説明会も

開催させていただいて、立ち上げにご協力をい

ただいております。自主防災組織が、設立後、

自分たちで活動をしていく上で、どうしてもい

ろんなものが必要なと。地震に備えて必要なと

いうことで、今回、限度額を５０万といたしま

して、１５団体を想定いたしまして、資機材等

の補助をしようとするものでございます。 

　これにつきましては、県の補助金が２分の１

ということになっております。 

　もう１点、木造住宅耐震改修事業補助金３０

０万の内容でございますが、これにつきまして

は、昨年度から個人住宅の耐震化ということで、

１６年度も予算計上させていただいて、各個人

の方の耐震診断を進めてまいりました。 

　その中で、２１件診断をしていただいたんで

すが、その診断によって、どうしても補強が必

要なというところもあります。それで、診断を

した後、補強もしたいというようなことも、だ

んだんに話も聞いております。 

　そういった中、県の方も耐震診断をするだけ

ではいけないということで、個人の木造耐震に

対する事業として、限度額、１件限度額を６０

万想定いたしまして、その２分の１を補助する

という形で、県の事業も導入する中で、本年度

５戸を予定いたしております。６０万限度で県

２分の１、市２分の１、あとは個人負担という

ことでございます。 

　その事業採択の内容につきましては、申請が

出てくれば、その中も検討する中で、決定もし

ていかなくてはならないというふうに、県の補

助要綱に沿った形で選定もしていかなきゃいけ

ないというふうに考えております。 

　それから、ページ６５ページの高知県西部ボ

ランティア・ＮＰＯネットワーク補助金２８万

５，０００円の事業内容、補助先ということで

ございます。 

　近年、ＮＰＯ法人、非営利団体ということで

ＮＰＯ法人の設立が盛んになってきているとい

うことで、幡多地域におきましても、ＮＰＯ法

人を今後立ち上げて、そのＮＰＯ法人を活性化

言いますか、をしていくという意味から、その

ＮＰＯ法人を支援サポートしていくということ

で、設立をしております。 

　そのＮＰＯ法人の支援に対する事業に対して、

幡多広域市町村圏組合で一定の補助をしていこ

うということでございます。 

　そのＮＰＯ法人の活動といたしましては、Ｎ

ＰＯの普及啓発事業とか、ＮＰＯ活動の情報の

発信とか、受け入れとか、いう形でさまざまな

ＮＰＯ法人に対して、支援をしていく組織でご

ざいます。 

　その組織は、高知県西部ＮＰＯ支援ネットワ

ークということで、大方町に拠点がございます。

そこに補助をしようとするものでございます。 

　もう１点、ページ１３０ページ、消防費です

が、この中で、工事費といたしまして１，５７

０万８，０００円、耐震性貯水槽の新設工事と

して計上させていただいております。 

　この場所と１基当たりの事業費についてとい
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うことでございますが、場所につきましては、

現在、想定されておりますのが西町、山田、宿

毛駅付近ということでございます。１基当たり

の事業費につきましては、約５００万ぐらい、

５２３万６，０００円になりますけれども、と

いうことでございます。 

　２分の１補助ということで、事業を進めてい

きたいと思っておりますので、よろしくお願い

いたします。 

　以上です。 

○議長（西郷典生君）　福祉事務所長。 

○福祉事務所長（大塚　勉君）　福祉事務所長。

最後の登壇に、きょうはなると思いますので、

どうかよろしくお願いをいたします。 

　それでは、６番、寺田議員の質疑にお答えを

いたします。 

　議案第１４号別冊、８２ページの民生費児童

福祉施設費の中の報償費の中の次世代育成支援

行動計画策定委員会委員報償費２５万円につい

てでございますが、計画の内容と委員構成等に

ついて、ご説明をいたします。 

　この次世代育成行動計画策定にかかる件につ

きましては、国が、少子化が非常に進んでいる

いうことに懸念をいたしまして、この急速な少

子化の進行につきましては、社会経済全体に極

めて深刻な影響を、今後、与えるいうことで、

国は総合的な取り組みを推進するために、平成

１５年の７月に、次世代育成支援対策推進法と

いうものを制定いたしました。それが本年４月

１日から施行されることになりまして、この法

律は、２７年の３月３１日までの１０年間の時

限立法でございます。 

　この法律では、次代の社会を担う子どもが健

やかに生まれ、育成される社会の形成に資する

ことを目的としまして、行動計画の策定を、県

と全国の市町村、及び３００人以上の企業に義

務づけております。 

　したがいまして、本市でも、本年度、宿毛市

行動計画を策定しまして、市が今後進めていく

次世代育成支援施策の方向性や目標を総合的に

定めまして、子どもを持つことや育てることに

喜びを感じることができる社会の実現、次代を

担う子どもたちの健やかな成長を、社会全体で

支え、支援するなど、家庭、地域、住民、学校、

企業等の協力と連携のもと、子育て支援の推進

に取り組んでいくための計画でございます。 

　具体的な内容としましては、地域における子

育て支援サービスをどのように充実していくか

とか、保育サービスをどのように充実していく

かとか、それから、児童虐待の防止対策の充実

とか、それから、交通安全、いろいろな面に含

めて、子どもの、次世代を担う子どもの育成を

どのようにしていくかということの計画を作成

しようとするものでございます。 

　それで、計画の期間は、今言いましたように、

１０年間いうことになります。委員構成でござ

いますけれども、現在、作成してますほかの市

町村の例も参考にする中で、１５人程度を予定

をしております。 

　委員構成としましては、乳幼児の保護者とか、

小中学校障害児の保護者、それから、幼稚園と

か保育所、小学校関係者、住民代表、行政等を

想定しておりまして、報償費２５万につきまし

ては、このうち８人ぐらいを報償の対象になる

方をお願いしようということで、２５万円計上

させていただいておりますので、どうかよろし

くお願いいたします。 

　以上でございます。 

○議長（西郷典生君）　保健介護課長。 

○保健介護課長（西本寿彦君）　保健介護課長、

６番議員の質疑にお答えいたします。 

　１７年度の行政方針の中に、保健事業が、保

健事業の中で、新たにスリムサポート教室を実

施することになっているが、スリムサポート教
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目的、その内容についてということでございま

した。 

　それにつきまして、説明をさせていただきま

すが、まず、スリムサポート教室というのは、

言いかえれば生活習慣病予防事業でありまして、

生活習慣病とは、不規則な食生活言いますか、

運動不足などが、その積み重ねによって引き起

こす病気でございます。 

　例えば、どういう病気があるかと言いますと、

脳卒中、心臓病、がんなどを言います。がんな

どがあるわけですが。 

　まず、予算について説明いたしますと、歳入

については、議案第１４号別冊、平成１７年度

宿毛市一般会計予算のページ３４ページ、１５

款の県支出金、２項の県補助金、２目の民生費

補助金、１節の在宅福祉運営事業補助金の中の

介護予防地域支え合い事業の１４万２，０００

円でございます。 

　この補助率は、事業費の１９万の４分の３が

補助の対象になっております。 

　歳出について説明させていただきますと、４

款の衛生費、１項の保健衛生費、３目の老人保

健費の８節報償費の８万２，０００円、９節の

３万５，０００円、１１節の５万６，０００円、

１２節の１万７，０００円、計の１９万円の事

業費となっております。 

　次に、事業の目的でございますが、生活習慣

病は、自覚がないまま進行しまして、発病する

前段階で肥満を指摘される人が多い状況となっ

ております。 

　そのために、壮年期から肥満を解消して、老

齢になっても介護サービスを受けることなく、

自分のことは自分でできる、するように介護予

防を目的とした事業でございます。 

　事業の内容につきましては、運動指導士、イ

ンストラクター、在宅栄養士、保健師による運

動、食生活、健康のとらえ方などを指導いたし

まして、肥満を解消とするものであります。 

　対象者は、４０歳から６４歳までの宿毛市在

住の市民で、基本検診受診者を中心に、肥満度

２５以上の人を対象として行います。場所につ

いては、宿毛市総合運動公園、宿毛市文教セン

ターで行いますが、実施期間については、６月

から９月までの４カ月で、週１回の計１６回を

実施していきたいと思います。 

　少ない予算でありますが、最大の効果を上げ

るように努めてまいりますので、ひとつよろし

くお願いします。 

○議長（西郷典生君）　農林課長。 

○農林課長（小島正樹君）　農林課長、６番、

寺田議員の質疑にお答えいたします。 

　議案第１４号別冊、ページ１０３ページ、

５・１・３の１９節すくも夢いっぱい補助金１

３１万５，０００円の内容でございますが、水

稲等の減農薬栽培とか、それから地域の特産品

を開発することを目的としまして、マンゴやパ

イナップル等の栽培について調査研究するため

に、すくも夢いっぱい会に助成をするものです。 

　現在のところでは、会員数は１０４名で、食

の安全部会、南国フルーツ部会、芋焼酎部会等

１５部会で、全体の事業費としましては３０６

万３，０００円で活動をしていきます。 

　事業の内容につきましては、食の安全部会、

これはまあ、具体的には水稲のヌノマルチとか

カミマルチもですが、の採用によりまして、減

農薬栽培等の推進を図っていきます。 

　それから、南国フルーツ部会につきましては、

マンゴとそれからパイナップル等の苗の購入に

対する助成をするものです。 

　それと、芋焼酎部会につきましては、焼酎に

つくるのはコガネセンカンなんですが、この栽

培に市内で取り組んでいきたいと考えておりま

す。 
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　それともう１点、夢いっぱい女性部会という

のがあるんですが、その中で、アワとかコキビ

の穀物の栽培を推進をしまして、特産物の開発

に向かっていきたいと考えております。 

　あと、内容的には、物産の販売部会が、パン

フレットの作成等に要する経費、基本的な今の

ものについての補助率は２分の１ですが、マン

ゴについてのみ、３分の１の補助金となってお

ります。 

　以上です。よろしくお願いします。 

○議長（西郷典生君）　水産課長。 

○水産課長補佐（高木定一君）　水産課長補佐、

６番、寺田議員の質疑にお答えする前に、同級

生の寺田議員のお心遣いによりまして、初登壇

となりました。ただいま、息切れ、動悸、めま

い、緊張の余り、立っているのが精いっぱいで

ございますが、よろしくお願いします。 

　それでは、議案第１４号別冊、平成１７年度

宿毛市一般会計補正予算、１１０ページ。５款

３項２目の水産業振興費、宿毛市漁業就労者支

援事業費補助金９０万円についてですが、この

事業の目的は、高齢化が進み、今後、急激な減

少が予想されます漁業就労者の後継者を確保し、

本市の沿岸漁業を活性化するとともに、基幹産

業として、維持存続を図るものであります。 

　具体的には、地元後継者等Ｕ、Ｉターンを含

みますが、月額１０万円の生活支援を、研修期

間中の２年間行うものでありまして、研修開始

後２年以内に漁船を購入し、自営の沿岸漁業者

として独立することが条件となっております。 

　１７年度におきましては、鵜来島地区に海洋

高校を卒業しました１名の方を予定しています。 

　事業費といたしましては、１２０万円で、負

担割合は県が５０パーセントの６０万、市が２

５パーセントの３０万、計９０万円の補助金と

なっております。残りの３０万円につきまして

は、事業主体であるすくも湾漁協の負担となっ

ておりますので、よろしくお願いします。 

　以上です。 

○議長（西郷典生君）　商工観光課長。 

○商工観光課長（谷本　実君）　商工観光課長、

６番議員の質疑にお答えをいたします。 

　６項目にわたりましてご質問をいただいてお

りまして、若干、答弁が長くなるかもしれませ

んが、ご容赦をいただきたいと存じます。 

　まず、１点目といたしましては、議案第１４

号、ページ１１４ページ、商工業振興費の中の

１７節公有財産購入費といたしましての小野梓

記念公園用地購入費、金額２，０００万円につ

きまして、お尋ねをいただきました。 

　この予算措置につきましては、先ほどご指摘

がございましたとおり、同予算書４０ページに

搭載をさせていただいておりますが、現在、歳

入時期は確定はいたしておりませんけれども、

早稲田大学からお寄せいただく寄附金を原資と

いたしまして、さらなる拡張整備を目途に、既

存、小野梓公園の隣地に位置いたします旧高知

銀行跡地、面積は４５ ４１平米、約１３６坪

でございますが、これを購入いたしまして、市

民の憩いの場としての位置づけを高めることは

もとより、各種イベントの展開等、中心市街地

の拠点施設といたしまして、既存商店街の振興

と活性化を図ろうとするものでございます。 

　なお、用地取得後におきましては、既存の銀

行建物の取り壊しや、公園整備にかかわります

補正予算措置が必要となりますが、まず、当初

予算におきましては、用地取得を前提といたし

ますところの予算措置を講じさせていただいて

おる状況にございますので、ご理解を賜りたい

と存じます。 

　整備計画につきましては、地元関係者の皆様

方のご意見も十分聴取する中で、適切な整備計

画を樹立してまいりたいと考えておりますので、

あわせてよろしくお願いを申し上げます。 
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　続きまして、同じく１１４ページの集落活動

支援事業費補助金３５万円につきまして、事業

概要につきまして、ご説明を申し上げます。 

　この補助金につきましては、当該集落の活性

化に有効なる取り組みを推進する団体等に、高

知県元気が出る市町村補助事業としての事業採

択を目途に、当市補助金支出がなされるもので

あります。具体的には、平成１５年度を皮切り

に、本町商店街振興組合さんが隣接、土居下地

区の商店街の皆さんとのタイアップによりまし

て、町に触れ合いと活気を取り戻すための取り

組みといたしまして、本町ふれあい夜市を開催

していただいております。それらの取り組みが

大きく評価される中で、本年度、平成１６年度

からは、県の補助事業として採択をいただく中

で、さらに新年度におきましても、当該事業費

に対しまして、県・市がそれぞれ４０パーセン

ト、残り２０パーセントを地元が負担する形で、

活性化に向けた各種取り組みが推進される運び

となっております。 

　予算書３５ページの歳入項目といたしまして、

商工費県補助金１７万５，０００円を予算計上

させていただいておりますが、この県の補助金

につきましては、一たん、市が受け入れる形の

中から、歳出予算といたしましては、県補助金

と同額の１７万５，０００円を加算の上、補助

金といたしましては、今期３５万円を予算計上

させていただいている状況にございますので、

よろしくお願いを申し上げます。 

　続きまして、同じく１１４ページ、１９節負

担金補助及び交付金の中の中心市街地活性化事

業補助金１００万円につきまして、謹んでお答

えを申し上げたいと存じます。 

　なお、この補助金につきましては、私ども商

工観光課といたしましては、大きな思いを込め

て、予算設定をさせていただいた状況にござい

ます。 

　この部分につきましては、少し念を入れてご

説明も申し上げたいと存じますので、よろしく

お願いします。 

　本年度、議会の皆様のご高配をいただく中で、

商工会議所に対する中心市街地活性化補助金と

いたしまして、１００万円をお認めをいただき

ました。この補助金の使用目的につきましては、

既にご案内のとおりでございますが、ＪＲ西日

本の系列会社であり、全国の中心市街地に位置

する大型空き店舗等の利活用をもって該当する

地域の中心市街地の活性化に、大きな実績と経

験を持つＪＲアーキテッツに、当市中心市街地

の現状を考察していただく中で、市内に存在す

る大型空き店舗でございます酒造蔵の利活用に

ついて、企画書を策定していただいた経緯にご

ざいます。 

　これまで、市の広報等を通じまして、この酒

造蔵で事業展開をしていただく皆さんを公募し

た結果、現在、５名の皆さんが名乗りを上げて

いただいている状況にございます。 

　これらの皆さんが、この酒造蔵で事業展開す

る上における事業資金等につきましては、商工

会議所におきまして、有利な融資制度をあっせ

んしていただく運びとなっているところでござ

います。 

　なお、本年度、お認めをいただいております

中心市街地活性化補助金１００万円につきまし

ては、この大型空き店舗の活用策を模索する目

的を第一ステップとする中で、さらに大きな願

いと目的を持ちまして、私ども商工観光課とい

たしましては、補助金活用を図らせていただい

た経緯にございます。 

　先ほど述べましたＪＲ西日本の系列会社、Ｊ

Ｒアーキテッツには、当該空き店舗の活用策に

あわせまして、市内に色濃く残る自然や史跡、

またすばらしい人材を網羅するところの実現可

能なる具体的活性策につきましての企画書を策
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定していただいた経緯がございます。 

　当該企画書をもちまして、かねてより中心市

街地の皆さんが、長年切望されておりました本

町並びに土居下商店街の総延長約７５０メート

ルにわたる街灯街路整備事業を計画いたす中で、

事業費は約２，０００万にのぼりますのが、こ

の事業を、宝くじを財源といたします国の地域

活性化センターへ、県を通じまして新年度の事

業採択を目途に、申請行為を実施している経緯

にございます。 

　幸いにいたしまして、県下各地から提出され

ております事業申請の中から、当市の企画申請

書が、高知県の代表に選ばれまして、現在、国

の裁定待ちの状況となっております。 

　申請に際しましては、地元の皆さんの大きな

熱意とともに、高知県地域づくり支援課のご配

慮を含め、また、市長も上京をいたしまして、

事業採択における積極的なアプローチを実施し

ていただいている状況にあります。 

　全国１０カ所程度しか事業採択がなされない、

極めて厳しい採択条件がございますけれども、

現在のところ、事業採択に向けまして、私ども

といたしましては、好感触を得ているところで

もございます。 

　間もなく、県を通じまして、内示通知があろ

うかと存じますが、事業採択となりましたら、

当該２，０００万事業費の全額１００パーセン

トが補助適用となるものでございます。決定に

なり次第、議会にご報告を申し上げまして、次

期補正予算対応も図らせていただきたいと考え

ております。 

　また、本年度に引き続きまして、新年度にお

きましても、同額の補助金１００万円を計上さ

せていただいております。この補助金につきま

しては、従来、商工会議所に対しましては、運

営補助金といたしまして１５年度までは８０万

円、今年度におきましては、２０パーセントカ

ットの６４万円の運営補助金を適用しておりま

したけれども、財政困難な折から、従来のこの

商工会議所運営補助金につきましては、全額カ

ットをいたしまして、商工会議所に対する新年

度補助金につきましては、この中心市街地活性

化補助金１００万円１本に変更させていただい

た経緯にございます。 

　なお、今年度予算計上を申し上げております

中心市街地活性化補助金１００万円の使用目的

につきましては、昨年度に引き続きます空き店

舗対策や、採択を目途といたします国の１００

パーセント補助事業であります街灯街路整備事

業の一環としての、四季を通じまちに花が咲き

乱れる中心市街地のフラワー街路事業等と、中

心市街地の活性化に、効果的に連携する事業に

対し、商工会議所を通じ、支出しようとするも

のであります。 

　今後とも、中心市街地に住まいをされるすべ

ての皆さんが、潤いを実感できる補助金の有効

活用につきまして、補助先、商工会議所ともさ

らなる連携強化を図る中で採用したいと考えて

おりますので、よろしくお願いを申し上げます。 

　大変長くなっておりますが、続きまして、１

１６ページ、観光費の中の１９節新規事業でご

ざいます。沖の島アドベンチャーラン事業費補

助金１００万円につきまして、お答えを申し上

げます。 

　ご質問議員におかれましても、まだまだご記

憶に新しいことであると存じますが、昨年、沖

の島の皆さんはもとより、市内ボランティア組

織の皆さん、そして行政がタイアップいたしま

して、沖の島アドベンチャーランと銘打つ中で、

沖の島のすばらしい景観を満喫していただくた

めのマウンテンバイク大会が開催された経緯に

ございます。 

　ご参加いただいた多くの皆さんから、大きな

感動と賛辞をいただいた経緯にございます。 
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　新年度におきましては、さらに沖の島の観光

対策や、交流人口の増加を目途といたしまして、

地元はもとより、関係機関との連携強化のもと、

本年５月には、沖の島健康ウォーク、並びにマ

ラソンレース、そして１０月には、昨年度に引

き続きまして、また事業規模を拡大する中で、

マウンテンバイク大会を開催する予定といたし

ております。 

　なお、本事業につきましては、国の自治総合

センターに事業申請を既に実施する中で、総事

業費２１２万円に対しまして、１００万円の補

助金を想定する中で事業展開を期してまいりた

いと考えております。 

　事業採択につきましては、今月末程度に結論

が出る見込みとなっておりますが、事業採択が

なされた場合、本事業の１回目の展開が５月を

想定していることから、６月議会における補正

対応では間に合わず、事業採択を前提といたし

まして、新年度予算といたしまして、予算計上

を申し上げている状況にございます。 

　なお、仮に不採択の場合におきましては、当

該事業予算は６月補正をもちまして減額措置さ

せていただくことになりますが、地元の皆さん、

関係団体の皆さんは、これら補助はなくても、

参加費等を財源といたしまして、自立で事業展

開を期す旨の決議が、関係者の中で組織されて

おります実行委員会で、既にその決定がなされ

ている状況でございます。 

　行政といたしましても、人的な協力を含めま

して、この事業推進に積極的に取り組んでまい

りたいと考えておりますので、よろしくお願い

申し上げます。 

　最後の質問項目でございます。同じく１１６

ページの中の１９節、大河ドラマ「功名が辻」

高知県推進協議会負担金４０万円につきまして、

その内容につきまして、お尋ねをいただきまし

た。 

　これにつきましては、高知県観光コンベンシ

ョン協会を事務局といたしまして、高知市、安

芸市、中村市、宿毛市、佐川町、窪川町、この

６市町が協議会を立ち上げている状況でござい

ます。 

　協議会が集めるべき想定をしておる負担金は、

全体で８，５００万円という総額になっており

まして、ちなみに、コンベンション協会が５，

０００万円負担、高知市が３，０００万円、先

ほど申しましたその他の５市町で２００万円。

高知市旅館、ホテル協同組合が１３０万円、今

申しました８，５００万円との差額につきまし

ては、その他もろもろの団体等からの寄附金を

受ける中で、ロケ隊の円滑な事業推進に助成す

る目的をもって、当該負担金の設定がなされて

いる状況にございますので、何とぞよろしくお

願い申し上げます。 

　長くなりました。失礼しました。 

○議長（西郷典生君）　土木課長。 

○土木課長（茨木　隆君）　土木課長、６番、

寺田議員の質疑にお答えいたします。 

　議案１４号、平成１７年度一般会計予算で、

１２９ページですが、それの本年度の事業内容、

宿毛市分の施行区分ということです。 

　まず、親水公園は、県が事業主体となってで

すね、平成１２年度より、概略設計の委託業務

を行ってます。その方式は、ワークショップ方

式で行ってます。 

　基本構想ができたのが、５回のワークショッ

プを開催して、平成１４年度に基本構想ができ

てます。その計画構想に基づき、その後、計画

を１３工手を整備していきますよという中で、

持ち分を県がやる分、市がやる分を完成後に分

けて、今、実施しているところです。 

　施行部分の県の方が７工手、市の方が６工手

となってます。事業、１５年度から整備は進め

ていますが、今、実際、県、護岸の盛土とか、



－ 108 －

＋

＋＋

＋

それから芝を張っている部分とか、緑化してい

る部分とか、そういうのが、県が事業主体で行

ってます。 

　市のやる持ち分としては、構想の中では、全

体に木を植えたいとか、それから園路の舗装を

したいとか、それからトイレとか、敷地の中に

池をつくるとか、駐車場の整備等が構想として

は上がってます。 

　市の方の整備計画等につきましては、施工区

分に基づいた宿毛市分を全部実施していきたい

ところですが、現状はですね、集中豪雨、台風

時には公園の敷地内に水位が上がってくる関係

上、昨年も２回上がってます。整備した後、流

されたりいうことも伴いますので、施工する工

法については、十分、検討した上、それとその

維持管理費が伴なわない工法で、極力整備は進

めたい、進めていきたいと思うております。 

　それから、１５節の本年度の工事費２，００

０万につきましては、園路の舗装、約１，００

０メートルぐらいと、一部駐車場の整備を実施

していきたいと考えていますので、よろしくお

願いします。 

○議長（西郷典生君）　６番寺田公一君。 

○６番（寺田公一君）　かなり詳しい説明を受

けましたので、自分の中で、３点ほど再質疑を

させていただきたいと思います。 

　まず、６５ページのＮＰＯの補助金ですが、

幡多広域で支援しようということのようですが、

宿毛市の持ち分が２８万５，０００円、全体と

して、幾らの補助予算なのかというのを、まず

お聞きしたいと思います。 

　次に、２点目、１０３ページの夢いっぱい会

の補助ですが、これは、課長というよりも、で

きれば市長の方から、ちょっと聞きたいと思う

んですが。 

　１５部会、確かに今、農林課の方に事務局が

置かれているというように認識しているわけで

すが、これは、本当に農業部門だけではなく、

漁業関係もありますし、商工関係にもかかわる

こともあるということで、事務局を、農林課の

ままでずっと、今年度もやっていくのか、そこ

らあたり、ちょっとお聞きしたいと思います。 

　次に、もう１点、これは１１６ページの「功

名が辻」の部分ですが、６市町で補助しようと

いうことのようですが、宿毛市にとって、これ

は山内一豊の奥さんの物語ですよね、多分。こ

れに、宿毛市として、どのようなかかわりがあ

るのか。高知県全体で受けるというのであれば、

ちょっと補助が、一緒に、ともにしようという

ことでわかるんですが、６市町ということです

ので、宿毛市も何らかの形でピーアールができ

るのかどうか、そこら当たりの認識があれば、

お聞きしたいと思います。 

　以上、２回目を終わります。 

○議長（西郷典生君）　市長。 

○市長（中西清二君）　寺田議員の質疑にお答

えします。 

　すくも夢いっぱい会の事務局でございますが、

実は、当初、農業関係から出発したものですか

ら、そのまま農林課に事務局をおいて、官民共

同でいろんなことをやっていこうというふうな

ことから始まりました関係で、ただいま、農林

課で事務局をしておりますが、今の状況、私も

十分把握をしてなかったんですが、１５部会と

いうふうなことで、いろんな分野にわたってお

ります。 

　このいろんな分野を、これからどうしていく

か。その夢いっぱい会の会長さんとか、幹部の

方と、まだお話し合いができておりません。聞

きますところによりますと、２３日に総会があ

って、東京の方の東京宿毛会からも、この件に

関しまして、宿毛市の発展のためになるんなら

ということで、そちらから企画書のようなもの

も持ってきてくださるというふうなことで、２
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６日の日にも、幹部の方と、私も入ります、そ

の席でいろんな形のものは話し合いがなされる

と思います。 

　それを受けまして、今後、どうしていくかと

いうことを、これから決めなきゃいけない状況

でございますので、ただいまのところは、農林

課においてあるということで、今後、また新た

に検討していかなきゃいけない課題というふう

に受けとめますので、このように考えておりま

す。 

○議長（西郷典生君）　総務課長。 

○総務課長（岡本公文君）　総務課長、寺田議

員の再質疑にお答えいたします。 

　ページ６４ページ、諸費のＮＰＯ法人に対す

る補助金の全体事業費ということでございます。 

　全体事業費につきましては、４９２万８，０

００円の全体事業費でございます。この補助に

つきましては、昨年度から幡多の補助金等審議

会で協議する中、県ともども補助をしていって

おります。 

　幡多８カ市町村での補助金総額といたしまし

ては、１７１万でございます。それを８カ市町

村で、事業割といいますか、案分した額で負担

をしているということでございます。 

　以上です。 

○議長（西郷典生君）　商工観光課長。 

○商工観光課長（谷本　実君）　商工観光課長、

６番議員の再質疑にお答えいたします。 

　当然、財政困難の折から、この協議会に加入

し、負担金を支出することにおいて、当市観光

面を含めたメリットがあるか否かというご質問

であろうかと存じます。 

　残念ながら、現在まで、協議会とも交渉をい

たしておりますけれども、当市におけるロケ場

面は、現在のシナリオの中では設定がなされて

おりません。 

　その当市でのロケ、観光につきましては、今

後、開催されます協議会等の出席をもちまして、

要請は継続してまいりたいと考えておりますけ

れども、しかしながら、山内一豊のお姉さんの

子どもでございます可氏さんが、当地を管轄し

ていた歴史を含め、この「功名が辻」のテレビ

ドラマについては、それらの関係を含めまして、

当市の縁も大変深いものがあろうかと考えてお

ります。 

　また、撮影終了後におきまして、作品の提供

であるとか、そのほか、もろもろの資料提供を

いただく中で、当市の歴史館等々への展示、含

めまして、やはりこの協議会に加入して、負担

金を支出していなければ、それらの資料提供も

なかなかにいただけない状況も十分想定される

ところでございまして、あらゆる角度から勘案

する中で、この協議会負担金の支出は、事務局

といたしましては必要と考えておりますので、

ぜひお認めもいただきたいと存じます。 

　有効活用を図ってまいりたいと考えておりま

す。 

○議長（西郷典生君）　商工観光課長。 

○商工観光課長（谷本　実君）　済みません、

お答えを申し上げます。 

　小野梓公園の隣地に位置いたします旧高知銀

行跡地面積は、４５０．４１平方メートルでご

ざいます。坪数換算で、１３６平米。 

　済みません、わかりました。そしたらちょっ

と確認させていただきます。 

○議長（西郷典生君）　６番、寺田公一君。 

○６番（寺田公一君）　詳しく説明をしていた

だいた部分、まだ私としては、納得というか、

わかったつもりでおりますが、まだまだ後ろの

方はわかってないような方もおるようです。 

　私の質疑は終わりますが、まだ時間がありま

すので、後の質疑でよろしくお願いしたいと思

います。 

　これで終わります。 
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○議長（西郷典生君）　商工観光課長。 

○商工観光課長（谷本　実君）　商工観光課長。 

　先ほど答弁申し上げました旧高知銀行跡地に

かかわります面積に、錯誤がございました。謹

んでおわびを申し上げ、訂正を申し上げたいと

思います。 

　正規には、平米数におきましては、６２５．

６１平米、坪換算１８９坪でございます。まこ

とに申しわけございませんでした。 

○議長（西郷典生君）　３番有田都子君。 

○３番（有田都子君）　３番、質疑をさせてい

ただきます。 

　私も寺田議員と同じく、１４号別冊、平成１

７年度宿毛市一般会計予算の中から数点、質疑

をさせていただきます。 

　まず、１点目は、ページ６３、２款総務費の

１項１６目１５節工事請負費の中の４００万組

まれております避難道整備等工事費。今回の整

備地域、概略の予算配分など、お答えできる範

囲お願い申し上げます。 

　続きまして、ページ７７、３款民生費、１項

４目１９節負担金補助及び交付金の中の精神障

害者地域生活援助事業補助金が、平成１６年の

当初予算におきまして７９万５，０００円組ま

れておりましたものが、今回、１５８万７，０

００円の増額となっております。その変化の内

容、非常にこれは大切な補助金であると思いま

すので、肯定的な思いで、この増減の変化の内

容をお聞きいたしたいと思います。 

　続きまして、ページ８７、３款民生費、５項

１目１３節の委託料の中の人材育成啓発事業委

託料、これは平成１６年度と同じく２００万組

まれておるわけですが、同額組まれておるとい

うことの意味におきまして、昨年のその委託、

内容において肯定的なお考えのもとに、同額組

まれたものとするならば、その内容的なもの、

成果度というんですか、達成度というんですか、

そういうものについてお伝えいただく点があり

ましたら、よろしくお願いいたします。 

　続きまして、ページ１１６、この６款の商工

費ですが、これ、「功名が辻」の件は、先ほど

寺田議員がご質問されまして、詳しいご説明い

ただいたんですが、１の５の１９ですね、１９

節、このただ１点だけ、この協議会というんで

すか、この会において、きょうの新聞にも載っ

ておりましたが、一豊君とか、千代ちゃんです

か、そういったキャラクターグッズが出ており

ます。これが、これは協議会に入ってない人は

申請がいるということですが、協議会に入って

おれば、このグッズの販売なり、いろんなこと

ができると思うんですが、それをもし、宿毛の

方で求めたいという人たちがもしいるとすれば、

この点において、グッズの点において、何かお

考えがあるかどうか、１点だけ、これはお聞き

いたしたいと思います。 

　それから、ページ１１９、７款３項４目１５

節の総合運動公園遊歩道整備事業費が、今年、

５００万ぐらいですかね、組まれていると、済

みません、訂正いたします。ごめんなさい、１

２４ページの７款３項４目１５節の土木費なん

ですが、総合運動公園のこの費用に対しまして、

目下、遊具とかもろもろの、公園の内容ですね、

概要ですね、計画の。そういったものがお伝え

いただければと思います。 

　以前にも、一般質問におきまして、こちらの

運動部分において、遊具云々を申しました折に、

遊歩道の整備のそこの部分に、遊具というよう

なお答えも、前市長からもいただいたいきさつ

もありますが、どういった内容の、この遊歩道

における公園の概要、簡単でよろしいです。お

伝えいただけたらと思います。 

　続きまして、ページ１３６ですが、９款教育

費、２項２目１８節の高知県山の学校支援事業

備品購入費が８万組まれております。これは、
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新しい事業の試みだと思うんですが、少し内容

についてお示しください。 

　それから、１４７ページ、同じく教育費、９

款です。５項２目７節の学校プール監視員の賃

金が、これは高校生のアルバイトの賃金だった

ように記憶しているんですが、平成１６年に１

３２万組まれておりましたのが、今回、６０万

になって、減額となっております。その理由、

安全性を感じる意味で、ちょっと理由をお聞か

せいただきたい。 

　それから、最後に、市長の市政、ここにあり

ます行政方針の中の１４ページに、児童虐待も

ろもろを含んだ、児童相談に関するもろもろの

件が、この４月１日から市町村に、宿毛市にも

そういう形で対処するような形になります。 

　そのために、地域で、本当、身近なところで

この問題を、いろんな団体で力を合わせてやっ

ていこうという防止に向けて、それに対して、

市長の決意もあらわれているわけですが、それ

が予算書の中に、いろいろな部署の提携に基づ

いてこれをやっていくということで組まれてい

るというか、中に含まれているとは思うんです

けれども、少し、ここに新たに新しい意欲とし

て、指針として出されたのに対しては、予算の

形が見えないんです。ちょっとそこら辺のこと

をお伝えできれば、お伝えいただきたい。 

　以上で１回目の質疑を終わらせていただきま

す。 

○議長（西郷典生君）　総務課長。 

○総務課長（岡本公文君）　総務課長、３番、

有田議員の質疑にお答えいたします。 

　１４号別冊、ページ６３ページ、防災対策費

の中の工事請負費４００万、避難道整備工事費

の内容にということでございますが、この避難

道の整備につきましては、大島地区、貝塚地区、

そのほかということで予算計上をさせていただ

いております。 

　事業費につきましては、大島が約２００万、

貝塚地区が歩道の手すりということで、約２０

万ということで、そのほかが１８０万を想定い

たしております。 

　各地区で自主防災組織の中で、避難道の整備

等について、今後、また要望が上がってくると

思います。協議をする中で、随時、また対応も

していかなくてはならないと考えておりますの

で、よろしくお願いします。 

○議長（西郷典生君）　福祉事務所長。 

○福祉事務所長（大塚　勉君）　福祉事務所長、

３番、有田議員の質疑にお答えをいたします。 

　議案第１４号別冊、まず、ページ７７ページ

の精神障害者福祉費の補助金の精神障害者地域

生活補助事業補助金の１５８万７，０００円、

昨年７９万５，０００円であったが、増額して

いる理由にいうことでございますが、この補助

金につきましては、ご承知かと思いますけれど

も、精神障害者のグループホームいうのを、聖

ヶ丘病院内につくっております。ゆーかりいう

名称でございますけれども。食事の世話と生活

援助をしたり、金銭感覚の指導をしたりとか、

一般の生活を自立できるようなことで、グルー

プホームを設置しているわけでございますけれ

ども。 

　昨年は、１名の方が５人の定員ながですけれ

ども、１名の方が宿毛市から入りまして、その

ための７９万２，０００円ですか、それを計上

しておったわけですけれども、来年度、２人に

ふえる予定になりますので、約倍額を計上させ

ていただいておりますので、ご理解いただきた

いと思います。 

　それから、先ほどの児童虐待の問題について、

簡単にご説明させていただきたいと思いますが。 

　この問題、当然、本市でもふえておりますの

で、当然、対応して、今までは児童相談所が、

全部、児童相談は児童相談所がやっていたわけ
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ですけれども、これからは身近な市町村が、ま

ず対応しなさいというような法改正がございま

した。 

　そういうことで、行政方針も載せております。

ただ、予算、当然これは、単に福祉事務所には

設置しましたけれども、当然、福祉事務所だけ

で対応できるものではございません。当然、隣

の保健環境課、それから学校教育等々です、保

健介護です、失礼しました。介護課。学校、教

育委員会等と連携して、対応していかんといか

んと思います。もしそういう事例が、相談があ

りましたら、まず、家庭相談室いうのがあって、

相談員がございますので、それとまず一緒にな

り、また保健婦さんに入ってもらうなり、必要

な人に入ってもらって、面接なりして、それか

ら措置を、措置言うか対応を考えていかんとい

かんと思っております。 

　そういうことで、予算的なものは、非常に最

初、もう急遽、そういうことになりましたので、

現在のところ、まだ予算的な、それについての

予算的なものはしておりませんけれども、若干、

去年もご質問いただいたがですけれども、そう

いう方の逃げ場言いますか、避難場所いうこと

で、若干のものは福祉の方でも、中村の若草園

に措置するような形を、一時保護の関係は組ま

せてもらっておりますし、今度の補正にも２人

分の、若草園へ緊急のができましたんで、そう

いうことで補正もさせてもらっておりますので。 

　また、適時必要なものは補正していかんとい

かんと思っておりますので、ご理解のほど、よ

ろしくお願いします。 

　以上でございます。 

○副議長（濵田陸紀君）　人権推進課長。 

○人権推進課長（美濃部　勇君）　人権推進課

長、３番議員の質疑にお答えいたします。 

　議案第１４号別冊、平成１７年度宿毛市一般

会計予算、８７ページ、３・５・１の１３、人

材育成啓発事業委託料２００万の事業内容でご

ざいますが、昨年度と同額と。それで、内容的

なものと達成度について、お聞きしたいという

ことでございました。 

　この事業につきましては、同和問題を初めと

する多様な人権問題に対応しうる人材の育成や、

広く市民の参加を促し、さまざまな人権問題に

関する講演会を開催するため、特定非営利活動

法人人権ネットすくもに委託しようとするもの

でございます。 

　人権ネットすくもは、幅広く、いろいろな人

材とのつながりがございますので、一番効果的

に広報活動ができると、そのように考えており

ます。 

　委託事業の内容といたしましては、人権に関

する研修事業、２番目といたしましては、人権

に関する研究事業、人権に関する啓発事業、そ

の他、市長が必要と認める事業、となっており

ます。 

　人権に関する研修、研究、啓発事業計画の内

容といたしましては、同和問題を初めとする多

様な人権問題に対応し得る人材育成を目的とし

ております。 

　内容といたしましては、人権啓発に関する研

修費、人権のまちづくりに関する研究、研修費、

同和問題に関する研修費、ＨＩＶ、ハンセン病

問題に関する研修費等となっております。 

　それ以外といたしまして、啓発事業といたし

まして、広く市民の参加を促し、さまざまな人

権問題に関する講演会を開催することといたし

ております。 

　この講演会につきましては、ハンセン病問題

講演会とか、女性問題講演会等実施しておりま

す。 

　平成１６年度におきましても、この講演会に

つきましては、先日行いました高知新聞社会部

記者であります塚地さんによります人権啓発講
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演会、また風の舞の上演、大体２００人程度の

参加がございました。 

　それから、３月１２日にドメスティック・バ

イオレンスの講演会、藤木美奈子さんをお迎え

しての講演会も実施しました。 

　こういう形で、市民に人権に関することにつ

いて啓発することについて、効果があるという

ことで、昨年度と同じ２００万を計上させてい

ただいておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

　以上でございます。 

○副議長（濵田陸紀君）　商工観光課長。 

○商工観光課長（谷本　実君）　３番議員の質

疑にお答えいたします。 

　「功名が辻」にかかわりますキャラクターグ

ッズの販売、並びにその取り扱いについて、ご

質問をいただきましたが、この件につきまして

は、協議会事務局にも確認をとりまして、後日、

またご報告をさせていただきたいと考えますの

で、よろしくお願いします。 

○副議長（濵田陸紀君）　都市建設課長。 

○都市建設課長（豊島裕一君）　都市建設課長、

３番、有田議員の質疑にお答えいたします。 

　議案第１４号別冊、平成１７年度一般会計予

算書、ページ１２４ページ、７款３項４目公園

費の１５節工事請負費、金額５，２７６万円。

総合運動公園遊歩道整備工事費でございますが、

この工事の中に遊具等が入っておるかというこ

とでございますが、１７年度のこの工事は、遊

歩道の整備ですので、遊具等は入っておりませ

ん。 

　全体計画としまして、約１，２９０メートル

延長ありまして、１５年度に１６０メートル、

１６年度に４１０メートル、１７年度に７２０

メートル、そういうことで１，２２０メートル

造成できまして、全体の中で、遊具ということ

ですが、この道路は、自然を探索し、またクロ

スカントリーができるような形で遊歩道をつく

っておりますので、ベンチ等は置く計画ござい

ますが、子どもが遊ぶような遊具を置く計画は

ない。 

　あと、事業計画としましては、あと１８年、

１９年、２年間事業をしまして、舗装を含めて

整備をするつもりでしていく事業でございます。 

○副議長（濵田陸紀君）　教育次長兼学校教育

課長。 

○教育次長兼学校教育課長（西尾　諭君）　学

校教育課長、３番、有田議員さんの質疑にお答

えをいたします。 

　議案第１４号別冊、宿毛市一般会計予算、ペ

ージが１３５ページでございます。高知県山の

学校支援事業のことについて、ご質問がござい

ました。この事業は、山田小学校で行いたいと

いうふうに思っております。内容につきまして

は、学校近くの公園の樹木の下刈りであるとか、

堤防の清掃、あるいは山奈小学校の校歌、学校

の歌ですが、校歌の中に「三ガ山」という歌が

出てくるがですが、その「三ガ山」の登山を計

画。それから、炭焼き体験と、こういうものを

予定しております。 

　事業費につきましては、総額で２０万円でご

ざいます。その中身につきましては、８節の報

償費が１万５，０００円、需用費１１万７，０

００円、役務費１万円、借り上げ５万８，００

０円、トータル２０万円でございまして、全額、

県の補助事業でございます。 

　以上でございます。 

　済みません、もう１点ありました。 

　同じく当初予算の１４７ページでございます。

学校体育振興費の学校プール監視員の賃金が、

昨年は１３２万円、ことし６０万ということに

なっておるがということですが、実は、ことし

の予算１３２万円ですが、今回の３月補正で４

６万６，０００円の減額補正を計上させていた
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だいております。結果として、８５万４，００

０円がことしの実績見込みということになりま

す。 

　１７年度ですが、一定、プールの監視員とし

て２，０００円の１０日の２人分の１５校とい

うことで、６０万円。昨年は２０日を予定して

おりましたが、ことしは学校の先生にも監視に

当たっていただくということで、日数を少なく

しております。 

　以上でございます。 

○副議長（濵田陸紀君）　３番有田都子君。 

○３番（有田都子君）　それぞれ質疑へのご答

弁、ありがとうございました。 

　詳しくご説明いただきましたので、改めてす

べてにわたっての再質疑という形はとりません

が、公園の分ですね。ページ１２４ページの７

款の土木費の、公園費の分ですが、子どもを含

めた市民の声を聞く、声を聞いての、もちろん

遊歩道の中にも自然を生かしたブランコだとか、

もっと自然を生かして樹木の森林浴を楽しむ、

もちろん遊歩道、そこに樹木を生かした遊具と

いうか、きらびやかな、けばけばしい遊具では

ないですんですけれども、そういったものの配

置とか、またもろもろ、一般質問のようになっ

てはいけません、長々しきは申しませんが、皆

さんの声を聞く機会、そういう場を持つことを

お考えではないのか、その点を１点。 

　いずれ、この公園につきましては、私、政務

調査で公園の勉強もしてまいりましたので、一

般質問にもっていかしていただきたいと思いま

すが、その点、皆さんの声を聞く場がもたれて

いるのかどうか、その点１点ですね。 

　それからもう１点、この学校プールの監視、

生徒たちのアルバイトだったと思うんですが、

高校生の。もちろん、経費節減の折です。でも、

教師ももちろん安全のために監視も必要でしょ

うけれども、上級生が、上から下の、上の者が

下の者を見守っていくという上下の関係という

のは、非常に今求められているときでもありま

して、そういった意味で、子どもたちのアルバ

イトという１つの形の中で、人数を減らすとい

うか、時間、どうかなという思いもいたします

が、子どもたち、今、そういう監視をして、自

分よりも幼い子どもたちへの守りというか、そ

ういう意識のかんよう。それからまた、そうい

った、小遣いではないですけれども、それが生

きた収入、アルバイト代となることへ目を注い

であげるのもどうかなという思いも、私もいた

しますが。 

　その点も、また折がありましたらご考慮いた

だきたいなと、そう思います。 

　それでは、済みませんが、それから今言いま

した、最後に出させていただきました市長の行

政方針の中の虐待の問題、これは今、急なこと

で、大まかな予算というか、そういうところに

いかずに、各課が協力して、今のところはやっ

ていこうと。その担当が、福祉事務所に置かれ

て相談があるたびに、真摯に対処していくと、

そういうことはよくわかりますが、これからは、

本当にこの問題は家庭内のことで、秘密裏に、

非常に入っていきにくい。そうすると、できる

だけ市民の皆さんへの心の啓発というか、そう

いうことが大事となってきます。そうすると、

例えばパンフレット、子どもは本当に愛を求め

て生まれてきます、皆さん。本当に地域で育て

ましょうという、もちろんパンフレットとか、

もろもろのマイク、啓発、報道とかいろいろ、

とにかく真剣にやっていかないかんと思います

ので、予算化をお考えというか、そういう方面

もおいおい考えていただけたらという、これは

お願いでございますが。 

　済みません、その点。以上で２回目の質疑を

終わります。 

○副議長（濵田陸紀君）　都市建設課長。 
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○都市建設課長（豊島裕一君）　都市建設課長、

３番、有田議員の再質疑にお答えいたします。 

　今の公園ですが、遊歩道が１７年、１８年で

終って、１９年度に細部の道路等がありますの

で、当然、この事業につきましては、ワークシ

ョップ等を含めた住民の意見を聞かずにやって

おりますので、きょう、そういうような提案も

ありましたので、またそういう意見がありまし

たら、そういう面が活用できるような形で、皆

さんが親しまれる公園をつくっていきたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

○副議長（濵田陸紀君）　３番有田都子君。 

○３番（有田都子君）　各部にわたっての温か

い質疑へのお答え、ありがとうございました。 

　大切な予算でございます。どうか真摯なお気

持ちで運用を、よろしくお願い申し上げます。 

　以上で終わります。 

○副議長（濵田陸紀君）　この際、暫時休憩い

たします。 

　　　　　午前１１時４４分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

　　　　　午前１１時５１分　再開 

○議長（西郷典生君）　休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

　以上で通告による質疑は終了いたしました。 

　ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（西郷典生君）　ほかに質疑がありませ

んので、これにて質疑を終結いたします。 

　おはかりいたします。 

　ただいま議題となっております議案のうち

「議案第１号から議案第２６号まで」の２６議

案については、会議規則第３７条第２項の規定

により、委員会の付託を省略したいと思います。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（西郷典生君）　ご異議なしと認めます。 

　よって「議案第１号から議案第２６号まで」

の２６議案については、委員会の付託を省略す

ることに決しました。 

　ただいま議題となっております議案のうち、

「議案第２７号から議案第５７号まで」の３１

議案は、お手元に配付してあります「議案付託

表」のとおり、それぞれ所管の委員会へ付託い

たします。 

　おはかりいたします。 

　議案等審査のため、３月１７日、３月１８日

及び３月２２日並びに３月２３日の４日間は休

会いたしたいと思います。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（西郷典生君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、３月１７日、３月１８日及び３月２

２日並びに３月２３日の４日間は休会すること

に決しました。 

　以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

　３月１７日から３月２３日までの７日間休会

し、３月２４日午前１０時より再開いたします。 

　本日は、これにて散会いたします。 

午前１１時５２分　散会 
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陳  情  文  書  表 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平成１７年第１回定例会 

 

  　　　上記のとおり付託いたします。 

　　　　　平成１７年３月１６日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宿毛市議会議長　西　郷　典　生 

 
受理番号 受理年月日 件　　　　　　　名 提 出 者 付託委員会

 

第３２号
平成 

17. 3. 2

「障害者自立支援法案」の慎重

審議を求めるとともに、障害児

者施設への「応益負担」導入は

慎重に検討することを求める意

見書の提出について

団　体 教 育 民 生
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議　案　付　託　表 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平成１７年第１回定例会 

 
付託委員会 議 案 番 号 件　　　　　　　　　　　　　　　名

 

総 務 

常任委員会 

（１７件）

議案第２７号 

議案第２８号 

 

議案第２９号 

 

議案第３０号 

 

議案第３２号 

 

議案第３４号 

 

議案第３５号 

 

議案第３６号 

議案第３７号 

議案第３８号 

議案第４５号 

 

 

議案第４６号 

 

議案第４７号 

 

 

議案第４８号 

 

議案第５１号 

議案第５２号 

議案第５３号

宿毛市金婚夫婦表彰条例の一部を改正する条例について 

宿毛市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条

例について 

宿毛市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する

条例について 

宿毛市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改

正する条例について 

宿毛市特別職の職員の給与並びに旅費に関する条例の一部を改

正する条例について 

宿毛市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

宿毛市職員特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

宿毛市旅費条例の一部を改正する条例について 

宿毛市税条例の一部を改正する条例について 

宿毛市手数料徴収条例の一部を改正する条例について 

高知県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少

及び高知県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約につ

いて 

高知県市町村総合事務組合から仁淀地区国民健康保険病院組合

が脱退することに伴う財産処分について 

幡多広域市町村圏事務組合を組織する地方公共団体の数の減少

及び幡多広域市町村圏事務組合規約の一部を改正する規約につ

いて 

幡多広域市町村圏事務組合から中村市及び西土佐村が脱退する

ことに伴う財産処分について 

こうち人づくり広域連合規約の一部を改正する規約について 

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について
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教 育 民 生 

常任委員会 

（　８件）

議案第３１号 

 

議案第３３号 

 

議案第３９号 

議案第４０号 

議案第４１号 

議案第４４号 

 

議案第４９号 

 

議案第５０号 

宿毛市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例について 

宿毛市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の

一部を改正する条例について 

宿毛市奨学金貸与条例の一部を改正する条例について 

宿毛市立公民館設置条例の一部を改正する条例について 

宿毛市立公民館使用条例の一部を改正する条例について 

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する

条例について 

高知西部環境施設組合を組織する地方公共団体の数の減少及び

高知西部環境施設組合規約の一部を改正する規約について 

高知西部環境施設組合から中村市及び西土佐村が脱退すること

に伴う財産処分について

 

産業 建 設 

常任委員会 

（　６件）

議案第４２号 

 

議案第４３号 

 

議案第５４号 

議案第５５号 

議案第５６号 

議案第５７号

宿毛都市計画事業宿毛駅前地区土地区画整理事業施行規程の一

部を改正する条例について 

宿毛都市計画事業宿毛駅東地区土地区画整理事業施行規程に関

する条例の一部を改正する条例について 

栄喜漁港区域内の公有水面埋立てについて 

あらたに生じた土地の確認について 

あらたに生じた土地の字の区域の画定について 

あらたに生じた土地の字の区域の画定について
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平成１７年 

第１回宿毛市議会定例会会議録第５号 

 

１　議事日程 

　　　　第１６日（平成１７年３月２４日　木曜日） 

午前１０時　開議 

　　　第１　議案第１号から議案第５７号まで 

　　　　　　（議案第１号から議案第２６号まで、討論、表決） 

　　　　　　（議案第２７号から議案第５７号まで、委員長報告、質疑、討論、表決） 

　　　第２　請願第２号及び陳情第１３号外６件 

　　　第３　委員会調査について 

　　　第４　意見書案第１号から意見書案第３号まで 

　　　　　　意見書案第１号　教育基本法の改正を求める意見書の提出について 

　　　　　　意見書案第２号　「障害者自立支援法案」の慎重審議を求めるとともに、障害児

者施策への「応益負担」導入は慎重に検討することを求める意

見書の提出について 

　　　　　　意見書案第３号　公共工事における建設労働者の適正な労働条件の確保を求める 

意見書の提出について 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

２　本日の会議に付した事件 

　　　日程第１　議案第１号から議案第５７号まで 

　　　日程第２　請願第２号及び陳情第１３号外６件 

　　　日程第３　委員会調査について 

　　　日程第４　意見書案第１号から意見書案第３号まで 

　　　追加日程　議案第５９号から議案第６７号まで 

　　　　　　　　議案第５９号　平成１６年度宿毛市一般会計補正予算について 

　　　　　　　　議案第６０号　宿毛市都市計画審議会条例の制定について 

　　　　　　　　議案第６１号　宿毛市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例について 

　　　　　　　　議案第６２号　宿毛市都市計画委員会設置条例を廃止する条例について 

　　　　　　　　議案第６３号　宿毛市及び幡多郡大月町の廃置分合について 

　　　　　　　　議案第６４号　宿毛市及び幡多郡大月町の廃置分合に伴う財産処分に関する

協議について 

　　　　　　　　議案第６５号　宿毛市及び幡多郡大月町の廃置分合に伴い新たに設置される

宿毛市の議会の議員の定数に関する協議について 

　　　　　　　　議案第６６号　宿毛市及び幡多郡大月町の廃置分合に伴う経過措置に関する

協議について 
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　　　　　　　　議案第６７号　宿毛市及び幡多郡大月町の廃置分合に伴う地域審議会の設置

に関する協議について 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

３　出席議員（１８名） 

　　　１番　浅　木　　　敏　君　　　　　２番　中　平　富　宏　君 

　　　３番　有　田　都　子　君　　　　　４番　浦　尻　和　伸　君 

　　　５番　菊　地　　　徹　君　　　　　６番　寺　田　公　一　君 

　　　７番　菱　田　征　夫　君　　　　　８番　宮　本　有　二　君 

　　　９番　濵　田　陸　紀　君　　　　１０番　沖　本　年　男　君 

　　１１番　西　郷　典　生　君　　　　１２番　岡　村　佳　忠　君 

　　１３番　佐　田　忠　孝　君　　　　１４番　田　中　徳　武　君 

　　１５番　山　本　幸　雄　君　　　　１６番　中　川　　　貢　君 

　　１７番　西　村　六　男　君　　　　１８番　岡　崎　　　求　君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

４　欠席議員 

　　　な　し 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

５　事務局職員出席者 

　　　事 務 局 長　　福　田　延　治　君 

　　　議 事 係 長　　岩　本　昌　彦　君 

　　　調 査 係 長　　嵐　　　　　健　君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

６　出席要求による出席者 

　　　市　　　　長　　中　西　清　二　君 

　　　助　　　　役　　西　野　秋　美　君 

　　　収 入 役　　中　上　晋　助　君 

　　　企画広報課長　　小　松　宣　男　君 

　　　総 務 課 長　　岡　本　公　文　君 

　　　市 民 課 長　　松　岡　繁　喜　君 

　　　税 務 課 長　　松　田　雅　俊　君 

　　　会 計 課 長　　夕　部　政　明　君 

　　　保健介護課長　　西　本　寿　彦　君 

　　　環 境 課 長　　谷　本　秀　世　君 

　　　人権推進課長　　美濃部　　　勇　君 

　　　農 林 課 長　　小　島　正　樹　君 

 　　　次　　　　長 
　　　兼 庶 務 係 長

小　野　正　二　君
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　　　水産課長補佐　　高　木　定　一　君 

　　　商工観光課長　　谷　本　　　実　君 

　　　土 木 課 長　　茨　木　　　隆　君 

　　　都市建設課長　　豊　島　裕　一　君 

　　　福祉事務所長　　大　塚　　　勉　君 

　　　教 育 委 員 長　　奥　谷　力　郎　君 

　　　教 育 長　　嶋　　　統　一　君 

　　　千 寿 園 長　　尾　崎　重　幸　君 

 

 

 　　　水 道 課 長 兼 

　　　下 水 道 課 長
江　口　日出男　君

 　　　教 育 次 長 兼 

　　　学校教育課長
西　尾　　　諭　君

 　　　生涯学習課長 

　　　兼 宿 毛 文 教 

　　　センター所長

高　木　一　成　君

 　　　学 校 給 食 

　　　センター所長
近　藤　勝　喜　君
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時００分　開議 

○議長（西郷典生君）　これより本日の会議を

開きます。 

　日程第１「議案第１号から議案第５７号ま

で」の５７議案を一括議題といたします。 

この際、暫時休憩いたします。 

午前１０時０１分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後　１時０７分　再開 

○議長（西郷典生君）　休憩前に引き続き会議

を開きます。 

　これより「議案第１号から議案第２６号ま

で」の２６議案について討論に入ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（西郷典生君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　これより、「議案第１号から議案第２６号ま

で」の２６議案を一括採決いたします。 

　本案は原案のとおり可決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

（賛　成　者　起　立） 

○議長（西郷典生君）　全員起立であります。 

　よって「議案第１号から議案第２６号まで」

の２６議案は、原案のとおり可決されました。 

　これより「議案第２７号から議案第５７号ま

で」の３１議案について、委員長の報告を求め

ます。 

　総務常任委員長。 

○総務常任委員長（菊地　徹君）　総務常任委

員長。 

　本委員会に付託されました議案は、議案第２

７号、議案第２８号、議案第２９号、議案第３

０号、議案第３２号、議案第３４号、議案第３

５号、議案第３６号、議案第３７号、議案第３

８号、議案第４５号、議案第４６号、議案第４

７号、議案第４８号、議案第５１号、議案第５

２号、議案第５３号の１７議案であります。 

　議案第２７号は、宿毛市金婚夫婦表彰条例の

一部を改正する条例についてであります。 

　毎年、９月の第３月曜日に実施している宿毛

市金婚夫婦表彰式典を取りやめ、９月に表彰状

と記念品の贈呈は継続して行います。 

　議案第２８号は、宿毛市議会政務調査費の交

付に関する条例の一部を改正する条例について

であります。 

　各会派に対する政務調査費について、現行の

所属議員数に月額１万円を乗じて得た額を、所

属議員数に月額１万２，５００円を乗じて得た

額に改正しようとするものでございます。 

　議案第２９号は、宿毛市職員の勤務時間、休

暇等に関する条例の一部を改正する条例につい

てであります。 

　人事院規則の一部改正が行われたことに伴い、

平成１７年４月１日から、育児、または介護を

行う職員が、早出、遅出勤務を希望した場合は、

公務に支障がある場合を除き請求することがで

きるようになったので、国に準じて条例の一部

を改正しようとするものであります。 

　議案第３０号は、宿毛市議会の議員の報酬及

び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条

例についてであります。 

　旅費の支給に関して、宿毛市旅費条例に準じ

た取り扱いとするため、条例の一部を改正しよ

うとするものであります。 

　議案第３２号は、宿毛市特別職の職員の給与

並びに旅費に関する条例の一部を改正する条例

についてであります。 

　市長、助役及び収入役の給料の額を、平成１

７年４月１日から市長８５万円を７９万９，０

００円、助役７３万円を６９万３，０００円、

収入役６６万円を６２万７，０００円に改める

ものでございます。 
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　議案第３４号は、宿毛市一般職員の給与に関

する条例の一部を改正する条例についてであり

ます。 

　改正の内容につきましては、職員の通勤手当

の４０パーセント削減、管理職手当の２０パー

セント削減及び給料表を国の基準に準じたもの

に改正しようとするものでございます。 

　議案第３５号は、宿毛市職員特殊勤務手当に

関する条例の一部を改正する条例についてでご

ざいます。 

　宿毛市職員の特殊勤務手当等を廃止するとと

もに、行旅死亡人の取り扱いに従事した職員に

対する手当の額の見直しを行おうとするもので

あります。 

　議案第３６号は、宿毛市旅費条例の一部を改

正する条例についてでございます。 

　主な内容は、日当の額の見直しや廃止、鉄道

グリーン料金の廃止等を行うものでございます。 

　議案第３７号は、宿毛市税条例の一部を改正

する条例についてでございます。 

　不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等

に関する法律が、平成１７年３月７日から施行

されることに伴い、宿毛市税条例の一部を改正

する必要が生じましたので、「土地登記簿もし

くは」を「登記簿または」に改め、「または建

物登記簿」を削り、「土地登記簿」を「登記

簿」に改めるものでございます。 

　議案第３８号は、宿毛市手数料徴収条例の一

部を改正する条例についてであります。 

　平成１７年４月１日から船員法の一部が改正

され、雇い入れ契約が公認制から届出制に変わ

ることにより、雇い入れ契約公認手数料を徴収

しないこととなるために、宿毛市手数料徴収条

例の一部を改正しようとするものであります。 

　議案第４５号及び議案第４６号の２議案は、

高知県市町村総合事務組合を組織する地方公共

団体の数の減少及び高知県市町村総合事務組合

規約の一部を改正する規約について、並びに高

知県市町村総合事務組合から仁淀地区国民健康

保険病院組合が脱退することに伴う財産処分に

ついてでございます。 

　本組合の構成である仁淀地区国民健康保険病

院組合が、平成１７年３月３１日に解散するこ

とに伴う本組合からの脱退、中芸広域連合が共

同処理する事務への加入、及び津野山広域市町

村事務組合の名称を津野山広域事務組合へ変更

することに伴う規約の一部改正でございます。 

　また、仁淀地区国民健康保険病院組合の脱退

に伴う財産処分について、いの町に継承させる

ことについて、地方自治法第２９０条の規定に

基づき、議会の議決を求めるものでございます。 

　議案第４７号及び議案第４８号の２議案は、

幡多広域市町村圏事務組合を組織する地方公共

団体の数の減少及び幡多広域市町村圏事務組合

規約の一部を改正する規約について、並びに幡

多広域市町村圏事務組合から中村市及び西土佐

村が脱退することに伴う財産処分についてでご

ざいます。 

　平成１７年４月１０日、中村市と西土佐村が

合併し、四万十市となることから、幡多広域市

町村圏事務組合から２市村が脱退すること、及

び、新たに四万十市が加入することに伴う規約

の一部改正でございます。 

　議案第５１号は、こうち人づくり広域連合規

約の一部を改正する規約についてでございます。 

　いの町の新設合併、鏡村及び土佐山村の高知

市への編入、並びに津野町の新設合併に伴い、

高知人づくり広域連合規約の一部を改正する必

要が生じましたので、地方自治法第２９０条の

規定により、議会の議決を求めるものでありま

す。 

　議案第５２号及び議案第５３号の２議案は、

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定に

ついてでございます。 
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　舟ノ川地区のテレビ難視聴対策として、共同

受信施設を整備し、地域住民の生活の利便の向

上を図るとともに、坂本地区において、災害等

の非常時に敏速かつ確実に連絡がとれるよう、

携帯電話用の受信施設の整備を行うものでござ

います。 

　これら議案の審査に当たりましては、執行部

より詳細に説明を求めながら、慎重に審査いた

しました結果、全会一致をもって、原案どおり

可決すべきものと決しました。 

　以上で報告を終わります。 

○議長（西郷典生君）　教育民生常任委員長。 

○教育民生常任委員長（岡村佳忠君）　教育民

生常任委員長。 

　本委員会に付託されました議案は、議案第３

１号、議案第３３号、議案第３９号、議案第４

０号、議案第４１号、議案第４４号、議案第４

９号、議案第５０号の８議案でございます。 

　最初に、議案第３１号、宿毛市特別職の職員

で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例についでございます。 

　本件につきましては、社会教育法第２１条第

１項の規定により、宿毛市立中央公民館に５カ

所の分館を設置し、分館業務を行っております

が、分館の事業活動が減少状況にあることから、

分館長の報酬の額を改定しようとするものでご

ざいます。 

　また、これまで奨学資金の奨学生の選考を行

っていた奨学生選考委員会を廃止をし、教育委

員会において選考することとするため、条例か

ら奨学生選考委員会委員を削除しようとするも

のでございます。 

　慎重審査の結果、原案を適当と認めておりま

す。 

　続きまして、議案第３３号、宿毛市教育委員

会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の

一部を改正する条例についてでございます。 

　本件につきましては、教育委員会教育長の給

料を、平成１７年４月１日から、現行の６６万

円から６２万７，０００円に減額するため、条

例の一部を改正しようとするものであり、これ

また、可決が妥当であるというふうに決定をい

たしております。 

　続きまして、議案第３９号、宿毛市奨学金貸

与条例の一部を改正する条例についてでござい

ます。 

　本件につきましては、議案第３１号でもご報

告をしましたとおり、これまでの奨学資金の奨

学生の選考を中学校長や高等学校教務主任等の

８名からなる選考委員会において行っておりま

したが、平成１７年度から、教育委員会におい

て選考することとし、条例の一部を改正しよう

とするものであります。 

　続きまして、議案第４０号、宿毛市立公民館

設置条例の一部を改正する条例について、ご報

告をいたします。 

　本件は、分館平田公民館の位置を平田小学校

から宿毛東部農村環境改善センターに変更する

ため、条例の一部を改正しようとするものであ

ります。 

　続きまして、議案第４１号、宿毛市立公民館

使用条例の一部を改正する条例についてでござ

います。 

　本件は、これまでの教育法第１０条に規定を

する社会教育団体が使用する場合や、教育委員

会が必要と認めた場合においては、使用料を徴

収しないこととされていましたが、これを減額、

または免除することができるということに、条

例の一部を改正しようとするものであります。 

　このことについては、委員から使用料徴収す

ることにより、サークル活動を低下させてはい

けないなどの意見が出されましたが、協議の結

果、原案が適当であることを認めておるわけで

ございます。 
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　続きまして、議案第４４号、企業職員の給与

の種類及び基準に関する条例の一部を改正する

条例についてでございます。 

　本件は、地方公共団体の能率的な運営を推進

するため、任期付採用の拡大及び任期付短時間

勤務職員の採用等を可能とすることを目的とし

た地方公務員法等の一部を改正する法律が施行

されたことに伴い、国に準じて条例の一部を改

正しようとするものであります。 

　最後に、議案第４９号、高知西部環境施設組

合を組織する地方公共団体の数の減少及び高知

西部環境施設組合規約の一部を改正する規約に

ついてでございます。同時に、議案第５０号は、

高知西部環境施設組合から中村市及び西土佐村

が脱退することに伴う財産処分についての２件

についてでございます。 

　この２件につきましては、平成１７年４月１

０日に中村市と西土佐村が合併し、四万十市と

なることから、高知西部環境施設組合から２市

村が脱退すること、及び新たに四万十市が加入

すること、また、委員の数を１６名から１４名

に減らすこと。 

　さらに、合併に伴う高知西部環境施設組合に

おける２市村の財産処分について、四万十市に

継承しようとするものであり、このことについ

ては、以上、８件につきましては、慎重審査の

結果、原案を適当であると認め、全会一致をも

って可決されたとの報告をいたします。 

　終わります。 

○議長（西郷典生君）　産業建設常任委員長。 

○産業建設常任委員長（菱田征夫君）　産業建

設常任委員長。議案審査の報告をいたします。 

　本委員会に付託されました議案は、議案第４

２号、議案第４３号、並びに議案第５４号から

議案第５７号までの６議案であります。 

　議案第４２号、宿毛都市計画事業宿毛駅前地

区土地区画整理事業施行規程の一部を改正する

条例について、並びに議案第４３号、宿毛都市

計画事業宿毛駅東地区土地区画整理事業施行規

程に関する条例の一部を改正する条例につい

て、以上の２議案につきましては、不動産登記

法が平成１６年６月に公布され、翌平成１７年

３月に施行されたものに伴うものである。 

　内容は、登記簿の表示が「土地登記簿」、

「建物登記簿」と分かれていたものを、「登記

簿」に改正となったため、議案第４２号で規程

の一部を、議案第４３号で条例の一部を改正す

るものであります。 

　慎重に審査した結果、原案を適当と認め、可

決すべきものと決しました。 

　議案第５４号、栄喜漁港区域内の公有水面埋

立てについて。本件は、現在、幅２メートルあ

る荷捌き地を４メートル沖合いに出し、幅６メ

ートルに拡張して公有水面を埋立てするもので

あります。 

　なお、事業実施主体は宿毛市であります。 

　慎重に審査した結果、原案を適当と認め、可

決すべきものと決しました。 

　議案第５５号　あらたに生じた土地の確認に

ついて。本件は、公有水面埋立てにより、宿毛

市樺字樺新港７０３、７０４、７０５、宇須々

木字西港１９１７の１、字龍ヶ谷山１６７２の

１３、字船蔵６８の１、６８の１２、６８の１

３の地先、面積３万５，８３ ３９平方メート

ルについて、工事が竣工したものであり、あら

たに生じた土地の確認であります。 

　慎重に審査した結果、原案を適当と認め、可

決すべきものと決しました。 

　議案第５６号、あらたに生じた土地の字の区

域の画定について。本件は、議案第５５号で確

認した土地の字樺新港の区域、面積１万６，４

４ ４６平方メートルを画定することについて、

地方自治法第２０６条第１項の規定により、議

会の議決を必要とするものであります。 
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　慎重に審査した結果、原案を適当と認め、可

決すべきものと決しました。 

　議案第５７号、あらたに生じた土地の字の区

域の画定について。本件は、議案第５５号で確

認した土地の字西港の区域、面積１万９，３８

９３平方メートルを画定することについて、

地方自治法第２６０号第１項の規定により、議

会の議決を必要とするものであります。 

　慎重に審査した結果、原案を適当と認め、可

決すべきものと決しました。 

　以上、報告を終わります。 

○議長（西郷典生君）　以上で、委員長の報告

は終わりました。 

　ただいまの委員長報告に対する質疑に入りま

す。 

　質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（西郷典生君）　格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

　これより「議案第２７号から議案第５７号ま

で」の３１議案について討論に入ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（西郷典生君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　これより「議案第２７号から議案第５７号ま

で」の３１議案について、一括採決いたします。 

　本案に対する委員長の報告は可決であります。 

　本案は、委員長の報告のとおり決することに

賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛　成　者　起　立） 

○議長（西郷典生君）　全員起立であります。 

　よって「議案第２７号から議案第５７号ま

で」の３１議案は、原案のとおり可決されまし

た。 

　日程第２「請願第２号及び陳情第１３号外６

件」の８件を一括議題といたします。 

　これより「請願第２号」について、委員長の

報告を求めます。 

　産業建設常任委員長。 

○産業建設常任委員長（菱田征夫君）　産業建

設常任委員長、請願審査の報告を行います。 

　本委員会に付託されました請願は、請願第２

号の１件であります。 

　請願第２号、公共工事における建設労働者の

適正な労働条件の確保について。 

　建設産業は、日本の基幹産業として、今日ま

での経済活動と、雇用機会の確保を貢献してき

たものであります。しかしながら、他の産業で

は、常識とされる明確な賃金体系が確立されず、

公共事業などの抑制により、仕事量の変動が直

接、施工単価や労務費の引き下げなどにつなが

り、建設労働者の生活を不安定なものにしてお

ります。 

　国においては、平成１３年４月に、公共工事

の入札及び契約の適正化の促進に関する法律が

施行され、さらに建設労働者の賃金、労働条件

の確保が適正に行われることが、衆参両議院で

附帯決議をされております。 

　建設業を健全に発展させ、建設労働者の適正

な労働条件の確保を求めるための請願でありま

す。委員会で慎重に審査の結果、本委員会とし

ては、全会一致をもって採択することに決しま

した。 

　以上、報告を終わります。 

○議長（西郷典生君）　以上で、委員長の報告

を終わります。 

　ただいまの委員長報告に対する質疑に入りま

す。 

　質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（西郷典生君）　格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

　これより「請願第２号」について、討論に入
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ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（西郷典生君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　おはかりいたします。 

　「請願第２号」については、お手元に配付い

たしました「審査報告書」のとおりであります。 

　本件は「審査報告書」のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（西郷典生君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、本件については「審査報告書」のと

おり決しました。 

　これより「陳情第１３号外６件」の７件につ

いて、委員長の報告を求めます。 

　総務常任委員長。 

○総務常任委員長（菊地　徹君）　総務常任委

員長、陳情審査報告を行います。 

　本委員会に付託されました陳情は２件であり

ます。 

　陳情第３０号、「三位一体改革」の影響から

くらしと地方自治を守る意見書の提出について

でありますが、慎重審査の結果、全会一致で不

採択と決しました。 

　陳情第３１号、「市場化テスト」や「給与構

造見直し」に反対する意見書の提出についてで

ありますが、慎重審査の結果、全会一致で不採

択と決しました。 

　以上で、本委員会に付託されました陳情２件

についての報告を終わります。 

○議長（西郷典生君）　教育民生常任委員長。 

○教育民生常任委員長（岡村佳忠君）　教育民

生常任委員長。 

　本委員会に付託された陳情は、陳情第１３号、

陳情第２０号、陳情第２２号、陳情第３２号の

４陳情でございます。 

　最初に、陳情第１３号、教育基本法の理念の

実現を求める意見書の提出について、及び陳情

第２２号、教育基本法の改正を求める意見書の

提出について、あわせて報告をさせていただき

ます。 

　本件につきましては、教育基本法の改正につ

いて、相反する立場からの陳情であり、陳情第

１３号については、平成１６年度第１回定例会

から、陳情第２２号につきましては、平成１６

年の第２回定例会からの継続審査となっている

案件でございますが、我が国の教育の理念や目

的を規定する重要な法案を改正することの是非

については、慎重な審査が求められるとの認識

から、これまで、熱心に議論を重ねてまいりま

した。 

　審査の過程で、委員からさまざまな意見が出

されましたが、最終的には陳情第２２号、教育

基本法の改正を求める意見書についてを、賛成

多数で採択をし、陳情第１３号、教育基本法の

理念の実現を求める意見書の提出についてを、

賛成少数で不採択とすることに決しました。 

　続きまして、陳情第２０号、「林邸」の保存

についてを、ご報告をいたします。 

　本件につきましても、平成１６年第２回定例

会から、継続審査となっている案件であり、担

当課からの説明、現地調査等を踏まえて、慎重

に審査をしてまいりました。 

　審査の過程で、林邸が歴史的、文化的に重要

な建造物であることについては、委員全員に異

論はないものの、市の厳しい財政状況を考慮す

ると、安易に経費の支出を求めることはできな

いとの認識でも一致することになりました。 

　しかしながら、陳情の本文には、財政的な支

援についての直接的な記述はなく、経費の問題

については、ひとまず保留することとし、市と

民間が林邸の保存に向けて、可能な限りの方策

を講ずるべきとの意味で、陳情の趣旨を尊重し、
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全会一致で趣旨採択ということに決定をいたし

ました。 

　続きまして、陳情第３２号、「障害者自立支

援法案」の慎重審議を求めるとともに、障害児

者施設への「応益負担」導入は慎重に検討する

ことを求める意見書の提出についてを報告いた

します。 

　本件につきましては、担当課からの詳しい説

明を受ける中で、慎重に審議をいたしました結

果、意見書提出の際には、文言を一部修正する

ことで意見集約がなされました。全会一致で採

択するということに決しております。 

　以上、本委員会に付託をされました陳情４件

についての報告を終わります。 

○議長（西郷典生君）　産業建設常任委員長。 

○産業建設常任委員長（菱田征夫君）　産業建

設常任委員長。陳情審査の報告を行います。 

　本委員会に付託されました陳情は、陳情第２

８号の１件であります。 

　陳情第２８号沖新田地区農道などの市道編入

について。本件は、現在、農耕用道路の位置づ

けになっているが、近年の道路社会状況の変化

に対応し、市民の生活基盤を支える重要な役割

を果たす道路として、機能を発揮している。 

　担当課の説明を受け、現地調査の上、委員会

で慎重に審査の結果、本委員会としては、全会

一致をもって採択することに決しました。 

　なお、委員会として、今後、市道の認定に当

たっては、認定条件などの問題などもあると考

えるので、関係者はもとより、関係課と十分協

議を行うよう、要請しました。 

　以上、報告を終わります。 

○議長（西郷典生君）　以上で、委員長の報告

を終わります。 

　ただいまの委員長報告に対する質疑に入りま

す。 

　質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（西郷典生君）　格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

　これより「陳情第２０号及び陳情第２８号並

びに陳情第３２号」の３件について、討論に入

ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（西郷典生君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　おはかりいたします。 

　「陳情第２０号及び陳情第２８号並びに陳情

第３２号」の３件については、お手元に配付い

たしました「審査報告書」のとおりであります。 

　本件は「審査報告書」のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（西郷典生君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、本件については「審査報告書」のと

おり決しました。 

　これより「陳情第１３号」について、討論に

入ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（西郷典生君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　これより、「陳情第１３号」を採決いたしま

す。 

　本件については、「審査報告書」のとおり決

することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛　成　者　起　立） 

○議長（西郷典生君）　起立多数であります。 

　よって、本件については「審査報告書」のと

おり決しました。 

　これより、「陳情第２２号」について、討論

に入ります。 

　討論の通告がありますので、順次発言を許し
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ます。 

　１番浅木　敏君。 

○１番（浅木　敏君）　１番、討論を行います。 

　陳情第２２号について、採択し、意見書を提

出するとの教育民生常任委員長の報告がありま

したので、私は、この報告に反対する立場から

討論をさせていただきます。 

　この陳情は、教育基本法の改正を求める意見

書の提出を、自由民主党高知県支部連合会会長

外２名から求められたものであります。この中

の陳情文書や意見書文案、さらには中教審答申

も、今日の学校でのいじめや不登校、犯罪の増

加など、今日の日本社会の諸問題を、教育基本

法が存在したからだと決めつけ、この改正を求

めているものであります。 

　皆さんもご存じのように、教育基本法は昭和

２２年に制定され、その前文では、基本的人権

の尊重、主権在民、恒久平和主義の三原則を柱

とする憲法の理想実現は根本において、教育の

力に待つべきものであるとするとともに、個人

の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の

育成を期すとしています。 

　その第１条では、教育は人格の完成を目指し、

平和的な社会の形成者として、真理と正義を愛

し、個人の価値を尊び、勤労と責任を重んじ、

自主的精神に満ちた心身ともに健康な国民の育

成を期して行わなければならないと定めていま

す。 

　その他にも、豊かな人間性が育てる教育のあ

り方が各所にうたわれております。 

　生活物資が少なく、困難な中でも、戦後、し

ばらくはこの教育基本法が実施に移され、子ど

もたちの個性を大切にし、どの子ものびのびと

発達できる教育が実施され、戦後の社会を発展

させる力となりました。 

　しかし、その後の政治の反動化に伴い、教育

行政も教育基本法の精神を大きく逸脱し、子ど

もたちには差別と選別、過酷な競争が押しつけ

られるとともに、教員に対しても、勤評問題ほ

か、思想信条を踏みにじる攻撃が加えられまし

た。 

　また、４０人ものすし詰め学級は、経済発展

の中でも解消されず、………………………（発

言一部取消し）………………………… 

　このように、国や地方公共団体が教育基本法

の精神を大きく逸脱した教育行政を進める中で

発生している日本の教育上の諸問題、日本社会

の今日的諸課題を教育基本法のせいにするのは

本末転倒を言わざるを得ません。 

　特に、教育基本法改正論の中心は、文部科学

省の中央教育審議会の答申でわかるように、愛

国心の押しつけと教育の国家統制、さらなる過

酷な競争、選別による少数のエリート育成であ

ります。 

　強調されている愛国心も、人により違いがあ

ります。今のままの日本がいいと思う人、この

国をもっと住みよい国に変えたいと思う人、日

本の伝統もいい面もあればそうでない面もあり

ます。それを時の政府の愛国心、国家史観に統

一しようとするところに問題があります。 

　答申が議論される中で、国家戦略としての教

育改革が表現されましたが、教育を国家戦略の

道具と位置づければ、まさに戦前の教育と同じ

ようなものになってしまいます。 

「一たん、緩急あれば義勇公に奉し」の教育勅

語体制の下、国体に忠義を尽くし、命を投げ出

すことのできる臣民を育成することが教育の目

的であった戦前のような教育を復活させないた

めに、行政による教育介入を戒め、教育を受け

る子どもの権利を尊重したのが、この教育基本

法であります。 

　戦争をする人づくりを進める教育政策を許さ

ず、我が子、我が孫、日本の若者を戦場へ送ら

ぬために、教育基本法の改正を求める陳情採択
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に反対するものであります。 

　子どもたちの未来を憂える皆さんのご賛同を

お願いし、討論を終わります。 

○議長（西郷典生君）　この際、暫時休憩いた

します。 

午後　１時５６分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後　２時０９分　再開 

○議長（西郷典生君）　休憩前に引き続き会議

を開きます。 

　浅木　敏君より、ただいまの反対討論の中で

取り消しをしたいという申し出がありますので、

発言を許します。 

　浅木　敏君。 

○１番（浅木　敏君）　１番、先ほどの私の討

論の中で、一部削除させていただきたい点があ

りますので、お願いします。 

　「学級経営困難」から「ともなってきまし

た」までの間の字句を削除させていただきます。 

　そういうことで、よろしくお願いします。 

○議長（西郷典生君）　６番、寺田公一君。 

○６番（寺田公一君）　６番。私は、教育基本

法の改正を求める意見書の提出に、賛成の立場

から討論を行います。 

　我が国は、民主的、文化的な国家建設を目指

した教育基本法を昭和２２年に制定し、その普

及、指導に努めてまいりました。おかげで、小

中学生の学力は世界でもトップクラスになり、

高校や大学の進学率は飛躍的に向上し、経済社

会の発展や科学の振興に多大な貢献をしてまい

りました。 

　しかし、５０年余りを経過して、社会環境、

生活環境が大きな変貌を遂げる中、行き過ぎた

平等意識や、責任感を伴わない自由や権利の主

張が蔓延するなど、倫理観に乏しい社会状態に

なっております。 

　昨今の青少年による凶悪犯罪の低年齢化や小

中学校を対象とした凶悪犯罪など、社会に大き

な反響を呼ぶ重大事件が頻発していることも、

現在の教育基本法が時代に対応しきれなくなっ

てきていることを顕著にあらわしていると言う

ことを、多くの国民も感じていると思います。 

　私は、同法の基本的な理念は継承しながら、

現代社会の教育に、また将来に対応することの

できる教育基本法に改正すべきであると考えま

す。同僚議員の賛同をお願いいたします。 

○議長（西郷典生君）　以上で、通告による討

論は終わりました。 

　ほかに討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（西郷典生君）　ほかに討論はありませ

んので、これにて討論を終結いたします。 

　これより、「陳情第２２号」を採決いたしま

す。 

　本件については、「審査報告書」のとおり決

することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛　成　者　起　立） 

○議長（西郷典生君）　起立多数であります。 

　よって、本件については「審査報告書」のと

おり決しました。 

　これより、「陳情第３０号」について、討論

に入ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（西郷典生君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　これより、「陳情第３０号」を採決いたしま

す。 

　本件については、「審査報告書」のとおり決

することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛　成　者　起　立） 

○議長（西郷典生君）　起立多数であります。 

　よって、本件については「審査報告書」のと

おり決しました。 
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　これより、「陳情第３１号」について、討論

に入ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（西郷典生君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　これより、「陳情第３１号」を採決いたしま

す。 

　本件については、「審査報告書」のとおり決

することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛　成　者　起　立） 

○議長（西郷典生君）　起立多数であります。 

　よって、本件については「審査報告書」のと

おり決しました。 

　日程第３、「委員会調査について」を議題と

いたします。 

　各常任委員長及び議会運営委員長から、目下

委員会において調査中の事件については、会議

規則第１０４条の規定により、お手元に配付い

たしました申出書のとおり、閉会中の継続調査

の申し出があります。 

　おはかりいたします。 

　委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調

査に付することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（西郷典生君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、委員長から申し出のとおり、閉会中

の継続調査に付することに決しました。 

　日程第４「意見書案第１号から意見書案第３

号まで」の３件を一括議題といたします。 

　おはかりいたします。 

　本案は、会議規則第３７条第２項の規定によ

り、提案理由の説明を省略することにしたいと

思います。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（西郷典生君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、本案は提案理由の説明を省略するこ

とに決しました。 

　これより質疑に入ります。 

　質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（西郷典生君）　格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

　おはかりいたします。 

　本案は、会議規則第３７条第２項の規定によ

り、委員会の付託を省略したいと思います。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（西郷典生君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、本案は委員会の付託を省略すること

に決しました。 

　これより、「意見書案第２号及び意見書案第

３号」の２件について、討論に入ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（西郷典生君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　おはかりいたします。 

　「意見書案第２号及び意見書案第３号」の２

件は、原案のとおり可決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（西郷典生君）　ご異議なしと認めます。 

　よって「意見書案第２号及び意見書案第３

号」の２件については、原案のとおり可決され

ました。 

　これより、「意見書案第１号」について討論

に入ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（西郷典生君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　おはかりいたします。 
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　「意見書案第１号」は、原案のとおり可決す

ることに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛　成　者　起　立） 

○議長（西郷典生君）　起立多数であります。 

　よって「意見書案第１号」は、原案のとおり

可決されました。 

　おはかりいたします。 

　ただいま、意見書案が議決されましたが、そ

の条項、字句、数字その他の整理を要するもの

については、その整理を議長に委任されたいと

思います。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（西郷典生君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、条項、字句、数字その他の整理は議

長に委任することに決しました。 

　おはかりいたします。 

　ただいま、市長から「議案第５９号から議案

第６７号まで」の９議案が提出されました。 

　この際、これを日程に追加し、一括議題とい

たしたいと思います。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（西郷典生君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、この際、「議案第５９号から議案第

６７号まで」の９議案を日程に追加し、一括議

題とすることに決しました。 

　「議案第５９号から議案第６７号まで」の９

議案を一括議題といたします。 

　この際、提案理由の説明を求めます。 

　市長。 

○市長（中西清二君）　市長、追加ご提案申し

上げました議案につきまして、提案理由のご説

明をいたします。 

　議案第５９号は、平成１６年度宿毛市一般会

計補正予算についてでございます。 

　職員１名が３月末で退職することに伴いまし

て、退職手当金１，３０９万５，０００円、及

び墓地公園の販売に伴う墓地管理料の基金への

積立金２６万８，０００円を計上しております。 

　歳入につきましては、特別交付税４，８８８

万２，０００円、墓地使用料等６７６万８，０

００円を増額しまして、財政調整基金繰入金４，

２２８万７，０００円を減額しております。 

　議案第６０号及び議案第６２号の２議案は、

「宿毛市都市計画審議会条例の制定について」

及び「宿毛市都市計画委員会設置条例を廃止す

る条例について」でございます。 

　地方分権の推進に伴いまして、市町村への権

限委譲が進む中、都市計画決定につきましても、

その一部を市町村において行うこととなりまし

た。都市計画法第７７条の２第１項の規定によ

り市町村が設置する審議会において審議する必

要がございますので、宿毛市都市計画委員会を

廃止し、宿毛市都市計画審議会を設置しようと

するものでございます。 

　議案第６１号は、宿毛市特別職の職員で非常

勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例についてでございます。 

　宿毛市都市計画審議会の設置及び宿毛市都市

計画委員会の廃止に伴いまして、非常勤の特別

職の名称を変更する必要が生じましたので、条

例の一部を改正しようとするものでございます。 

　次に、議案第６３号は、宿毛市及び幡多郡大

月町の廃置分合についてでございます。 

　去る３月２２日に宿毛市と大月町の合併に関

する調印がなされましたので、地方自治法第７

条第１項の規定に基づき、平成１７年１２月３

１日をもって宿毛市及び幡多郡大月町を廃し、

平成１８年１月１日からその区域をもってあら

たに「宿毛市」を設置することを高知県知事に

申請することにつきまして、議会の議決を求め

るものでございます。 

　以下、６４号から６７号までの４件につきま



－ 133 －

＋

しては、お手元に配付してあるとおりでござい

ます。廃置分合に関連する議案でございます。 

　以上が、ご提案申し上げました議案の内容で

ございます。よろしくご審議の上、適切なご決

定をいただきますようお願いを申し上げまして、

提案理由の説明とさせていただきます。 

○議長（西郷典生君）　これにて提案理由の説

明が終わりました。 

　これより質疑に入ります。 

　質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（西郷典生君）　格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

　おはかりいたします。 

　「議案第５９号から議案第６７号まで」の９

議案は、会議規則第３７条第２項の規定により、

委員会の付託を省略したいと思います。 

　これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（西郷典生君）　ご異議なしと認めます。 

　よって、「議案第５９号から議案第６７号ま

で」の９議案は、委員会の付託を省略すること

に決しました。 

　これより、「議案第５９号から議案第６２号

まで」の４議案について、討論に入ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（西郷典生君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　これより、「議案第５９号から議案第６２号

まで」の４議案について一括採決いたします。 

　本案は原案のとおり決することに賛成の諸君

の起立を求めます。 

（賛　成　者　起　立） 

○議長（西郷典生君）　全員起立であります。 

　よって、「議案第５９号から議案第６２号ま

で」の４議案は原案のとおり可決されました。 

　これより、「議案第６３号から議案第６７

号」までの５議案について討論に入ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（西郷典生君）　討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

　これより、「議案第６３号から議案第６７号

まで」の５議案について、一括採決いたします。 

　本案は原案のとおり決することに賛成の諸君

の起立を求めます。 

（賛　成　者　起　立） 

○議長（西郷典生君）　全員起立であります。 

　よって、「議案第６３号から議案第６７号ま

で」の５議案は、原案のとおり可決されました。 

　以上で、今期定例会の日程は、すべて議了い

たしました。 

　閉会に当たり、市長からあいさつがあります

ので、発言を許します。 

　市長。 

○市長（中西清二君）　閉会に当たりまして、

ごあいさつを申し上げます。 

　３月９日に開催いたしました今期定例会は、

本日までの１６日間、議員の皆様方におかれま

しては、連日ご熱心にご審議をいただき、ご提

案申し上げました６７議案すべてを原案どおり

ご決定をいただきました。まことにありがとう

ございます。 

　今会期中に、一般質問や質疑等を通じまして

お寄せいただきました貴重なご意見やご提言に

つきましては、今後、さらに検討をいたしまし

て、市政の執行に反映させてまいりたいと考え

ております。 

　今議会は大月町との合併協議が最終局面を迎

える中での開会でございましたが、残された期

間が１カ月もない状況で、本日、知事への申請

に必要な関連議案を議決いただきました。この

ことは、ひとえに合併協議会の委員の皆様が、
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積極的にご審議をいただき、宿毛市と大月町に

とりまして、最良の結論をまとめていただきま

したおかげでありまして、そのご労苦に対しま

しては、心から敬意と感謝を申し上げる次第で

ございます。 

　平成１７年度を迎えるに当たりましての市政

執行の基本的な考え方につきましては、行政方

針の中で申し上げてまいりましたが、大変厳し

い財政状況が続く中、行財政改革を積極的に推

進しまして、経常経費の節減、合理化に努める

一方、宿毛市が今後さらに飛躍発展していくた

めに必要な産業基盤の整備や、市民福祉の充実、

教育の振興等の各種事業につきましては、積極

的に推進してまいりたいと考えております。 

　どうか、市民並びに議員の皆様方におかれま

しては、今後ともより一層のご指導、ご協力を

賜りますようお願いを申し上げまして、閉会の

ごあいさつをいたします。 

　どうもありがとうございました。 

○議長（西郷典生君）　以上で、市長のあいさ

つは終わりました。 

　これにて、平成１７年第１回宿毛市議会定例

会を閉会いたします。 

午後　２時３３分　閉会 
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　宿　毛　市　議　会　議　長　　　西　郷　典　生　 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　宿 毛 市 議 会 副 議 長　　　濵　田　陸　紀 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議　員　　　山　本　幸　雄 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議　員　　　中　川　　　貢 
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１７年３月１７日 

　宿毛市議会議長　西　郷　典　生　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務常任委員長　菊　地　　　徹 

 

委員会審査報告書 

 

　本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１０３条の規

定により報告します。 

記 

 

 
事 件 の 番 号 件　　　　　　　　　　名 審査結果 理　由

 
議案第２７号

宿毛市金婚夫婦表彰条例の一部を改正する条例につ

いて
原案可決 適　当

 
議案第２８号

宿毛市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を

改正する条例について
原案可決 適　当

 
議案第２９号

宿毛市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部

を改正する条例について
原案可決 適　当

 
議案第３０号

宿毛市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条

例の一部を改正する条例について
原案可決 適　当

 
議案第３２号

宿毛市特別職の職員の給与並びに旅費に関する条例

の一部を改正する条例について
原案可決 適　当

 
議案第３４号

宿毛市一般職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例について
原案可決 適　当

 
議案第３５号

宿毛市職員特殊勤務手当に関する条例の一部を改正

する条例について
原案可決 適　当

 
議案第３６号 宿毛市旅費条例の一部を改正する条例について 原案可決 適　当

 
議案第３７号 宿毛市税条例の一部を改正する条例について 原案可決 適　当

 
議案第３８号

宿毛市手数料徴収条例の一部を改正する条例につい

て
原案可決 適　当

 

議案第４５号

高知県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体

の数の減少及び高知県市町村総合事務組合規約の一

部を改正する規約について

原案可決 適　当

 
議案第４６号

高知県市町村総合事務組合から仁淀地区国民健康保

険病院組合が脱退することに伴う財産処分について
原案可決 適　当
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議案第４７号

幡多広域市町村圏事務組合を組織する地方公共団体

の数の減少及び幡多広域市町村圏事務組合規約の一

部を改正する規約について

原案可決 適　当

 
議案第４８号

幡多広域市町村圏事務組合から中村市及び西土佐村

が脱退することに伴う財産処分について
原案可決 適　当

 
議案第５１号

こうち人づくり広域連合規約の一部を改正する規約

について
原案可決 適　当

 
議案第５２号

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定につい

て
原案可決 適　当

 
議案第５３号

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定につい

て
原案可決 適　当
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１７年３月２３日 

　宿毛市議会議長　西　郷　典　生　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育民生常任委員長　岡　村　佳　忠　 

 

委員会審査報告書 

 

　本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１０３条の規

定により報告します。 

記 

 

 

 
事 件 の 番 号 件　　　　　　　　　　名 審査結果 理　由

 
議案第３１号

宿毛市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用

弁償に関する条例の一部を改正する条例について
原案可決 適　当

 
議案第３３号

宿毛市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関

する条例の一部を改正する条例について
原案可決 適　当

 
議案第３９号

宿毛市奨学金貸与条例の一部を改正する条例につい

て
原案可決 適　当

 
議案第４０号

宿毛市立公民館設置条例の一部を改正する条例につ

いて
原案可決 適　当

 
議案第４１号

宿毛市立公民館使用条例の一部を改正する条例につ

いて
原案可決 適　当

 
議案第４４号

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部

を改正する条例について
原案可決 適　当

 
議案第４９号

高知西部環境施設組合を組織する地方公共団体の数

の減少及び高知西部環境施設組合規約の一部を改正

する規約について

原案可決 適　当

 
議案第５０号

高知西部環境施設組合から中村市及び西土佐村が脱

退することに伴う財産処分について
原案可決 適　当
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＋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１７年３月１７日 

　宿毛市議会議長　西　郷　典　生　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業建設常任委員長　菱　田　征　夫 

 

委員会審査報告書 

 

　本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１０３条の規

定により報告します。 

記 

 

 
事 件 の 番 号 件　　　　　　　　　　名 審査結果 理　由

 
議案第４２号

宿毛都市計画事業宿毛駅前地区土地区画整理事業施

行規程の一部を改正する条例について
原案可決 適　当

 
議案第４３号

宿毛都市計画事業宿毛駅東地区土地区画整理事業施

行規程に関する条例の一部を改正する条例について
原案可決 適　当

 
議案第５４号 栄喜漁港区域内の公有水面埋立てについて 原案可決 適　当

 
議案第５５号 あらたに生じた土地の確認について 原案可決 適　当

 
議案第５６号 あらたに生じた土地の字の区域の画定について 原案可決 適　当

 
議案第５７号 あらたに生じた土地の字の区域の画定について 原案可決 適　当
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＋

＋＋

＋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１７年３月１７日 

　宿毛市議会議長　西　郷　典　生　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業建設常任委員長　菱　田　征　夫　 

　 

請願審査報告書 

 

　　本委員会に付託の請願は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１３６条第 

　１項の規定により報告します。 

記 

 

 

 

 
受理番号 件　　　　　　　　　　　　名 審査結果 意　　見

 
第　２号

公共工事における建設労働者の適正な労働条件の確保

について
採　　択 妥　　当
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＋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１７年３月１７日 

　宿毛市議会議長　西　郷　典　生　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務常任委員長　菊　地　　　徹 

 

陳情審査報告書 

 

　　本委員会に付託の陳情は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１３６条第 

　１項の規定により報告します。 

記 

 

 

 

 
受理番号 件　　　　　　　　　　　　名 審査結果 意　　見

 
第３０号

「三位一体改革」の影響からくらしと地方自治を守る

意見書の提出について
不 採 択 不 適 当

 
第３１号

「市場化テスト」や「給与構造見直し」に反対する意

見書の提出について
不 採 択 不 適 当
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＋

＋＋

＋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１７年３月２３日 

　宿毛市議会議長　西　郷　典　生　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育民生常任委員長　岡　村　佳　忠 

 

陳情審査報告書 

 

　　本委員会に付託の陳情は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１３６条第 

　１項の規定により報告します。 

記 

 

 

 

 
受理番号 件　　　　　　　　　　　　名 審査結果 意　　見

 
第１３号

教育基本法の理念の実現を求める意見書の提出につい

て
不 採 択 不 適 当

 
第２０号 「林邸」の保存について 趣旨採択 趣旨妥当

 
第２２号 教育基本法の改正を求める意見書の提出について 採　　択 妥　　当

 

第３２号

「障害者自立支援法案」の慎重審議を求めるととも

に、障害児者施策への「応益負担」導入は慎重に検討

することを求める意見書の提出について

採　　択 妥　　当
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＋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１７年３月１７日 

　宿毛市議会議長　西　郷　典　生　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業建設常任委員長　菱　田　征　夫 

 

陳情審査報告書 

 

　　本委員会に付託の陳情は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１３６条第 

　１項の規定により報告します。 

記 

 

 

 

 
受理番号 件　　　　　　　　　　　　名 審査結果 意　　見

 
第２８号 沖新田地区農道等の市道編入について 採　　択 妥　　当
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＋

＋＋

＋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１７年３月１７日 

　宿毛市議会議長　西　郷　典　生　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総務常任委員長　菊　地　　　徹　 

 

　　　　　　　　　　　　　　　閉会中の継続調査申出書 

 

　　本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第 

　１０４条の規定により申し出ます。 

　 

記 

１　事　件　（１）　総合計画の策定状況について 

　　　　　（２）　行政機構の状況について 

　　　　　（３）　財政の運営状況について 

　　　　　（４）　公有財産の管理状況について 

　　　　　（５）　市税等の徴収体制について 

　　　　　（６）　地域防災計画について 

２　理　由　議案審査の参考とするため 
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＋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１７年３月２３日 

　宿毛市議会議長　西　郷　典　生　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育民生常任委員長　岡　村　佳　忠　 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

　　本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第 

　１０４条の規定により申し出ます。 

 

記 

１　事　件　（１）　教育問題について 

　　　　　　（２）　環境、保健衛生の整備状況について 

　　　　　　（３）　下水道事業の運営管理状況について 

　　　　　　（４）　老人対策の状況について 

　　　　　　（５）　保育施設の管理状況について 

　　　　　　（６）　介護保険制度について 

２　理　由　議案審査の参考とするため 
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＋

＋＋

＋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１７年３月１７日 

　宿毛市議会議長　西　郷　典　生　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業建設常任委員長　菱　田　征　夫　 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

　　本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第 

　１０４条の規定により申し出ます。 

 

記 

１　事　件　（１）　農林水産業の振興対策状況について 

　　　　　　（２）　商工業の活性化対策状況について 

　　　　　　（３）　観光産業の振興対策状況について 

　　　　　　（４）　市道の管理状況について 

　　　　　　（５）　市営住宅の管理状況について 

　　　　　　（６）　都市計画事業の推進状況について 

２　理　由　議案審査の参考とするため 
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＋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１７年３月２４日 

　宿毛市議会議長　西　郷　典　生　殿 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議会運営委員長　岡　崎　　　求　 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

　　本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第 

　１０４条の規定により申し出ます。 

 

記 

１　事　件　（１）　議会の運営に関する事項 

　　　　　　（２）　議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項 

　　　　　　（３）　議長の諮問に関する事項 

　　　　　　（４）　議会報に関する事項 

２　理　由　議会運営を効率的かつ円滑に行うため 
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＋

＋＋

＋

意見書案第１号 

　　　教育基本法の改正を求める意見書の提出について 

　地方自治法第９９条の規定により、別紙のとおり意見書を提出する。 

　　平成１７年３月２４日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提出者　宿毛市議会議員　岡村佳忠　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　賛成者　宿毛市議会議員　中平富宏 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　濵田陸紀 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　西村六男 

　宿毛市議会議長　西　郷　典　生　殿 

説明　口頭 

 

　　　教育基本法の改正を求める意見書 

　教育基本法は、昭和２２年の制定以来、我が国の教育の大本を示す法規としてその役割を果

たしてきたが、今や日本の教育そのものを見直す時期に来ている。 
　戦後半世紀を経て、国際社会の変化に伴い日本の社会も大きく変化し、教育は多くの課題を

抱えるに至った。青少年の凶悪犯罪に見られるように規範意識や道徳心は希薄化し、学校教育

においては、学校崩壊やいじめ、不登校、学力低下など多くの問題がある。また、家庭や地域

社会においても教育力の低下が指摘され、今日、教育改革は国民的課題となっている。 
　こうした中、平成１５年３月、中央教育審議会は文部科学大臣に対して「新しい時代にふさ

わしい教育基本法と教育振興基本計画の在り方について」を答申し、教育基本法の改正を提唱

している。 
　しかし、その後の論議は、その重要性に比して不十分なままになっている。 
　今こそ、将来の日本を担う国際社会に通用する人材の育成や、青少年の健全育成のあり方に

ついて、国として真剣に考え、新たな時代にふさわしい日本の教育の方向性を明確に指し示す

必要がある。 
　よって、国におかれては、一切のタブーを設けることなく論議を行い、教育基本法を改正す

るよう強く要望する。 
　以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。 
　　 
　　平成１７年３月２４日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県宿毛市議会議長　西　郷　典　生 
　衆 議 院 議 長　殿 
　参 議 院 議 長　殿 
　内 閣 総 理 大 臣　殿 

　文 部 科 学 大 臣　殿 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 
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＋

意見書案第２号 

　　　「障害者自立支援法案」の慎重審議を求めるとともに、障害児者施策への「応益 

負担」導入は慎重に検討することを求める意見書の提出について 

　地方自治法第９９条の規定により、別紙のとおり意見書を提出する。 

　　平成１７年３月２４日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提出者　宿毛市議会議員　岡村佳忠　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　賛成者　宿毛市議会議員　中平富宏 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　有田都子 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　濵田陸紀 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　沖本年男 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　西村六男 

　宿毛市議会議長　西　郷　典　生　殿 

説明　口頭 

 

　　　「障害者自立支援法案」の慎重審議を求めるとともに、障害児者施策への「応益 

負担」導入は慎重に検討することを求める意見書 

　政府は、現在開かれている通常国会に、「障害者自立支援法案」を提出しました。そもそも

障害者福祉に関しては、介護保険制度の見直しに伴う障害者支援費制度の「統合」が議論され

ていましたが、昨年１０月に突然厚生労働省から「障害保健福祉施策のあり方について－改革

のグランドデザイン案－」が提案され、それに基づいて「障害者自立支援法案」が提案される

という、単に制度の「統合」というのではなく、障害児者施策全体のあり方を大きく変更する

方向として打ち出されました。この法案は、三障害（知的、身体、精神）の均衡化を図る考え

方や複雑な施設体系の見直しなど、これまで私たちが要望してきた制度改革への大きな一歩を

踏み出した点で評価できるといえます。しかし、その前提となっているのが「応益負担」原則

を施策に盛り込むこととされ、すでに社会保障審議会障害者部会に提案された「負担の考え

方」等を見れば、この原則の導入が障害当事者・家族の生活を大きく圧迫し、かつ当事者間の

支援格差を助長することとなることが懸念されています。この内容を知った当事者・家族、関

係者からは猛烈な反発も起こっています。 
　こうした状況に鑑み、「障害者自立支援法案」の慎重審議を求め、障害児者施策への「応益

負担」導入は慎重に検討することを求めます。 
　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
　　 
　　平成１７年３月２４日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県宿毛市議会議長　西　郷　典　生　　　 
　内　閣　総　理　大　臣　殿 
　厚 生 労 働 大 臣　殿 
　財 務 大 臣　殿 
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＋

＋＋

＋

　総 務 大 臣　殿 
－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

意見書案第３号 

　　　公共工事における建設労働者の適正な労働条件の確保を求める意見書の提出につ 

　　　いて 

　地方自治法第９９条の規定により、別紙のとおり意見書を提出する。 

　　平成１７年３月２４日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提出者　宿毛市議会議員　菱田征夫　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　賛成者　宿毛市議会議員　浅木　敏 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　浦尻和伸 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　田中徳武 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　中川　貢 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃　　　　岡崎　求 

　宿毛市議会議長　西　郷　典　生　殿 

説明　口頭 

 

　　　公共工事における建設労働者の適正な労働条件の確保を求める意見書 

　建設産業は日本の基幹産業として今日までの経済活動と雇用機会の確保に貢献してきました。

しかしながら、建設業における元請と下請という重層的な関係の中で、他の産業では常識とさ

れる明確な賃金体系が現在も確立されず、仕事量の変動が、直接、施工単価や労務費の引き下

げとして建設労働者の生活を不安定なものにしております。 
　国においては、平成１３年４月に「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」

が施行され、「建設労働者の賃金・労働条件の確保が適切に行われること」が衆参両院で附帯

決議されました。諸外国では、公契約に係る賃金を確保する法律、いわゆる「公契約法」の制

定が進んでいます。 
　建設業を健全に発展させ、工事における安全や品質の確保とともに、雇用の安定や技能労働

者の育成を図るためには、公共事業における新たなルールづくりが必要です。 
　つきましては、建設労働者の適正な労働条件を確保するために、以下の施策を早急に実行す

るよう意見書を提出いたします。 
記 

１　公共工事において建設労働者の適正な賃金が確保されるよう公契約法の制定を検討するこ

と。 
２　「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の附帯決議事項の実効ある施策

を図ること。 
　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
　　 
　　平成１７年３月２４日 
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＋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県宿毛市議会議長　西　郷　典　生　　　 
　衆 議 院 議 長　殿 
　参 議 院 議 長　殿 
　内　閣　総　理　大　臣　殿 
　総 務 大 臣　殿 
　厚 生 労 働 大 臣　殿 
　国 土 交 通 大 臣　殿 
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　　　　　　　　　　　　　　一  般  質  問  通  告  表 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１７年第１回定例会 
 

質問 

順位
質 問 議 員 質 問 の 要 旨

 

１
　２番 

　中平富宏君

１　新市建設計画について（市長） 

 

２　構造改革特区について（市長） 

 

３　防災について（市長）

 

２
６番 

　寺田公一君

１　土佐くろしお鉄道事故について（市長） 

 

２　農業振興について（市長） 

 

３　教育行政について（教育委員長、教育長）

 

３
　１番 

　浅木　敏君

１　土佐くろしお鉄道の経営について（市長） 

 

２　行政改革について（市長） 

 

３　市町村合併について（市長）

 

４
１２番 

　岡村佳忠君

１　行政方針について（市長） 

（１）生活環境について 

　　ア　し尿処理場の改修について 

 

２　教育行政方針について（教育長） 

（１）学校の管理について

 

５
　５番 

　菊地　徹君

１　市民や学童への防犯対策について（市長、教育長） 

（１）防犯ステッカーと自主防犯パトロールの実施について 

 

２　津波対策について（市長）
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６
１０番 

　沖本年男君

１　市長の政治姿勢について（市長） 

（１）山奈・平田地域の洪水被害と中筋川ダムの関係及び抜本

対策について 

（２）溶融炉の飛灰処分について 

（３）農林業の振興について 

（４）片島港の再開発の調査について 

 

２　教育行政について（教育長） 

（１）総合型地域スポーツクラブの設立について

 

７
　７番 

　菱田征夫君

１　市長の行政方針について（市長） 

（１）公共事業の必要性について
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平成１７年第１回宿毛市議会定例会議決結果一覧表 

 

　　　議　　案 

 
 

議案番号 件 名 議決月日 結　　果

 
第　１号 平成１６年度宿毛市一般会計補正予算について ３月２４日 原案可決

 
第　２号

平成１６年度宿毛市簡易水道事業特別会計補正

予算について
３月２４日 原案可決

 
第　３号

平成１６年度宿毛市国民健康保険事業特別会計

補正予算について
３月２４日 原案可決

 
第　４号

平成１６年度宿毛市へき地診療事業特別会計補

正予算について
３月２４日 原案可決

 
第　５号

平成１６年度宿毛市定期船事業特別会計補正予

算について
３月２４日 原案可決

 
第　６号

平成１６年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会

計補正予算について
３月２４日 原案可決

 
第　７号

平成１６年度宿毛市老人保健特別会計補正予算

について
３月２４日 原案可決

 
第　８号

平成１６年度宿毛市学校給食事業特別会計補正

予算について
３月２４日 原案可決

 
第　９号

平成１６年度宿毛市下水道事業特別会計補正予

算について
３月２４日 原案可決

 
第１０号

平成１６年度宿毛市国民宿舎運営事業特別会計補

正予算について
３月２４日 原案可決

 
第１１号

平成１６年度幡多西部介護認定審査会特別会計

補正予算について
３月２４日 原案可決

 
第１２号

平成１６年度宿毛市介護保険事業特別会計補正

予算について
３月２４日 原案可決

 
第１３号

平成１６年度宿毛市水道事業会計補正予算につ

いて
３月２４日 原案可決

 
第１４号 平成１７年度宿毛市一般会計予算について ３月２４日 原案可決

 
第１５号

平成１７年度宿毛市簡易水道事業特別会計予算

について
３月２４日 原案可決

 
第１６号

平成１７年度宿毛市国民健康保険事業特別会計

予算について
３月２４日 原案可決

 
第１７号

平成１７年度宿毛市へき地診療事業特別会計予

算について
３月２４日 原案可決
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第１８号

平成１７年度宿毛市定期船事業特別会計予算に

ついて
３月２４日 原案可決

 
第１９号

平成１７年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会

計予算について
３月２４日 原案可決

 
第２０号

平成１７年度宿毛市老人保健特別会計予算につ

いて
３月２４日 原案可決

 
第２１号

平成１７年度宿毛市学校給食事業特別会計予算

について
３月２４日 原案可決

 
第２２号

平成１７年度宿毛市下水道事業特別会計予算に

ついて
３月２４日 原案可決

 
第２３号

平成１７年度宿毛市国民宿舎運営事業特別会計

予算について
３月２４日 原案可決

 
第２４号

平成１７年度幡多西部介護認定審査会特別会計

予算について
３月２４日 原案可決

 
第２５号

平成１７年度宿毛市介護保険事業特別会計予算

について
３月２４日 原案可決

 
第２６号 平成１７年度宿毛市水道事業会計予算について ３月２４日 原案可決

 
第２７号

宿毛市金婚夫婦表彰条例の一部を改正する条例

について
３月２４日 原案可決

 
第２８号

宿毛市議会政務調査費の交付に関する条例の一

部を改正する条例について
３月２４日 原案可決

 
第２９号

宿毛市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の

一部を改正する条例について
３月２４日 原案可決

 
第３０号

宿毛市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関す

る条例の一部を改正する条例について
３月２４日 原案可決

 

第３１号

宿毛市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例に

ついて

３月２４日 原案可決

 
第３２号

宿毛市特別職の職員の給与並びに旅費に関する

条例の一部を改正する条例について
３月２４日 原案可決

 
第３３号

宿毛市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等

に関する条例の一部を改正する条例について
３月２４日 原案可決

 

第３４号
宿毛市一般職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例について
３月２４日 原案可決
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第３５号
宿毛市職員特殊勤務手当に関する条例の一部を

改正する条例について
３月２４日 原案可決

 
第３６号 宿毛市旅費条例の一部を改正する条例について ３月２４日 原案可決

 
第３７号 宿毛市税条例の一部を改正する条例について ３月２４日 原案可決

 
第３８号

宿毛市手数料徴収条例の一部を改正する条例に

ついて
３月２４日 原案可決

 
第３９号

宿毛市奨学金貸与条例の一部を改正する条例に

ついて
３月２４日 原案可決

 
第４０号

宿毛市立公民館設置条例の一部を改正する条例

について
３月２４日 原案可決

 
第４１号

宿毛市立公民館使用条例の一部を改正する条例

について
３月２４日 原案可決

 
第４２号

宿毛都市計画事業宿毛駅前地区土地区画整理事

業施行規程の一部を改正する条例について
３月２４日 原案可決

 

第４３号

宿毛都市計画事業宿毛駅東地区土地区画整理事

業施行規程に関する条例の一部を改正する条例

について

３月２４日 原案可決

 
第４４号

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の

一部を改正する条例について
３月２４日 原案可決

 

第４５号

高知県市町村総合事務組合を組織する地方公共

団体の数の減少及び高知県市町村総合事務組合

規約の一部を改正する規約について

３月２４日 原案可決

 

第４６号

高知県市町村総合事務組合から仁淀地区国民健

康保険病院組合が脱退することに伴う財産処分

について

３月２４日 原案可決

 

第４７号

幡多広域市町村圏事務組合を組織する地方公共

団体の数の減少及び幡多広域市町村圏事務組合

規約の一部を改正する規約について

３月２４日 原案可決

 
第４８号

幡多広域市町村圏事務組合から中村市及び西土

佐村が脱退することに伴う財産処分について
３月２４日 原案可決

 

第４９号

高知西部環境施設組合を組織する地方公共団体

の数の減少及び高知西部環境施設組合規約の一

部を改正する規約について

３月２４日 原案可決

 
第５０号

高知西部環境施設組合から中村市及び西土佐村

が脱退することに伴う財産処分について
３月２４日 原案可決

 
第５１号

こうち人づくり広域連合規約の一部を改正する

規約について
３月２４日 原案可決
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第５２号

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定に

ついて
３月２４日 原案可決

 
第５３号

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定に

ついて
３月２４日 原案可決

 
第５４号 栄喜漁港区域内の公有水面埋立てについて ３月２４日 原案可決

 
第５５号 あらたに生じた土地の確認について ３月２４日 原案可決

 
第５６号 あらたに生じた土地の字の区域の画定について ３月２４日 原案可決

 
第５７号 あらたに生じた土地の字の区域の画定について ３月２４日 原案可決

 
第５８号

宿毛市・大月町合併協議会規約の一部を改正す

る規約について
３月　９日 原案可決

 
第５９号 平成１６年度宿毛市一般会計補正予算について ３月２４日 原案可決

 
第６０号 宿毛市都市計画審議会条例の制定について ３月２４日 原案可決

 

第６１号

宿毛市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例に

ついて

３月２４日 原案可決

 
第６２号

宿毛市都市計画委員会設置条例を廃止する条例

について
３月２４日 原案可決

 
第６３号 宿毛市及び幡多郡大月町の廃置分合について ３月２４日 原案可決

 
第６４号

宿毛市及び幡多郡大月町の廃置分合に伴う財産

処分に関する協議について
３月２４日 原案可決

 
第６５号

宿毛市及び幡多郡大月町の廃置分合に伴い新た

に設置される宿毛市の議会の議員の定数に関す

る協議について

３月２４日 原案可決

 
第６６号

宿毛市及び幡多郡大月町の廃置分合に伴う経過

措置に関する協議について
３月２４日 原案可決

 
第６７号

宿毛市及び幡多郡大月町の廃置分合に伴う地域

審議会の設置に関する協議について
３月２４日 原案可決
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　　　請　　願 

 

 

 
受理番号 件 名 議決月日 結　　果

 
第　２号

公共工事における建設労働者の適正な労働条件

の確保について
３月２４日 採　　択
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　　　陳　　情 

 

 

 

 
受理番号 件 名 議決月日 結　　果

 
第１３号

教育基本法の理念の実現を求める意見書の提出

について
３月２４日 不 採 択

 
第２０号 「林邸」の保存について ３月２４日 趣旨採択

 
第２２号

教育基本法の改正を求める意見書の提出につい

て
３月２４日 採　　択

 
第２８号 沖新田地区農道等の市道編入について ３月２４日 採　　択

 
第３０号

「三位一体改革」の影響からくらしと地方自治

を守る意見書の提出について
３月２４日 不 採 択

 
第３１号

「市場化テスト」や「給与構造見直し」に反対

する意見書の提出について
３月２４日 不 採 択

 

第３２号

「障害者自立支援法案」の慎重審議を求めると

ともに、障害児者施策への「応益負担」導入は

慎重に検討することを求める意見書の提出につ

いて

３月２４日 採　　択


